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 現在わが国で流通している化学物質は工業的に生産されているものだけで数万種に及ぶとい

われ、その用途・種類は多岐・多様にわたっていますが、その生産・使用・廃棄の仕方によっ

ては人の健康や生態系に影響を及ぼすおそれがあるものも数多くあります。また、これらの化

学物質の中には、大気、水、土壌等の複数の媒体を通じて、人間や他の生物が長期間にわたっ

て曝露されるものもあり、そのような化学物質の挙動や影響については未解明な部分が数多く

残されています。 

 これらの課題に的確に対応していくためには、化学物質が環境汚染を通じて人の健康や生態

系に与える影響を生じさせるおそれを「環境リスク」として捉え、その科学的な評価を着実に

進めるとともに、未然防止の観点からこれを総体的に低減させる必要があり、平成24年4月に閣

議決定された第四次環境基本計画においても、包括的な化学物質対策の確立と推進のための取

組として、科学的な環境リスク評価を効率的に推進すること等が施策の基本的な方向性として

示されているところです。 

 環境省（旧環境庁）では平成9年4月に環境リスク評価室を設置し、化学物質の環境リスク評

価に関する検討を進めてまいりました。平成14年3月にはその成果を「化学物質の環境リスク評

価 第１巻」としてとりまとめ、それ以降、これまでに第11巻まで順次とりまとめを行い、公

表してきました。 

 第11巻の公表以降、引き続き、環境省においては、数多くの研究者・専門家や独立行政法人

国立環境研究所の協力を得て、さらなる物質について環境リスク評価を実施してきました。そ

の成果が、平成25年12月に開催された中央環境審議会環境保健部会化学物質評価専門委員会で

の審議を経て、「化学物質の環境リスク評価 第12巻」としてとりまとめられました。今回のと

りまとめにより、これまでに316物質（うち93物質は生態リスク初期評価のみを実施）の環境リ

スク初期評価がとりまとめられたことになります。 

 今後、環境省では、平成21年度に改正された「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法

律」（化学物質審査規制法）におけるリスク評価等の進展を踏まえ、環境中に存在する幅広い

化学物質を対象として、化学物質審査規制法等の個別法の下でのリスク評価ではカバーできな

い物質や曝露経路を中心に、さらに内容の充実を図り、化学物質の環境安全性に関する重要な

知見を提供していきたいと考えております。 

 最後になりましたが、本誌に収録された調査、とりまとめにご協力いただいた多くの研究者、

専門家をはじめとした全ての関係の皆様に深く感謝の意を表するとともに、本誌が関係各位に

活用され我が国の化学物質対策に大いに役立つものとなることを念願いたします。 

 

平成26年3月 

 

環境省環境保健部環境リスク評価室  
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化学物質の環境リスク初期評価等 

（第１２次とりまとめ） 
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Ⅰ．化学物質の環境リスク初期評価（第１２次とりまとめ）の結果の概要 

 

１．はじめに 

 世界で約１０万種、我が国で約５万種流通していると言われる化学物質の中には、人

の健康及び生態系に対する有害性を持つものが多数存在しており、適正に取り扱われな

ければ、環境汚染を通じて人の健康や生態系に好ましくない影響を与えるおそれがある。 

 このような悪影響の発生を未然に防止するためには、潜在的に人の健康や生態系に有

害な影響を及ぼす可能性のある化学物質が、大気、水質、土壌等の環境媒体を経由して

環境の保全上の支障を生じさせるおそれ（環境リスク）について、科学的な観点から定

量的な検討と評価を行い、その結果に基づいて、必要に応じ、環境リスクを低減させる

ための対策を進めていく必要がある。 

  

２．環境リスク初期評価の概要 

 (1) 実施主体 

 環境省環境保健部環境リスク評価室では、平成９年度から化学物質の環境リスク初

期評価に着手し、独立行政法人国立環境研究所環境リスク研究センターの協力を得て、

その結果をこれまで１１次にわたりとりまとめ、「化学物質の環境リスク評価」（第

１巻～第１１巻）として公表している。 

 環境リスク初期評価の結果のとりまとめに当たっては、中央環境審議会環境保健部

会化学物質評価専門委員会に報告し、評価をいただいている。 

 

  (2) 位置付け 

環境リスク初期評価は、多数の化学物質の中から相対的に環境リスクが高い可能性

がある物質を、科学的な知見に基づいてスクリーニング（抽出）するための初めのス

テップである。 

 

図 環境リスク初期評価による取組の誘導と化学物質に係る情報の創出 

－1－
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 環境リスク初期評価において、「詳細な評価を行う候補」及び「関連情報の収集が必

要」と評価された物質については、関係部局等との連携の下、必要に応じ行政的な対応

（前者の場合には、より詳細なリスク評価の実施、規制法に基づく排出抑制等、後者の

場合には継続的な環境濃度の監視、より高感度の分析法の開発等）が図られる。 

 

 (3) 構成 

環境リスク初期評価は、人の健康に対するリスク（健康リスク）評価と生態系に対

するリスク（生態リスク）評価から成り立っており、以下の３段階を経て、リスクの

判定を行っている。 

①有害性評価 

 

②曝露評価 

 

③リスクの程度の判定 

 

人の健康及び生態系に対する有害性を特定し、用量（濃度）

－反応（影響）関係の整理 

人及び生態系に対する化学物質の環境経由の曝露量の見積

もり 

有害性評価と曝露評価の結果を考慮 

 

 (4) 対象物質 

環境省内の関係部署や有識者から、各々の施策や調査研究において環境リスク初期

評価を行うニーズのある物質（非意図的生成物質や天然にも存在する物質を含む。）

を聴取するとともに、環境モニタリング調査結果において検出率が高かった物質等か

ら有識者の意見等を踏まえ、優先度が高いと判断されたものを選定している。 

 

 (5) 評価の方法 

 化学物質の環境リスク初期評価ガイドラインに基づいて、リスクの判定を行うとと

もに、リスクの判定ができない場合には、情報収集の必要性に関する総合的な判定を

実施している。 

 

（参考１）リスクの判定（例） 

  健康リスク：無毒性量等を予測最大曝露量（又は予測最大曝露濃度）で除し 

            たMOEを求めて判定する。 

MOE 判  定 

10未満 

10以上100未満 

100以上 

算出不能 

 詳細な評価を行う候補と考えられる。 

 情報収集に努める必要があると考えられる。

 現時点では作業は必要ないと考えられる。 

 現時点ではリスクの判定ができない。 
 

生態リスク：予測環境中濃度（PEC)と予測無影響濃度（PNEC）との比較により 

               行う。 

PEC/PNEC 判  定 

１以上 

0.1以上１未満 

0.1未満 

情報不十分 

 詳細な評価を行う候補と考えられる。 

 情報収集に努める必要があると考えられる。

 現時点では作業は必要ないと考えられる。 

 現時点ではリスクの判定はできない。 

－2－
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（参考２）情報収集の必要性に関する総合的な判定 

 リスクの判定結果を踏まえつつ、化学物質の製造量、用途、物性、化学物質排

出把握管理促進法に基づく届出排出量をもとにしたモデル等による環境濃度の

推定結果等の情報に基づいて、専門的な観点から、更なる情報収集の必要性につ

いて総合的な判定等を実施する。 

 

 なお、初期評価を実施する際には、その趣旨に鑑み、環境リスクが高い物質を見逃

してしまうことのないよう、有害性評価においては複数の種について毒性データが利

用可能な場合には感受性がより高い種のデータを利用する、曝露評価においては原則

として検出最大濃度を利用する等、安全側に立脚した取り扱いを行っている。 

 

３．環境リスク初期評価（第１２次とりまとめ）の結果の概要 

 (1) 対象物質 

今回の第１２次とりまとめにおいては、健康リスクと生態リスクの双方を対象とし

た環境リスク初期評価について、１４物質をとりまとめた。 

 

 (2) 結果 

環境リスク初期評価（健康リスクと生態リスクの双方を対象） 

 対象とした１４物質の環境リスク初期評価の結果を、今後の対応の観点から整理

をすると、以下のとおりとなる。 

 今回の第１２次とりまとめにより、これまでに２２３物質の環境リスク初期評価

がとりまとめられたことになる。なお、今回の第１２次とりまとめにおいては、生

態リスク初期評価のみを追加的に実施した物質はないが、上記２２３物質とは別に

９３物質の生態リスク初期評価がとりまとめられているところである。 

 健康リスク初期評価 生態リスク初期評価 
A.詳細な評価を行う候補 

 

【１物質】 

ベンズアルデヒド 

【１物質】 

ジメチルアミン 

B. 
関連情
報の収
集が必
要 

 
 
 
 
 
 

 

B1 

リスクはＡより低

いと考えられるが、

引き続き、関連情

報の収集が必要 

【５物質】 
1,2-ジブロモエタン、ジメチルアミ
ン*、テトラフルオロエチレン*、1
-ブロモプロパン*、メタクリル酸*

【１物質】 
トリメチルアミン 

B2 

リスクの判定はで

きないが、総合的に

考えて、関連情報の

収集が必要 

【０物質】 
 

【０物質】 
 

C. 
現時点では更なる作業の必
要性は低い 
 
 
 

【８物質】 

エチレンイミン**、o-クロロフェ

ノール、1,2-ジクロロ-3-ニトロベ

ンゼン、トリメチルアミン、p-ニ

【１２物質】 

エチレンイミン、o-クロロフェノー

ル、1,2-ジクロロ-3-ニトロベンゼン

、1,2-ジブロモエタン、テトラフル

－3－
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トロフェノール**、o-フェニレン

ジアミン、ベンジリジン＝トリク

ロリド、N-メチルアニリン 

オロエチレン**、p-ニトロフェノー

ル**、o-フェニレンジアミン、1-ブ

ロモプロパン、ベンジリジン＝トリ

クロリド**、ベンズアルデヒド、メ

タクリル酸、N-メチルアニリン 

＊ガイドラインに従い算出されたMOEやPEC/PNEC比では「現時点では更なる作業の必要性は

低い」となるが、諸データ及び専門的な見地から総合的に判断して、引き続き、関連情報の収

集が必要と考えられた物質。 

＊＊MOEやPEC/PNEC比が設定できず「リスクの判定はできない」となったが、諸データ及び専

門的な見地から総合的に判断して、現時点では更なる作業の必要性は低いと考えられた物質。 

 

 (3)留意事項 

今回の結果から直ちに環境リスクの抑制が必要であると判断されるわけではない。 

 

４．今後の対応 

(1) 結果の公表 

○ 環境リスク初期評価の結果は、「化学物質の環境リスク初期評価：第１２巻」とし

てとりまとめるとともに、インターネット上で公表する（下記アドレス参照）。 

   http://www.env.go.jp/chemi/risk/index.html 

○ また、環境リスク初期評価により得られた科学的知見を、一般消費者が日常生活に

おいて、企業が経済活動において、より容易に活用することができるよう、物質ご

とに初期評価の結果を要約したプロファイルを作成し、インターネット上で公表す

る。 

 

(2) 関係部局等の取組の誘導 

○ 「詳細な評価を行う候補」とされた化学物質について、関係部局、自治体等へ情

報提供を行い、緊密な連携を図ることにより、必要な取組（例：詳細なリスク評価

の実施、環境調査の実施、より詳細な毒性情報の収集等）の誘導を図るとともに、

「関連情報の収集が必要」とされた化学物質については、個々の評価の内容を踏ま

えて関係部局との連携などを確保し、環境中の存在状況や、有害性に係る知見など

の充実を図るものとする。 

○ 具体的には、以下のような取組の誘導等を行っていく。 

・健康リスク初期評価の結果、「詳細な評価を行う候補」とされた１物質について

は、室内空気の吸入曝露によるリスクが高い可能性があるため、本評価結果を関係

機関に連絡し、対応を促すこととする。 

・生態リスク初期評価の結果、「詳細な評価を行う候補」とされた１物質について

は、関係部局との連携と分担の下で、生態毒性及び発生源や環境中の存在状況等に

関する知見を充実させつつ、生態リスクのより詳細な評価を優先的に進める対象物

質とすることの検討を行うこととする。 

 

(3) 再度の環境リスク初期評価の実施 

 「関連情報の収集が必要」とされた物質については、関連情報を収集の上、適宜、

－4－
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環境リスク初期評価の対象物質とすることについて検討する。 

 また、既に初期評価を行った物質についても、その後内外で毒性データや曝露デー

タの更新や評価手法の見直し等が行われたものについては、再評価を行い、逐次、再

評価結果を公表する。 

 

(4）今後の対応 

○ 環境リスク初期評価ガイドラインについて、今後も必要に応じて適切に見直しを

図る。 

○ OECD等における試験法及び評価手法に関する検討状況を適切に把握し、新たな知

見等を環境リスク初期評価に速やかに反映させる。 

○ QSAR（定量的構造活性相関）についてはすでに諸外国で活用が進められていると

ころであるが、環境リスク初期評価においても、生態リスク初期評価において、今

後活用を進めることとする。 

  現在、生態リスク初期評価においては、生態毒性に関する試験を実施して得られ

た実測値に基づき評価を行っているが、当面は専門家のエキスパートジャッジの根

拠の一つとしてQSAR予測値を活用していく。生態リスク初期評価についてエキス

パートジャッジによる評価事例を積み重ねた後に、QSAR活用に係るガイドライン

の策定を検討する。 

○ 改正化学物質審査規制法の下でスクリーニング評価、リスク評価が進められてい

ること等を踏まえ、以下に示す物質を母集団とし､用途ごとの規制法のみによる対

応ではカバーできない物質や､用途が多岐にわたる物質など､総合的な化学物質管

理が必要な物質等に重点を置き、環境リスク初期評価をさらに進める。 

〈 化学物質の環境リスク初期評価を行う物質の母集団 〉 

  ・環境省内の関係部署から環境リスク初期評価を行うニーズのある物質 

 ・諸外国でリスク評価・管理の対象とされている物質 

 ・モニタリングにおいて検出され､その結果の評価が必要とされる物質 

 ・非意図的生成物質 

・天然にも存在する物質 
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等
、

ス
ロ

ー
プ

フ
ァ

ク
タ

ー
、

ユ
ニ

ッ
ト

リ
ス

ク
が

設
定

で
き

な
か

っ
た

物
質

：
 
曝

露
経

路
間

の
換

算
に

よ
り

算
出

し
た

値
を

考
慮

し
た

。
　

　
　

（
注

１
１

）
経

口
曝

露
又

は
吸

入
曝

露
の

無
毒

性
量

等
、

ス
ロ

ー
プ

フ
ァ

ク
タ

ー
、

ユ
ニ

ッ
ト

リ
ス

ク
が

設
定

で
き

な
か

っ
た

物
質

：
 
無

毒
性

量
等

、
ス

ロ
ー

プ
フ

ァ
ク

タ
ー

、
ユ

ニ
ッ

ト
リ

ス
ク

を
仮

定
し

て
試

算
し

た
値

を
考

慮
し

た
。

　
　

　

（
注

１
２

）
過

去
の

デ
ー

タ
、

限
ら

れ
た

地
域

の
デ

ー
タ

、
P
R
T
R
デ

ー
タ

を
用

い
た

濃
度

予
測

結
果

を
考

慮
し

た
。

（
注

５
）

リ
ス

ク
評

価
の

指
標

が
設

定
で

き
な

い
場

合
や

曝
露

情
報

が
把

握
さ

れ
て

い
な

い
た

め
に

Ｍ
Ｏ

Ｅ
・

過
剰

発
生

率
（

が
ん

）
の

算
出

が
で

き
ず

、
リ

ス
ク

の
判

定
が

で
き

な
か

っ
た

場
合

で
も

、
関

連
情

報
か

ら
情

報
収

集
等

の
必

要
性

に
つ

い
て

推
定

で
き

た
場

合
に

は
、

 
 
 
 
 
 
 
 
健

康
リ

ス
ク

評
価

分
科

会
に

よ
る

総
合

的
な

判
定

に
よ

り
下

記
の

通
り

分
類

し
た

。

　
　

　
（

○
）

：
情

報
収

集
等

を
行

う
必

要
性

は
低

い
と

考
え

ら
れ

る
、

　
（

▲
）

：
情

報
収

集
等

を
行

う
必

要
性

が
あ

る
と

考
え

ら
れ

る
、

　
（

■
）

：
詳

細
評

価
を

行
う

候
補

と
考

え
ら

れ
る

。

（
注

６
）

再
評

価
物

質
に

つ
い

て
は

、
過

去
に

お
い

て
第

何
次

の
と

り
ま

と
め

で
公

表
し

た
か

を
示

す
。

（
注

７
）

無
毒

性
量

等
：

長
期

間
の

連
続

曝
露

に
補

正
し

た
N
O
A
E
L
又

は
N
O
A
E
L
相

当
(
L
O
A
E
L
を

1
0
で

除
し

た
場

合
等

)
の

値
。

（
注

８
）

予
測

最
大

曝
露

量
が

得
ら

れ
な

か
っ

た
物

質
：

 
過

去
の

曝
露

量
、

限
ら

れ
た

地
域

の
曝

露
量

、
生

産
量

の
推

移
及

び
P
R
T
R
デ

ー
タ

な
ど

を
考

慮
し

た
。

（
注

１
）

－
：

リ
ス

ク
評

価
の

指
標

が
設

定
で

き
な

か
っ

た
、

あ
る

い
は

予
測

最
大

曝
露

量
・

濃
度

が
設

定
で

き
な

か
っ

た
場

合
、

Ｍ
Ｏ

Ｅ
・

過
剰

発
生

率
（

が
ん

）
の

算
出

が
で

き
な

か
っ

た
場

合
。

（
注

２
）

リ
ス

ク
評

価
の

指
標

：
本

評
価

は
基

本
的

に
安

全
サ

イ
ド

に
立

っ
た

ス
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
と

し
て

実
施

し
て

い
る

こ
と

、
情

報
の

質
、

量
は

化
学

物
質

に
よ

り
大

き
く

異
な

る
こ

と
か

ら
、

化
学

物
質

間
の

相
対

的
な

毒
性

強
度

を
比

較
す

る
よ

う
な

場
合

等
に

は
、

こ
の

数
値

 
 
 
 
 
 
 
 
を

単
純

に
使

用
す

る
の

で
は

な
く

、
更

な
る

詳
細

な
検

討
を

行
う

こ
と

が
必

要
。

（
注

３
）

Ｍ
Ｏ

Ｅ
：

無
毒

性
量

等
を

予
測

最
大

曝
露

量
、

あ
る

い
は

予
測

最
大

曝
露

濃
度

で
除

し
た

値
。

但
し

、
無

毒
性

量
等

を
動

物
実

験
か

ら
設

定
し

た
場

合
に

は
1
0
で

除
し

、
さ

ら
に

ヒ
ト

で
発

が
ん

作
用

が
あ

る
と

考
え

ら
れ

る
場

合
に

は
最

大
1
0
で

除
し

て
算

出
す

る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
ま

た
、

無
毒

性
量

等
を

発
が

ん
性

か
ら

設
定

し
た

場
合

に
は

原
則

1
0
で

除
し

て
算

出
す

る
。

（
注

４
）

○
：

現
時

点
で

は
作

業
は

必
要

な
い

、
　

▲
：

情
報

収
集

に
努

め
る

必
要

が
あ

る
、

　
■

：
詳

細
な

評
価

を
行

う
候

補
、

　
×

：
現

時
点

で
は

リ
ス

ク
の

判
定

は
で

き
な

い
。

－

○

－

m
g/

kg
/d

ay
ラ

ッ
ト

14
N
-
メ

チ
ル

ア
ニ

リ
ン

[
1
0
0
-
6
1
-
8
]

0.
05

ヘ
モ

グ
ロ

ビ
ン

濃
度

の
減

少
、

脾
臓

の
う

っ
血

吸
入

無
毒

性
量

等
（

注
７

）
－

m
g/

m
3

－

経
口

無
毒

性
量

等
（

注
７

）

ラ
ッ

ト
鼻

甲
介

前
部

の
炎

症
性

変
化

－
（

○
）

（
注

1
0
,
1
1
）

－

吸
入

無
毒

性
量

等
（

注
７

）
0.

13
m

g/
m

3

－

13
メ

タ
ク

リ
ル

酸
[
7
9
-
4
1
-
4
]

経
口

無
毒

性
量

等
（

注
７

）
－

m
g/

kg
/d

ay
－

（
○

）
（

注
1
2
）

体
重

増
加

の
抑

制
、

低
体

温
、

肝
臓

重
量

の
増

加
な

ど

m
g/

kg
/d

ay
ラ

ッ
ト

マ
ウ

ス
生

存
率

の
低

下
、

膵
臓

の
過

形
成

前
胃

の
過

形
成

吸
入

無
毒

性
量

等
（

注
７

）
5.

4
m

g/
m

3
ラ

ッ
ト

－
µ

g/
m

3
×

12
ベ

ン
ズ

ア
ル

デ
ヒ

ド
[
1
0
0
-
5
2
-
7
]

経
口

無
毒

性
量

等
（

注
７

）
14

3

－

<
0.

00
4

µ
g/

m
3

○
一

般
環

境
大

気

室
内

空
気

－
µ

g/
kg

/d
ay

（
○

）
（

注
８

）

地
下

水
－

µ
g/

kg
/d

ay

吸
入

飲
料

水

11
ベ

ン
ジ

リ
ジ

ン
＝

ト
リ

ク
ロ

リ
ド

[
9
8
-
0
7
-
7
]

経
口

－7－



< 0.004 < 0.0003

< 0.004 < 0.0003

0.071 0.009

0.009 0.001

< 0.012 < 0.0008

< 0.012 < 0.0008

< 0.0037 < 0.001

< 0.0037 < 0.001

190 19

1.2 0.12

－ －

－ －

17 0.2

1.2 0.02

－ －

－ －

< 0.015 < 0.02

< 0.015 < 0.02

0.0027 0.00004

0.0073 0.0001

－ －

－ －

－ －

－ －

0.1 0.001

0.051 0.0006

< 0.012 < 0.004

< 0.012 < 0.004

（注1）　－：PECが設定できなかった場合、あるいはPEC/PNEC比の算出ができなかった場合を示す

（注2）　実測値に基づくPEC、及びPEC/PNEC比の上段は公共用水域（淡水）、下段は公共用水域（海水）

（注3）　○：現時点では作業は必要ない、▲：情報収集に努める必要、■：詳細な評価を行う候補、×：現時点では生態リスクの判定はできない

（注4）　生態リスク評価分科会において関連情報を総合的に勘案した判定を示した

（注5）　再評価物質については、過去において第何次のとりまとめで公表したかを示した

（注6）　PEC及びPNECを設定できなかった物質：物性、製造輸入数量、PRTRデータ、媒体別分配割合の予測結果を考慮した

（注7）　PECを設定できなかった物質：PRTRデータを用いた濃度予測結果を考慮した

（注8）　PEC及びPNECを設定できなかった物質：加水分解性、製造輸入数量、PRTRデータ、一般環境大気の実測濃度を考慮した

（注9）　PECを設定できなかった物質：過去の実測データ、製造輸入数量、PRTRデータを考慮した

N-メチルアニリン

ベンズアルデヒド100-52-7

メタクリル酸

100-02-7

151-56-4

95-57-8

3209-22-1

106-93-4

124-40-3

EC50 遊泳阻害

o -クロロフェノール

1,2-ジクロロ-3-ニトロベンゼン

1,2-ジブロモエタン

ジメチルアミン

トリメチルアミン

テトラフルオロエチレン

急性

－

急性

14

100

1,000

100 16

10

3.6

NOEC 生長阻害

急性 LC50 死亡

NOEC 繁殖阻害

100

生態リスク初期評価結果一覧 （14物質）

番号 CAS番号 物質名

有害性評価（PNECの根拠）
アセス
メント
係数

予測
無影響濃度
PNEC(µg/L)急性/慢性 エンドポイント生物種

11

甲殻類
オオミジンコ

10

5

7

－

1-ブロモプロパン

ベンジリジン＝トリクロリド

116-14-3

75-50-3

○

3

慢性

▲

甲殻類
オオミジンコ

魚類
ファットヘッド

ミノー

藻類
緑藻類

甲殻類
ニセネコゼ
ミジンコ

10

1,000

NOEC 繁殖阻害慢性

106-94-5

98-07-7

13

魚類
ブルーギル

100-61-814
甲殻類

オオミジンコ

－

NOEC 繁殖阻害慢性

NOEC 成長阻害

甲殻類
オオミジンコ

慢性

魚類
ニジマス

－

EC50 遊泳阻害

EC50 生長阻害

×

4

NOEC 繁殖阻害

6 －

100p -ニトロフェノール

o-フェニレンジアミン95-54-5

－

■

○LC50 死亡

1
甲殻類

オオミジンコ

急性

9

急性

2

8

－

慢性

エチレンイミン

－

100

甲殻類
オオミジンコ

○
(注9)×

○

○

2.9

LC50 死亡

100

100

100

2.5

○

第3次

第2次

○

○
藻類
緑藻類

12 11

1,000

82

67

慢性 79-41-4

急性

○
(注6)

○

評価
結果
(注3,4)

PEC/
PNEC比
（注1,2）

－

○

第3次
○

(注7)×

○

○

▲

過去の
公表
(注5)

PEC/PNEC
比による
判定
(注3)

予測
環境中濃度
PEC(µg/L)

（注1,2）

○

○

80

○0.83

○

8

○
(注8)－

○

×

■

－8－



<
0
.
6

<
0
.
0
5

－
－

<
0
.
6

<
0
.
0
5

－
－

－
－

×
－

－

－
－

×
－

－

0
.
0
3

0
.
0
0
9

<
0
.
0
1
2

<
0
.
0
0
4

<
0
.
0
2

<
0
.
0
0
6

<
0
.
0
1
2

<
0
.
0
0
4

（
注

1
）

　
－

：
P
N
E
C
が

設
定

で
き

な
か

っ
た

場
合

、
あ

る
い

は
P
E
C
が

設
定

で
き

な
か

っ
た

場
合

、
P
E
C
/
P
N
E
C
比

の
算

出
が

で
き

な
か

っ
た

場
合

を
示

す

（
注

2
）

　
実

測
値

に
基

づ
く

P
E
C
、

及
び

P
E
C
/
P
N
E
C
比

、
評

価
結

果
の

上
段

は
公

共
用

水
域

（
淡

水
）

、
下

段
は

公
共

用
水

域
（

海
水

）

（
注

3
）

　
○

：
現

時
点

で
は

作
業

は
必

要
な

い
、

▲
：

情
報

収
集

に
努

め
る

必
要

、
■

：
詳

細
な

評
価

を
行

う
候

補
、

×
：

現
時

点
で

は
生

態
リ

ス
ク

の
判

定
は

で
き

な
い

（
注

4
）

　
生

態
リ

ス
ク

評
価

分
科

会
に

お
い

て
関

連
情

報
を

総
合

的
に

勘
案

し
た

判
定

を
示

し
た

（
注

5
）

　
表

中
の

網
掛

け
は

、
前

回
評

価
結

果
か

ら
の

変
更

箇
所

を
示

す

p
-
ニ
ト

ロ
フ

ェ
ノ

ー
ル

（
1
0
0
-
0
2
-
7
）

ベ
ン

ズ
ア

ル
デ

ヒ
ド

（
1
0
0
-
5
2
-
7
）

N
-
メ
チ

ル
ア

ニ
リ

ン
（

1
0
0
-
6
1
-
8
）

番
号

環
境

8

環
境

1
2

環
境

1
4

生
態

リ
ス

ク
初

期
評

価
 
再

評
価

物
質

の
新

旧
結

果
 
（

再
評

価
を

実
施

し
た
3
物
質
を
再
掲
）

前
回

の
評

価
結

果
第
1
2
次
と
り
ま
と
め
評
価
結
果

(
注

5
)

有
害

性
評

価
（

P
N
E
C
の

根
拠

）
(
注

1
)

ア
セ

ス
メ

ン
ト

係
数

(
注

1
)

予
測

無
影

響
濃

度
P
N
E
C
(
µ
g
/
L
)

(
注

1
)

予
測

環
境

中
濃

度
P
E
C
(
µ
g
/
L
)

(
注

1
,
2
)

物
質

名
（

C
A
S
番

号
）

P
E
C
/

P
N
E
C
比

（
注

1
,
2
）

評
価

結
果

(
注

2
,
3
)

と
り

ま
と

め

有
害

性
評

価
（

P
N
E
C
の

根
拠

）
(
注

1
)

ア
セ
ス

メ
ン
ト

係
数

(
注

1
)

予
測
無
影
響

濃
度
 
P
N
E
C

(
µ
g
/
L
)
(
注

1
)

急
性

/
慢

性
エ

ン
ド

ポ
イ

ン
ト

予
測
環
境
中

濃
度
 
P
E
C

(
µ
g
/
L
)
(
注

1
,
2
)

P
E
C
/

P
N
E
C
比

（
注

1
,
2
）

P
E
C
/

P
N
E
C
比
に

よ
る
判
定

(
注

3
)

評
価

結
果

(
注

3
,
4
)

○
魚

類
ニ

ジ
マ

ス
慢

性
N
O
E
C
 
成

長
阻

害
1
0
0

×

変
更
概
要

生
物

種
急

性
/

慢
性

エ
ン

ド
ポ

イ
ン

ト
生

物
種

　
P
E
C
は
、
1
0
年
以
内
の
実
測
デ
ー
タ
が
得
ら

れ
な
か
っ
た
た
め
、
設
定
で
き
な
か
っ
た
。

　
P
N
E
C
は
、
入
手
し
た
毒
性
デ
ー
タ
に
基
づ

き
、
新
た
に
設
定
さ
れ
た
。

　
評
価
結
果
は
、
前
回
か
ら
の
変
更
は
な
く

「
現
時
点
で
は
作
業
の
必
要
は
な
い
」
と
さ

れ
た
。

1
0
0

2
.
5

○
第

3
次

藻
類

緑
藻

類
急

性
E
C
5
0
 
生

長
阻

害

1
.
1

1
2

魚
類

ブ
ル

ー
ギ

ル
急

性
L
C
5
0
 
死
亡

1
,
0
0
0

　
P
E
C
は
、
1
0
年
以
内
の
実
測
デ
ー
タ
が
得
ら

れ
な
か
っ
た
た
め
、
設
定
で
き
な
か
っ
た
。

　
P
N
E
C
は
、
入
手
し
た
毒
性
デ
ー
タ
に
基
づ

き
、
新
た
に
設
定
さ
れ
た
。

　
評
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Ⅱ．化学物質の環境リスク初期評価 

 

（Ⅰ）化学物質の環境リスク初期評価ガイドライン（平成23年12月版） 

 

 本ガイドラインは、化学物質の人の健康及び環境中の生物に対する環境リスクの初期評価

を行うための指針として、評価作業の手順等を整理したものであり、ばく露評価、健康リス

ク初期評価及び生態リスク初期評価の３部より構成される。 

 なお、本ガイドラインの記述は、環境リスクに係る評価手法の国際的動向等を踏まえ、適

宜改定等を行うものとする。 

 

１．ばく露評価 

 化学物質の健康リスク及び生態リスクのそれぞれに係る初期評価において必要となるば

く露量の評価を行うものである。 

 

２．健康リスク初期評価 

 化学物質の人の健康に対する有害性の評価を行った上で、その物質の環境に由来するば

く露が人の健康に及ぼすリスクについてスクリーニング的な評価を行うものである。 

 

３．生態リスク初期評価 

 化学物質の水生生物に対する生態毒性の評価を行った上で、その物質の水質からのばく

露が環境中の生物に及ぼすリスクについてスクリーニング的な評価を行うものである。 
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［１］ばく露評価 

 

１．評価の方法の概要 

 

 環境中等における化学物質濃度の実測データをもとに、化学物質の健康リスク及び生態

リスクのそれぞれに係る初期評価において必要となるばく露量の評価を行うものである。 

 

 (1) 健康リスク初期評価のためのばく露量の評価 

 化学物質の健康リスク初期評価においては、わが国の一般的な国民が受けるばく露量

を問題として、基本的には人が日常的に生活を送る場における化学物質の環境からのば

く露を中心に評価することとし、安全側に立った評価の観点からその大部分がカバーさ

れる高濃度側のデータによって人のばく露量の評価を行う。人に対する化学物質のばく

露の総量を把握する観点から、食事等についても評価対象とする。発生源近傍の測定デ

ータについては、周辺の居住実態等を踏まえて評価を行う。 

 

(2) 生態リスク初期評価のための予測環境中濃度（ PEC： Predicted Environmental 

Concentration）の評価 

 化学物質の生態リスク初期評価においては、水生生物の生存・生育を確保する観点か

ら、基本的には水生生物の生息が可能な環境を保持すべき公共用水域におけるばく露に

ついて評価することとし、安全側に立った評価の観点からその大部分がカバーされる高

濃度側のデータによって予測環境中濃度の評価を行う。発生源近傍の測定データについ

ては、周辺の水環境の状況を踏まえて評価を行う。 

 

２．評価作業の具体的手順 

 2.1 物質に関する基礎的事項 

 （1）掲載すべき項目 

   ① 分子式・分子量・構造式 

・物質名（別の呼称） 

・CAS番号、化審法官報公示整理番号、化管法（PRTR法）政令番号（第一種及び第

二種指定化学物質）、RTECS番号 

・分子式、分子量、換算係数、構造式 

   ② 物理化学的性状 

・融点、沸点、密度または比重、蒸気圧 

・分配係数（1-オクタノール／水）（log Kow）、解離定数（pKa）、水溶性 

   ③ 環境運命に関する基礎的事項 

・生物分解性：好気的分解（化審法の判断を含む）、嫌気的分解 

・化学分解性：OHラジカルとの反応性（大気中）、オゾンとの反応性（大気中）、

硝酸ラジカルとの反応性（大気中）、加水分解性 

・生物濃縮性：生物濃縮係数（BCF） 

・土壌吸着性：土壌吸着定数（Koc） 
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   ④ 製造輸入量等及び用途 

・生産量・輸入量等 

・用途 

   ⑤ 環境施策上の位置付け 

 環境基本法に基づく環境基準のほか、化審法に基づく監視化学物質、化管法に基

づく指定化学物質、有害大気汚染物質優先取組物質、有害大気汚染物質に該当する

疑いのある物質、水質汚濁に係る要監視項目、水環境保全に向けた取組のための要

調査項目、水生生物保全に係る水質目標を優先的に検討すべき物質等、環境施策上

の位置付けについて明示する。 

 

  （2）参照する情報源と知見の採用方法 

   ①ハンドブック等書籍 

ア. 長年にわたり広く活用されていること、複数の報告値について信頼性を評価し

ていること等を考慮しつつ、以下の順でハンドブック等の情報を参照する。 

     (ｱ) 物理化学的性状及び環境運命 

      ・CRC Handbook of Chemistry and Physics 

      ・The Merck Index 

      ・Exploring QSAR Hydrophobic, Electronic, and Steric Constants 

      ・Handbook of Physical Properties of Organic Chemicals 

      ・Handbook of Environmental Data on Organic Chemicals 

      ・Handbook of Aqueous Solubility Data 

      ・Handbook of Environmental Degradation Rates     等 

     (ｲ)  製造輸入量及び用途 

      ・化審法の監視化学物質としての告示数量 

      ・化学工業統計年報 

      ・化学物質の製造・輸入量に関する実態調査 

      ・OECDに報告している生産量及び輸入量 

      ・化学物質排出把握管理促進法（化管法）の製造・輸入量区分 等 

イ.物性値等については、可能な限りこれらに記載されている原著論文等を入手し、

信頼性の確認を行った上で最も信頼できると考えられるものを採用する。信頼性

の確認を行った場合は、その原著論文等を引用文献とする。原著論文が確認でき

ず物性値を１つに絞りきれなかった場合は、複数の値を併記する。 

   ② モデル計算による推定値 

 物性の実測値が得られない場合は、モデル計算により推定した値を検討する。計

算値を採用した際には、用いたモデル名を引用する。外国政府機関等において環境

政策等の場面で活用されているモデルや、市販されており広く利用されているモデ

ルとしては、例えば以下のものが挙げられる。 

・EPI Suite（Estimation Programs Interface Suite）（USEPA）：米国EPAの Office of 

Pollution Prevention and Toxics (OPPT)が提供している物理化学的性質及び環境動

態を予測するためのWindowsプログラムの集合であり、KOWWIN（1-オクタノー
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ル／水分配係数）、AOPWIN（大気中でのOHラジカル及びオゾンとの反応速度）、

BCFBAF（生物濃縮係数）等のサブプログラムからなる。 

   ③ データベース 

 物性値等については、Hazardous Substances Data Bank等のデータベースを参照し、

可能な限りこれらに記載されている原著論文等を入手して信頼性等を確認する。信

頼性の確認ができた場合は、その原著論文等を引用文献とする。値の信頼性の確認

が困難なものは、他の情報源による情報よりも優先順位を下げる。 

 

 2.2 ばく露評価 

 (1) 化学物質の排出量の把握 

① 化学物質排出把握管理促進法（化管法）の第一種指定化学物質については、同法に

基づき公表された直近のPRTRデータにより排出量及び移動量を把握する。 

② PRTR公表データにおいて媒体別の集計が行われていない届出外排出量については、

「PRTR届出外排出量の推計方法等の詳細」（経済産業省及び環境省）を参照して媒体

別に配分した上で、対象物質の環境中への推定排出量を媒体別に求める。 

 

 (2) 媒体別分配割合の予測 

① 2.1 (1)で収集・整理した物性情報をパラメータとし、Mackay Level IIIタイプの多媒

体モデルを用いて、対象物質の媒体別の分配を予測する。モデルの精度を考慮し、大

気、水質等の環境媒体に最終的に分配される重量比を求める。 

② PRTRデータが得られる化管法第一種指定化学物質については、2.2 (1)において整理

した対象物質の環境中への排出量を用いて媒体別分配割合の予測を行う。多媒体モデ

ルの内環境（予測対象地域）はPRTR 排出量が最も多い都道府県、および各媒体への

排出量が最も多い都道府県を設定し、外環境は日本全国から内環境をさし引いた部分

と設定する。 

③ PRTRデータが得られない場合は、環境中への排出量については、大気、水域及び土

壌に個々に1,000kg/hr排出された場合、並びにこの３媒体それぞれに1,000kg/hrずつ同

時に排出された場合の計４ケースについて予測を行う。 

 

 (3) 各媒体中の存在量の概要 

  1) 環境実測データ等の収集 

  ① 行政機関による調査 

   ア．データソース 

    (ｱ) 環境省 

     ・化学物質環境実態調査（化学物質と環境） 

     ・内分泌攪乱化学物質環境実態調査 

     ・水質調査（地下水を含む） 

      ・公共用水域水質調査結果（環境基準項目） 

      ・要監視項目調査結果（要監視項目） 

      ・水環境中の要調査項目存在状況調査（要調査項目） 
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     ・大気調査 

      ・有害大気汚染物質モニタリング調査            等 

    (ｲ) その他の機関 

     ・厚生労働省：水道統計 水質編 

     ・国土交通省：水環境における内分泌撹乱物質に関する実態調査結果 

     ・地方公共団体が独自で実測したデータ             等 

   イ．収集条件 

 過去10年以内の実測データを収集することとし、これにより得られない場合は逐

次それ以前の実測データを収集する。なお経年的に調査が行われている場合は、直

近３年間の実測データを採用する。 

  ② 既存知見 

   ア．データソース 

・（独）科学技術振興機構：JDreamII 

    ・インターネット検索                     等 

   イ．収集条件 

 過去10年以内に公表された国内文献を優先的に収集することとし、これが得られ

ない場合は逐次それ以前の国内文献を収集するとともに、海外の知見の収集を検討

する。 

  2) 信頼性の確認 

 得られた実測データについては、調査地点、測定方法、分析方法等を精査し、ばく

露評価への利用も含めて信頼性の確認を行う。 

  3) 各環境媒体中の存在状況の整理 

 各対象物質について媒体別の濃度情報を整理して濃度調査表を作成し、これをもとに

各媒体中の存在状況を一覧表にまとめる。表に記載する環境中濃度（最小値、最大値、

算術平均値、幾何平均値等）は地点別データから算出する。 

① 地点別データの設定 

 ア．測定が年間１回のみの地点 

・年間の測定回数が１回の場合は、その実測データを地点別データ（同一地点で複数

の試料を採取している場合には各実測データの算術平均値）とする。ただし、農薬

等排出される時期が限られている物質については、測定時期を考慮して採用を決め

る。 

   イ．測定が年間複数回（２回以上）行われている地点 

・同一地点で１年間に複数回の測定が行われている場合は、検出下限値未満のデータ

は検出下限値の1/2として、各実測データを算術平均し、算術平均値を地点別データ

とする。 

・地点別データが検出下限値未満の場合は、不検出として扱う。 

② 各媒体中の存在状況 

 ア．検出限界値の取扱い 

・同一の調査で統一検出限界値が設定されている場合、地点別データが統一検出限界

値未満の場合は不検出データとして扱う。ただし、統一検出下限値未満であるが検
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出されている地点別データは欄外に記載する。 

   イ．最小値の選定方法 

・全ての地点で検出データが得られているときには、最も小さい値を最小値とする。 

・不検出データと検出データが混在する場合には、最も低い検出下限値の不検出デー

タと検出データの最低値を比較し、小さい方を最小値とする。 

・検出データが全く得られないときには、最も低い検出下限値の不検出データを最小

値とする。 

   ウ．最大値の選定方法 

・全ての地点で検出データが得られているときには、最も大きい値を最大値とする。 

・不検出データと検出データが混在する場合は、原則として検出データのうち最も大

きい値を最大値とする。ただし、不検出データの検出下限値が最大検出濃度を上回

っている地点において、特定の発生源の存在などにより最大検出濃度以上の濃度が

存在する可能性がある場合には、最大値はその検出下限値未満とする。 

・検出データが全く得られないときには、最も大きい検出下限値の不検出データを最

大値とする。 

・最大濃度の検出原因が通常でない活動（事故等）により生じた場合、もしくはその

蓋然性が高いと見なされる場合には採用しない。 

   エ．算術平均値・幾何平均値の算定 

・不検出データを検出下限値の1/2として、全ての地点別データから算術平均値及び幾

何平均値を求める。 

・算術平均値または幾何平均値が最も大きい検出下限値を下回る場合には、平均値は

検出下限値未満とする。 

・検出データが全く得られないときには、平均値は最も大きい検出下限値の不検出デ

ータを用いる。 

・2.2 (3) 3)②ウ．において採用しない環境濃度は、算術平均値及び幾何平均値の算出

に用いない。 

 

 (4) 濃度・ばく露量の推定 

  1)記載方法 

 収集できる地点別データが限られることから、それを考慮して記載する。 

① データ数による記載 

   ・データ数が100以上の場合：数値そのものを記載 

・データ数が6～100の場合：「～程度」と記載 

・データ数が3～5の場合：「概ね～」と記載 

・データ数が1～2の場合：「評価に耐えるデータは得られなかった」又は「～の報告

がある」と記載 

・データがない場合：「データは得られなかった」と記載 

② 空間的な偏り 

・全国的な地点別データがある場合：数値そのものを記載 

・限られた地域のデータのみの場合：「限られた地域で～」と記載 
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・発生源周辺あるいは諸外国でのデータは、事例紹介として「～工場周辺では～の報

告がある」、「～国では～の報告がある」などと記載する。 

③ 測定時期 

・10年以上前のデータしかなく、化学物質の排出状況等は現在とあまり変わらない状

況と判断できる場合：「過去のデータではあるが～」と記載 

・10年以上前のデータしかなく、当時と現在では化学物質の排出状況等が異なると考

えられる場合：「過去のデータとして～」と記載 

・10年以上前のデータしかなく、化学物質の排出状況等の情報が乏しく、当時と現在

との比較ができない場合：「評価に耐えるデータは得られなかった」と記載 

  2)人に対するばく露の推定（一日ばく露量の予測最大量） 

 人に対する一日ばく露量の推定を行う。 

  ①各媒体中濃度の設定 

 実測値をもとに設定する。安全側に立った評価の観点から高濃度側のデータによる

評価を行うため、当面はデータの信頼性を確認した上で得られた最大濃度を評価に用

いることとする。平均値と最大値として整理する。 

  ②一日ばく露量の算出 

 上記濃度をもとに、一日ばく露量を算出する。 

   ア． １日ばく露量の算出媒体：大気、飲料水または地下水、土壌及び食事とする。た

だし、飲料水及び地下水のデータが得られない場合や地下水よりも公共用水域・淡

水で高濃度での検出がある場合には、公共用水域・淡水を算出媒体に加える。 

   イ． １日ばく露量の算出式 

     ・大気からのばく露量 

      （濃度 µg/m3）×（１日呼吸量：15m3/day）÷（体重：50kg） 

     ・飲料水からのばく露量 

      （濃度 µg/L）×（１日飲水量：2L/day）÷（体重：50kg） 

     ・土壌からのばく露量 

      （濃度 µg/g）×（１日摂取量：0.11g/day）÷（体重：50kg） 

     ・食事からのばく露量 

      （濃度 µg/g）×（１日食事量：2,000g/day）÷（体重：50kg） 

 ここで用いている大気の１日呼吸量及び飲料水の１日飲水量は、わが国の各種

行政推計において通常用いられている値として採用する。土壌の１日摂取量

0.11g/dayは、「土壌中のダイオキシン類に関する検討会第一次報告」（平成11年7

月）に示された大人と子供の１日土壌摂食量を基に算出した生涯平均値として設

定されたものであり、食事の１日食事量2,000g/dayは、食事の際の飲料水等も加え

た陰膳調査試料の重量の実績に基づいて設定したものである。 

  ③ばく露量の評価 

 化管法に基づく届出排出量が得られる場合は、モデル等（別添1）で大気中および

公共用水域濃度を推定し、さらにばく露量を推定して実測データの取得の必要性等

について考察する。実測データに基づくばく露量が算出できないあるいは信頼でき

る値が得られない場合は、物性や媒体別分配割合などを考慮してばく露量を評価し、
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実測データが必要と判断された媒体については根拠も含めて記述する。 

 また、実測データが得られていなくても入手できた情報からばく露量の推定が可

能と考えられる場合は、これをもとにばく露量を試算し、実測データの取得の必要

性等について考察する。例えば、食物中濃度の情報が得られていない場合は、魚類

中濃度の実測値または推定値を用いて、魚介類の１日摂取量をもとに魚類摂取によ

る経口ばく露量を推定する。魚類中濃度の実測値が得られない場合は、水質中濃度

と生物濃縮係数から推定を行う。これを健康リスク初期評価における無毒性量等、

ユニットリスク等と比較する。 

 評価にあたっては、自然由来の可能性や用途等に留意する。 

  3)水生生物に対するばく露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

  ①各媒体中濃度の設定 

 実測値をもとに設定する。設定の考え方は2.2 (4) 2)①に同じ。 

  ②予測環境中濃度の評価 

 予測環境中濃度は全国的な分布を把握した上で設定することとし、データ数が少な

い、地域的な偏りがある場合などについては2.2 (4) 1）の記載方法に準じて記述する。 

化管法に基づく届出排出量が得られる場合は、モデル等（別添1）で公共用水域濃度

を推定し、実測データの取得の必要性等について考察する。 

評価にあたっては、自然由来の可能性や用途等に留意する。無機系物質では人為的

な影響を検討し、予測環境中濃度を設定する（別添2）。 

 

 (5)実測に関する検討 

① 実測の必要性の検討 

 文献調査等からは対象物質の濃度・ばく露量に関する情報が得られなかった場合は、

以下の点を考慮して測定の必要性を検討する。 

・環境中の化学物質が蓄積される可能性（対象物質の性状、媒体間分配予測の結果等

に基づき推測） 

・化学物質の製造輸入量、排出量等 

・哺乳類に対する経口ばく露実験から得られる無毒性量（NOAEL）等の値の1／1,000

に相当する濃度の把握に十分な検出下限値の達成可能性 

・水生生物に対する毒性試験から得られた予測無影響濃度（PNEC）の1／10に相当す

る濃度の把握に十分な検出下限値の達成可能性 

  ② 判断後の対応 

   ア．濃度測定が必要と判断した場合 

 測定・分析方法の妥当性を検討する。 

   イ．濃度測定が不要と判断した場合 

 不要とした根拠を明確にする。 
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［２］健康リスク初期評価 

 

１．評価の方法の概要 

 

(1) 健康リスクの初期評価は、ヒトの健康に対する化学物質のリスク評価をスクリーニン

グとして行うものであり、国際的にも信頼できる主要な評価文書等を有効に活用して実

施する。 

 

(2) 化学物質の有害性として、一般毒性及び生殖・発生毒性等の非発がん影響並びに発が

ん性（良性腫瘍の情報も含む。）を対象とし、その有害性に閾値があると考えられる場

合と閾値がないと考えられる場合の両方についてそれぞれ初期評価に用いる指標を設定

する。 

 

(3) 閾値があると考えられる有害性については、NOAEL（無毒性量）、LOAEL（最小毒性

量）、NOEL（無影響量）及びLOEL（最小影響量）の情報のうち、信頼性のある最小値

から評価に用いる指標として「無毒性量等」を設定し、これをばく露評価の結果から得ら

れた「予測最大ばく露量」あるいは「予測最大ばく露濃度」で除してMOE（Margin of 

Exposure）を算出する。 

 

(4) 閾値がないと考えられる有害性については、「予測最大ばく露量」あるいは「予測最

大ばく露濃度」に相当するがんの過剰発生率等を算出する。 

 

(5) 上記により求めた結果を総合的に検討し、今後、環境に由来する化学物質の健康リス

クについて詳細な評価を行う候補等を選定する。 

 

２．評価の上での留意点 

 

(1) 化学物質の発がん性については一般的に閾値がないと考えられているが、物質によっ

ては閾値があるものの存在も知られている。しかし、同じ化学物質であっても評価機関

によって発がん性の閾値についての判断が異なる場合が多く、単一の評価に統一されて

いる状況にはない。また、発がん性の定量的なリスク評価についても、国際的に統一さ

れた標準的な手法が確立されている状況にはない。このため、定量的な発がんリスク評

価については、スクリーニングという本評価の目的を踏まえ、幅広く情報収集を行った

上で評価を行うこととする。 

 

(2) 定量的な発がんリスク評価は、ヒトで発がん作用があると考えられる化学物質を対象

に実施する。なお、実験動物で発がん性が認められるものの、ヒトでの証拠が限定され

たものや不十分なものなど、ヒトでの発がん性が不確実な物質については、遺伝子傷害
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性等の情報を十分に検討した上で定量的な発がんリスク評価の必要性を判断するが、得

られた結果については不確実性の大きなものであることに留意する。 

 

３．有害性等の情報の収集・整理 

 

評価対象化学物質について既存の評価文書等がある場合には、それらを有効に活用して

文献調査を省力化し、作業のスピード化、効率化を図るとともに、それらの評価以降の文

献についてはデータベースの検索等を実施して情報収集を図る。なお、国際機関等が設定

した耐容1日摂取量（TDI）及び許容1日摂取量（ADI）の根拠になったNOAEL（LOAEL）

等、あるいは発がん性の定量的なリスク評価のために設定されたスロープファクター等の

情報については、それらを有効に活用する。 

 

(1) 利用する評価文書等 

・世界保健機関 (WHO)：Guidelines for Drinking-Water Quality 

・世界保健機関 (WHO)：Guidelines for Air Quality 

・国際がん研究機関 (IARC)：IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans  

・国際化学物質安全性計画 (IPCS)：Environmental Health Criteria (EHC) 

・国際化学物質安全性計画  (IPCS)：Concise International Chemical Assessment Document 

(CICAD) 

・FAO/WHO合同残留農薬会議 (JMPR)：FAO Meeting Report ; Evaluation of the toxicity of pesticide 

residues in food 

・FAO/WHO合同食品添加物専門家会議 (JECFA)：FAO Nutrition Meetings Report Series ;  

Toxicological evaluation of some antimicrobials, antioxidants, emulsifiers, stabilizers, 

flour-treatment agents, acids and bases 

・経済協力開発機構 (OECD)：SIDS Initial Assessment Report 

・米国環境保護庁 (USEPA)：Integrated Risk Information System (IRIS) 

・米国産業衛生専門家会議 (ACGIH)：Documentation of the Threshold Limit Values and Biological 

Exposure Indices 

・日本産業衛生学会 (JOH)：許容濃度提案理由書 

・その他、国内外のリスク評価、許容濃度、ADI等の設定に係る文書類等 

 

(2) 評価文書等の引用文献以外の文献 

 評価文書等の引用文献以外のものについては、下記の要領で検索を実施する。 

○検索対象データーベース 

 JST、MEDLINE、J-MEDLINE及びTOXLINE 

○検索キーワードの検討 

・中・長期毒性 

 化学物質名／CASNo. 
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 亜急性毒性／亜慢性毒性／慢性毒性／免疫毒性／神経毒性 

・発生・生殖毒性 

 化学物質名／CASNo. 

 発生毒性／生殖毒性／催奇形性／繁殖毒性 

・発がん性 

 化学物質名／CASNo. 

 発がん性／がん原性／催腫瘍性／変異原性／遺伝（子）毒性 

○文献検索遡及年 

 1985年以降発行の学術雑誌(評価文書等の策定時期に応じて設定) 

○評価対象物質の情報収集項目 

 物性情報と有害性情報を収集する。 

・物性情報 

 分子量、化学式、融点（℃）、沸点（℃）、比重、水への溶解度（g/100g）、蒸気

圧(mmHg)、分配係数（1-オクタノール/水）、分解性、生物濃縮係数、生産量（t/

年）、用途、情報の出典 等 

・有害性情報 

 体内動態・代謝、急性毒性、中・長期毒性、生殖・発生毒性、ヒトへの影響（疫学

調査等）、発がん性、その他の有害性情報 等 

 

(3) 有害性情報の整理 

 有害性情報を整理し、次の項目に沿って別添の形でとりまとめる。 

① 体内動態・代謝 

 体内動態、代謝等の概要を記す。 

② 一般毒性及び生殖・発生毒性 

ア．急性毒性 

 半数致死量等の急性毒性試験、ヒトでの主な急性症状等の概要を記す。 

イ．中・長期毒性 

 適当なNOAEL（LOAEL）等が得られる文献の試験の概要等を記す。 

ウ．生殖・発生毒性 

 適当なNOAEL（LOAEL）等が得られる文献の試験の概要等を記す。 

エ．ヒトへの影響 

 疫学調査等の概要を記す。NOAEL（LOAEL）等が得られた場合は、それを記す。 

③ 発がん性 

ア．主要な機関による発がんの可能性の分類 

 国際的に主要な機関による発がんの可能性の分類について記す。 

イ．発がん性の知見 

(ｱ) 遺伝子傷害性に関する知見 

 発がんに関与する遺伝子傷害性の情報の概要を記す。また、発がんメカニズム等
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が既知の場合にはその概要を示す。 

(ｲ) 実験動物に関する発がん性の知見 

 実験動物での発がん性に関する主要な文献の概要を記す。また、スロープファク

ターやユニットリスク等の知見が得られた場合には、その概要を記す。 

(ｳ) ヒトに関する発がん性の知見 

 ヒトでの発がん性に関する主要な文献の概要を記す。また、スロープファクター

やユニットリスク等の知見が得られた場合には、その概要を記す。 

 

(4) 有害性情報を整理する上での留意点 

① 非発がん影響におけるNOAEL（LOAEL）等の取り扱い 

 同じ実験結果であっても評価機関によってNOAEL（LOAEL）等の評価が異なる場合

が少なくない。このため、元論文の表記を踏まえ、専門家による評価を行って、NOAEL

（LOAEL）等の値を決定することとする。 

 NOAELとNOEL、LOAELとLOELについても同様の扱いとする。 

② 閾値があると考えられる発がん性の取り扱い 

 閾値があると考えられる発がん性については、評価文書等で具体的に閾値が示され

ている場合にその値をNOAELとして採用する。発がん試験や遺伝子傷害性等の知見か

ら、その発がん性には閾値があると考えられるものの、閾値が示されていない場合に

は、その旨を記載する。 

③ ばく露状況によるNOAEL（LOAEL）等の補正 

 ばく露状況に応じてNOAEL（LOAEL）等の補正を行い、連続ばく露を受けた場合の

値に換算する。例えば、動物実験条件が6時間/日、5日/週の吸入試験では、以下の換算

式により、1日24時間、1週7日間に平均化した値に補正する。 

））等（（
日

日

時間

時間
）＝補正値（  3 3 mg/mLOAELNOAEL  

 7

 5
  

 24

 6
mg/m   

 また、動物実験条件が6日/週の経口試験では、以下の換算式により、1週7日間に平均

化した値に補正する。 

））等（（
日

日
）＝補正値（ mg/kg/dayLOAELNOAEL  

 7

 6
 mg/kg/day   

 ただし、ヒトの場合には、8時間/日、5日/週の労働条件を仮定すると補正係数は×1/4.2

となるが、祝祭日や有給休暇の取得、ばく露状況把握の不確かさ等を考慮し、安全を

見込んで原則として×1/5を採用する。また、発がんリスク評価における平均生涯ばく

露等については、原則として元論文あるいは評価文書の値を採用する。 

 

４．健康リスクの評価 

 

 (1) 評価に用いる指標の設定 

 健康リスクの初期評価は、化学物質の有害性に閾値があると考えられる場合と閾値が

ないと考えられる場合に分けて、初期評価のための指標を設定して実施する。 
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① 有害性に閾値がある場合の評価 

 有害性に閾値がある場合は、一般毒性及び生殖・発生毒性等の非発がん影響と発が

ん性に閾値があると考えられる場合が該当する。これらについては、評価に用いる指

標として無毒性量等を下記の手順で設定する。 

ア．無毒性量等の設定のためのNOAEL（LOAEL）等の評価 

非発がん影響及び発がん性の知見から得られたNOAEL（LOAEL）等の情報の中か

ら、ばく露状況による補正を行い、経口ばく露及び吸入ばく露について、それぞれ信

頼性のある最も低用量、あるいは低濃度での知見を採用する。 

イ．無毒性量等の設定 

上記で選定した知見をもとに、無毒性量等を設定する。 

ただし、LOAELあるいはLOELの知見を採用した場合と長期間ばく露以外の知見を

採用した場合には、それぞれ下記による補正を行って無毒性量等とする。 

(ｱ) 非発がん影響においてLOAELを採用した場合には、これをNOAELに変換する必要

があるが、初期評価であることを踏まえ、安全サイドに立ってLOAELを10で除し、

NOAEL相当の値とする（LOELからNOELを求める場合についても同様の取り扱い

とする。）。 

(ｲ) 一般毒性において長期間にわたるばく露以外の知見を採用した場合には、原則とし

てその値を10で除して長期間ばく露に相当する値として取り扱う。 

② 有害性に閾値がない場合の評価 

 発がん性に閾値がないと考えられる場合が該当する。 

ア．量－反応関係の設定 

経口ばく露についてはばく露量（mg/kg/day）とがんの過剰発生率との量－反応関

係を示すスロープファクターを、吸入ばく露についてはばく露濃度（µg/m3）とがん

の過剰発生率との量－反応関係を示すユニットリスクを初期評価に用いる指標とし

てそれぞれ設定する。なお、複数のスロープファクターやユニットリスクの情報が得

られた場合には、初期評価であることを踏まえ、安全サイドに立った値を採用する。 

イ．その他の量－反応関係（参考） 

その他の定量的な評価手法として、カナダ厚生省により開発された

Exposure/Potency Indexを用いる手法（ヒトのばく露量、ばく露濃度とがんの生涯過剰

発生率が5%になるばく露量TD05、ばく露濃度TC05（ともに95％信頼限界の下限値では

ない。）を比較する手法）があり、がんの生涯過剰発生率として1％を用いる場合な

どもある。このため、この手法に関する情報が得られた場合には、参考として有効に

活用する。なお、複数の情報が得られた場合には、初期評価であることを踏まえ、安

全サイドに立った値を採用する。 

 

(2) ヒトのばく露量及びばく露濃度 

○ばく露評価の結果求められた予測最大ばく露量あるいは予測最大ばく露濃度を利用す

る。 
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○経口ばく露については、飲料水と食物及び土壌からのばく露量の合計と、井戸水（地下

水）と食物及び土壌からのばく露量の合計をそれぞれ利用する。なお、飲料水及び地下

水のデータがともに得られず、淡水（公共用水域）のデータしか利用できない場合には、

淡水のデータを利用する。 

○吸入ばく露については、一般環境大気及び室内空気のそれぞれとする。 

○限られた地域のデータしか得られなかった場合には、参考として利用する。 

○経口ばく露量と吸入ばく露濃度の相互変換等 

原則として、ばく露経路間の補正は実施しないが、経口ばく露量から吸入ばく露濃度

へ、あるいは吸入ばく露濃度から経口ばく露量へ変換する必要が生じた場合には、ヒト

の1日当りの呼吸量15 m3、体重50 kgを仮定して以下の換算式により計算するものとす

る。 

経口ばく露量（mg/kg/day）＝吸入ばく露濃度（mg/m3）×15 m3/day÷50kg 

 

(3) 健康リスクの初期評価結果 

① リスク指標の算出等 

ア．有害性に閾値があると考えられる場合 

無毒性量等を予測最大ばく露量、あるいは予測最大ばく露濃度で除してmargin of 

exposure（以下「MOE」という。）を求め、これによる評価を行う場合には、判定基

準として下表の区分を用いる。 

なお、MOEの算出においては、下記の点に留意する。 

(ｱ) MOEの算出にはヒトに対する無毒性量等を用いるが、無毒性量等が動物実験結果よ

り設定された場合には、ヒトに適用するために10で除して算出する。 

(ｲ) 無毒性量等を非発がん影響から設定した場合であっても、ヒトで発がん作用がある

と考えられる場合には、さらに最大10で除して算出する。 

(ｳ) 無毒性量等を発がん性から設定した場合には、その影響の重大性を踏まえてさらに

原則10（場合により1～10）で除して算出する。 

 
 

MOE 判 定 

10 未満 詳細な評価を行う候補と考えられる。 

10 以上 100 未満 情報収集に努める必要があると考えられる。 

100 以上 現時点では作業は必要ないと考えられる。 

算出不能 現時点ではリスクの判定ができない。 

 

イ．有害性に閾値がないと考えられる場合 

(ｱ) 過剰発生率による評価 

予測最大ばく露量におけるがんの過剰発生率をスロープファクターから、あるいは

予測最大ばく露濃度におけるがんの過剰発生率をユニットリスクから求め、これによ

る評価を行う場合には、判定基準として下表の区分を用いる。 
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過剰発生率 判 定 

10-5 以上 詳細な評価を行う候補と考えられる。 

10-6 以上 10-5 未満 情報収集に努める必要があると考えられる。 

10-6 未満 現時点では作業は必要ないと考えられる。 

算出不能 現時点ではリスクの判定ができない。 
 

 

(ｲ) EPIによる評価（参考） 

参考としてカナダのExposure/Potency Index手法を用いる場合には、予測最大ばく露

量をTD05で、予測最大ばく露濃度をTC05で除した値（EPI）を求め、これによる評価

を行う場合には、判定基準として下表の区分を用いる。 
 

EPI 判 定 

2.0×10-4 以上 詳細な評価を行う候補と考えられる。 

2.0×10-5 以上2.0×10-4 未満 情報収集に努める必要があると考えられる。 

2.0×10-5 未満 現時点では作業は必要ないと考えられる。 

算出不能 現時点ではリスクの判定ができない。 
 

注：カナダでのリスクレベルの取り扱い及びTD05・TC05の算出方法等を考慮し、2.0
×10-6を2.0×10-5に修正して用いることとする。 
なお、1％のがんの生涯過剰発生率（TD01、TC01）を用いる場合には、5％時の

EPI 区分をそれぞれ5倍した10-3以上、10-4以上10-3未満、10-4未満となる。 

② 健康リスクの初期評価の総合的な判定及び評価 

 上記のア及びイによって算出されたMOE及びがんの過剰発生率、並びに参考として

のEPIを総合的に検討し、ばく露経路毎に判定及び評価を示す。 

 

５．評価に用いた指標の利用上の注意 

  本評価は、化学物質のヒト健康に対するリスク評価を、基本的に安全サイドに立った

スクリーニングとして行うものであり、評価に用いた指標（無毒性量等、スロープファ

クター・ユニットリスク、TD05・TC05）はこの目的のために設定、あるいは採用したも

のである。また、その際には、ヒトや実験動物等から得られた多様な知見を考慮してい

るが、これらの情報の質、量は化学物質によって大きく異なる。 

  このため、基準値を設定する際や、化学物質間の相対的な毒性強度を比較するような

場合には、評価に用いた指標を単純に使用するのではなく、更なる詳細な検討を行うこ

とが必要とされる。 
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（別添様式）健康リスクの初期評価 

 

(１) 体内動態・代謝 

(２) 一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性 
 

表3.1 急性毒性 
 

動物種 経路 致死量、中毒量等 

   

   

 

② 中・長期毒性  

③ 生殖・発生毒性 

④ ヒトへの影響 

(３) 発がん性 

①主要な機関による発がんの可能性の分類 
 

表3.2  主要な機関による発がんの可能性の分類 
 

機関（年） 分  類 

WHO IARC   

EU EU   

USA 

EPA   

ACGIH   

NTP   

日本 日本産業衛生学会   

ドイツ DFG   
 

② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

○ 実験動物に関する発がん性の知見 

○ ヒトに関する発がん性の知見 

(４) 健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定 

② 健康リスクの初期評価結果 
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表3.3 経口ばく露による健康リスク（MOEの算定） 
 

ばく露経路・媒体 平均ばく露量 予測最大ばく露量 無毒性量等 MOE 

経口 
飲料水・食物・土壌   

 ＊ 
 

地下水・食物・土壌    

注：＊には、無毒性量等の設定根拠となった知見において用いられた動物種を記載する。 

 

 

表3.4 経口ばく露による健康リスク（がん過剰発生率及びEPIの算定） 
 

ばく露経路・媒体 予測最大ばく露量 ｽﾛｰﾌﾟﾌｧｸﾀｰ 過剰発生率 TD05 EPI 

経 

口 

飲料水・食物・土壌  
 

 
 

 

地下水・食物・土壌    

 

 

表3.5 吸入ばく露による健康リスク（MOEの算定） 
 

ばく露経路・媒体 平均ばく露濃度 予測最大ばく露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気   

 ＊ 
 

室内空気    

注：＊には、無毒性量等の設定根拠となった知見において用いられた動物種を記載する。 

 

 

表3.6 吸入ばく露による健康リスク（がん過剰発生率及びEPIの算定） 
 

ばく露経路・媒体 予測最大ばく露濃度 ﾕﾆｯﾄﾘｽｸ 過剰発生率 TC05 EPI 

吸

入 

環境大気  
 

 
 

 

室内空気    

 

 

(５) 引用文献 
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［３］生態リスク初期評価 

 

１．評価の方法の概要 

 

(1) ここで行う生態リスクの初期評価は、OECDの評価方法に準じて化学物質の水生生物に

対するスクリーニング的なリスク評価を行うものであり、既存のデータベース、評価文

書等より得られる知見を活用して効率的に実施する。 

 

(2) 化学物質の水生生物に対する生態毒性に関する知見に基づき、化学物質が環境中の生

物に対して有害な影響を及ぼさないと予想される濃度として設定される予測無影響濃度

（PNEC：Predicted No Effect Concentration）を導く。ここでは原則として生態毒性に関す

る試験等を通じて得られた実測値を用いることとし、定量的構造活性相関（QSAR：

Quantitative Structure-Activity Relationship）手法の扱いについては今後の検討課題とする。 

 

(3) ばく露評価の結果求められた予測環境中濃度（ PEC： Predicted Environmental 

Concentration）と(2)により設定された予測無影響濃度（PNEC）の比較を行うことにより、

詳細な評価を行う候補物質等を選定する。 

 

２．評価作業の具体的手順 

 

(1) 生態毒性に関する知見の整理 

① 対象とする試験生物 

 当面はOECDのSIDS（Screening Information Data Sets）が要求する生物群（藻類、甲

殻類及び魚類）を考慮し、次のとおりとする。 

ア．対象とする生物群 

 藻類、甲殻類、魚類及びその他の４生物群とする。 

イ．対象とする生物の生息域 

 生息域は日本国内の淡水域及び海域に限定せず、全ての生物を対象とする。 

② 化学物質の生態毒性に関する知見の収集・整理 

ア．生態毒性に関する知見の収集 

 以下の情報源を参照して、評価対象物質の生態毒性に関する知見を抽出する。 

(ｱ) 参照する情報源 

・環境省（庁）生態影響試験結果 

・AQUIRE（Aquatic Toxicity Information Retrieval: USEPA） 

・SIAR（SIDS Initial Assessment Report: OECD） 

・ IUCLID （ International Uniform Chemical Information Database: European 

Commission） 

・EHC（Environmental Health Criteria: IPCS） 

－28－
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・CICAD（Concise International Chemical Assessment Document: IPCS） 

・諸外国における水質目標値策定関連資料 

・各種学会誌（日本環境毒性学会、日本水環境学会、The Society of Environmental 

Toxicology and Chemistry等）等 

(ｲ) 確認すべき情報 

・対象生物：生物群／学名／一般名／生長（成長）段階 等 

・試験内容：エンドポイント／影響／ばく露方法／ばく露期間(日) 等 

・試験条件：試験場所／試験用水／水温／硬度／アルカリ度／溶存酸素量／ 

      pH／塩分 等 

・毒 性 値：濃度 

・出  典：引用文献 

イ．知見の整理 

(ｱ) 一覧表の作成 

 収集した情報から、対象生物を藻類、甲殻類、魚類及びその他の4生物群に分け

て一覧表を作成する。 

(ｲ) 毒性情報シートの作成 

   評価において参照すべき知見の原論文、原報告等は原則として入手することと

し、これをもとに以下の項目を盛り込んだ「毒性情報シート」を作成する。 

・被験物質：物質名、製造元、純度、物理化学的性状 

・試験の概要：試験目的、試験、ガイドライン等、GLP、実施年度 

・供試生物：分類、生物種名、年齢、体長、体重、馴化、給餌、供試数 等 

・試験溶液等：助剤（含 使用量）、試験用水、調製方法 

・試験濃度：試験濃度（公比）、実測方法、測定頻度 等 

・試験条件：試験場所、試験方法、試験環境（水温、pH、硬度、DO等） 

・ばく露期間 

・エンドポイント、影響内容 

・試験結果：解析方法、算出方法、毒性値 

・コントロールにおける影響 

・供試生物の状況 

・出典 

ウ．試験方法及びデータの信頼性の検討 

(ｱ) 試験方法の確認における留意事項 

 試験方法については、実測／設定濃度、対照群の反応、試験生物の感受性、水

質、濃度を考慮する。死亡、成長、繁殖のようなエンドポイントは、その他のエ

ンドポイント（例：生化学パラメータ）よりも重点をおき、死亡・成長・繁殖、

全ての毒性データが揃っている場合は、原則として、これらの毒性データの中か

ら無影響濃度（NOEC：No Observed Effect Concentration）を選定する。また、急

性毒性で最も感受性の高い種の慢性毒性データがない場合等については、試験結
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果に明記する。なお、生化学パラメータ等その他のエンドポイントに関して、個

体群の変化と明瞭な関連性が認められている場合はその試験結果も考慮する。 

(ｲ) 試験の信頼性および採用の可能性の検討 

 試験の信頼性は、国内外で認められたテストガイドラインやそれに準じた方法

への準拠、試験条件、試験生物、対象物質の物理化学的性状等を踏まえて検討し、

４段階（A. 試験は信頼できる、B. 試験は条件付きで信頼できる、C. 試験の信

頼性は低い、D. 信頼性の判定不可）に分類する。 

このほか、非公表の報告書など原著の入手が困難で試験の信頼性が確認できな

い知見であっても、試験の信頼性について本初期評価と同等に検討していると考

えられるリスク評価書等において信頼できるとして採用されているものについ

ては、信頼性を「E」（信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認

したものではない）と分類した上で、参考値として毒性値の一覧表に記載する。

ただし、参照したリスク評価書等（本初期評価と同等に信頼性を検討していると

考えられるものに限る）でKlimisch code（1. 信頼性有り、2. 信頼性有り(制限付

き)、3. 信頼性なし、4. 評価不能）を用いて分類されている場合は、その結果を

引用することができる。 

採用の可能性は、ばく露期間、エンドポイント、影響内容等を踏まえて毒性値

の採用の適否を検討し、３段階（A. 毒性値は採用できる、B. 毒性値は条件付き

で採用できる、C. 毒性値は採用できない）に分類する。ただし、原著を入手で

きない場合でも、参照したリスク評価書等（本初期評価と同等に信頼性を検討し

ていると考えられるものに限る）の記載内容が十分に詳細であるならば採用の可

能性を判断し、本初期評価に利用できる。 

 なお、PNECの算出に採用できる毒性データが無い場合は、生態影響試験を実

施すべき物質等として明記し、生態リスク評価を延期する。 

エ．生態毒性データのとりまとめにおける留意事項 

 生態毒性データは、以下の事項に留意してとりまとめる。 

(ｱ) 複数データの取り扱い 

 同一生物群で複数の毒性データが得られる場合には、次の考え方で整理する。 

・エンドポイント及びばく露期間が同一の場合は、毒性値の小さいものを採用

する。 

・エンドポイントやばく露期間が異なる場合は、これらのエンドポイント等の

重大性等を考慮する。 

(ｲ) 最小影響濃度（LOEC：Lowest Observed Effect Concentration）のみが得られてい

る場合の無影響濃度（NOEC）算出方法 

 最小影響濃度（LOEC）とされている実験濃度の１段階低い実験濃度を無影響

濃度（NOEC）とする。ただし、各濃度区の幅が大きく、LOECとNOECの差が3.2

倍を超える場合は、最大許容濃度（MATC：Maximum Acceptable Toxicant 

Concentration、LOECとNOECの幾何平均値）の採用も考慮する。 
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例）試験濃度が0、3.7、7.9、13、23、52µg/Lであり、LOECが23µg/Lの場合は、

NOECは13µg/Lとなる。試験濃度の公比が1.5でLOECが23µg/Lの場合は、

NOECは15µg/Lとなる。 

(ｳ) 藻類に対する急性毒性と慢性毒性の取り扱いについて 

 藻類については、72時間以上の試験期間でNOECが算出されている場合、慢性

毒性値として扱うことができる。 

(ｴ) 藻類のエンドポイントについて 

 藻類については、原則として生長速度から求める方法（速度法）により算出さ

れた毒性値を用いる。 

(ｵ) 藻類毒性試験での不安定な物質等の取扱いについて 

 濃度変化の著しい不安定な物質（設定濃度の±20%超）において、分解や揮散

による減少と考えられる場合は各試験時の実測濃度の幾何平均値等を用いること

とし、吸着と考えられる場合や判断が困難なものについては、その旨明記した上

で初期実測濃度等を用いることとする。 

(ｶ) 水溶解度を超える毒性値の取扱いについて 

 明らかに水溶解度を超えて算出されている毒性値は、信頼性が低いものと判断

する。 

 

(2) 予測無影響濃度（PNEC）の設定 

① アセスメント係数の設定の考え方 

 限られた試験データをもとに化学物質の予測無影響濃度（PNEC）を求めるため、得

られた毒性値をOECDにおける検討を参考として設定した次表のアセスメント係数で

除する。 

 

表１ 予測無影響濃度（PNEC）の設定に使用されるアセスメント係数 

分類 アセスメント係数 

藻類、甲殻類及び魚類のうち、1～2の生物群について信頼性のある急性

毒性値がある。 
1,000 

藻類、甲殻類及び魚類の3つの生物群全てについて信頼性のある急性毒性

値がある。 
100 

藻類、甲殻類及び魚類のうち、1～2の生物群について信頼性のある慢性

毒性値がある。 
100 

藻類、甲殻類及び魚類の3つの生物群全てについて信頼性のある慢性毒性

値がある。 
10 

 

 これは、次の各段階を外挿するという考え方で設定されている。 

・急性毒性値（EC50、LC50等）から慢性毒性値（NOEC）への外挿：アセスメント係数

10 

・感受性の種間差（藻類、甲殻類及び魚類の3生物群のうち、知見の得られたものが1ま
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たは2生物群のみの場合から、3生物群全てについて知見が得られた場合への外挿）：

アセスメント係数10 

・最も低い慢性毒性値（3生物群の知見が揃った場合）から野外の状況への外挿：アセス

メント係数10 

② 予測無影響濃度（PNEC）の導出 

ア．導出の方法 

 急性毒性値及び慢性毒性値のそれぞれについて、信頼できる知見のうち生物群（藻

類、甲殻類、魚類及びその他）ごとに値の最も小さいものを整理し、そのうちその

他の生物以外の最も小さい値に対して情報量に応じたアセスメント係数を適用する

ことにより、予測無影響濃度（PNEC）を求める。これにより得られた２つのPNEC

のうち小さい方の値を、当該物質のPNECとして採用する。 

イ．慢性データの入手が可能な場合のPNEC値の算出例 

 次の点を考慮し、10～100のアセスメント係数を最も小さい無影響濃度に適用す

る。 

(ｱ) 魚類、甲殻類及び藻類のうち1または2生物群についての慢性毒性値（NOEC）

が得られた場合は、アセスメント係数100を最も小さいNOECに適用することによ

りPNECを求める。これを最も小さい急性データより得られたPNECと比較し、低

い方のPNECを採用する。 

(ｲ) 魚類、甲殻類及び藻類の3生物群全てについての慢性毒性値（NOEC）が得られ

た場合は、アセスメント係数10を最も小さいNOECに適用する。魚類、甲殻類及

び藻類のうち2生物群についてのみNOECが得られた場合であっても、最も感受性

が高い種の知見が得られたという確信があれば、アセスメント係数として100で

なく10を適用することが可能である。 

 

 (3) 生態リスクの判定 

① 判定の考え方 

ア．生態リスクの判定は、安全側の評価を行う観点から高濃度側の実測値に基づき設

定された予測環境中濃度（PEC）と、予測無影響濃度（PNEC）との比較により行う。 

イ．限られたデータに基づくスクリーニングとしての初期評価であることを踏まえ、

次の3段階で判定を行う。 

 

評価の分類 

PEC／PNEC＜0.1 現時点では作業は必要ないと考えられる。 

0.1≦PEC／PNEC＜1 情報収集に努める必要があると考えられる。 

1≦PEC／PNEC 詳細な評価を行う候補と考えられる。 

（情報が不十分な場合） 現時点ではリスクの判定はできない。 
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② 判定を踏まえた提言等 

評価の結果「判定不能」とされた物質等について、水生生物に対する有害性が高い

こと、化管法に基づく届出排出量を用いた公共用水域濃度の推定によりリスクが高く

なることが予測されること、生産量が多いこと、開放系用途に用いられていること、

水環境中に高い比率で分配され容易には分解されないと予測されること等を総合的に

勘案して、水生生物に対するリスクが高くなる可能性が見込まれる場合には、必要な

情報を充実させて再度初期評価を行うことを提言する。各項目の評価の視点は次のと

おり。 

ア．水生生物に対する有害性（生態毒性）：国際的に認められている生態毒性のラン

ク、又は化学物質排出把握管理促進法、化学物質審査規制法等国内法での生態影響

の判断基準等を考慮して、PNEC値が10～100µg/L程度以下の物質に着目する。 

イ．化管法に基づく届出排出量から推定した公共用水域濃度と予測無影響濃度（PNEC）

の比が0.1以上である物質に着目する。 

ウ．生産量：OECDでの高生産量（年間生産量1,000t以上）あるいは米国TSCAでの毒性

試験実施条件（106ポンド（450t））を考慮して、年間100～1,000t程度以上の物質に

着目する。 

エ．開放系用途：環境中に放出される可能性が高いものとして、界面活性剤等のよう

な開放系用途に用いられる物質に着目する。 

オ．水環境中への分配等：水質中の分配率が高く、著しい分解性を示さない物質に着

目する。また、生物に対する蓄積性が高い物質についても留意する。 
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（別添様式）生態リスクの初期評価 

(1) 水生生物に対する毒性値の概要 

 

表4.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 

 

急

性 

慢

性 

毒性値 

[µg/L] 

生物名 生物分類 エンドポイント

／影響内容 

ばく露期間

[日] 

試験の

信頼性 

採用の

可能性

文献. 

No. 

 藻類          

 甲殻類          

 魚類          

 その他          

毒性値（太字）：PNEC算出の際に参照した知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）：PNEC算出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 

A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、 

D：信頼性の判定不可、E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものでは

ない 

採用の可能性：PNEC導出への採用の可能性ランク 

A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない 

エンドポイント 

影響内容 

 

1）藻類 

2）甲殻類 

3）魚類 

4）その他 

 

(2) 予測無影響濃度（PNEC）の設定 

 

(3) 生態リスクの初期評価結果 

 

表4.2 生態リスクの初期評価結果 

水質 平均濃度 最大濃度（PEC ) PNEC 
PEC/ 

PNEC比 

 公共用水域・淡水     

 公共用水域・海水     
注：1）水質中濃度の（ ）内の数値は測定年度を示す  

2）公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 

(4) 引用文献等 
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別添１ 

 

化管法に基づく排出量データを用いた環境中濃度の推定について 

 

化学物質排出把握管理促進法（化管法）に基づく届出排出量を用いて我が国における高

濃度側の大気及び公共用水域・淡水（河川）中の化学物質濃度を推定し、実測データに基

づくばく露評価に活用した。大気及び公共用水域・淡水（河川）中濃度の推定方法は次の

とおり。 

１ 大気濃度の推定方法 

大気濃度は、経済産業省－低煙源工場拡散モデル (Ministry of Economy , Trade and 

Industry － Low rise Industrial Source dispersion Model) METI-LIS モデルを用いて推定する。

環境中への排出量は、化管法に基づく大気への届出排出量を用い、高排出事業所近傍の濃

度を推定する。気象条件は、排出事業所近傍のアメダス測定局観測結果を用いる。 

排出事業所近傍の高濃度推定では、排出事業所より 1km 以内の除外を基本とする。予測

モデルの諸条件を以下に示す。 

 

(諸条件) 

・予測の範囲：事業所近傍約10km四方(100×100の計算点を設定) 

・予測期間：1年間の平均値（1時間毎に予測を行った上で平均） 

・予測濃度高さ：1.5m 

・事業所煙源高さ：10m 

・事業所稼働状況：365日24時間連続稼働 

・浮力上昇：考慮しない 

・ダウンウォッシュ：考慮しない 

・風向・風速に対する乱数発生回数：3 
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２ 公共用水域・淡水（河川）中濃度の推定方法 
公共用水域・淡水（河川）中濃度は、環境中への排出量として化管法に基づく公共用

水域淡水への届出排出量を河道構造データベース1の平水流量で除して河川中濃度を推

定する。濃度の推定にあたっては、河川による希釈のみを考慮し、化学物質の分解等は

考慮しない。 

排出事業所近傍の高濃度には、排出事業所下流にある直近の環境基準点（補助点含む）

における予測濃度の最大値を採用する。推定に用いる諸条件を以下に示す。 

 

(諸条件) 

・流量：平水流量（1年を通じて185日はこれを下らない流量） 

・環境運命：希釈のみ考慮（化学物質の分解、沈降、揮発等は考慮しない） 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1河道構造データベース：環境動態モデルにおいて、日本全国の実河川の河道ネットワーク構造を実現するために作成されたデ

ータベースである。国土数値情報、流量年報などに基づいて作成されている。国土数値情報においては、全国は、平均面積約

9.6 km2、平均河道長さ 5.7km の単位流域に区分されており、単位流域毎に流量が設定されている。流量は水系内に位置する流

量観測点の内、最上流の流量を基にした比流量（単位面積あたりの流量）を水系全体に適用し求めた値である。水系内に流量

観測点が無い場合は、近接する水系の比流量を用いている。 
【参考文献】 
鈴木規之ら（2003）：環境動態モデル用河道構造データベース. 国立環境研究所研究報告 第 179 号 R-179 (CD)-2003． 
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別添２ 

無機系物質の生態リスク初期評価について 

 

Ⅰ ばく露評価 

公共用水域に存在する無機系物質は、必ずしも全てが人間活動に由来するものではなく、

自然由来により高濃度となる場合もある。環境施策の検討を視野に入れた化学物質の環境

リスク初期評価においては、人為起源の環境リスクを中心に評価を行う必要があるため、

以下の考え方でばく露評価を行う。 

１ 予測環境中濃度（PEC）の設定に関する基本的な考え方 

化学物質の環境リスク初期評価におけるばく露評価では、環境施策の検討を視野に入れ、

基本的には安全側に立った評価の観点からその大部分がカバーされる高濃度側のデータに

より予測環境中濃度を設定することとしている。 

無機系物質については、自然由来により高濃度が観測される可能性も考えられるので、

予測環境中濃度を設定する際に、その地点の検出濃度が人為的な排出に由来するものか、

自然由来によるものかについて、可能な範囲で確認する。自然由来により高濃度となって

いることが明らかな地点は、検討対象から外すこととし、このような判断ができる地点が

ない場合は、検討対象とする。 

２ 人為的な排出・自然由来に関する判断 

測定地点における人為的な排出の寄与の有無に関する判断は、主として PRTR データを

用いて行う。自然由来か否かの判断は、主として河川堆積物中の元素濃度測定結果1)をも

とに行う。環境省の公共用水域水質測定結果や環境基準の検討のための委員会報告等にお

いて、測定された無機系物質が人為起源か否か、自然由来か否かの判断がなされている地

点については、その情報をもとに判断する。このほか、鉱山や温泉などの情報も考慮する。 

 

【引用文献】 

1) (独)産業技術総合研究所：日本の地球化学図．

(http://riodb02.ibase.aist.go.jp/geochemmap/index.htm) 
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Ⅱ 生態リスク初期評価 

無機系物質は環境中において様々な化学形態で存在し、環境条件により変化する。水生

生物に対する毒性値は、化学形態により異なることもあるが、環境中における化学形態別

の濃度等は必ずしも得ることができない。これらを踏まえ、以下の考え方で生態リスク初

期評価を行う。 

１ 有害性情報を収集する化合物の範囲 

無機系物質の有害性情報を収集する化合物は、化学物質排出把握管理促進法の対象物質

例を参考とし、対となる無機イオンに毒性がある化合物、有機金属、特異な生理活性を有

する農薬等は、「無機元素及びその化合物」というカテゴリーとは別にそれぞれ単独でリス

ク評価を行うべきものと判断して、有害性情報を収集する対象から除外する。 

２ 有害性情報を収集する試験条件 

無機系物質の水生生物への毒性に影響を及ぼす可能性がある項目として、硬度、pH、フ

ミン酸等の溶存有機物（DOM:Dissolved Organic Matter）等が挙げられるが、これらの項目

は水域により異なる。安全側の評価を行う観点から、毒性試験が行われた水質条件は我が

国の平均的な値に限定せず、有害性情報を広く収集して評価を行う。なお、標準試験法の

試験条件を大幅に逸脱する毒性値は、これまで評価を実施してきた有機化合物と同様に、

有害性評価に用いない。 

毒性値は評価対象元素当たりに換算し、有害性評価を行う。 

３ 環境中の主要な酸化数に基づく生態リスク初期評価 

無機系物質では、酸化数により毒性が異なる場合があるため、収集した毒性値は被験物

質の価数毎に整理した上で有害性評価を行い、環境中での主要な酸化数を踏まえてリスク

評価を行う。なお、酸化数毎に環境中濃度が測定されているものは限られているため、一

般に測定されている全量、または溶存態（溶解性）の測定値もリスク評価に用いることが

できるものとする。 
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別添３ 

 

環境中で分解性や反応性が高い化学物質の環境リスク初期評価について 
 

 

健康リスク初期評価は化学物質の環境に由来するばく露が人の健康に及ぼすリスクにつ

いて、生態リスク初期評価は化学物質の水質からのばく露が環境中の生物に及ぼすリスク

についてスクリーニング的な評価を行うことを目的としている。 

環境中に排出された化学物質は、自然的作用による分解（加水分解、酸化、光分解、微

生物による生分解、等）を受けることがあるため、リスク評価は化学物質の環境中での挙

動を考慮して進めなければならない。 

リスク評価の対象となる化学物質（親物質）がある媒体中で急速に分解し、人や環境中

の生物に親物質のばく露がないと考えられる場合には、その媒体に限っては親物質の評価

を行わない場合がある。なお、必要に応じて親物質の分解によって生成する物質（子物質）

の評価を提言する。 

環境中で分解性や反応性が高い化学物質の環境リスク初期評価におけるばく露評価及び

有害性評価の基本的な考え方は次のとおり。 

 

Ⅰ ばく露評価 

ばく露情報は、初期評価対象物質の情報を収集する。得られた初期評価対象物質の環境

実測データは、分解性を考慮して測定方法、分析方法等を精査し、信頼性の確認を行う。

人や水生生物に対するばく露の推定は、信頼できる環境実測データに基づいて行う。 

信頼できる環境実測データが得られなかった場合には、大気では排出源より 1km 地点、

公共用水域では排出源下流にある直近の環境基準点（補助点を含む）を目安に実測の必要

性に関する検討を行う。実測濃度の測定は不要と判断した場合には、不要とした根拠を明

確にする。 

Ⅱ 有害性評価 

親物質そのもののばく露を反映した有害性情報が得られない場合には、有害性評価を行

わない。 

なお、親物質を被験物質とした有害性に関する知見は、参考情報として記載し、必要に

応じて子物質の評価を提言する。 
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1 エチレンイミン 

１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名：エチレンイミン 

（別の呼称：アジリジン、アジラン、アミノエチレン、ジメチレンイミン） 

CAS 番号：151-56-4 
化審法官報公示整理番号：5-2 
化管法政令番号：1-55 
RTECS 番号：KX5075000 

分子式：C2H5N 

分子量：43.07 
換算係数：1ppm= 1.76 mg/m3(気体、25℃) 
構造式： 
 
 
 
 
 

 
H
N

CH2H2C  
 

（2）物理化学的性状 

本物質は、常温では無色透明の液体である 1)。 

融点 -78℃2) 、-73.96℃3)、-78.0℃4) 、-71℃5) 

沸点 
54℃2)、56℃2) , 5)、56～57℃ (760 mmHg) 3)、57.0℃4)、

55℃5)  

密度 0.832 g/cm3 (25℃) 2) 

蒸気圧 
217 mmHg (=2.89×104 Pa) (25℃) 2) 、 
160 mmHg (=2.1×104 Pa) (20℃) 3) , 5)、 
213 mmHg (=2.84×104 Pa) (25℃) 4) 

分配係数（1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水）(logKow) -0.365) 

解離定数（pKa） 8.04 (25℃) 2) , 4) 

水溶性（水溶解度） 自由混和 2) ,3) , 4), 5)  

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性 

好気的分解 

分解率：BOD <20%（試験期間：28 日、試験法：OECD TG 301C）6) 

 

化学分解性 

OH ラジカルとの反応性 （大気中） 

反応速度定数：6.1×10-12 cm3/(分子･sec) （25℃、測定値）7) 

半減期：11～110 時間（OH ラジカル濃度を 3×106～3×105分子/cm3 8)と仮定して計

算） 

 

［1］エチレンイミン 
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加水分解性 

  半減期：154 日（反応速度定数 5.2×10-8 /sec (pH=7、25℃)9) を用いて計算） 

 

生物濃縮性 

生物濃縮係数 (BCF)：3.2（BCFBAF10)により計算） 

 

土壌吸着性 

土壌吸着定数 (Koc)：9.0（KOCWIN11)により計算） 

 
 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

本物質の化審法に基づき公表された製造・輸入数量の推移を表 1.1 に示す 12), 13), 14)。 

 

表 1.1 製造・輸入数量の推移 

平成(年度) 21  22 23 

製造・輸入数量(t) a) 162 b) X c), d) X c), d) 

注：a) 平成 22 年度以降の製造・輸入数量の届出要領は、平成 21 年度までとは異なっている 
b) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業所内での自家消費分を含まない値を示す 
c) 届出事業者が 2 社以下のため、製造・輸入数量は公表されていない 
d) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含まない値を示す 

 

また、本物質の化学物質排出把握管理促進法（化管法）における製造・輸入量区分は 100 t

以上である 15)。 

 

② 用 途 

本物質は他の化学物質の原料として用いられており、農薬などの原料、ポリエチレンイミ

ンなどの原料に使われている 1)。ポリエチレンイミンは、製紙・紙加工、接着剤、繊維、水

浄化などのさまざまな分野で、凝集剤、帯電防止剤、キレート剤などに利用されている 1)。 

 

（5）環境施策上の位置付け 

本物質は化学物質排出把握管理促進法第一種指定化学物質（政令番号: 55）に指定されている

ほか、有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質に選定されている。 

また、本物質は旧化学物質審査規制法（平成 15 年改正法）において第二種監視化学物質（通

し番号:1091）に指定されていた。 
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２．曝露評価 

環境リスクの初期評価のため、わが国の一般的な国民の健康や水生生物の生存・生育を確保

する観点から、実測データをもとに基本的には化学物質の環境からの曝露を中心に評価するこ

ととし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則として最大濃度に

より評価を行っている。 

 

（1）環境中への排出量 

本物質は化管法の第一種指定化学物質である。同法に基づき公表された平成 23 年度の届出

排出量 1)、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体 2)から集計した排出量等を表 2.1

に示す。なお、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体の推計はなされていなかっ

た。 

 
表 2.1 化管法に基づく排出量及び移動量（PRTR データ）の集計結果（平成 23 年度） 

 

大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0

エチレンイミン

業種等別排出量(割合) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 届出 届出外

0% -

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 排出量　　(kg/年) 届出

排出量

届出外

排出量
合計

総排出量の構成比(%)

化学工業

医薬品製造業

医療業

 
 

本物質の平成 23 年度における環境中への総排出量は 0 t であった。 

 

（2）媒体別分配割合の予測 

化管法に基づく排出量及び下水道への移動量が得られなかったため、Mackay-Type Level III 

Fugacity Model3)により媒体別分配割合の予測を行った。予測結果を表 2.2 に示す。 

 
表 2.2 Level III Fugacity Model による媒体別分配割合（％） 

排出媒体 大気 水域 土壌 大気/水域/土壌 

排出速度（kg/時間） 1,000 1,000 1,000 1,000（各々） 

大 気 52.7 0.7 1.0 2.7 

水 域 30.5 98.8 30.2 49.8 

土 壌 16.7 0.2 68.8 47.3 

底 質 0.1 0.2 0.1 0.1 
注：数値は環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの 

 

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認さ

れた調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.3 に示
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す。 

 
表 2.3 各媒体中の存在状況 

媒 体 
幾何 

平均値 a) 
算術 
平均値 

最小値 最大値 a) 検出 
下限値

検出率 調査地域 測定年度 文 献 

                      

一般環境大気  µg/m3 <0.0027 <0.0027 <0.0027 <0.0027 0.0027 0/6 全国 2007 4) 
             

室内空気 µg/m3          

             

食物 µg/g          
             

飲料水 µg/L          
             

地下水 µg/L          
             

土壌 µg/g          
             

公共用水域・淡水  µg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.004 0/3 三重県、 
茨城県 

2006 5) 

             

公共用水域・海水   µg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.004 0/3 神奈川県、

広島県、 
香川県 

2006 5) 

             

底質(公共用水域・淡水) µg/g          
                      

底質(公共用水域・海水) µg/g          
           

魚類(公共用水域・淡水) µg/g          

           

魚類(公共用水域・海水) µg/g          

             

注：a) 最大値または幾何平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す 

 

（4）人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

一般環境大気及び公共用水域・淡水の実測値を用いて、人に対する曝露の推定を行った（表

2.4）。化学物質の人による一日曝露量の算出に際しては、人の一日の呼吸量、飲水量及び食事

量をそれぞれ 15 m3、2 L 及び 2,000 g と仮定し、体重を 50 kg と仮定している。 

 
表 2.4 各媒体中の濃度と一日曝露量 

 媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

  大 気   
  
 

  一般環境大気 0.0027 µg/m3未満程度 (2007) 0.00081 µg/kg/day 未満程度 

  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

平       

  水 質   

  飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

  地下水 データは得られなかった データは得られなかった 

均 公共用水域・淡水 概ね 0.004 µg/L 未満 (2006) 概ね 0.00016 µg/kg/day 未満 

        

  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 
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 媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

        

  大 気     

  一般環境大気 0.0027 µg/m3未満程度 (2007) 0.00081 µg/kg/day 未満程度 

  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

最       

 水 質     

大 飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

 地下水 データは得られなかった データは得られなかった 

値 公共用水域・淡水 概ね 0.004 µg/L 未満 (2006) 概ね 0.00016 µg/kg/day 未満 

        

  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

        

 

人の一日曝露量の集計結果を表 2.5 に示す。 

吸入曝露の予測最大曝露濃度は、一般環境大気のデータから 0.0027 µg/m3 未満程度となっ

た。 

経口曝露の予測最大曝露量は、公共用水域・淡水のデータから算定すると概ね 0.00016 

µg/kg/day 未満であった。 

物理化学的性状から考えて生物濃縮性は高くないと推測されることから、本物質の環境媒体

から食物経由の曝露量は少ないと考えられる。 

 
表 2.5 人の一日曝露量 

 媒 体   平均曝露量（μg/kg/day） 予測最大曝露量（μg/kg/day） 

大 気  
 一般環境大気 0.00081 0.00081 

 室内空気   

   飲料水   

水 質  地下水   

   公共用水域・淡水 0.00016 0.00016 

 食 物     

 土 壌     

 経口曝露量合計 0.00016 0.00016 

 総曝露量 0.00097 0.00097 

注：1) アンダーラインを付した値は、曝露量が「検出下限値未満」とされたものであることを示す 
2) 総曝露量は、吸入曝露として一般環境大気を用いて算定したものである 

 

（5）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.6 のように整理した。

水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定すると、公共用水域の淡水

域、海水域ともに概ね 0.004 g/L 未満となった。 
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表 2.6 公共用水域濃度 

水 域 平  均 最 大 値 
 

淡 水 
 

海 水 
 

概ね 0.004 µg/L 未満 (2006) 
 

概ね 0.004 µg/L 未満 (2006) 

概ね 0.004 µg/L 未満 (2006) 
 

概ね 0.004 µg/L 未満 (2006) 

   注：1) （  ）内の数値は測定年度を示す 
2)  淡水は河川河口域を含む 
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３．健康リスクの初期評価 

健康リスクの初期評価として、ヒトに対する化学物質の影響についてのリスク評価を行った。 

（1）体内動態、代謝 

ラットに 1.0～2.9 mg/kg、マウスに 1.0～5.0 mg/kg を単回腹腔内投与した結果、6 時間でラッ

トは投与した本物質の 20～38％、マウスは 7～28％を尿中に排泄した 1) 。 

ラットに 14C でラベルした本物質 0.30～0.42 mg/kg を単回腹腔内投与した結果、24～96 時間

で投与した放射活性の 3.37～4.85％が 14CO2、0.95～2.75％が未変化の本物質として呼気中に排

泄され、尿中には 45.8～58.6％、糞中には 0.63～5.55％が排泄された。尿中放射活性のほとんど

が代謝物（未同定）であり、未変化の本物質はごくわずかであった。呼気中の本物質の半減期

は 2 時間、14CO2の半減期は 6 時間であり、14CO2排泄速度のピークは 4 時間後にみられた。ま

た、体内からの排泄は 2 相性であり、第 1 相の半減期が 16 時間、第 2 相の半減期が 56 日であ

った。24、96 時間後に検査した全組織から放射活性が検出されたが、96 時間後は著明に減少し

た。最も高い放射活性は肝臓でみられ、次いで盲腸、脾臓、腎臓、腸、骨髄の順で高く、第 2

相の半減期が長かったのは、これらの組織に蓄積した後の代謝率が緩慢であったためと考えら

れた 2) 。 

 

（2）一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性 

表 3.1 急性毒性 3) 

動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 15 mg/kg 
マウス 経口 LD50 15 mg/kg 
ラット 吸入 LCLo 15 ppm(26 mg/m3) (8 hr) 
ラット 吸入 LC50 100 mg/m3 (2 hr) 
ラット 吸入 LC50 185 ppm(326 mg/m3) (1 hr) 
マウス 吸入 LCLo 240 mg/m3 (2 hr) 
マウス 吸入 LCLo 640 mg/m3 (2 hr) 
マウス 吸入 LC50 150 ppm(264 mg/m3) (1 hr) 
マウス 吸入 LC50 400 mg/m3 (2 hr) 

モルモット 吸入 LCLo 25 ppm(44 mg/m3) (8 hr) 
モルモット 吸入 LC50 170 ppm(299 mg/m3) (1 hr) 

ウサギ 吸入 LCLo 100 mg/m3 (2 hr) 
モルモット 経皮 LD50 14 mg/kg 

ウサギ 経皮 LDLo 50 mg/kg (1 hr) 
注：（ ）内の時間は曝露時間を示す。 

 

本物質は腐食性を示し、中枢神経系、腎臓、肝臓に影響を与えることがある。吸入すると

咳や眩暈、頭痛、息苦しさ、吐き気、嘔吐を生じ、肺水腫を起こすことがある。経口摂取す

ると腹痛や灼熱感、嘔吐、ショック又は虚脱を生じ、吸入時の症状も生じることがある。皮

膚に付くと発赤や皮膚熱傷、水疱を生じ、眼に入ると発赤や痛み、重度の熱傷を生じる 4) 。 
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② 中・長期毒性 

ア）ウサギ（系統等不明）に 0.42 mg/kg/day を 4～9 回、0.84 mg/kg/day を 3～31 回、1.7、4.2 

mg/kg/day を 3～8 回強制経口投与（最大 5 回/週）した結果、1.7 mg/kg/day 以上の群で死亡、

外部刺激に対する反応の低下、体の弛緩、タンパク尿を認め、尿中には赤血球や白血球が

みられ、剖検では腎乳頭壊死がみられた。0.84 mg/kg/day の繰り返し投与でも腎乳頭壊死が

みられ、7 匹中 5 匹が死亡した。0.42 mg/kg/day 群では 4 匹中 3 匹が死亡し、腎髄質の壊死

がみられたとする報告 5) があった。 

イ）ラット（系統等不明）に 10 mg/m3を 1.5 ヶ月（4 時間/日）吸入させた結果、気管支でカ

タル性の炎症、リンパ節でリンパ系成分減少、肝臓及び腎臓で変性変化を認めたとする報

告 6) があった。 

 

③ 生殖・発生毒性 

ア）ラット（系統等不明）に 1、10 mg/m3を吸入（時間及び期間不明）させた結果、1 mg/m3

以上の群で血球数の変化を伴った白血球数の減少、性腺刺激ホルモンへの影響を認めたと

する報告 7) があった。 

イ）妊娠ラット（系統等不明）に 10 mg/m3を 20 日間吸入（時間不明）させた結果、著明な

体重増加の抑制がみられ、妊娠割合が減少し、血腫を認めた胎仔数が増加したとする報告
8) があった。 

ウ）Sprague-Dawley ラット雌 17～34 匹を 1 群とし、0、1.04、2.6 mg/kg/day を妊娠 5 日から妊

娠 15 日まで強制経口投与した結果、2.6 mg/kg/day 群で明瞭な体重減少と膣からの出血を認

めた。また、2.6 mg/kg/day 群では生存胎仔数が有意に少なく、骨格系奇形の発生率は有意

に高く、低体重でもあったとする報告 9) があった。 

 

④ ヒトへの影響 

ア）本物質の臭気閾値は大気中で 1.5 ppm（2.6 mg/m3）、水溶液で 170 mg/L とした報告 10) 、

臭気閾値を 4 mg/m3、刺激閾値を 200 mg/m3とした報告 11) がある。 

イ）換気の悪い学生寮の部屋に立て籠もった男子大学生 5 人を排除するために本物質（20 g）

をドアの下から、N-エチルエチレンイミン（100 g）を壊れた窓から注いで曝露させたとこ

ろ、学生らは 0.5～2 時間後に部屋を出たが、その際には流涙と眼のうずきが気になる程度

であった。しかし、眼の炎症や羞明、吐き気、嘔吐、気道の炎症などの症状で治療が必要

になったのは 3～7 時間後であり、12 時間後には著明な空咳を発症（胸部所見は正常）した。

発熱や結膜刺激、肝臓の炎症、一過性のヘモグロビン濃度の増加、好酸球の増加、軽度の

アルブミン尿、広範な呼吸器刺激の臨床所見がみられ、鼻腔後部の潰瘍や心電図の異常が

各 1 人にあった。11～25 日で全員退院し、3 人は約 3 ヶ月で完治したが、2 人は結膜の炎症

と呼吸機能の低下が残存した 12) 。 

ウ）化学工場で本物質を曝露（恐らく 5 分間未満）した 57 歳の男性労働者では、眼、鼻、喉

頭の刺激とともに流涎、嘔吐、息切れを示し、肺水腫と診断された。数週間、男性は人工

呼吸を必要としたが、5 週後に退院した。しかし、その 3 週後に息切れするようになって、
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喘鳴を伴った咳を発症し、再入院時には気管支痙攣がみられた。気管の内視鏡検査では著

明な狭窄を伴った広範な潰瘍がみられ、再入院から 2 週後に死亡した。剖検では気管及び

気管支のたるみや崩壊、肺水腫を認め、組織病理学的検査では気管気管支樹構造の崩壊（肉

芽や線維組織で置換された粘膜）がみられ、肉芽腫性ポリープは肺気腫、気管支肺炎とと

もにより小さな気管支でみられた。著者らは気管の傷害について、本物質の直接的な影響

とするよりは、初期の治療時に大用量で使用していたステロイドに起因した気管の遅発性

肉芽腫形成による可能性が大きいとしている 13) 。 

エ）2 人の研究者に認められた皮膚感作、小規模な生産工程で認められた治癒の遅い皮膚炎の

1 例が報告されている 14) 。 

 

（3）発がん性 

① 主要な機関による発がんの可能性の分類 

国際的に主要な機関での評価に基づく本物質の発がんの可能性の分類については、表 3.2

に示すとおりである。 
 

表 3.2 主要な機関による発がんの可能性の分類 

機 関 (年) 分  類 

WHO IARC (1999) 2B ヒトに対して発がん性があるかもしれない。 

EU EU (2008) 2 ヒトに対して発がん性であるとみなされるべき物質。

 EPA －  

USA ACGIH (1995) A3 動物に対して発がん性が確認されたが、ヒトへの関連

性は不明な物質。 

 NTP － 

日本 日本産業衛生学会 

(2001) 

第2群B ヒトに対しておそらく発がん性があると判断でき

る物質のうち、証拠が比較的十分でない物質。 

ドイツ DFG (2003) 2 ヒトに対して発がん性があると考えられる物質。 
 

② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

in vitro 試験系では、代謝活性化系（S9）無添加のネズミチフス菌で遺伝子突然変異 15, 16) 、

酵母で遺伝子変換 17) 、チャイニーズハムスター卵巣（CHO）細胞で遺伝子突然変異 18, 19) 、

ヒト子宮頸癌細胞（HeLa S3）で DNA 傷害 20) 、ヒトリンパ球（WI-36）で染色体異常 21) を

誘発した。 

in vivo 試験系では、経口投与したショウジョウバエで伴性劣性致死突然変異 22～24) 、腹部

注入したショウジョウバエで優性致死突然変異 23, 25) 、腹腔内投与したマウスで優性致死突

然変異 26) を誘発したが、経口投与したショウジョウバエで環状 X 染色体消失 22) を誘発し

なかった。 
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○ 実験動物に関する発がん性の知見 

B6C3F1マウス及び B6AKF1マウス雌雄各 18 匹（対照群は 90 匹/群）を 1 群とし、0、4.64 

mg/kg を 7 日齢から 28 日齢まで強制経口投与し、その後は 0.0013％濃度で餌に添加して 77

～78 週間投与した結果、B6C3F1マウスでは肝細胞癌が雄の 8/79、15/17 匹、雌の 0/87、11/15

匹、肺腫瘍が雄の 5/79、15/17 匹、雌の 3/87、15/15 匹にみられ、4.64 mg/kg/day 群での発生

率はいずれも有意に高かった。B6AKF1マウスでは肝細胞癌が雄の 5/90、9/16 匹、雌の 1/82、

2/11 匹、肺腫瘍が雄の 10/90、12/16 匹、雌の 3/82、10/11 匹にみられ、4.64 mg/kg/day 群の

雄で肝細胞癌、雌雄で肺腫瘍の発生率は有意に高かった 27, 28) 。 

B6C3F1マウス及び B6AKF1マウス雌雄各 18 匹（28 日齢）を 1 群とし、0、4.64 mg/kg を

背側頚部に単回皮下投与して飼育した結果、4.64 mg/kg 群の両系統の雄で肺腺腫の発生率

に有意な増加を認めた 28) 。 

ラット（系統不明）雌雄各 6 匹を 1 群とし、週 2 回の頻度で右側腹部に落花生油に混ぜ

た本物質を 67 週間皮下投与（総投与量 20 mg/kg）した結果、355～511 日後に雄の 5/6 匹、

雌の 1/6 匹で投与部位に肉腫を認めたが、落花生油のみを皮下投与した対照群では、雄の

1/10 匹で投与部位に肉腫がみられただけであった。また、雌雄各 6 匹を 1 群とし、水に混

ぜた本物質を 59 週間同様に皮下投与（総投与量は雄 12 mg/kg、雌 10 mg/kg）した結果、雌

の 2/6 匹で投与部位に肉腫（166、447 日後）、雄 1 匹の腎臓で移行上皮癌（456 日後）の発

生を認めた 29) 。 

オランダの職業曝露基準専門委員会は B6C3F1 マウスに経口投与した用量を 1.68 

mg/kg/day と算出し、雌雄合わせた総腫瘍の発生状況（投与群 31/32 匹、対照群 30/166 匹）

から閾値のない直線モデルを想定して、スロープファクターを 8.9×10-1(mg/kg/day)-1とし、

これに (40 年/75 年)×(48 週/52 週)×(5 日/7 日)×(10 m3/70 kg) を乗じて労働者に対するユ

ニットリスクを 4.5×10-2(mg/m3)-1と算出した 30) 。一般環境ではヒトの 1 日呼吸量（15 m3）

と体重（50 kg）のみの考慮で良いため、ユニットリスクは 2.7×10-1(mg/m3)-1（= 2.7×

10-4(µg/m3)-1）となる。 

 

○ ヒトに関する発がん性の知見 

ヒトでの発がん性について、知見は得られなかった。 

 

（4）健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定 

非発がん影響については十分なデータが得られなかった。発がん性については動物実験で

発がん性を示唆する結果が得られているものの、ヒトでの知見は得られておらず、ヒトに対

する発がん性の有無については判断できない。 

このため、評価に用いる指標の設定はできなかった。 
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② 健康リスクの初期評価結果 
 

表 3.3 経口曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露量 予測最大曝露量 無毒性量等 MOE 

経口 
飲料水 － － 

－ － 
－ 

公共用水

域・淡水 
概ね 0.00016 µg/kg/day

未満 
概ね 0.00016 µg/kg/day

未満 
－ 

 
経口曝露については、評価に用いる指標の設定ができなかったため、健康リスクの判定は

できなかった。 

なお、参考として経口投与した B6C3F1マウスでの腫瘍発生状況から求めたスロープファク

ター 8.9×10-1(mg/kg/day)-1を用いて試算すると、予測最大曝露量（概ね 0.00016 µg/kg/day 未

満）に対する腫瘍の過剰発生率は 1.4×10-7未満となる。環境媒体から食物経由で摂取される

曝露量は少ないと推定されることから、その曝露を加えても過剰発生率が大きく変化するこ

とはないと考えられる。このため、本物質の経口曝露による健康リスクの評価に向けて経口

曝露の情報収集等を行う必要性は低いと考えられる。 
 
 

表 3.4 吸入曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気 0.0027 µg/m3未満程度 0.0027 µg/m3未満程度 

－  
－ 

室内空気 － － － 
 

吸入曝露については、評価に用いる指標の設定ができなかったため、健康リスクの判定は

できなかった。 

なお、吸収率を 100％と仮定して予測最大曝露濃度を経口換算すると 0.00081 µg/kg/day 未

満程度となるが、参考としてこれとスロープファクターから算出した腫瘍の過剰発生率は 7

×10-7未満となる。このため、本物質の一般環境大気の吸入曝露による健康リスクの評価に向

けて吸入曝露の情報収集等を行う必要性は低いと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

MOE＝10 MOE＝100［ 判定基準 ］

詳細な評価を行う
。候補と考えられる 

現時点では作業は必要
。ないと考えられる 

情報収集に努める必要
。があると考えられる 

＝過剰発生率 10-6 ＝過剰発生率 10-5［ ］  判定基準  
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４．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、生物群（藻類、甲殻類、魚類及び

その他の生物）ごとに整理すると、表 4.1 のとおりとなった。 

 
表 4.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 
急

性 

慢 

性 

毒性値 

[µg/L] 
生物名 生物分類／和名

エンドポイント

／影響内容

曝露期間

[日] 

試験の 

信頼性 

採用の 

可能性 
文献 No.

藻 類   ― ― ― ― ― ― ― ― 

甲殻類 ○  14,000 Daphnia magna オオミジンコ EC50  IMM 1 B B 1)-5718

 ○  43,000 Daphnia magna オオミジンコ EC50  IMM 1 B B 1)-707

魚 類 ○  2,400 Leuciscus idus コイ科 LC50  MOR 2 D C 1)-547

その他   ― ― ― ― ― ― ― ― 

毒性値（太字）：採用可能な知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）：PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可 
E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない 

エンドポイント 

EC50 (Median Effective Concentration)：半数影響濃度、LC50 (Median Lethal Concentration)：半数致死濃度 

影響内容 

IMM (Immobilization)：遊泳阻害、MOR (Mortality)：死亡 

 

 

評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそれ

ぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用した。その知見の

概要は以下のとおりである。 

 

1） 甲殻類 

Bringmann と Kühn1)-5718は、オオミジンコ Daphnia magna の急性毒性試験を実施した。試験は

止水式（ろ紙で蓋）で行われ、試験濃度区の公比は 1.3 又は 1.1 であった。試験用水には、24

時間汲み置いた、硬度約 286 mg/L (CaCO3換算) の脱塩素水道水が用いられた。遊泳阻害に関す

る 24 時間半数影響濃度 (EC50) は、設定濃度に基づき 14,000 µg/L であった。 

 

（2）予測無影響濃度 (PNEC) の設定 

急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上記本文で示した毒性値に情報量に応じたアセ

スメント係数を適用し予測無影響濃度 (PNEC) を求めた。 
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急性毒性値 

甲殻類 Daphnia magna 24 時間 EC50（遊泳阻害） 14,000 µg/L

アセスメント係数：1,000［1 生物群（甲殻類）の信頼できる知見が得られたため］ 

 得られた毒性値 (14,000 µg/L) をアセスメント係数 1,000 で除することにより、急性毒性値に

基づく PNEC 値 14 µg/L が得られた。 

 

慢性毒性値については、信頼できる知見が得られなかったため、本物質の PNEC としては甲

殻類の急性毒性値から得られた 14 µg/L を採用する。 

 

（3）生態リスクの初期評価結果 

 

表 4.2 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度 (PEC) PNEC 
PEC/ 

PNEC 比

公共用水域・淡水 概ね 0.004 µg/L 未満 (2006) 概ね0.004 µg/L未満 (2006) 
14 

µg/L 

<0.0003

公共用水域・海水 概ね0.004 µg/L未満 (2006) 概ね0.004 µg/L未満 (2006) <0.0003

注：1) 水質中濃度の (  ) の数値は測定年度を示す  
   2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 

 
 

 

 

本物質の公共用水域における濃度は、平均濃度で見ると淡水域、海水域ともに概ね 0.004 µg/L

未満であり、検出下限値未満であった。安全側の評価値として設定された予測環境中濃度 (PEC)

も、平均濃度と同様に淡水域、海水域ともに概ね 0.004 µg/L 未満であり、検出下限値未満であ

った。 

予測環境中濃度 (PEC) と予測無影響濃度 (PNEC) の比は、淡水域、海水域ともに 0.0003 未

満となるため、現時点では作業の必要はないと考えられる。 

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。 

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］ 
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１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名： o-クロロフェノール 
（別の呼称：2-クロロフェノール、2-モノクロロフェノール、モノクロロフェノール、

クロロフェノール、1-クロロ-2-ヒドロキシベンゼン） 
CAS 番号：95-57-8 
化審法官報公示整理番号：3-895（モノクロロフェノール） 
化管法政令番号： 1-120 
RTECS 番号：SK2625000 
分子式：C6H5ClO 
分子量：128.56 
換算係数：1 ppm = 5.26 mg/m3 (気体、25℃) 
構造式： 
  

OH

Cl  
 

（2）物理化学的性状 

本物質は、常温で無色透明の液体である 1)。 

融点 8℃2)、9.4℃2)、9.3℃3)、9.8℃5)  

沸点 173.4℃2)、174.9℃2) , 5)、175℃3) 、175.6℃6) 

密度 1.2634 g/cm3 (20℃) 2)、 

蒸気圧 
2.31 mmHg (=308 Pa) (25℃) 2)、1.42 mmHg (=189 
Pa) (25℃) 5) 

分配係数(1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水) (log Kow) 2.154) , 5) , 6)、2.196) 

解離定数(pKa) 8.56 (25℃) 2) 、8.56 5) 

水溶性(水溶解度) 
2.27×104 mg/1,000 g (25℃) 2) 、1.14×104 mg/L 
(25℃) 5)、2.85×104 mg/L (20℃) 6) 

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性 

好気的分解 

分解率：BOD 0%、TOC (-)*%、GC 2.1% 

（試験期間：2 週間、被験物質濃度：100 mg/L、活性汚泥濃度：30 mg/L）7) 

（備考：*分解度が負の値になったため（－）と表記した。） 

嫌気的分解 

理論無機化率：0～30%（試験期間：56 日間、被験物質濃度：50 mgC/L、消化下水

汚泥を用いた試験）8) 

 

［2］o-クロロフェノール 
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化学分解性 

OH ラジカルとの反応性 （大気中） 

反応速度定数：9.9×10-12 cm3/(分子･sec) （AOPWIN9)により計算） 

半減期：6.5～65 時間（OH ラジカル濃度を 3×106～3×105分子/cm3 10)と仮定して計

算） 

加水分解性 

 加水分解性の基を持たない 11) 

  

生物濃縮性（濃縮性がない又は低いと判断される物質）12) 

 生物濃縮係数 (BCF)：  

14～24   （試験生物：コイ、試験期間：6 週間、試験濃度：40 μg/L）13) 

(16)～(29)（試験生物：コイ、試験期間：6 週間、試験濃度：4 μg/L）13) 

 

土壌吸着性 

 土壌吸着定数 (Koc)：5114)～22,90014)  

 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

本物質の化審法に基づき公表された製造・輸入数量の推移を表 1.1 に示す 15)。 

 

表 1.1 製造・輸入数量の推移 

平成(年度) 18 19 20 21 

製造・輸入数量(t) 161 228 238 258 

注：製造数量は出荷量を意味し、同一事業所内での自家消費分を含まない値を示す 

 

モノクロロフェノールの化審法に基づき公表された製造・輸入数量（製造数量は出荷量を

意味し、同一事業者内での自家消費分を含まない値）は、平成 22 年度及び平成 23 年度共に

1,000 t 未満 16), 17)である。ただし、平成 22 年度以降の製造・輸入数量の届出要領は、平成 21

年度までのものとは異なっている。 

「化学物質の製造・輸入に関する実態調査」によると、モノクロロフェノールとしての製

造（出荷）及び輸入量は、平成 16 年度、平成 19 年度共に 100～1,000 t/年未満 18), 19)である。 

本物質の化学物質排出把握管理促進法（化管法）における製造・輸入量区分は、100 t 以上

である 20)。 

本物質は、フェノールを含む水の塩素処理により生成する 21)。 

 

② 用 途 

本物質の主な用途は、他の化学物質の原料及び染料や農薬の原料である 1)。 
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（5）環境施策上の位置付け 

本物質は化学物質排出把握管理促進法第一種指定化学物質（政令番号: 120）に指定されてい

る。 

水道水質基準がフェノール類として設定されており、水質汚濁防止法に基づく排水基準が

フェノール類含有量として設定されている。またフェノール類及びその塩類は、水質汚濁防止

法の指定物質に指定されている。 

また、本物質は旧化学物質審査規制法（平成 15 年改正法）において第二種監視化学物質（通

し番号:873）及び第三種監視化学物質（通し番号:204）に指定されていた。 
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２．曝露評価 

環境リスクの初期評価のため、わが国の一般的な国民の健康や水生生物の生存・生育を確保

する観点から、実測データをもとに基本的には化学物質の環境からの曝露を中心に評価するこ

ととし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則として最大濃度に

より評価を行っている。 

（1）環境中への排出量 

本物質は化管法の第一種指定化学物質である。同法に基づき公表された平成 23 年度の届出

排出量 1)、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体 2)から集計した排出量等を表 2.1

に示す。なお、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体の推計はなされていなかっ

た。 

 
表 2.1 化管法に基づく排出量及び移動量（PRTR データ）の集計結果（平成 23 年度） 

大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 35 0 0 0 0 370 - - - - 35 - 35

オルト－クロロフェノール

業種等別排出量(割合) 35 0 0 0 0 370 0 0 0 0

35 0 0 0 0 370 届出 届出外

(100%) (100%) 100% -

総排出量の構成比(%)

化学工業

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 排出量　　(kg/年) 届出

排出量

届出外

排出量
合計

 

 

本物質の平成 23 年度における環境中への総排出量は 0.035 t であり、すべて届出排出量であっ

た。届出排出量はすべて大気へ排出されるとしている。この他に廃棄物への移動量が 0.37 t で

あった。届出排出量の排出源は、化学工業のみであった。 

 

（2）媒体別分配割合の予測 

本物質の環境中の媒体別分配割合を、表 2.1 に示した環境中への排出量を基に USES3.0 をベ

ースに日本固有のパラメータを組み込んだMackay-Type Level III多媒体モデル 3)を用いて予測し

た。予測の対象地域は、平成 23 年度に環境中及び大気への排出量が最大であった福岡県（大気

への排出量 0.035 t）とした。予測結果を表 2.2 に示す。 

 
表 2.2 媒体別分配割合の予測結果 

媒 体 

分配割合(%) 
上段：排出量が最大の媒体、下段：予測の対象地域 

環境中 大 気 

福岡県 福岡県 

大 気 3.0 3.0 

水 域 1.3 1.3 

土 壌 95.0 95.0 

底 質 0.7 0.7 

注：数値は環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの 
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（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認さ

れた調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.3 に示

す。 

 
表 2.3 各媒体中の存在状況 

媒 体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a)
検出 

検出率 調査地域 測定年度 文 献 
平均値 a) 平均値 下限値

                      

一般環境大気  µg/m3          

             

室内空気 µg/m3          

           

食物 µg/g          

             

飲料水 µg/L          

             

地下水 µg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.005 0/7 全国 2006 4) 

             

土壌 µg/g          

             

公共用水域・淡水   µg/L <0.005 <0.005 <0.005 0.071 0.005 3/54 全国 2006 4) 

  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 0/6 全国 1996 5) 

             

公共用水域・海水   µg/L <0.005 <0.005 <0.005 0.009 0.005 1/17 全国 2006 4) 

  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 0/5 全国 1996 5) 

             

底質(公共用水域・淡水) µg/g <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 0.009 0/6 全国 1996 5) 

           

底質(公共用水域・海水) µg/g <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 0.009 0/5 全国 1996 5) 

           

魚類(公共用水域・淡水) µg/g          

           

魚類(公共用水域・海水) µg/g          

             

注：a) 最大値または幾何平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す 

    

（4）人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

地下水及び公共用水域・淡水の実測値を用いて、人に対する曝露の推定を行った（表 2.4）。

化学物質の人による一日曝露量の算出に際しては、人の一日の呼吸量、飲水量及び食事量をそ

れぞれ 15 m3、2 L 及び 2,000 g と仮定し、体重を 50 kg と仮定している。 

 
表 2.4 各媒体中の濃度と一日曝露量 

 媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

  大 気     

  一般環境大気 データは得られなかった データは得られなかった 
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 媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

平       

  水 質   

  飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

  地下水 0.005 µg/L 未満程度 (2006) 0.0002 µg/kg/day 未満程度 

均 公共用水域・淡水 0.005 µg/L 未満程度 (2006) 0.0002 µg/kg/day 未満程度 

        

  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

        

  大 気     

  一般環境大気 データは得られなかった データは得られなかった 

  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

最       

 水 質     

大 飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

 地下水 0.005 µg/L 未満程度 (2006) 0.0002 µg/kg/day 未満程度 

値 公共用水域・淡水 0.071 µg/L 程度 (2006) 0.0028 µg/kg/day 程度 

        

  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

        

 

人の一日曝露量の集計結果を表 2.5 に示す。 

吸入曝露の予測最大曝露濃度を設定できるデータは得られなかった。一方、化管法に基づく

平成 23 年度の大気への届出排出量をもとにプルーム・パフモデル 6)を用いて推定した大気中濃

度の年平均値は、最大で 0.0073 µg/m3となった。 

経口曝露の予測最大曝露量は、地下水のデータから算定すると 0.0002 µg/kg/day 未満程度、

公共用水域・淡水のデータから算定すると 0.0028 µg/kg/day 程度であった。本物質の経口曝露の

予測最大曝露量は、0.0028 µg/kg/day 程度を採用する。 

生物濃縮性は高くないため、本物質の環境媒体から食物経由の曝露量は少ないと考えられる。 

 
表 2.5 人の一日曝露量 

  媒 体 平均曝露量（μg/kg/day） 予測最大曝露量（μg/kg/day） 

大 気 
一般環境大気   

室内空気   

 飲料水   

水 質 地下水 (0.0002) (0.0002) 

 公共用水域・淡水 0.0002 0.0028 

食 物    

土 壌    

  経口曝露量合計 0.0002 0.0028 

  総曝露量 0.0002 0.0028 
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注：1) アンダーラインを付した値は、曝露量が「検出下限値未満」とされたものであることを示す 
2)（ ）内の数字は、曝露量合計の算出に用いていない 

 

（5）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.6 のように整理した。

水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定すると、公共用水域の淡水

域では 0.071 g/L 程度、同海水域では 0.009 g/L 程度となった。 

 

表 2.6 公共用水域濃度 

水 域 平  均 最 大 値 

淡 水 
 

海 水 

0.005 µg/L 未満程度 (2006) 
 

0.005 µg/L 未満程度 (2006) 

0.071 µg/L 程度 (2006) 
 

0.009 µg/L 程度 (2006) 

  注：1) （  ）内の数値は測定年度を示す 
2)  淡水は河川河口域を含む 
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３．健康リスクの初期評価 

健康リスクの初期評価として、ヒトに対する化学物質の影響についてのリスク評価を行った。 

（1）体内動態、代謝 

ウサギに 171.3 mg/kg の本物質を単回強制経口投与した結果、投与量の 82.4％がグルクロン酸

抱合体、18.7％が硫酸抱合体として数日間、尿中に排泄されたが、メルカプツール酸の排泄はな

かった 1) 。イヌでは、800、1,000 mg/kg の経口投与で投与量の 59、53％が硫酸抱合体として尿

中に排泄され 2) 、投与量の 87％がグルクロン酸抱合体又は硫酸抱合体として尿中に排泄された

とした報告 3) もあった。 

ウサギに 300 mg/kg を経口投与し、尿中へのカテコール類の排泄を調べた結果、24 時間以内

に投与量の 1.5％が排泄された 4) 。 

ヘアレスマウスの腹部皮膚を用いた in vitro の皮膚透過試験では、0.5％の本物質水溶液の透過

係数は 0.140 cm/hr であり、透過を認めるまでの時間（ラグタイム）は 6.3 分であったが、角質

層を除去した皮膚の場合には透過係数は 0.214 cm/hr、ラグタイムは 8.5 分であった 5) 。ヒトの

腹部皮膚を用いた試験では本物質の 2.2％水溶液は角質層を容易に透過し、透過係数は 0.033 

cm/hr であった 6) 。 

0.0005、0.005、0.05％の濃度で本物質を餌に混ぜて 10 週間投与したラットでは、本物質の臓

器内濃度は肝臓で 0.08～3.2 ppm、腎臓で 2.0～2.6 ppm と比較的低濃度であり、濃度依存性はみ

られなかった 7) 。 

 

（2）一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性 

表 3.1 急性毒性 

動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 660 mg/kg 8) 
ラット 経口 LD50 670 mg/kg 8) 
マウス 経口 LD50 345 mg/kg 8) 
マウス 経口 LD50 710 mg/kg 8) 
ラット 吸入 LCLo > 4,770 mg/m3 (4 hr) 9) 
ウサギ 経皮 LDLo 1,580 mg/kg 8) 

注：（ ）内の時間は曝露時間を示す。 

 

本物質は眼、皮膚、気道を強く刺激する。エアロゾルを吸入すると肺水腫を起こすことが

ある。中枢神経系に影響を与えることがある。経口摂取すると腹痛、嗜眠、脱力感、痙攣を

生じる。吸入すると咳、息切れ、咽頭痛を生じ、経口摂取時の症状が現れることもある 10) 。

なお、経口投与の LD50として 40 mg/kg の報告 8) があったが、これは粗製品を投与したもの

であった 11) 。また、LC50として 210 mg/m3 という報告 8) もあったが、詳細は不明であった。 

 

② 中・長期毒性 

ア）用量設定のために、Sprague-Dawley ラットに 0、100、200、500 mg/kg を 14 日間強制経
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口投与した予備試験では、いずれの群にも投与に起因すると考えられる明らかな毒性変化

はみられなかった 12) 。この結果から、NOAEL を 500 mg/kg/day 以上とする。 

イ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 6 匹を 1 群とし、0、8、40、200、1,000 mg/kg/day を 28 日

間強制経口投与した結果、200 mg/kg/day 以上の群の雌雄で流涎、1,000 mg/kg/day 群の雌雄

で振戦、自発運動の低下、歩行異常、腹臥位あるいは側臥位が散発的にみられたが、これ

らはいずれも投与後の一過性の変化であり、流涎については投与後 30 分以内に消失した。

1,000 mg/kg/day 群の雄で血清中無機リンの有意な低下、雌で血清中トリグリセライドの有

意な上昇、肝臓の絶対及び相対重量の有意な増加を認め、雌雄の肝臓で褐色化、小葉中心

性の肝細胞肥大がほぼ全数にみられた 12) 。この結果から、NOAELを 200 mg/kg/dayとする。 

ウ）CD-1 ICR マウス雌雄各 12 匹を 1 群とし、0、35、69、175 mg/kg/day を 14 日間強制経口

投与した結果、69 mg/kg/day 群で体重増加の抑制がみられ、175 mg/kg/day 群で全数が死亡

した。雌の脳、肝臓、脾臓で重量が減少し、自発運動の亢進がみられたが、剖検や血液、

血液生化学、肝酵素（肝 MFO 活性）、免疫反応に影響はなかった 13) 。著者らは 175 mg/kg/day

群で死亡率が 100％であった以外には、投与に関連した生物学的に重要な影響はなかったと

結論したが、十分な報告ではなかったことから、NOAEL 等の判断は行わなかった。 

 

③ 生殖・発生毒性 

ア）3 週齢の Sprague-Dawley ラット雌 12～14 匹を 1 群とし、0、0.0005、0.005、0.05％の濃度

で飲水に添加して投与し、90 日齢で未処置の雄と交尾させ、出産まで投与を継続した結果、

0.05％群で同腹仔数が有意に少なく、死産率は有意に高かった 7, 14) 。この結果から、NOAEL

を 0.005％（5 mg/kg/day）とする。 

イ）3 週齢の Sprague-Dawley ラット雌 12～14 匹を 1 群とし、0、0.0005、0.005、0.05％の濃度

で飲水に添加して投与し、90 日齢で未処置の雄と交尾させ、妊娠、出産、哺育期を通して

投与を継続し、3 週齢で離乳した仔（各群 8 匹）に 15 週間飲水投与した結果、仔の体重、

肝臓、脾臓、胸腺の重量、免疫反応に影響はなかった 14) 。 

ウ）3 週齢の Sprague-Dawley ラット雌 12～14 匹を 1 群とし、0、0.05％の濃度で飲水に添加し

て投与し、90 日齢で未処置の雄と交尾させ、妊娠、出産、哺育期を通して投与を継続し、3

週齢で離乳した仔（各群 5 匹）に 14 ヶ月間飲水投与した結果、0.05％群で赤血球数、ヘマ

トクリット値、ヘモグロビン濃度の有意な増加を認めたが、健康に問題が生じるような変

化ではなかった 14) 。 

 

④ ヒトへの影響 

ア）クロロフェノールの臭気閾値として 0.019～6.5 mg/m3、刺激閾値として 6,801 mg/m3とし

た報告がある 15) 。 

イ）クロロフェノール木材防腐剤を使用する製材所の調査では、製材所の労働者 1,014 人を低

/中曝露群、高曝露群の 2 群に分け、伐採等に従事する非曝露の労働者 103 人とともに健康

状態をアンケート調査し、11 の症状群に分けて比較した。その結果、製材所の労働者では

皮膚、上部呼吸器系、呼吸器全般、神経系の訴えが特に多く、全身性の急性症状や肝臓、

腎臓の不調に関連した訴えなども有意に多かった 16) 。 

－66－



2 o-クロロフェノール  

 

ウ）クロロフェノール類を使用する製材所の調査では、労働者 71 人を作業内容から経皮曝露

群 40 人（手で木材を取り扱う工程）、吸入曝露群 31 人（木材に直接接触しない工程）に分

け、非曝露の労働者 351 人と比較した。その結果、黄疸や肝臓、腎臓、心臓の病歴、血清

クレアチニン、ビリルビン、GOT、ALP に有意な差はなく、ヘモグロビン濃度も 3 群で同

程度であった。しかし、経皮曝露群で年齢及び喫煙で調整した白血球数は若干低く、年齢

及び喫煙、飲酒で調整したヘマトクリット値は有意に低かった。また、年齢及び喫煙で調

整した尿中潜血の発生率は経皮曝露群で有意に高かった 17) 。 

 

（3）発がん性 

① 主要な機関による発がんの可能性の分類 

国際的に主要な機関での評価に基づく本物質の発がんの可能性の分類については、表 3.2

に示すとおりである。 
 

表 3.2 主要な機関による発がんの可能性の分類 

機 関 (年) 分  類 

WHO IARC －  

EU EU －  

 EPA －  

USA ACGIH －  

 NTP － 

日本 日本産業衛生学会 －  
ドイツ DFG －  

 

② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

in vitro 試験系では、S9 添加の有無にかかわらずネズミチフス菌 18, 19) 、大腸菌 19) で遺伝

子突然変異、ネズミチフス菌で DNA 傷害 20) 、大腸菌でプロファージ 21) を誘導しなかった

が、チャイニーズハムスター肺細胞（CHL）で染色体異常 22) を誘発した。 

in vivo 試験系では、経口投与したマウスの精巣、骨髄細胞で姉妹染色分体交換を誘発し

なかった 13) 。 

 

○ 実験動物に関する発がん性の知見 

3 週齢の Sprague-Dawley ラット雌 12～14 匹を 1 群とし、0、0.0005、0.005、0.05％の濃度

で飲水に添加して投与し、90 日齢で未処置の雄と交尾させ、妊娠、出産、哺育期を通して

投与を継続し、3 週齢で離乳した仔（雌雄各 24～28 匹/群）に生涯にわたって飲水投与した

結果、腫瘍の発生率に有意な増加はみられず、潜伏期間にも有意な差はなかった。しかし、

妊娠 14 日から妊娠 21 日にエチルニトロ尿素を混餌投与してイニシエート操作を追加した

場合には、雄（仔）でのみ、腫瘍発生率の増加と潜伏期間の短縮がみられ、プロモーター

作用が示唆された 14) 。 
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Sutter マウスの雌 35 匹を 1 群とし、イニシエーターとして 0.3％の DMBA（9,10-ジメチ

ル-1,2-ベンゾアン卜ラセン）ベンゼン溶液 25 µL を背部に単回塗布し、1 週間後から同じ部

位に本物質 20％のベンゼン溶液 25 µL を 15 週間（2 回/週）塗布してマウスの皮膚腫瘍の発

生を観察した結果、31匹が生存し、その61％に乳頭腫、10％に上皮癌の発生を認めた。DMBA

の単回塗布のみを行った対照群では 20 匹中 15 匹（15/20 匹）が生存しており、その 7％に

乳頭腫がみられただけで、上皮癌の発生はなかった。また、30 匹を 1 群として本物質 20％

のジオキサン溶液 25 µL を 12 週間（2 回/週）背部に塗布した結果、28 匹が生存しており、

その 46％に乳頭腫の発生を認めたが、上皮癌の発生はなかった 23) 。これらの結果から、著

者らは本物質のプロモーター作用が示唆されたとしたが、溶媒に用いたベンゼンには発が

ん性があるため、本結果から、本物質と発がん性の関連を評価することは難しい。 

 

○ ヒトに関する発がん性の知見 

ヒトでの発がん性について、知見は得られなかった。 

 

（4）健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定 

非発がん影響については一般毒性及び生殖・発生毒性等に関する知見が得られているが、

発がん性については十分な知見が得られず、ヒトに対する発がん性の有無については判断で

きない。このため、閾値の存在を前提とする有害性について、非発がん影響に関する知見に

基づき無毒性量等を設定することとする。 

経口曝露については、生殖・発生毒性ア）のラットの試験から得られた NOAEL 5 mg/kg/day

（同腹仔数の減少、死産率の増加）が信頼性のある最も低用量の知見と判断し、これを無毒

性量等に設定する。 

吸入曝露については、無毒性量等の設定ができなかった。 

 

② 健康リスクの初期評価結果 
 

表 3.3 経口曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露量 予測最大曝露量 無毒性量等 MOE 

経口 
飲料水 － － 

5 mg/kg/day ラット 
－ 

公共用水

域・淡水 
0.0002 µg/kg/day 未満程度 0.0028 µg/kg/day 程度 180,000 

 
経口曝露については、公共用水域・淡水を摂取すると仮定した場合、平均曝露量は 0.0002 

µg/kg/day 未満程度、予測最大曝露量は 0.0028 µg/kg/day 程度であった。無毒性量等 5 mg/kg/day

と予測最大曝露量から、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除して求めた

MOE（Margin of Exposure）は 180,000 となる。環境媒体から食物経由で摂取される曝露量は

少ないと推定されることから、その曝露を加えても MOE が大きく変化することはないと考え

られる。 

従って、本物質の経口曝露による健康リスクについては、現時点では作業は必要ないと考
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詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

MOE＝10 MOE＝100［ 判定基準 ］

えられる。 
 
 

表 3.4 吸入曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気 － － 

－  
－ 

室内空気 － － － 
 

吸入曝露については、無毒性量等が設定できず、曝露濃度も把握されていないため、健康

リスクの判定はできなかった。 

なお、吸収率を 100％と仮定して経口曝露の無毒性量等を吸入換算すると 17 mg/m3となる

が、これと化管法に基づく平成 23 年度の大気への届出排出量をもとに推定した高排出事業所

近傍の大気中濃度（年平均値）の最大値 0.0073 µg/m3 から、動物実験結果より設定された知

見であることを考慮し、参考として算出した MOE は 230,000 となる。このため、本物質の一

般環境大気の吸入曝露による健康リスクの評価に向けて吸入曝露の情報収集等を行う必要性

は低いと考えられる。 
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４．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、生物群（藻類、甲殻類、魚類及び

その他の生物）ごとに整理すると表 4.1 のとおりとなった。 

 
表 4.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 
急

性 
慢 

性 
毒性値 
[µg/L] 

生物名 
生物分類／和名

（試験条件等）

エンドポイント

／影響内容 
曝露期間[日] 

（試験条件等） 
試験の 

信頼性 
採用の

可能性
文献 No.

藻 類  ○ 4,930 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

NOEC   
GRO (RATE) 

2 B B 1)-93090

 ○  8,630 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

EC50    
GRO (Yield) 

2 B B 1)-100638

 ○  8,890 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 EC50  GRO 4 D C 

4)- 
2013033

 ○   13,010 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 
EC50    
GRO (RATE) 

2 B B 1)-93090

甲殻類   ○ 80 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  REP 14 B B 
4)- 

2008064

   ○ 300 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  REP 21 A B 1)-847

 ○  1,300*1 Americamysis bahia アミ科 LC50 MOR 
4 

（止水式） 
A A 1)-9994

 ○   2,600 Daphnia magna オオミジンコ LC50 MOR 2 B B 1)-5184

 ○   2,300 Daphnia magna オオミジンコ EC50  IMM 2 B B 
4)- 

2013020

 ○   3,910 Daphnia magna オオミジンコ EC50  IMM 2 A B 1)-10915

 ○   9,000  Daphnia magna オオミジンコ EC50  IMM 1 A B 
4)- 

2008064

 ○  13,000*1 Daphnia magna オオミジンコ LC50 MOR 
2 

（止水式） 
A A 1)-9994

魚 類 ○  2,600 Oncorhynchus mykiss ニジマス LC50 MOR 4 D C 
4)- 

2013106

   ○ 4,000 Pimephales promelas 
ファットヘッド

ミノー（胚） 
NOEC   
MOR / GRO ～ふ化後 30 B B 1)-20456

 ○   6,290 Platichthys flesus ヌマガレイ属 LC50 MOR 4 C C 1)-4071

 ○   6,600 Solea solea カレイ目 LC50 MOR 4 C C 1)-4071

 ○   6,600 Lepomis macrochirus ブルーギル LC50 MOR 4 C C 1)-5590

 ○   8,100 Lepomis macrochirus ブルーギル TLm MOR 2 B B 1)-937

 ○   9,410 Pimephales promelas 
ファットヘッド

ミノー 
LC50 MOR 4 A A 1)-12859

 ○  16,000 Pimephales promelas 
ファットヘッド

ミノー 
LC50 MOR 

4 
（流水式） 

B B 1)-9994

その他 ○   120 Rana japonica 
ニホンアカガエ

ル 
LC50 MOR 1 C C 1)-66778
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生物群 
急

性 
慢 

性 
毒性値 
[µg/L] 

生物名 
生物分類／和名

（試験条件等）

エンドポイント

／影響内容 
曝露期間[日] 

（試験条件等） 
試験の 

信頼性 
採用の

可能性
文献 No.

 ○   67,970 
Tetrahymena 
pyriformis テトラヒメナ属 IGC50  POP 60 時間 B B 1)-10903

毒性値（太字）：採用可能な知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）：PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可 
E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない 

 

エンドポイント 

EC50 (Median Effective Concentration)：半数影響濃度、 

IGC50 (Median Inhibitory Growth Concentration)：半数生長（増殖）阻害濃度、 

LC50 (Median Lethal Concentration)：半数致死濃度、NOEC (No Observed Effect Concentration)：無影響濃度、 

TLm (Median Tolerance Limit)：半数生存限界濃度 

影響内容 

GRO (Growth)：生長（植物）又は成長（動物）、IMM (Immobilization)：遊泳阻害、MOR (Mortality) : 死亡、 

REP (Reproduction)：繁殖、POP (Population Change)：個体群の変化（増殖） 

毒性値の算出方法 

RATE：生長速度より求める方法（速度法） 

Yield：試験期間の収量より求める方法 

*1 止水式試験から実測濃度に基づき算出された 2 つの毒性値の幾何平均値 

 

評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそれ

ぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用した。その知見の

概要は以下のとおりである。 
 

1） 藻類 

TsaiとChen1)-100638は、緑藻類 Pseudokirchneriella subcapitataの生長阻害試験を実施した。試験

は密閉系（ヘッドスペースなし）で行われ、EPA の試験方法 (OPPTS 850.5400.1996) に従った

培地（硬度 7.5 mg/L、CaCO3換算）が用いられた。試験期間の細胞収量より求めた 48 時間半数

影響濃度 (EC50) は、設定濃度に基づき 8,630 µg/L であった。 

また Chen と Lin1)-93090は、緑藻類 Pseudokirchneriella subcapitata の生長阻害試験を実施した。

試験は密閉系（ヘッドスペースなし）で行われ、EPA の試験方法 (OPPTS 850.5400.1996) に従

った培地（硬度 7.5 mg/L、CaCO3換算）が用いられた。設定試験濃度は、0（対照区）、4.93、12.3、

24.6、49.3、98.6 mg/L（公比 2～2.5）であった。速度法による 48 時間無影響濃度 (NOEC) は、

設定濃度に基づき 4,930 µg/L であった。 

 

2） 甲殻類 

Turner1)-9994 は米国 EPA の試験法草案 (1981) を改変した方法により、アミ科 Americamysis 

bahia の急性毒性試験を実施した。試験は止水式（蓋あり）で 2 回行われ、設定試験濃度は、0

（対照区）、0.12、0.25、0.50、1.0、2.0 mg/L（公比 2、試験 1）、及び 0（対照区）、0.26、0.51、

1.0、2.0、4.1 mg/L（公比 2、試験 2）であった。試験用水にはろ過天然海水（塩分 19～28）が

用いられた。被験物質の実測濃度は、設定濃度の 60～102%（試験 1）、及び 46～93%（試験 2）

であり、毒性値の算出には実測濃度(0、48、96 時間後の平均値)が用いられた。96 時間半数致
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死濃度 (LC50) は 1,300 µg/L（得られた 2 つの毒性値の幾何平均値）であった。 

また、茂岡ら 4)-2008064は OECD テストガイドライン No. 202 (1981) に準拠し、オオミジンコ

Daphnia magna の繁殖試験を実施した。試験は半止水式 (48 時間毎換水、ガラス蓋あり)で行わ

れ、設定試験濃度区は対照区及び 5 濃度区であった。試験用水には脱塩素水道水（硬度 56 mg/L、

CaCO3換算）が用いられた。繁殖阻害（産仔数）に関する 14 日間（3 回産仔するまで）の無影

響濃度 (NOEC) は、設定濃度に基づき 80 µg/L であった。 

 

3） 魚類 

Lammering と Burbank Jr.1)-937 は Doudoroff らの方法 (1951) に準拠し、ブルーギル Lepomis 

macrochirus の急性毒性試験を実施した。試験は半止水式 (24 時間後換水) で行われ、設定試験

濃度は、0（対照区）、5.6、7.5、8.7、11.5 mg/L（公比約 1.2～1.3）であった。試験用水には人

工調製水（硬度 100～111 mg/L、CaCO3換算）が用いられた。48時間半数生存限界濃度 (TLm) は、

実測濃度に基づき 8,100 µg/L であった。 

また LeBlanc1)-20456 は、米国 EPA の試験方法 (1972) 及び Benoit らの方法 (1982) に従って、

ファットヘッドミノーPimephales promelas の初期生活段階毒性試験を実施した。試験は流水式

で行われ、設定試験濃度区は、対照区及び助剤対照区のほかに 5 濃度区であった。被験物質の

実測濃度は、0（対照区、助剤対照区）、0.78、1.1、1.7、2.6、4.0 mg/L であった。最高濃度区に

おいても影響が見られず、ふ化後 30 日までの死亡又は成長阻害（体重又は体長）に関する無影

響濃度 (NOEC) は 4,000 µg/L とされた。 

 

4） その他 

Schultz と Riggin1)-10903は Schultz の既報の方法 (1983) に従って、テトラヒメナ属 Tetrahymena 

pyriformis の増殖阻害試験を実施した。試験は止水式で行われ、設定試験濃度区は対照区及び 5

濃度区であった。試験溶液の調製には、助剤としてジメチルスルホキシド (DMSO) が 0.75%未

満の濃度で用いられた。60 時間半数増殖阻害濃度 (IGC50) は、設定濃度に基づき 67,970 µg/L

であった。 
 
 

（2）予測無影響濃度 (PNEC) の設定 

急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上記本文で示した毒性値に情報量に応じたアセ

スメント係数を適用し予測無影響濃度 (PNEC) を求めた。 

 

急性毒性値 

藻類 Pseudokirchneriella subcapitata 48 時間 EC50（生長阻害） 8,630 µg/L

甲殻類 Americamysis bahia 96 時間 LC50 1,300 µg/L

魚類 Lepomis macrochirus 48 時間 LC50 8,100 µg/L

その他 Tetrahymena pyriformis 60 時間 IGC50（増殖阻害） 67,970 µg/L

アセスメント係数：100［3 生物群（藻類、甲殻類、魚類）及びその他の生物について信頼で

きる知見が得られたため］ 
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 これらの毒性値のうち、その他の生物を除いた最も小さい値（甲殻類の 1,300 µg/L）をアセス

メント係数 100 で除することにより、急性毒性値に基づく PNEC 値 13 µg/L が得られた。 

 

慢性毒性値 

藻類 Pseudokirchneriella subcapitata 48 時間 NOEC（生長阻害） 4,930 µg/L

甲殻類 Daphnia magna 14 日間 NOEC（繁殖阻害） 80 µg/L

魚類 Pimephales promelas ～ふ化後 30 日 NOEC 

（死亡／成長阻害） 

4,000 µg/L

アセスメント係数：10［3 生物群（藻類、甲殻類及び魚類）について信頼できる知見が得ら

れたため］ 

これらの毒性値のうち、最も小さい値（甲殻類の 80 µg/L）をアセスメント係数 10 で除する

ことにより、慢性毒性値に基づく PNEC 値 8 µg/L が得られた。 

 

本物質の PNEC としては、甲殻類の慢性毒性値から得られた 8 µg/L を採用する。 

 

 

（3）生態リスクの初期評価結果 

 

表 4.2 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度 (PEC) PNEC 
PEC/ 

PNEC 比

公共用水域・淡水 0.005 µg/L 未満程度 (2006) 0.071 µg/L程度 (2006) 
8 

µg/L 

0.009 

公共用水域・海水 0.005 µg/L未満程度 (2006) 0.009 µg/L程度 (2006) 0.001 

注：1) 水質中濃度の (  ) 内の数値は測定年度を示す  
   2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 

 
 

 

 

本物質の公共用水域における濃度は、平均濃度で見ると淡水域、海水域ともに 0.005 µg/L

未満程度であり、検出下限値未満であった。安全側の評価値として設定された予測環境中濃

度 (PEC) は、淡水域で 0.071 µg/L 程度、海水域では 0.009 µg/L 程度であった。 

予測環境中濃度 (PEC) と予測無影響濃度 (PNEC) の比は淡水域で 0.009、海水域では 0.001

となるため、現時点では作業の必要はないと考えられる。 

 

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。 

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］ 
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１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名： 1,2-ジクロロ-3-ニトロベンゼン 
（別の呼称：2,3-ジクロロニトロベンゼン、2,3-ジクロロ-1-ニトロベンゼン） 
CAS 番号：3209-22-1 
化審法官報公示整理番号：3-455（ジクロロニトロベンゼン） 
化管法政令番号：  
RTECS 番号：CZ5240000 
分子式：C6H3Cl2NO2 
分子量：192.00 
換算係数：1 ppm = 7.85 mg/m3 (気体、25℃) 
構造式： 
  

O

N
O

Cl

Cl

 
 

（2）物理化学的性状 

本物質は、針状晶である 1)。 

融点 60.7℃2)、61.5℃4) 

沸点 257.5℃2) , 4)  

密度 1.721 g/cm3 (14℃) 2) 

蒸気圧 0.2 mmHg (=30 Pa) 5) 

分配係数(1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水) (log Kow) 3.053), 4) 

解離定数(pKa)  

水溶性(水溶解度) 62.4 mg/L (20℃) 4) 

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性 

好気的分解 

分解率：BOD(NO2) 4% (平均値)、HPLC 5% (平均値) 

（試験期間：4 週間、被験物質濃度：100 mg/L、活性汚泥濃度：30 mg/L）6) 

 

化学分解性 

OH ラジカルとの反応性 （大気中） 

反応速度定数：0.05×10-12 cm3/(分子･sec) （AOPWIN7)により計算） 

半減期：0.29～2.9 年（OH ラジカル濃度を 3×106～3×105分子/cm3 8)と仮定して計

算） 

［3］1,2-ジクロロ-3-ニトロベンゼン  
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加水分解性 

  半減期： >1 年（25℃、pH:4.0、7.0、9.0）5) 

  

生物濃縮性（蓄積性がない又は低いと判断される化学物質）9) 

 生物濃縮係数 (BCF)：  

43～75（試験生物：コイ、試験期間：6 週間、試験濃度：0.1 mg/L）10) 

45～83（試験生物：コイ、試験期間：6 週間、試験濃度：0.01 mg/L）10) 

 

土壌吸着性 

 土壌吸着定数 (Koc)：610（KOCWIN11)により計算） 

 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

ジクロロニトロベンゼンの化審法に基づき公表された一般化学物質としての製造・輸入数

量（製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含まない値）は、平成 22 年

度は 1,000 t 未満 12)、平成 23 年度は届出事業者が 2 社以下のため公表されていない 13)。 

1990～1993 年における我が国の生産量は 12～14 t/年、輸入量は 30～270 t/年である 5)。 

 

② 用 途 

本物質は、中間体として用いられている 5)。 

ドイツでは、本物質は製造されていないが、1,2-ジクロロ-4-ニトロベンゼン（CAS No. 

99-54-7）合成の副産物として存在するとの報告がある 5)。 

 

（5）環境施策上の位置付け 

本物質は旧化学物質審査規制法（平成 15 年改正法）において第二種監視化学物質（通し番

号:414）に指定されていた。また、本物質は、平成 21 年 10 月 1 日に施行された化学物質排出

把握管理促進法対象物質見直しにより、第一種指定化学物質から除外された。 
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２．曝露評価 

環境リスクの初期評価のため、わが国の一般的な国民の健康や水生生物の生存・生育を確保

する観点から、実測データをもとに基本的には化学物質の環境からの曝露を中心に評価するこ

ととし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則として最大濃度に

より評価を行っている。 

（1）環境中への排出量 

本物質は、化管法の対象物質見直し前においては第一種指定化学物質であった。同法に基

づき公表された平成 21 年度の届出排出量 1)、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動

体 2)から集計した排出量等を表 2.1に示す。なお、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・

移動体の推計はなされていなかった。 

 

表 2.1  化管法に基づく排出量及び移動量（PRTR データ）の集計結果（平成 21 年度） 

大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 - - - - - - - - - - - - 0

0

業種等別排出量(割合) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

届出 届出外

- -

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

届出外

排出量
合計

総排出量の構成比(%)

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 排出量　　(kg/年) 届出

排出量

届出事業所無し

 

 

本物質の平成 21 年度における環境中への総排出量は、0 t であった。 

 

（2）媒体別分配割合の予測 

化管法に基づく排出量及び下水道への移動量が得られなかったため、Mackay-Type Level III 

Fugacity Model3)により媒体別分配割合の予測を行った。予測結果を表 2.2 に示す。 

 
表 2.2 Level III Fugacity Model による媒体別分配割合（％） 

排出媒体 大気 水域 土壌 大気/水域/土壌 

排出速度（kg/時間） 1,000 1,000 1,000 1,000（各々） 

大 気 89.9 15.5 2.6 6.1 

水 域 3.2 79.5 0.6 8.5 

土 壌 6.8 1.2 96.8 85 

底 質 0.2 3.8 0.0 0.4 
注：数値は環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの 

 

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認さ

れた調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.3 に示

す。 
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表 2.3 各媒体中の存在状況 

媒 体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a)
検出 

検出率 調査地域 測定年度 文 献 
平均値 a) 平均値 下限値

                      

一般環境大気  µg/m3          

             

室内空気 µg/m3          

           

食物 µg/g          

             

飲料水 µg/L          

             

地下水 µg/L          

             

土壌 µg/g          

             

公共用水域・淡水   µg/L <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.012 0/1 茨城県 2005 4) 

             

公共用水域・海水   µg/L <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.012 0/4 愛知県、

岡山県、 
福岡県 

2005 4) 

             

底質(公共用水域・淡水) µg/g <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.004 0/1 和歌山県 2005 4) 

           

底質(公共用水域・海水) µg/g <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.004 0/4 全国 2005 4) 

           

魚類(公共用水域・淡水) µg/g          

           

魚類(公共用水域・海水) µg/g          

             

注：a) 最大値または幾何平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す 

 

（4）人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

公共用水域・淡水の実測値を用いて、人に対する曝露の推定を行った（表 2.4）。化学物質の

人による一日曝露量の算出に際しては、人の一日の呼吸量、飲水量及び食事量をそれぞれ 15 

m3、2 L 及び 2,000 g と仮定し、体重を 50 kg と仮定している。 

 
表 2.4 各媒体中の濃度と一日曝露量 

 媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

  大 気     

  一般環境大気 データは得られなかった データは得られなかった 

  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

平       

  水 質   

  飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

  地下水 データは得られなかった データは得られなかった 

均 公共用水域・淡水 0.012 µg/L 未満の報告がある (2005) 0.00048 µg/kg/day 未満の報告がある 
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 媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

        

  大 気     

  一般環境大気 データは得られなかった データは得られなかった 

  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

最       

 水 質     

大 飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

 地下水 データは得られなかった データは得られなかった 

値 公共用水域・淡水 0.012 µg/L 未満の報告がある (2005) 0.00048 µg/kg/day 未満の報告がある 

        

  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

        

 

人の一日曝露量の集計結果を表 2.5 に示す。 

吸入曝露の予測最大曝露濃度を設定できるデータは得られなかった。 

経口曝露の予測最大曝露量は、公共用水域・淡水のデータから算定した 0.00048 µg/kg/day 未

満の報告があった。 

生物濃縮性は高くないため、本物質の環境媒体から食物経由の曝露量は少ないと考えられる。 

 
表 2.5 人の一日曝露量 

  媒 体 平均曝露量（μg/kg/day） 予測最大曝露量（μg/kg/day） 

大 気 
一般環境大気   

室内空気   

 飲料水   

水 質 地下水   

 公共用水域・淡水 0.00048 0.00048 

食 物    

土 壌    

  経口曝露量合計 0.00048 0.00048 

  総曝露量 0.00048 0.00048 

注：1) アンダーラインを付した値は、曝露量が「検出下限値未満」とされたものであることを示す 

 

（5）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.6 のように整理した。

水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定すると、公共用水域の淡水

域では 0.012 g/L 未満の報告があり、同海水域では概ね 0.012 g/L 未満となった。 
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表 2.6 公共用水域濃度 

水 域 平  均 最 大 値 

淡 水 
 
 

海 水 

0.012 µg/L 未満の報告がある 
(2005) 

 
概ね 0.012 µg/L 未満 (2005) 

0.012 µg/L 未満の報告がある 
(2005) 

 
概ね 0.012 µg/L 未満 (2005) 

   注：1) （  ）内の数値は測定年度を示す 
2)  淡水は河川河口域を含む 
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３．健康リスクの初期評価 

健康リスクの初期評価として、ヒトに対する化学物質の影響についてのリスク評価を行った。 

（1）体内動態、代謝 

ウサギに本物質 100 mg/kg を単回強制経口投与した結果、72 時間で投与量の 5％（1.5％が未

変化の本物質、3.5％がジクロロアニリン）が糞中に排泄された。尿中には 72 時間で投与量の

84％が排泄され、その内訳はグルクロン酸抱合体が 47％、硫酸抱合体が 17％、ジクロロアニリ

ンが 20％（遊離体 15％、結合型 5％）であった。尿中へのメルカプツール酸の排泄はないもの

と考えられ、主要な代謝経路は還元及び水酸化であった 1) 。 

 

（2）一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性 

表 3.1 急性毒性 2) 

動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 381 mg/kg（雄） 
ラット 経口 LD50 512 mg/kg（雌） 

 

急性毒性試験に用いたラットでは、自発運動の低下、眼瞼下垂、よろめき歩行、全身筋肉

の弛緩、皮膚の蒼白化が雌雄に、呼吸の深大化が雄に、いずれも用量に依存してみられ、こ

れらの症状が重度化し、呼吸が微弱となって投与後 1～2 日に死亡した。生存ラットは投与後

6 時間から 3 日の間に回復した 2) 。 

 

② 中・長期毒性 

ア）用量設定のため、Sprague-Dawley ラット雌雄各 4 匹を 1 群とし、0、5、10、25、50、100 

mg/kg/day を 14 日間強制経口投与した予備試験では、10 mg/kg/day 以上の群の雌雄で肝臓

重量の増加、100 mg/kg/day 群で血清総タンパク及び総コレステロールの増加を認めた 3) 。

この結果から、NOAEL を 5 mg/kg/day とする。 

イ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、1、5、25、100 mg/kg/day を交尾前 14

日から、雄は 44 日間、雌は分娩後哺育 3 日（39～44 日間）まで強制経口投与した結果、100 

mg/kg/day 群の雄で体重増加の有意な抑制を認めた。雄の 100 mg/kg/day 群ではヘモグロビ

ン濃度及びヘマトクリット値の有意な減少と網赤血球数の有意な増加から溶血性貧血が示

唆され、血清では 25 mg/kg/day 以上の群で総タンパク、アルブミン、総コレステロール、

ナトリウムの有意な増加、100 mg/kg/day 群で尿素窒素の有意な減少がみられた。雄の肝臓、

腎臓、精巣の相対重量は 25 mg/kg/day 以上の群で有意に増加し、肝臓及び腎臓の絶対重量

は 100 mg/kg/day 群で有意に増加した。雌でも肝臓の絶対及び相対重量は 25 mg/kg/day 以上

の群、腎臓の絶対及び相対重量は 100 mg/kg/day 群で有意に増加した。雄の 25 mg/kg/day 以

上の群で小葉中心性の肝細胞腫大、近位尿細管上皮の硝子滴、脾臓のヘモジデリン沈着、

100 mg/kg/day 群で尿細管の萎縮及び変性の発生率に有意な増加を認め、雌でも 25 
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mg/kg/day 以上の群で小葉中心性の肝細胞腫大、100 mg/kg/day 群で尿細管上皮の空胞化、

脾臓のヘモジデリン沈着の発生率に有意な増加を認めた 3) 。この結果から、NOAEL を

5mg/kg/day とする。 

 

③ 生殖・発生毒性 

ア）Sprague-Dawley ラット雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、1、5、25、100 mg/kg/day を交尾前 14

日から、雄は 44 日間、雌は分娩後哺育 3 日（39～44 日間）強制経口投与した結果、各群と

も、交配、受胎、妊娠及び分娩は順調で、各パラメータに有意差はなかった。また、仔に

ついても、発生毒性を示唆する変化は認められなかった 3) 。この結果から、親及び仔で

NOAEL を 100 mg/kg/day 以上とする。 

 

④ ヒトへの影響 

ヒトへの影響について、知見は得られなかった。 

 

（3）発がん性 

① 主要な機関による発がんの可能性の分類 

国際的に主要な機関での評価に基づく本物質の発がんの可能性の分類については、表 3.2

に示すとおりである。 
 

表 3.2 主要な機関による発がんの可能性の分類 

機 関 (年) 分  類 

WHO IARC －  

EU EU －  

 EPA －  

USA ACGIH －  

 NTP － 

日本 日本産業衛生学会 －  
ドイツ DFG －  

 

② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

in vitro 試験系では、代謝活性化系（S9）添加の有無にかかわらずネズミチフス菌で遺伝

子突然変異を誘発しなかったが 4, 5) 、チャイニーズハムスター肺細胞（CHL）で染色体異常

を誘発した 6) 。 

in vivo 試験系では、経口投与又は腹部注入したショウジョウバエで伴性劣性致死突然変

異を誘発しなかった 7) 。 
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○ 実験動物に関する発がん性の知見 

実験動物での発がん性について、知見は得られなかった。 

 

○ ヒトに関する発がん性の知見 

ヒトでの発がん性について、知見は得られなかった。 

 

（4）健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定 

非発がん影響については一般毒性及び生殖・発生毒性等に関する知見が得られているが、

発がん性については知見が得られず、ヒトに対する発がん性の有無については判断できない。

このため、閾値の存在を前提とする有害性について、非発がん影響に関する知見に基づき無

毒性量等を設定することとする。 

経口曝露については、中・長期毒性イ）のラットの知見から得られた NOAEL 5 mg/kg/day

（肝臓、腎臓の重量増加、肝細胞腫大、尿細管の硝子滴など）を試験期間が短いことから 10

で除した 0.5 mg/kg/day が信頼性のある最も低用量の知見と判断し、これを無毒性量等に設定

する。 

吸入曝露については、無毒性量等の設定ができなかった。 

 

② 健康リスクの初期評価結果 
 

表 3.3 経口曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露量 予測最大曝露量 無毒性量等 MOE 

経口 
飲料水 － － 

0.5 mg/kg/day ラット 
－ 

公共用水

域・淡水 
0.00048 µg/kg/day 
未満の報告＊ 

0.00048 µg/kg/day 
未満の報告＊ 

100,000 超

注：＊印は、1 件の報告があったことを示す。 
 

経口曝露については、公共用水域・淡水を摂取すると仮定した場合、平均曝露量、予測最

大曝露量はともに 0.00048 µg/kg/day 未満の報告であった。無毒性量等 0.5 mg/kg/day と予測最

大曝露量から、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除して求めた MOE

（Margin of Exposure）は 100,000 超となる。環境媒体から食物経由で摂取される曝露量は少

ないと推定されることから、その曝露を加えても MOE が大きく変化することはないと考えら

れる。 

従って、本物質の経口曝露による健康リスクについては、現時点では作業は必要ないと考

えられる。 
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詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

MOE＝10 MOE＝100［ 判定基準 ］

表 3.4 吸入曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気 － － 

－  
－ 

室内空気 － － － 
 

吸入曝露については、無毒性量等が設定できず、曝露濃度も把握されていないため、健康

リスクの判定はできなかった。 

なお、本物質の用途は中間体であり、平成 21 年度における本物質の環境中への総排出量は

0 t であったことから、本物質の一般環境大気の吸入曝露による健康リスクの評価に向けて吸

入曝露の情報収集等を行う必要性は低いと考えられる。 
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４．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、生物群（藻類、甲殻類、魚類及び

その他の生物）ごとに整理すると表 4.1 のとおりとなった。 

 
表 4.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 
急

性 

慢 

性 
毒性値 
[µg/L] 

生物名 生物分類／和名
エンドポイント

／影響内容

曝露期間

[日] 

試験の 

信頼性 

採用の 

可能性 
文献 No.

藻 類 ○  2,900 Chlorella pyrenoidosa 緑藻類 
EC50   
GRO (Yield) 

4 B B 1)-5375 

 ○  10,000 
Desmodesmus 
pannonicus 

緑藻類 EC50  GRO 4 B B 1)-6629 

甲殻類 ○  1,600 Daphnia magna オオミジンコ EC50  IMM 2 B B 1)-6629 

  ○ <1,800 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  REP 21 D C 1)-5375 

 ○  4,200 Daphnia magna オオミジンコ LC50  MOR 2 B B 1)-5375 

魚 類 ○  3,800 Danio rerio 
ゼブラフィッ

シュ 
LC50  MOR 4 B B 1)-56372

 ○  3,900 Oryzias latipes メダカ LC50  MOR 4 B B 1)-6629 

 ○  11,300 Oryzias latipes メダカ LC50  MOR 2 B B 4)-2012173

その他 
 

 － － － － － － － － 

毒性値（太字）：採用可能な知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）：PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可 
E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない 

エンドポイント 

EC50 (Median Effective Concentration)：半数影響濃度、LC50 (Median Lethal Concentration)：半数致死濃度、 

NOEC (No Observed Effect Concentration)：無影響濃度 

影響内容 

GRO (Growth)：生長（植物）、IMM (Immobilization)：遊泳阻害、MOR (Mortality)：死亡、REP (Reproduction)：繁殖 

毒性値の算出方法 

Yield：試験期間の収量より求める方法 

 

 

評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそれ

ぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用した。その知見の

概要は以下のとおりである。 
 

1） 藻類 

Maas-Diepeveen と Van Leeuwen1)-5375は、OECD テストガイドライン No. 201 (1984) を多少改

－89－



3 1,2-ジクロロ-3-ニトロベンゼン 

 

変した Van Leeuwen らの試験方法 (1985) に従って、緑藻類 Chlorella pyrenoidosa の生長阻害試

験を実施した。試験溶液の調製には、硬度 90 mg/L (CaCO3換算) の試験培地及び助剤としてジ

メチルスルホキシド (DMSO) が用いられた。試験期間の細胞収量より求めた 96 時間半数影響

濃度 (EC50) は、設定濃度に基づき 2,900 µg/L であった。 

 

2） 甲殻類 

Canton ら 1)-6629は OECD 提案の試験方法 (1979) に準拠し、オオミジンコ Daphnia magna の急

性遊泳阻害試験を実施した。試験用水にはオランダ標準水 (DSW、硬度 105 又は 209 mg/L、

CaCO3 換算) が用いられた。遊泳阻害に関する 48 時間半数影響濃度 (EC50) は、実測濃度に基

づき 1,600 µg/L であった。 

 

3） 魚類 

Roderer1)-56372はOECDテストガイドラインNo. 203 (1984) に準拠し、ゼブラフィッシュ Danio 

rerio (=Brachydanio rerio) の急性毒性試験を実施した。試験は、密閉容器を用いて、流水式 (6

倍容量換水／日) で行われた。設定試験濃度は 0（対照区、助剤対照区）、0.78、1.57、3.13、

6.25、12.5 mg/L（公比 2）であった。試験用水には人工調製水（硬度約 250 mg/L、CaCO3換算）

が用いられ、助剤には 158 mg/L のアセトンが用いられた。被験物質の実測濃度は n.d.（対照区、

助剤対照区）、0.74、1.59、2.60、6.28、13.4 mg/L であった。96 時間半数致死濃度 (LC50) は、

実測濃度に基づき 3,800 µg/L であった。 

 

（2）予測無影響濃度 (PNEC) の設定 

急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上記本文で示した毒性値に情報量に応じたアセ

スメント係数を適用し予測無影響濃度 (PNEC) を求めた。 

 

急性毒性値 

藻類 Chlorella pyrenoidosa 96 時間 EC50（生長阻害） 2,900 µg/L

甲殻類 Daphnia magna 48 時間 EC50（遊泳阻害） 1,600 µg/L

魚類 Danio rerio 96 時間 LC50 3,800 µg/L

アセスメント係数：100［3 生物群（藻類、甲殻類及び魚類）について信頼できる知見が得ら

れたため］ 

 これらの毒性値のうち、最も小さい値（甲殻類の 1,600 µg/L）をアセスメント係数 100 で除す

ることにより、急性毒性値に基づく PNEC 値 16 µg/L が得られた。 

 

慢性毒性については信頼できる知見が得られなかったため、本物質の PNEC としては、甲殻

類の急性毒性値から得られた 16 µg/L を採用する。 

 

－90－



3 1,2-ジクロロ-3-ニトロベンゼン 

 

（3）生態リスクの初期評価結果 

 

表 4.2 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度 (PEC) PNEC 
PEC/ 

PNEC 比

公共用水域・淡水 
0.012 µg/L 未満の報告があ

る (2005) 
0.012 µg/L 未満の報告があ

る (2005) 16 

µg/L 

<0.0008

公共用水域・海水 概ね0.012 µg/L未満 (2005) 概ね0.012 µg/L未満 (2005) <0.0008

注：1) 水質中濃度の (  ) の数値は測定年度を示す 
   2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 

 
 

 

 

本物質の公共用水域における濃度については、淡水域では平均濃度、安全側の評価値として

設定された予測環境中濃度 (PEC)ともに 0.012 g/L未満の報告があった。海水域では平均濃度、

予測環境中濃度 (PEC)ともに概ね 0.012 g/L 未満であった。 

予測環境中濃度 (PEC) と予測無影響濃度 (PNEC) の比は、淡水域、海水域ともに 0.0008 未

満となるため、現時点では作業の必要はないと考えられる。 

 

 

 

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。 

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］ 
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（3）健康リスクの初期評価 

1) Bray, H.G., S.P. James and W.V. Thorpe (1957): The metabolism of 2:3-, 2:6- and 

3:5-dichloronitrobenzene and the formation of a mercapturic acid from 
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よる急性毒性試験. 化学物質毒性試験報告書. 1: 313-316. 

3) 化学物質点検推進連絡協議会 (1994): 1,2-ジクロロ-3-ニトロベンゼンのラットを用いた経

口投与による反復投与毒性・生殖発生毒性併合試験. 化学物質毒性試験報告書. 1: 317-328 

4) Haworth, S., T. Lawlor, K. Mortelmans, W. Speck and E. Zeiger (1983): Salmonella mutagenicity 

test results for 250 chemicals. Environ. Mutagen. 5(Suppl. 1): 3-142. 

5) Shimizu, M., Y. Yasui and N. Matsumoto (1983): Structural specificity of aromatic compounds 

with special reference to mutagenic activity in Salmonella typhimurium--a series of chloro- or 

fluoro-nitrobenzene derivatives. Mutat. Res. 116: 217-238. 

6) 化学物質点検推進連絡協議会 (1994): 1,2-ジクロロ-3-ニトロベンゼンのチャイニーズ・ハ

ムスター培養細胞を用いる染色体異常試験. 化学物質毒性試験報告書. 1: 329-332.. 
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（4）生態リスクの初期評価 

1)  U.S.EPA「AQUIRE」 

5375：Maas-Diepeveen, J.L., and C.J. Van Leeuwen (1986): Aquatic Toxicity of Aromatic Nitro 

Compounds and Anilines to Several Freshwater Species. Laboratory for Ecotoxicology, Institute 

for Inland Water Management and Waste Water Treatment, Report No.86-42:10 p. 

6629：Canton, J.H., W. Slooff, H.J. Kool, J. Struys, Th.J.M. Pouw, R.C.C. Wegman, and G.J. Piet 

(1985): Toxicity, Biodegradability and Accumulation of a Number of Cl/N-Containing 

Compounds for Classification and Establishing Water Quality Criteria. Regul.Toxicol.Pharmacol. 

5:123-131. 

56372：Roderer, G. (1990): Testung Wassergefahrdender Stoffe als Grundlage fur Wasserqualitats- 

standards. Testbericht: Wassergefahrdende Stoffe, Fraunhofer-Institut fur Umweltchemie und 

Okotoxikologie, Schmallenberg. 

2)  環境省（庁）データ；該当なし 

3) （独）国立環境研究所報告書；該当なし 

4)  その他 

2012173：通商産業省 (1993)：2,3-ジクロロニトロベンゼンのコイにおける濃縮度試験. 
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１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名： 1,2-ジブロモエタン 

（別の呼称：二臭化エチレン、エチレンジブロミド、EDB） 
CAS 番号： 106-93-4 

化審法官報公示整理番号：2-59（α,ω-ジブロモアルカン(C=2～4)） 
化管法政令番号： 2-45 
RTECS 番号：KH9275000 

分子式：C2H4Br2 

分子量： 187.86 
換算係数：1 ppm = 7.68 mg/m3 (気体、25℃) 
構造式： 
 
 
 
 
 

Br

C
H2

H2
C

Br
 

 

（2）物理化学的性状 

本物質はクロロホルム臭の重い液体1)である。 

融点 9.8℃2)、9℃3) 、9.79℃5)、9.97℃6) 

沸点 131.3℃2)、131～132℃3) 、131.36℃5) 、131.6℃6)

密度 2.1683 g/cm3 (25℃) 2)  

蒸気圧 

11.6 mmHg (=1.55×103 Pa) (25℃)2)、 
11 mmHg (=1.5×103 Pa) (25℃)3) 、 
11.2 mmHg (=1.49×103 Pa) (25℃)5)、 
11 mmHg (=1.5×103 Pa) (20℃)6) 

分配係数（1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水）(log Kow) 1.964), 5) 

解離定数（pKa）  

水溶性（水溶解度） 
4.12×103 mg/1,000 g(20℃)2) 、 
4.15×103 mg/L(25℃) 5) 

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性  

好気的分解 

分解率： BOD 0%、GC *% 

（試験期間：2 週間、被験物質濃度：100 mg/L、活性汚泥濃度：30 mg/L）7) 

（*：揮散のため分解度は算出しない）7) 

 

 

 

［4］1,2-ジブロモエタン 
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化学分解性 

OH ラジカルとの反応性 （大気中） 

反応速度定数： 0.25×10-12 cm3/(分子･sec) （25℃、測定値）8) 

 半減期： 21～210 日（OH ラジカル濃度を 3×106～3×105分子/cm3 9)と仮定して計算）

加水分解性 

 半減期： 2.2 年（pH=7.5、25℃）10) 

 

生物濃縮性（濃縮性がない又は低いと判断される物質）11) 

  生物濃縮係数 (BCF)：  

1.6～3.2（試験生物：コイ、試験期間：6 週間、試験濃度：150 µg/L）12) 

     ＜3.5～14.9（試験生物：コイ、試験期間：6 週間、試験濃度：15 µg/L）12)  

 

土壌吸着性 

土壌吸着定数 (Koc)：3613)～4413)  

 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

本物質の輸出量14)、輸入量14)の推移を表1.1に示す。化学物質排出把握管理促進法（化管法）

の製造・輸入量区分は 1 t 以上 100 t 未満15)である。 

 

表 1.1 輸出量・輸入量の推移 

平成（年） 19 20 21 22 23 24 

輸出量（t）a) 0.06 0.085 5 0.008 0.004 -b) 

輸入量（t）a) 22 20 -b) 5.5 2.5 3.8 
注：a) 普通貿易統計[少額貨物(1 品目が 20 万円以下)、見本品等を除く]品別国別表より集計 
  b) 公表されてない 

 

α,ω-ジブロモアルカン（C=2～4）としての化審法に基づき公表された平成 22 年度及び平成

23 年度における製造・輸入数量（製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分

を含まない値）は 1,000 t 未満16), 17)である。 

「化学物質の製造・輸入数量に関する実態調査」によると、平成 16 年度における α,ω-ジ

ブロモアルカン（C=2～4）としての製造（出荷）及び輸入量は、1,000～10,000 t/年未満18)で

ある。 

 

② 用 途 

本物質の主な用途は、試験分析用、製品原料用である19)。我が国における本物質の農薬登

録（用途区分：殺虫剤）は、平成 2 年 12 月 18 日に失効している20)。 
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（5）環境施策上の位置付け 

本物質は、化学物質排出把握管理促進法第二種指定化学物質（政令番号：45）に指定されて

いる。 

本物質は、有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質に選定されている。 

また、本物質は、旧化学物質審査規制法（平成 15 年改正法）において第二種監視化学物質（通

し番号:977）に指定されていた。 
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２．曝露評価 

環境リスクの初期評価のため、わが国の一般的な国民の健康や水生生物の生存・生育を確保

する観点から、実測データをもとに基本的には化学物質の環境からの曝露を中心に評価するこ

ととし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則として最大濃度に

より評価を行っている。 

（1）環境中への排出量 

本物質は化学物質排出把握管理促進法（化管法）第一種指定化学物質ではないため、排出量

及び移動量は得られなかった。 

 

（2）媒体別分配割合の予測 

化管法に基づく排出量及び下水道への移動量が得られなかったため、Mackay-Type Level III 

Fugacity Model1)により媒体別分配割合の予測を行った。結果を表 2.1 に示す。 

 
表 2.1 Level III Fugacity Model による媒体別分配割合（％） 

排出媒体 大 気 水 域 土 壌 大気/水域/土壌 

排出速度（kg/時間） 1,000 1,000 1,000 1,000（各々） 

大 気 96.7 14.6 16.8 26.7 

水 域 2.7 85.0 3.6 31.5 

土 壌 0.6 0.1 79.6 41.7 

底 質 0.0 0.3 0.0 0.1 

注：数値は環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの 

 

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認さ

れた調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.2 に示

す。 

 
表 2.2 各媒体中の存在状況 

媒 体 
幾何 

平均値 a) 
算術 
平均値

最小値 最大値 a) 検出 
下限値 b) 検出率 調査地域 測定年度 文 献

                    

一般環境大気  µg/m3 - - (0.00039) d) (0.008) d) -c) 0/13 全国 2011 2) 

  - - (0.0023) d) (0.0054) d) -c) 0/9 全国 2010 3) 

  - - (0.0025)d) 0.0069 -c) 1/3 東京都 2009 4) 

  - - (0.0025)d) 0.014 -c) 1/7 東京都、 
大阪府 

2008 5) 

   - - (0.0024)d) (0.011)d) -c) 0/12 全国 2007 6) 

  - - (0.001)d) 0.028 -c) 4/12 全国 2006 7) 

  <0.028 <0.028 <0.028 <0.028 0.028 0/5 栃木県 2006 8) 

  - - (0.0015)d) 0.013 -c) 2/14 全国 2005 9) 
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媒 体 
幾何 

平均値 a) 
算術 
平均値

最小値 最大値 a) 検出 
下限値 b) 検出率 調査地域 測定年度 文 献

  0.045 0.046 0.040 0.054 0.019 5/5 栃木県 2005 10) 

  - - (0.0015)d) 0.018 -c) 1/8 全国 2004 11) 

  <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 0.009 0/5 栃木県 2004 12) 

  - - (0.007)d) 0.052 -c) 12/16 全国 2003 13) 

  <0.071 <0.071 <0.071 <0.071 0.071 0/13 全国 1998 14) 

  <0.02 <0.02 <0.006 0.017 0.006～
0.02 

1/7 全国 1997 15) 

  <0.09 <0.09 <0.09 <0.09e) 0.09 0/19 全国 1997 16) 

           

室内空気 µg/m3          

            

食物 µg/g          

            

飲料水 µg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 0/19 大阪府 2007 17) 

            

地下水 µg/L          

            

土壌 µg/g          

            

公共用水域・淡水  µg/L <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 0.0037 0/14 全国 2012 18) 

  <2 <2 <0.3 <2 0.3 
～2 

0/2 東京都、 
岐阜県 

1982 19) 

           

公共用水域・海水 µg/L <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 0.0037 0/7 全国 2012 18) 

  <2 <2 <0.3 <2 0.3 
～2 

0/7 神奈川県、

三重県、 
兵庫県 

1982 19) 

           

底質(公共用水域・淡水)  µg/g <0.01 <0.01 <0.0016
 

<0.01 0.0016
～0.01

0/2 東京都、 
岐阜県 

1982 19) 

           

底質(公共用水域・海水) µg/g <0.01 <0.01 <0.0016 <0.01 0.0016
～0.01

0/7 神奈川県、

三重県、 
兵庫県 

1982 19) 

            

注： a) 最大値又は幾何平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す 
   b) 検出下限値の欄の斜体で示されている値は、定量下限値として報告されている値を示す 
   c) 報告されていない 
   d) 検出下限値未満のデータには検出下限値に1/2を乗じて得られた値を用いて調査地点の算術平均値を算出し

ており、算出した算術平均値が検出下限値より小さな値のため、括弧書きで公表されている 
   e) 統一検出下限値未満の値として0.0067µg/m3が得られている 

 

（4）人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

一般環境大気及び公共用水域・淡水の実測値を用いて、人に対する曝露の推定を行った（表

2.3）。化学物質の人による一日曝露量の算出に際しては、人の一日の呼吸量、飲水量及び食事

量をそれぞれ 15 m3、2 L 及び 2,000 g と仮定し、体重を 50 kg と仮定している。 
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表 2.3 各媒体中の濃度と一日曝露量 

 媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

  大 気   

  一般環境大気 データは得られなかった（限られた地域

で概ね 0.045 µg/m3 (2009)の報告がある

(2005)） 

データは得られなかった（限られた地域

で概ね 0.014 µg/kg/day の報告がある）

  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

平     

  水 質   

  飲料水 データは得られなかった（限られた地域

で 0.05 µg/L 未満の報告がある (2007)）
データは得られなかった（限られた地域

で 0.002 µg/kg/day 未満の報告がある）

  地下水 データは得られなかった データは得られなかった 

均 公共用水域・淡水 0.0037 µg/L 未満程度 (2012) 0.00015 µg/kg/day 未満程度 

      

  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

      

  大 気   

  一般環境大気 概ね 0.0069 µg/m3 (2009) （限られた地域

で概ね 0.054 µg/m3 (2009)の報告がある

(2005)） 

概ね 0.0021 µg/kg/day （限られた地域で

概ね 0.016 µg/kg/day の報告がある） 

 室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

最      

 水 質   

大 飲料水 データは得られなかった（限られた地域

で 0.05 µg/L 未満の報告がある (2007)）
データは得られなかった（限られた地域

で 0.002 µg/kg/day 未満の報告がある）

 地下水 データは得られなかった データは得られなかった 

値  公共用水域・淡水 0.0037 µg/L 未満程度 (2012) 0.00015 µg/kg/day 未満程度 

      

  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

      

人の一日曝露量の集計結果を表 2.4 に示す。 

吸入曝露の予測最大曝露濃度は、一般環境大気のデータから概ね 0.0069 µg/m3 となった。ま

た、限られた地域を調査対象とした一般環境大気の調査において、最大で概ね 0.054 µg/m3 の報

告がある。 

経口曝露の予測最大曝露量は、公共用水域・淡水のデータから算定すると 0.00015 µg/kg/day

未満程度であった。なお、限られた地域を調査対象とした飲料水のデータから算出した 0.002 

µg/kg/day 未満の報告があった。 

生物濃縮性は高くないため、本物質の環境媒体から食物経由の曝露量は少ないと考えられる。 

 
表 2.4 人の一日曝露量 

媒 体 平均曝露量（μg/kg/day） 予測最大曝露量（μg/kg/day） 

 
大 気  

 一般環境大気 (限られた地域で 0.014) 0.0021 (限られた地域で 0.016) 

  室内空気   

    飲料水 (限られた地域で 0.002) (限られた地域で 0.002) 

 水 質  地下水   

    公共用水域・淡水 0.00015 0.00015 
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媒 体 平均曝露量（μg/kg/day） 予測最大曝露量（μg/kg/day） 

  食 物     

  土 壌     

  経口曝露量合計 0.00015 0.00015 

  参考値 1 0.002 0.002 

  総曝露量 0.00015 0.0021+0.00015 

  参考値 1 0.002 0.0021+0.002 

注：1) アンダーラインを付した値は、曝露量が「検出(定量)下限値未満」とされたものであることを示す 

2) （ ）内の数字は、曝露量合計の算出に用いていない 

3) 総曝露量は、吸入曝露として一般環境大気を用いて算定したものである 

4) 参考値 1 は、飲料水に限られた地域を調査対象としたデータを用いた場合を示す 

 

（5）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.5 のように整理した。

水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定すると、公共用水域の淡水

域、同海水域ともに 0.0037 g/L 未満程度となった。 

 
表 2.5 公共用水域濃度 

水 域 平   均 最 大 値 

淡 水 
 

海 水 

0.0037 µg/L 未満程度 (2012)
 

0.0037 µg/L 未満程度 (2012)

0.0037 µg/L 未満程度 (2012) 
 

0.0037 µg/L 未満程度 (2012) 

   注：1) （  ）内の数値は測定年度を示す 
2)  淡水は河川河口域を含む 
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３．健康リスクの初期評価 

健康リスクの初期評価として、ヒトに対する化学物質の影響についてのリスク評価を行った。 

（1）体内動態、代謝 

ラットに本物質 220 mg/kg を単回強制経口投与した結果、肝臓中の本物質濃度は 5 分後に最

大となり、血液中濃度は 30 分後に最大となったが、2 時間後には肝臓中で約 1/3、血液中では

痕跡量にまで減少した 1) 。 

ラットに 14C でラベルした本物質 15 mg/kg を単回強制経口投与した結果、24 時間で投与した

放射活性の 72.4％が尿中に、1.7％が糞中に排泄され、48 時間では尿中、糞中にそれぞれ 73.4％、

2.4％が排泄された。肝臓では 24 時間後に投与量の 1.8％、48 時間後に 1.1％の放射活性がみら

れたが、血液や腎臓、脾臓、脂肪組織等では 24 時間後でも 1％未満であった 2) 。 

ラットに 14C でラベルした本物質 50、150 mg/kg を単回強制経口投与した結果、168 時間で投

与量の 82.1％、80.4％を尿中に、4％、4％を糞中に、0.5％、0.8％を呼気中に排泄したが、糞尿

中の大部分が 48 時間以内に排泄され、呼気中の大部分が 2 時間以内に排泄された。また、10、

50 mg/kg を単回静脈内投与した場合には、168 時間で投与量の 81.1％、74.7％を尿中に、3.2％、

3.5％を糞中に、6.0％、7.2％を呼気中に排泄し、呼気中への排泄割合は経口投与時よりも多かっ

たが、糞尿中排泄の大部分が 48 時間以内、呼気中排泄の大部分が 2 時間以内のものであった。

168 時間後の体内残留は肝臓、肺、腎臓でみられたが、合計しても投与量の 1％未満であり、赤

血球には 0.3％の残留があった 3) 。 

モルモットに 14C でラベルした本物質 30 mg/kg を単回腹腔内投与した結果、4 時間後の肝臓

で投与量の 16.3％、腎臓で 6.0％、胃で 1.1％の放射活性がみられたが、肺や膵臓等のその他の

臓器では 0.4％以下であり、24 時間後には肝臓、腎臓、胃の放射活性も 4 時間後の約 1/3 まで減

少した 4) 。 

ラットに 14C でラベルした本物質 7、25、75 ppm を 6 時間吸入させた結果、48 時間で排泄さ

れた放射活性の 80％を尿中排泄が占めていた。また、尿中放射活性の半減期は 5.1～5.6 時間で

あり、曝露濃度による違いはほとんどなかった 5) 。また、ラットに 75 ppm を 2 時間吸入させた

結果、気道からの吸収は 10～20 分で平衡に達し、約 58％が吸収された 6) 。 

モルモットの背部（3.1 cm2）に 1.0 mL の本物質を 6 時間塗布した結果、本物質の血液中濃度

は急速に増加して塗布の 1 時間後には 2 mg/L の濃度となり、その後、ゆっくりと低下した 7) 。 

本物質はチトクローム P-450（CYP）を介する経路、グルタチオン抱合を介する経路の 2 経路

で代謝されると考えられており、ラットでは 80％が CYP 経路による代謝であった 8) 。 

本物質を経口投与又は静脈内投与したラットの尿中代謝物として S-(2-ヒドロキシエチル)-N-

アセチル-L-システイン、チオ二酢酸、チオ二酢酸スルホキシドが検出され、これらで尿中放射

活性の 78％を占めたが、他にも未同定の代謝物が 6 種類検出された 3) 。また、腹腔内投与した

ラットの尿中代謝物として S-[2-(N 7-グアニル)エチル]-N-アセチル-L-システインが検出されてお

り、これは DNA 付加体 S-[2-(N 7-グアニル)エチル]グルタチオンに由来し、用量に依存して尿中

に排泄され、肝臓及び腎臓で形成された DNA 付加体の量と良い関連がみられた 9) 。 
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（2）一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性 

表 3.1 急性毒性 10) 

動物種 経路 致死量、中毒量等 
ヒト 経口 LDLo 90 mg/kg 
ラット 経口 LD50 108 mg/kg 
マウス 経口 LDLo 250 mg/kg 
マウス 経口 LD50 420 mg/kg 

モルモット 経口 LD50 110 mg/kg 
ウサギ 経口 LD50 55 mg/kg 
ヒト 吸入 LCLo 215 mg/m3 (20 min) 
ラット 吸入 LCLo 12,300 mg/m3 (24 min) 
ラット 吸入 LC50 14,300 mg/m3 (30 min) 
ラット 吸入 LC50 700 ppm[5,380 mg/m3] (1 hr) 
ラット 吸入 LC50 300 ppm[2,300 mg/m3] (3 hr) 
ラット 吸入 LC50 200 ppm[1,540 mg/m3] (10 hr) 
マウス 吸入 LCLo 1,700 mg/m3 (100 min) 

モルモット 吸入 LCLo 400 ppm[3,070 mg/m3] (3 hr) 
モルモット 吸入 LCLo 7,800 mg/m3 
モルモット 吸入 LCLo 3,000 mg/m3 (3 hr) 

ネコ 吸入 LCLo 4,100 mg/m3 
イヌ 吸入 LCLo 22,000 mg/m3 (1 hr) 
ラット 経皮 LD50 300 mg/kg 
ウサギ 経皮 LDLo 210 mg/kg 
ウサギ 経皮 LD50 300 mg/kg 

注：（ ）内の時間は曝露時間を示す。 

 

本物質は眼、皮膚、気道を刺激する。吸入すると灼熱感、咳、息苦しさ、意識喪失を生じ、

皮膚に付くと痛み、発赤、水疱、眼に入ると痛み、発赤、重度の熱傷を生じる 11) 。ヒトの最

小致死量（LDLo）として 90 mg/kg とした報告があった 10) 。 

 

② 中・長期毒性 

ア）Fischer 344 ラット雄 8 匹を 1 群とし、0、40、80 mg/kg/day を 2 週間（5 日/週）強制経口

投与した結果、80 mg/kg/day 群の前胃で細胞増殖、角化亢進の発生率に有意な増加を認め、

細胞増殖は 50％、角化亢進は 75％の頻度でみられた 12) 。この結果から、NOAEL を 40 

mg/kg/day（曝露状況で補正：29 mg/kg/day）とする。 

イ）Osborne-Mendel ラット及び B6C3F1マウス雌雄各 5 匹を 1 群とし、0、40、63、100、163、

251 mg/kg/day を 6 週間（5 日/週）強制経口投与し、生存率及び体重変化をみた用量設定の

ための予備試験では、63 mg/kg/day 群での死亡はなかったが、100 mg/kg/day 群では雌雄各

1 匹が死亡した。最終体重は 63 mg/kg/day 以下の群では対照群と 10％以内の差であったが、

100 mg/kg/day 群では体重増加の抑制がみられ、雄は対照群の 75％、雌は 82％の体重であ

った。マウスでは 163 mg/kg/day 以下の群の雄で死亡はなく、雌では 100 mg/kg/day 群の 1

匹、251 mg/kg/day 群の 2 匹が死亡しただけであった。最終体重は 63 mg/kg/day 群の雄が対
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照群の 71％、163 mg/kg/day 群の雄が 91％であったことを除けば、163 mg/kg/day 以下の群

の雌雄で 100％を超えていた 13) 。 

ウ）Osborne-Mendel ラット雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、40、80 mg/kg/day を強制経口投与（5

日/週）した試験では、80 mg/kg/day 群の死亡率が増加したため、17 週から 13 週間投与を

中断した後に 40 mg/kg/day に減量して投与を再開し、その後も両群で投与中止期間を設け

ながら雄は 49 週後、雌は 61 週後に屠殺した。このため、週で加重平均した低・高用量群

の投与量は雄で 38、41 mg/kg/day、雌で 37、39 mg/kg/day となった。低・高用量群で生存

率の低下、体重増加の抑制は明瞭であり、耳の発赤や円背姿勢は 5 週から両群でみられた。

対照群及び低・高用量群の雄の肝臓で紫斑（ペリオーシス）が雄の 0/40、10/50、9/50 匹、

雌の 0/40、4/47、2/48 匹に、副腎皮質の変性が雄の 0/40、13/48 匹、9/46 匹、雌の 1/40、3/44、

8/45 匹にみられた。また、精巣の萎縮が 11/40、14/49、18/50 匹にみられたが、対照群では

61 週後の屠殺時に 0/20 匹、107 週後の屠殺時に 11/20 匹であったことから、投与群の精巣

萎縮は投与に関連したものと考えられた。この他に雌雄の高用量群の前胃で角化亢進、棘

細胞増生の発生率増加もみられた 13) 。この結果から、LOAEL を 38 mg/kg/day（曝露状況で

補正：27 mg/kg/day）とする。 

エ）B6C3F1マウス雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、60、120 mg/kg/day を強制経口投与（5 日/週）

した試験では、11 週から投与量を 100、200 mg/kg/day に増量したが、13 週に元に戻し、120 

mg/kg/day 群は 40 週から 60 mg/kg/day に減量し、各群 53 週まで投与した後に雄の両投与群

及び雌の高用量群は 78 週で屠殺し、雌の低用量群は 90 週で屠殺した。このため、週で加

重平均した低・高用量群の投与量は雌雄ともに 62、107 mg/kg/day となった。低・高用量群

では 10 週から用量に依存した体重増加の抑制が明らかであり、脱毛や軟便、円背姿勢など

がみられた。また、生存率は用量に依存して有意な低下傾向を示した。対照群及び低・高

用量群の雄の前胃で角化亢進が 0/40、0/50、13/49 匹、棘細胞増生が 0/40、1/50、5/49 匹、

雌では角化亢進が 0/40、1/49、12/50 匹、棘細胞増生が 0/40、0/49、9/50 匹、精巣萎縮が雄

の 0/39、0/45、10/47 匹にみられた 13) 。この結果から、LOAEL を 62 mg/kg/day（曝露状況

で補正：44 mg/kg/day）とする。 

オ）Fischer 344 ラット雌雄各 5 匹、B6C3F1マウス雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、3、15、75 ppm

を 13 週間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、マウスの 3 ppm 群で雄 4 匹が死亡した。

75 ppm 群のラット及びマウスの鼻腔嗅上皮では重度の壊死と萎縮がみられ、扁平上皮化生

や過形成、巨大細胞は喉頭、気管、気管支、細気管支でもみられた。75 ppm 群の鼻腔では

ラットの雌雄各 4～5 匹に巨大細胞、限局性の過形成、扁平上皮化生、線毛の消失がみられ、

マウスでも雄の 2～3 匹、雌の 8～9 匹で同様の影響がみられた。15 ppm 群のマウスの鼻腔

に影響はなかったが、15 ppm 群のラットの鼻腔では巨大細胞が雌雄各 1 匹、限局性の過形

成が雄 1 匹、扁平上皮化生が雌 1 匹、線毛の消失が雄 1 匹雌 2 匹にみられた 14) 。この結果

から、ラットで NOAEL を 3 ppm（曝露状況で補正：0.54 ppm(4.1 mg/m3)）、マウスで NOAEL

を 15 ppm（曝露状況で補正：2.7 ppm(21 mg/m3)）とする。 

カ）Fischer 344 ラット雄 40 匹、雌 20 匹を 1 群とし、0、3、10、40 ppm を 13 週間（6 時間/

日、5 日/週）吸入させた結果、10 ppm 以上の群の雌で肝臓相対重量の有意な増加、40 ppm

群の雌で尿比重、ヘモグロビン濃度、ヘマトクリット値の有意な減少、雄で体重増加の有

意な抑制、肝臓及び腎臓の相対重量の有意な増加を認めた。組織への影響は主に鼻腔前部

－103－



4 1,2-ジブロモエタン 

に限られており、10 ppm 群の雌雄で多巣性の呼吸上皮過形成、40 ppm 群の雌雄でび漫性又

は限局性の呼吸上皮の扁平上皮化生（未角化）や過形成を認め、さらに 40 ppm 群の呼吸上

皮では限局性の細胞壊死もみられた。また、40 ppm 群の雌では肝臓の脂肪量に軽度増加も

みられた。なお、10 ppm 以上の群の雄では呼吸上皮の過形成が 1 週間後からみられたが、

約 13 週間後の回復群（雌雄各 10 匹/群）では 40 ppm 群の雌 1 匹の呼吸上皮で過形成を認

めたのみであった 15) 。この結果から、ラットで NOAEL を 3 ppm（曝露状況で補正：0.54 

ppm(4.1 mg/m3)）とする。 

キ）Fischer 344 ラット雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、10、40 ppm を吸入（6 時間/日、5 日/週）

させた試験では、10 ppm 群の雌雄のラットは 103 週間、40 ppm 群の雄ラットは 88 週間、

雌ラットは 91 週間吸入させた後に屠殺した。その結果、40 ppm 群で雌雄の体重は試験期

間を通して一貫して低く、52 週から四肢や体の脱力がみられるようになり、生存率は有意

に低下した。10 ppm 以上の群の雄の鼻腔や気管支、細気管支、肺で化膿性の炎症や上皮の

過形成、扁平上皮化生、肝臓で出血や壊死、精巣で変性などの発生率増加を認めた。10 ppm

群の雌でも気道や肝臓への影響が同様にみられ、副腎皮質の変性、腎症の発生率増加もみ

られた 16) 。この結果から、LOAEL を 10 ppm（曝露状況で補正：1.8 ppm(14 mg/m3)）とす

る。 

ク）B6C3F1マウス雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、10、40 ppm を吸入（6 時間/日、5 日/週）させ

た試験では、雄マウスは 78 週間、10 ppm 群の雌マウスは 103 週間、40 ppm 群の雌マウス

は 90 週間吸入させた後に屠殺した。その結果、40 ppm 群で雌雄の体重は試験期間を通し

て一貫して低く、2 年目には四肢や体の脱力がみられるようになり、雌の 10 ppm 以上の群

で生存率は有意に低下した。10 ppm 以上の群の雄の鼻腔で炎症、細気管支で上皮の過形成、

肺で肺胞上皮の過形成、腎臓の腎盂で化膿性炎症、膀胱で上皮の過形成、前立腺で化膿性

の炎症、40 ppm 群の気管支で上皮の過形成の発生率に増加を認めた。10 ppm 群の雌でも鼻

腔の炎症、気管支や細気管支の上皮過形成、肺胞上皮の過形成、脾臓の造血亢進、肝臓の

限局性壊死の発生率に増加を認め、40 ppm 群の鼻腔で上皮の過形成、肺で腺腫様過形成、

子宮内膜腺で囊胞の発生率増加もみられた 16) 。この結果から、LOAEL を 10 ppm（曝露状

況で補正：1.8 ppm(14 mg/m3)）とする。 

ケ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 48 匹を 1 群とし、0、20 ppm を 18 ヶ月間（7 時間/日、5 日

/週）吸入させた結果、20 ppm 群の雌雄で体重増加の有意な抑制、生存率の有意な低下を認

めた。赤血球数やヘモグロビン濃度、ヘマトクリット値等に影響はなかった。20 ppm 群の

雄の脾臓で萎縮、ヘモジデリン沈着の発生率に有意な増加を認めた 17) 。この結果から、

LOAEL を 20 ppm（曝露状況で補正：4.2 ppm(32 mg/m3)）とする。 

 

③ 生殖・発生毒性 

ア）B6C3F1マウス雌 10 匹を 1 群とし、0、31.25、62.5、125 mg/kg/day を 12 週間（5 日/週）

強制経口投与した結果、125 mg/kg/day 群で発情周期の有意な延長を認め、ヘモグロビン濃

度やヘマトクリット値の有意な減少もみられた 18) 。この結果から、NOAELを62.5 mg/kg/day

（曝露状況で補正：44.6 mg/kg/day）とする。 

イ）New Zealand White ウサギ雄に 60 mg/kg/day までの用量で 5 日間までの経口投与を行った
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予備試験の結果、肝臓への影響と死亡を認めたが、精巣への影響はみられなかった。しか

し、皮下投与では精巣の萎縮がみられ、その他の毒性の発現はなかった。このため、投与

方法として皮下投与を選択し、8～10 匹を 1 群とした雄ウサギに 0、15、30、45 mg/kg/day

を 5 日間投与し、投与前 6 週から投与後 12 週の精子への影響を検討した。その結果、45 

mg/kg/day 群で 3/10 匹が最終投与の数時間後に瀕死となって屠殺したが、それらの剖検で

は 3 匹の肝臓で肝細胞の壊死、胆管増生、2 匹の精巣で排精阻害がみられた。45 mg/kg/day

群で精子の遊泳速度、運動精子の割合、精液の pH、射精量に有意な減少を認めたが、精子

の数や生存率、形態等に影響はなく、投与前及び投与後 4、12 週に実施した未処置雌に対

する人工授精でも雄の受胎能や胎仔の発育に影響はなかった 19) 。 

ウ）雄ラット 10 匹（系統不明）を 1 群とし、0、0.005、0.01、0.025、0.05％の濃度で餌に添

加して 90 日間投与した結果、体重に影響はなく、肝臓、腎臓、肺、脳、脾臓、副腎、精巣

の重量や組織、肝酵素等の活性にも影響はなかった。また、未処置の雌と交尾させた結果、

受胎能や同腹仔数、仔の出生時体重や性比等に影響はなかった 20) 。この結果から、NOAEL

を 0.05％（約 25 mg/kg/day）以上とする。 

エ）Sprague-Dawley ラット雌 15～16 匹、CD-1 マウス雌 20～22 匹を 1 群とし、0、20、38、

80 ppm を妊娠 6 日から 15 日まで吸入（23 時間/日）させた結果、ラットでは 38 ppm 以上

の群で体重の減少を認め、80 ppm 群で 8/16 匹が死亡した。80 ppm 群では着床数が有意に

少なく、胎仔の生存率は 0％、初期胚吸収率は 88％と高く、生存していた 7/8 匹で完全吸

収胚を認めた。マウスでは 80 ppm 群の全数、38 ppm 群の 7/20 匹が死亡し、20 ppm 以上の

群で体重増加の有意な抑制を認めた。38 ppm 群で胎仔の生存率は有意に低く、生存してい

た 6/10 匹で完全吸収胚を認め、胎仔の体重は 20 ppm 以上の群で有意に低かった。ラット

及びマウスの胎仔で奇形の発生率に増加はなかったが、マウスでは 20 ppm 以上の群で上後

頭骨等の骨化遅延、38 ppm 群で内臓系の小型化の発生率が有意に高かった 21) 。この結果か

ら、NOAEL をラットで 38 ppm（曝露状況で補正：36 ppm(276 mg/m3)）、マウスで LOAEL

を 20 ppm（曝露状況で補正：19 ppm(146 mg/m3)）とする。 

オ）Sprague-Dawley ラット雄 30～33 匹を 1 群とし、0、19、39、89 ppm を 10 週間（7 時間/

日、5 日/週）吸入させた結果、39 ppm 以上の群で体重増加の有意な抑制を認め、89 ppm 群

で 7/33 匹が死亡した。89 ppm 群では精巣重量は約 1/7、血清テストステロン濃度は約 1/2

に減少し、全数で精巣、精巣上体、前立腺、精嚢の萎縮がみられ、精巣の石灰化、前立腺

の炎症の発生率も有意に高かった。その後、未処置の雌と交尾させたところ、39 ppm 以下

の群では受胎能に影響はなかったが、89 ppm 群では妊娠した雌はいなかった。 

 一方、雌 20 匹を 1 群とし、0、20、39、80 ppm を 3 週間（7 時間/日、5 日/週）吸入させた

結果、80 ppm 群で体重増加の有意な抑制と死亡（20％）がみられた。その後、未処置の雄

と交尾させたところ、39 ppm 以下の群では膣スメアは正常であったが、80 ppm 群は発情間

期にあり、3～4 日後に発情が始まったことから、交尾期間（10 日）内の交尾回数は有意に

少なく、妊娠した雌の数も有意に少なかった。しかし、妊娠雌の着床数や生存胚数、吸収

胚数に有意差はなく、子宮や卵巣の組織にも影響はなかった 22) 。 

 この結果から、体重への影響でみると 39 ppm（曝露状況で補正：8.1 ppm(62 mg/m3)）は雄

で LOAEL、雌で NOAEL であったが、受胎能への影響でみると NOAEL は雄で 39 ppm、雌

で 80 ppm 以上であった。 
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カ）Long-Evans ラット雌 16 匹を 1 群とし、0、0.43、6.67、66.67 ppm を妊娠 3 日から 20 日ま

で吸入（4 時間/日、3 日/週）させた結果、66.67 ppm では排便回数が有意に増加し、体重増

加は抑制傾向にあったが、出産率や同腹仔数に影響はなかった。66.67 ppm 群の仔では授乳

期の体重は一貫して低かったが、66、83 日齢の体重は対照群と同程度であった。また、離

乳後の仔（F1）で実施した各種行動試験では、6.67 ppm 以上の群で回転棒試験、66.67 ppm

群で T 字迷路試験の成績が良かったが、その他の試験成績には明らかな差はなかった 23) 。

なお、本報告は一元配置分散分析によって統計処理されていたため、対照群との有意差に

ついては不明であった。 

 

④ ヒトへの影響 

ア）1982 年 12 月から 1984 年 6 月にかけて、自殺目的で本物質を摂取した 6 人の事例では、

嘔吐や吐き気、喉の灼熱感で苦しみ、2 人が死亡した。主な影響は肝臓、肺、腎臓にみられ、

強度の黄疸を呈して死亡した症例では、広範な肝臓の壊死がみられた 24) 。 

イ）本物質を用いたパパイアの燻蒸作業を行うハワイの 6 工場で 2 ヶ月以上雇用（平均 4.9

年±3.6 年）された男性労働者 46 人、非曝露の精糖工場の労働者 43 人を対象とし、精液へ

の影響を検討した断面調査では、本物質の作業環境濃度（8 時間加重平均）は 16～175 ppb

の範囲にあり、幾何平均で 88 ppb であったが、ピーク時は 262 ppb であった。その結果、1

回の射精当たりの精子数は曝露群で少なく、禁欲状況で調整しても有意に少なく、精子数

が 20,000,000/mL 以下の人の割合は有意に高かった。また、精子の生存率や運動精子の割合

は年齢で調整しても曝露群で有意に低く、頭部異常（巨大、先細、欠損、頭部幅）、尾部異

常の精子の割合も有意に高かった 25) 。さらに精液の pH は有意に低かったが、曝露群は中

程度に経皮曝露を受けていた 26) 。 

ウ）本物質に約 6 週間曝露された森林労働者 10 人と非曝露の男性 10 人を対象にしてコロラ

ド州で実施された縦断的研究では、精子の遊泳速度は曝露群の 10 人全員で減少し、精液量

は 10 人中 9 人で減少したが、対照群でこれらの変化は各 2 人にみられただけであった。な

お、本物質の曝露濃度は時間加重平均で 60 ppb であったが、タンクへの充填時には不検出

～2,165 ppb、散布時には 57～525 ppb であった。しかし、広範囲に及ぶ経皮曝露が曝露群で

観察されており、経皮吸収も主要な曝露経路と考えられた 26) 。 

エ）本物質を製造するアメリカの 4工場で 1958～1977年に勤務していた男性労働者の夫婦 297

組を対象にした調査では、この間に 62 人の出産があったが、全米の出生率をもとにした期

待値は 77.18 人であった。この結果を有意差検定すると、片側検定では p 値が 0.04 となっ

て有意差ありと判定されたが、両側検定での p 値は 0.08 であり、有意差はなかった。この

データは統計学的にはボーダーラインの有意差であったが、本物質を曝露した労働者で出

生率が低下することを示すものと考えられた 27) 。 

オ）本物質を製造するアメリカの A 工場で 1942～1969 年に勤務していた男性労働者 99 人、

B 工場で 1940～1970 年に勤務していた男性労働者 62 人の調査では、1976 年 1 月 1 日の時

点で A 工場の 19 人、B 工場の 10 人ががん以外で死亡していたが、全米の白人男性の死亡

率をもとにした期待値と比較して有意差のあった死因は B 工場でのインフルエンザ・肺炎

（2 人、期待値 0.3）のみであった 28) 。 
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（3）発がん性 

① 主要な機関による発がんの可能性の分類 

国際的に主要な機関での評価に基づく本物質の発がんの可能性の分類については、表 3.2

に示すとおりである。 
 

表 3.2 主要な機関による発がんの可能性の分類 

機 関 (年) 分  類 

WHO IARC (1999) 2A ヒトに対して恐らく発がん性がある。 

EU EU (2008) 2 ヒトに対して発がん性であるとみなされるべき物質。

 EPA (1988) B2 動物での発がん性の十分な証拠に基づき、恐らくヒト

発がん性物質。 

USA ACGIH (1995) A3 動物に対して発がん性が確認されたが、ヒトへの関連

性は不明な物質。 

 NTP (2011) 合理的にヒトに対して発がん性のあることが懸念される物

質。 

日本 日本産業衛生学会 

(2001) 
第 2 群A

ヒトに対しておそらく発がん性があると判断でき

る物質のうち、証拠が比較的十分な物質。 

ドイツ DFG (2006) 2 ヒトに対して発がん性があると考えられる物質。 
 

② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

in vitro 試験系では、代謝活性化系（S9）添加・無添加のネズミチフス菌 29～39) 、大腸

菌 35, 40, 41) 、放線菌 33) 、糸状菌 33, 40) 、チャイニーズハムスター卵巣（CHO）細胞 42, 43) 、

マウスリンパ腫細胞（L5178Y）44) 、ヒト上皮細胞（EUE）45) 、ヒトリンパ芽球様細胞

（AHH-1、TK6）46) で遺伝子突然変異を誘発し、マウス線維芽細胞（BALB/c3T3）で細

胞形質転換 47, 48) 、ラット肝細胞（初代培養）49) 、ラット精巣の生殖細胞（初代培養）
50) で DNA 鎖切断を誘発した。また、ラット肝細胞（初代培養）51, 52) 、ラット精母細胞

（初代培養）52) で不定期 DNA 合成、チャイニーズハムスター肺細胞（V79）53) 、チャ

イニーズハムスター卵巣（CHO）細胞 54) 、ヒト末梢血リンパ球 55) で姉妹染色分体交換、

チャイニーズハムスター肺細胞（V79）53) 、チャイニーズハムスター卵巣（CHO）細胞
54) で染色体異常、ヒト末梢血リンパ球 56) で小核を誘発した。 

in vivo 試験系では、経口投与や吸入させたショウジョウバエ 57～59) で伴性劣性致死突

然変異、経口投与や腹腔内投与したラットやマウスの肝細胞 60～63) 、精巣の生殖細胞 50) 

で DNA 鎖切断、肝細胞 52) で不定期 DNA 合成を誘発したが、マウスの肝臓 61) で複製

DNA 合成、ラットの精母細胞 52, 64) で不定期 DNA 合成を誘発しなかった。また、腹腔

内投与したマウスの骨髄細胞で姉妹染色分体交換 65) を誘発したが、腹腔内投与したマ

ウスの骨髄細胞で小核 65, 66) 、染色体異常 65) 、経口投与や腹腔内投与したラットやマウ

スで優性致死突然変異 67～70) を誘発しなかった。 

なお、腹腔内投与したラットやマウスの肝臓、腎臓、胃、肺で DNA 付加体、RNA 付加

体の形成が報告されており 71～73) 、尿中からはそれらの代謝物も検出されている 9) 。 
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○ 実験動物に関する発がん性の知見 

Osborne-Mendel ラット雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、40、80 mg/kg/day の強制経口投与（5

日/週）で開始し、投与量の減量や投与中止期間を設けながら、雄に 49 週間、雌に 61 週間

投与（加重平均で雄 0、38、41 mg/kg/day、雌に 0、37、39 mg/kg/day）した結果、雌雄の低・

高用量群の前胃で扁平上皮癌の発生率に有意な増加を認め、雄の低用量群で血管肉腫の発

生率も有意に高かった。また、発生率を生存期間で調整すると、雄の低用量群の血管肉腫、

雌の高用量群の肝細胞癌、肝細胞癌又は腫瘍性結節、副腎皮質腺腫又は癌の発生率は有意

に高かった 13) 。 

B6C3F1マウス雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、60、120 mg/kg/day の強制経口投与（5 日/週）

で開始し、投与量の増量や減量をしながら 53 週間投与（加重平均で 0、62、107 mg/kg/day）

し、78～90 週に屠殺した結果、雄の高用量群の肺で肺胞/細気管支腺腫、低・高用量群の前

胃で扁平上皮癌、扁平上皮乳頭腫又は扁平上皮癌の発生率に有意な増加を認めた。雌では

低用量群の肺で肺胞/細気管支腺腫、肺胞/細気管支腺腫又は癌、低・高用量群の前胃で扁平

上皮癌の発生率に有意な増加を認めた。なお、雌の低・高用量群で悪性リンパ腫の発生率

は有意に低かった。発生率を生存期間で調整すると、雌雄の高用量群で肺胞/細気管支腺腫、

低・高用量群の前胃で扁平上皮癌の発生率は有意に高かった 13) 。 

これらの結果から、本物質は経口投与した Osborne-Mendel ラット及び B6C3F1 マウスに

対して発がん性を有すると NCI（1978）は結論した 13) 。 

Fischer 344 ラット雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、10、40 ppm を吸入（6 時間/日、5 日/週）

させた試験では、10 ppm 群の雌雄のラットは 103 週間、40 ppm 群の雄ラットは 88 週間、

雌ラットは 91 週間吸入させた結果、雌雄の鼻腔では 10 ppm 以上の群で腺癌、腺腫様ポリ

ープ、10 ppm 群で腺腫、40 ppm 群で癌の発生率に有意な増加を認め、これらに扁平上皮癌

や扁平上皮乳頭腫などを合わせた腫瘍の発生率は対照群の 0～2％に対して 10 ppm 群で 68

～78％、40 ppm 群で 82～86％と有意に高かった。雄では 40 ppm 群で血管肉腫、10 ppm 群

で悪性中皮腫の発生率は有意に高く、精巣では間質細胞腫の発生率は 10 ppm 群で有意に高

く、40 ppm 群で有意に低かったが、10 ppm 以上の群で精巣鞘膜中皮腫の発生率は有意に高

かった。雌では 40 ppm 群で肺胞/気管支癌又は腺腫、血管肉腫、10 ppm 以上の群で乳腺線

維腺腫の発生率は有意に高かった。なお、雌雄の下垂体では 10 ppm 群で腺腫の発生率は有

意に高かったが、色素嫌性腺腫の発生率は 10 ppm 以上の群で有意に低かった 16) 。 

B6C3F1マウス雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、10、40 ppm を吸入（6 時間/日、5 日/週）させ

た試験では、雄マウスは 78 週間、10 ppm 群の雌マウスは 103 週間、40 ppm 群の雌マウス

は 90 週間吸入させた結果、雄では 40 ppm 群の肺で気管支、気管支/細気管支の腺腫様ポリ

ープ、肺胞/細気管支腺腫、肺胞/細気管支癌、肺胞/細気管支腺腫又は癌の発生率に有意な

増加を認め、それらを合わせた呼吸器系腫瘍の発生率も 40 ppm 群で有意に高かった。雌で

は 10 ppm 以上の群の皮下組織又は肋骨で線維肉腫、40 ppm 群の鼻腔で癌、癌又は腺腫、

腺腫様ポリープ又は腺腫、それらをあわせた鼻腔腫瘍の発生率に有意な増加を認めた。ま

た、40 ppm 群の肺では気管支の腺腫、癌又は腺腫、腺腫又は腺腫様ポリープ、肺胞/細気管

支腺腫、肺胞/細気管支癌、肺胞/細気管支腺腫又は癌の発生率は有意に高く、これらを合わ

せた呼吸器系腫瘍の発生率は 10 ppm 以上の群で有意に増加した。さらに 10 ppm 以上の群
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で血管肉腫、血管腫又は血管肉腫、乳腺腺癌の発生率に有意な増加を認めた。なお、雌の

40 ppm 群でリンパ腫、リンパ腫又は白血病の発生率は有意に低かった 16) 。 

これらの結果から、本物質は吸入曝露した Fischer 344 ラット及び B6C3F1マウスに対し

て発がん性を有すると NTP（1982）は結論した 16) 。 

Sprague-Dawley ラット雌雄各 48 匹を 1 群とし、0、20 ppm を 18 ヶ月間（7 時間/日、5 日

/週）吸入させた結果、20 ppm 群の雌雄で脾臓の血管肉腫、副腎腫瘍（褐色細胞腫、副腎皮

質腺腫又は癌）、雄で皮下の間葉腫、雌で乳腺腫瘍（腺腫、線維腺腫、癌、腺癌）の発生率

に有意な増加を認めた 17) 。 

EPA（2004）は経口投与した雄の Osborne-Mendel ラットにみられた腫瘍（前胃腫瘍、血

管肉腫、甲状腺濾胞細胞腺腫又は癌）の発生率に多段階モデルを適用し、スロープファク

ターを 2 (mg/kg/day)-1と算出した 74) 。カリフォルニア州EPA（1988）は雌雄のOsborne-Mendel

ラット及び B6C3F1 マウスで死因と仮定できた前胃扁平上皮癌の発生率に多段階モデルを

適用し、それらを幾何平均した 3.6 (mg/kg/day)-1をスロープファクターとして算出した 75) 。

WHO（1998）は多様な腫瘍に対してがんの過剰発生率 10-5を生じる本物質の飲料水濃度を

0.4 µg/L としており 76) 、飲水量 2 L/day、体重 50 kg を仮定すると、スロープファクターは

6.3×10-1(mg/kg/day)-1となる。カナダ環境省及びカナダ保健省（2013）は雄ラットの前胃扁

平上皮癌の発生状況から、5％の過剰発生率を示す用量（TD05）を 0.04 mg/kg/day と算出し

た 77) 。 

EPA（2004）は吸入曝露した雄の Fischer 344 ラットの鼻腔腫瘍（腺腫、腺癌、乳頭状腺

腫、扁平上皮癌、乳頭腫）、血管肉腫、中皮腫の発生率に多段階モデルを適用し、ユニット

リスクを 6×10-4(µg/m3)-1と算出した 74) 。カリフォルニア州 EPA（1988）は雄の Fischer 344

ラットの鼻腔腫瘍の発生率に多段階モデルを適用し、ユニットリスクを 7.1×10-5(µg/m3)-1

と算出した 78) 。 

 

○ ヒトに関する発がん性の知見 

本物質を製造するアメリカの A 工場で 1942～1969 年に勤務していた男性労働者 99 人、

B 工場で 1940～1970 年に勤務していた男性労働者 62 人の調査では、1976 年 1 月 1 日の時

点で A 工場の 2 人（呼吸器系腫瘍 1 人、消化器系腫瘍 1 人）、B 工場の 5 人（消化器系腫瘍

2 人、その他 3 人）が悪性腫瘍で死亡していたが、全米の白人男性の死亡率をもとにした期

待値と比較すると、有意差はなかった 28) 。 

本物質を製造するテキサス州の化学工場で 1952～1977 年に勤務していた男性労働者

2,510 人を対象とした調査では、1977 年末までに 156 人が死亡しており、全米の白人男性を

もとにした標準化死亡比（SMR）は 0.74 で有意に低かった。悪性腫瘍による死亡は 38 人

であったが、SMR の有意な増加はなく、個々の部位の腫瘍についてみても SMR の有意な

増加はなかった 79) 。 

アメリカの穀物製粉業者の組合に加盟する工場で 1955 年から 1985 年の間に 3 ヶ月以上

雇用された白人男性労働者 22,938 人を対象としたコホート調査（後向き）では、同年齢の

同国白人男性をもとにした全死因の SMR（0.89、95％CI : 0.86～0.92）は有意に低かった。

しかし、他に比べて農薬の使用頻度が多い小麦製粉業者では、非ホジキンリンパ腫（SMR 
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1.49）、白血病（SMR １.36）、膵臓がん（SMR 1.33）の過剰リスク（有意差なし）がみられ

た。コホート内症例対照研究でも小麦製粉業者ではそれらの腫瘍の過剰リスクがみられ、

年齢で調整したオッズ比は非ホジキンリンパ腫で 4.2（95％CI : 1.2～14.2）、膵臓がん 2.2
（95％CI : 1.1～4.3）、白血病 1.8（95％CI :0.8～3.9）であり、小麦製粉業者の中ではメンテ

ナンス部門の労働者で非ホジキンリンパ腫のオッズ比 8.1（95％CI : 1.4～47.7）が有意に高

かった。なお、各工場では本物質以外にも四塩化炭素、二硫化炭素、臭化メチル、ホスフ

ィン等が使用されており、どの物質による影響であるかは不明であった 80) 。

 

（4）健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定

非発がん影響については一般毒性及び生殖・発生毒性に関する知見が得られており、発が

ん性については動物実験で発がん性を示す証拠があり、ヒトに対して恐らく発がん性がある

とされている。

経口曝露の非発がん影響については、中・長期毒性ウ）のラットの試験から得られた LOAEL 
38 mg/kg/day（体重増加の抑制、肝臓、副腎皮質、精巣への影響）を曝露状況で補正して 27
mg/kg/day とし、LOAEL であるために 10 で除した 2.7 mg/kg/day が信頼性のある最も低用量

の知見と判断できる。発がん性について閾値の存在を示唆した知見は得られなかったため、

非発がん影響の 2.7 mg/kg/day を無毒性量等として設定する。

発がん性については、閾値なしを前提にした場合のスロープファクターとして、ラット、

マウスの試験結果（前胃の腫瘍等）から求めた 6.3×10-1(mg/kg/day)-1～3.6 (mg/kg/day)-1という

値があったが、初期評価であることを考慮して安全側の評価結果が得られる 3.6 (mg/kg/day)-1

を採用する。また、その他の手法として、EPI（Exposure/Potency Index）算出に必要な TD05

については、ラットの前胃扁平上皮癌から求めた 0.04 mg/kg/day を採用する。

一方、吸入曝露については、中・長期毒性オ）及びカ）のラットの試験から得られた NOAEL 
3 ppm（鼻腔組織への影響、肝臓相対重量の増加）を曝露状況で補正して 0.54 ppm（4.1 mg/m3）

とし、試験期間が短かったことから 10 で除した 0.41 mg/m3が信頼性のある最も低濃度の知見

と判断できる。発がん性について閾値の存在を示唆した知見は得られなかったため、非発が

ん影響の 0.41 mg/m3を無毒性量等として設定する。

発がん性については、閾値なしを前提にした場合のユニットリスクとしてラットの試験結

果（鼻腔腫瘍、血管肉腫、中皮腫）から求めた 7.1×10-5(µg/m3)-1～6×10-4(µg/m3)-1という値が

あったが、初期評価であることを考慮して安全側の評価結果が得られる 6×10-4(µg/m3)-1 を採

用する。

② 健康リスクの初期評価結果

表 3.3 経口曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露量 予測最大曝露量 無毒性量等 MOE 

経口

飲料水 － －

2.7 mg/kg/day ラット

－

公共用水

域・淡水

0.00015 µg/kg/day 
未満程度

0.00015 µg/kg/day 
未満程度

180,000 超

－110－



4 1,2-ジブロモエタン 

 
 

表 3.4 経口曝露による健康リスク（がん過剰発生率及び EPI の算定） 

曝露経路・媒体 予測最大曝露量 ｽﾛｰﾌﾟﾌｧｸﾀｰ 過剰発生率 TD05 EPI 

経口 
飲料水 － 

3.6 (mg/kg/day)-1 
－ 

0.04 
mg/kg/day 

－ 
公共用水

域・淡水 
0.00015 µg/kg/day 

未満程度 
5.4×10-7

未満 
3.8×10-6

未満 

 

経口曝露については、公共用水域・淡水を摂取すると仮定した場合、平均曝露量、予測最

大曝露量はともに 0.00015 µg/kg/day 未満程度であった。無毒性量等 2.7 mg/kg/day と予測最大

曝露量から、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除し、さらに発がん性を考

慮して 10 で除して求めた MOE（Margin of Exposure）は 180,000 超となる。一方、発がん性に

ついては予測最大曝露量に対する過剰発生率をスロープファクターから求めると 5.4×10-7未

満となる。また、参考として TD05から求めた EPI は 3.8×10-6未満となる。環境媒体から食物

経由で摂取される曝露量は少ないと推定されることから、その曝露を加えても MOE やがんの

過剰発生率が大きく変化することはないと考えられる。 

従って、本物質の経口曝露による健康リスクについては、現時点では作業は必要ないと考

えられる。 

なお、限られた地域のデータとして報告のあった飲料水濃度の最大値から算出した経口曝

露量は 0.002 µg/kg/day 未満であり、検出下限値が公共用水域・淡水に比べて 1 桁大きかった

ことから、これから算出した MOE は 14,000 超、がんの過剰発生率は 7.2×10-6未満、EPI は

5.0×10-5 未満となった。しかし、一般的には、飲料水中の化学物質濃度は、浄水処理により

公共用水域・淡水中濃度と比べ同等又はより低くなると考えられることから、検出下限値が

公共用水域・淡水よりも大きかった飲料水による結果は採用しなかった。 
 
 

表 3.5 吸入曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気 － 概ね 0.0069 µg/m3 

0.41 mg/m3 ラット 
590 

室内空気 － － － 
 
 
 

表 3.6 吸入曝露による健康リスク（がん過剰発生率及び EPI の算定） 

曝露経路・媒体 予測最大曝露濃度 ﾕﾆｯﾄﾘｽｸ 過剰発生率 TC05 EPI 

吸入 
環境大気 概ね 0.0069 µg/m3 

6×10-4 (µg/m3)-1 
4.1×10-6 

－ 
－ 

室内空気 － － － 
 

吸入曝露については、一般環境大気中の濃度についてみると、予測最大曝露濃度は概ね

0.0069 µg/m3程度であった。予測最大曝露濃度と無毒性量等 0.41 mg/m3から、動物実験結果

より設定された知見であるために 10 で除し、さらに発がん性を考慮して 10 で除して求めた

MOEは 590となる。一方、発がん性については予測最大曝露量に対する過剰発生率をユニッ

トリスクから求めると 4.1×10-6となる。また、限られた地域のデータとして報告のあった値

の最大値は 0.054 µg/m3 であったが、参考としてこれから算出した MOE は 76、がんの過剰発

生率は 3.2×10-5となる。 

従って、本物質の一般環境大気の吸入曝露による健康リスクについては、情報収集に努め

る必要があると考えられる。 
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詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

MOE＝10 MOE＝100［ 判定基準 ］

詳細な評価を行う
。候補と考えられる 

現時点では作業は必要
。ないと考えられる 

情報収集に努める必要
。があると考えられる 

＝過剰発生率 10-6 ＝過剰発生率 10-5［ ］  判定基準  

情報収集に努める必要
。があると考えられる 

［ ］  判定基準  ＝EPI 2×10-5 ＝EPI 2×10-4

詳細な評価を行う
。候補と考えられる 

現時点では作業は必要
。ないと考えられる 
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４．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、その信頼性及び採用の可能性を確

認したものを生物群（藻類、甲殻類、魚類及びその他の生物）ごとに整理すると表 4.1 のとおり

となった。 

 

表 4.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 
急

性 

慢 

性 
毒性値 
[µg/L] 

生物名 
生物分類／和名

（試験条件等）

エンドポイント

／影響内容 

（試験条件等）

曝露期間

[日] 

試験の 

信頼性 

採用の 

可能性 
文献 No.

藻 類  ○ 28,000 Chlorella sp. 緑藻類 
NOEC  
GRO (RATE) 

3 D C 4)-2013109

 ○  39,000 Chlorella sp. 緑藻類 
EC50   
GRO (RATE) 

3 D C 4)-2013109

甲殻類 ○  3,610 
Ceriodaphnia 
dubia 

ニセネコゼミジ

ンコ 
LC50  MOR 2 B B 1)-71675

 ○  6,500 Daphnia magna オオミジンコ LC50  MOR 2 B B 1)-71675

 ○  25,000 Daphnia magna オオミジンコ EC50  IMM 1 D C 1)-56394

 ○  28,000 
Ceriodaphnia 
dubia 

ニセネコゼミジ

ンコ 
EC50  IMM 2 B B 4)-2013109

魚 類  ○ 34 Oryzias latipes メダカ（7日齢）
NOEC   
MOR / DVP 
（次世代） 

90 D C 1)-61885

 ○  4,300 
Pimephales 
promelas 

ファットヘッド

ミノー 
LC50  MOR 4 B B 1)-71675

 ○  4,800 
Cyprinodon 
variegatus 

キプリノドン属 LC50  MOR 2 D C 1)-10693

   5,810*1 Oryzias latipes 
メダカ 
(0～3日齢仔魚)

NOEC  GRO 28 B C*1 1)-14908

 ○  6,200 
Centropomus 
undecimalis 

スズキ目 LC50  MOR 2 D C 1)-10693

   9,290*1 Oryzias latipes 
メダカ 
(1～4日齢仔魚)

NOEC  MOR 28 B C 1)-17120

 ○  15,000 
Micropterus 
salmoides 

ブラックバス TLm  MOR 2 C C 1)-2786 

 ○  18,000 
Lepomis 
macrochirus 

ブルーギル TLm  MOR 2 C C 1)-2786 

 ○  32,100 Oryzias latipes メダカ LC50  MOR 4 A A 1)-14908

 ○  183,000 Oryzias latipes メダカ TLm  MOR 2 D C 4)-2011189

その他 ○  25,000*2 Octopus joubini マダコ属 LC50  MOR 3 C C 4)-2011178

 ○  25,000*2 Octopus maya マダコ属 LC50  MOR 3 C C 4)-2011178

  ○ 32,000 Lemna sp. アオウキクサ属
NOEC  
GRO (RATE) 

7 D C 4)-2013109

 ○  >40,000 Cloeon dipterum フタバカゲロウ TLm  MOR 2 B B 4)-2011179
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生物群 
急

性 

慢 

性 
毒性値 
[µg/L] 

生物名 
生物分類／和名

（試験条件等）

エンドポイント

／影響内容 

（試験条件等）

曝露期間

[日] 

試験の 

信頼性 

採用の 

可能性 
文献 No.

 ○  42,000*2 
Octopus 
bimaculoides 

マダコ属 LC50  MOR 2 C C 4)-2011178

 ○  50,000 Hydra oligactis ヒドラ属 LC50  MOR 3 B B 1)-2051 

 ○  69,000 Lemna sp. アオウキクサ属
EC50   
GRO (RATE) 

7 D C 4)-2013109

 ○  95,000 
Chironomus 
tepperi 

ユスリカ属 LC50  MOR 2 B B 4)-2013109

毒性値（太字）：PNEC 導出の際に参照した知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）：PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可 
E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない 

エンドポイント 

EC50 (Median Effective Concentration)：半数影響濃度、LC50 (Median Lethal Concentration)：半数致死濃度、 

NOEC (No Observed Effect Concentration)：無影響濃度、TLm (Median Tolerance Limit)：半数生存限界濃度 

影響内容 

DVP (Development)：発生（ここでは奇形胚の出現率）、GRO (Growth)：生長（植物）又は成長（動物）、 

IMM (Immobilization)：遊泳阻害、MOR (Mortality)：死亡 

毒性値の算出方法 

RATE：生長速度より求める方法（速度法） 

 

*1 ふ化仔魚を用いた試験から得られた値であり、胚からふ化期までの毒性が確認できないため、慢性毒性値としては採用で

きない 

*2 文献に基づき再計算した値 

 

 

評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそれ

ぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用した。その知見の

概要は以下のとおりである。 
 

1） 甲殻類 

Kszos ら 1)-71675は米国 EPA の試験方法 (EPA/600/4-90/027F, 1993) に準拠し、ニセネコゼミジ

ンコ Ceriodaphnia dubia の急性毒性試験を実施した。試験は止水式（密閉系、ヘッドスペースな

し）で行われ、設定試験濃度区は対照区及び 5 濃度区であった。試験用水には、脱イオン水で

希釈した市販ミネラル水（硬度 98 mg/L）が用いられた。被験物質の実測濃度（推測値含む）は、

0（対照区）、1.2、2.2、3.2、4.2、5.2 mg/L であった。48 時間半数致死濃度 (LC50) は、実測濃度

に基づき 3,610 µg/L であった。 

 

2） 魚類 

 Kszos ら 1)-71675は米国 EPA の試験方法 (EPA/600/4-90/027F, 1993) に準拠し、ファットヘッド

ミノーPimephales promelas の急性毒性試験を実施した。試験は半止水式 (48 時間後換水、密閉

容器使用) で行われ、設定試験濃度区は対照区及び 4 濃度区であった。試験用水には、脱イオ

ン水で希釈した市販ミネラル水（硬度 98 mg/L）が用いられた。被験物質の実測濃度（試験開始

時及び換水時の平均値、推測値含む）は、0（対照区）、1.5、2.9、4.0、6.2 mg/L であった。96
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時間半数致死濃度 (LC50) は、実測濃度に基づき 4,300 µg/L であった。 

 

3） その他 

西内 4)-2011179は、著者の既報の試験方法 (1979) に従って、フタバカゲロウ Cloeon dipterum の

若齢幼虫を用いて急性毒性試験を実施した。試験溶液の調製には、試験用水として脱塩素水が、

助剤としてアセトンが用いられた。48 時間半数生存限界濃度 (TLm) は 40,000 µg/L 超であった。 

 

（2）予測無影響濃度 (PNEC) の設定 

急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上記本文で示した最小毒性値に情報量に応じた

アセスメント係数を適用し、予測無影響濃度 (PNEC) を求めた。 
 

急性毒性値 

甲殻類 Ceriodaphnia dubia 48 時間 LC50 3,610 µg/L 

魚類 Pimephales promelas 96 時間 LC50 4,300 µg/L 

その他 Cloeon dipterum 48 時間 TLm 40,000 µg/L 超 

アセスメント係数：1,000［2 生物群（甲殻類、魚類）及びその他の生物について信頼できる知

見が得られたため］ 

その他の生物を除いた、小さい方の値（甲殻類の 3,610 µg/L）をアセスメント係数 1,000 で除

することにより、急性毒性値に基づく PNEC 値 3.6 µg/L が得られた。 

 

慢性毒性については信頼できる知見が得られなかったため、本物質の PNEC としては、甲殻

類の急性毒性値から得られた 3.6 µg/L を採用する。 

 

（3）生態リスクの初期評価結果 

 

表 4.2 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度 (PEC) PNEC 
PEC/ 

PNEC 比

公共用水域・淡水 0.0037 µg/L 未満程度 (2012) 0.0037 µg/L 未満程度 (2012) 
3.6 

µg/L 

<0.001 

公共用水域・海水 0.0037 µg/L 未満程度 (2012) 0.0037 µg/L 未満程度 (2012) <0.001 

注：1) 水質中濃度の (  ) の数値は測定年度を示す 
   2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 

 

 

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。 

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］ 
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本物質の公共用水域における濃度は、平均濃度で見ると淡水域、海水域ともに 0.0037 µg/L

未満程度であり、検出下限値未満であった。安全側の評価値として設定された予測環境中濃

度 (PEC) も、淡水域、海水域ともに平均濃度と同様に 0.0037 µg/L 未満程度であり、検出下

限値未満であった。 

予測環境中濃度 (PEC) と予測無影響濃度 (PNEC) の比は淡水域、海水域ともに 0.001 未

満となるため、現時点では作業の必要はないと考えられる。 
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１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名： ジメチルアミン 

（別の呼称：N-メチルメタンアミン、N,N-ジメチルアミン） 

CAS 番号： 124-40-3 

化審法官報公示整理番号： 2-134 
化管法政令番号：1-218 
RTECS 番号： IP8750000 

分子式： C2H7N 

分子量： 45.08 
換算係数：1 ppm = 1.84 mg/m3 (気体、25℃) 
構造式：  

H
N

CH3H3C  
 

（2）物理化学的性状 

本物質はアンモニア臭の気体である1)。 

融点 -93℃2)、-96℃3) , 6)、-92.2℃5)、-92℃6) 

沸点 7.3℃2)、7℃3)、6.89℃5)、7.4℃6) 

密度 0.6804 g/cm3 (0℃)2)  

蒸気圧 1.3×103 mmHg (=1.7×105Pa) (20℃) 6) 

分配係数（1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水）(log Kow) -0.276)、-0.38 (pH=13.0) 4)、-0.382) , 5) 

解離定数（pKa） 10.73 (25℃)2) 、10.735) 

水溶性（水溶解度） 1.63×106 mg/L (40℃) 5)、自由混和 6) 

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性  

好気的分解（分解性の良好な物質7)） 

分解率： BOD(NH3) 88% (平均値)、TOC 96% (平均値)、HPLC 100% (平均値)  

 （試験期間：4 週間、被験物質濃度：100 mg/L、活性汚泥濃度：30 mg/L）8) 

 

化学分解性 

OH ラジカルとの反応性 （大気中） 

反応速度定数：65.4×10-12 cm3/(分子･sec)（25℃、測定値）9) 

半減期：0.98 時間～9.8 時間（OH ラジカル濃度を 3×106～3×105分子/cm3 10) と 

仮定し計算） 

オゾンとの反応性 （大気中） 

反応速度定数：2.61×10-18cm3/(分子･sec) （25℃、測定値）9)  

［5］ジメチルアミン 
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半減期：1.0 日～6.1 日（オゾン濃度を 3×1012～5×1011分子/cm3 10) と仮定し計算）

加水分解性 

 加水分解性の基を持たない11) 

 

生物濃縮性 

 生物濃縮係数 (BCF)：3.2（BCFBAF12)により計算） 

 

土壌吸着性 

土壌吸着定数 (Koc)：4（ポドゾル土）、163（アルフィゾル土）、508（コンスタンス

湖底質）13) 

 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

本物質の化審法に基づき公表された製造・輸入数量の推移を表 1.1 に示す14),15),16)。 

 

表 1.1 製造・輸入数量の推移 

平成(年度) 21  22 23 

製造・輸入数量(t) a) 19,560 b) 17,317c) 20,096 c) 

注：a) 平成 22 年度以降の製造・輸入数量の届出要領は、平成 21 年度までとは異なっている 
b) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業所内での自家消費分を含まない値を示す 
c) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含まない値を示す 

 

「化学物質の製造・輸入数量に関する実態調査」によると、本物質の平成 16 年度及び平成

19 年度における製造（出荷）及び輸入量は 10,000～100,000 t/年未満17),18)である。OECD に報

告している本物質の生産量は、10,000～100,000 t/年未満、輸入量は 1,000 t/年未満である。化

学物質排出把握管理促進法（化管法）における製造・輸入量区分は、100 t 以上である19)。 

国内需要量の推移を表 1.2 に示す20)。 

 

表 1.2 国内需要量の推移 

平成(年) 19 20 21 22 23 

国内需要量(t) a) 43,000 弱 37,000 35,000 38,000 38,000 

注：a) 推定値 

 

② 用 途 

本物質の主な用途は、加硫促進剤、殺虫・殺菌剤、医薬品、界面活性剤、溶剤（ジメチル

ホルムアミド、ジメチルアセトアミド）などの原料とされている21)。 
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（5）環境施策上の位置付け 

本物質は化学物質審査規制法優先評価化学物質（通し番号：16）及び化学物質排出把握管理

促進法第一種指定化学物質（政令番号：218）に指定されている。 

本物質は有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質に選定されているほか、水環境保全

に向けた取組のための要調査項目に選定されている。 

また、本物質は旧化学物質審査規制法（平成 15 年改正法）において第二種監視化学物質（通

し番号:1016）に指定されていた。 
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２．曝露評価 

環境リスクの初期評価のため、わが国の一般的な国民の健康や水生生物の生存・生育を確保

する観点から、実測データをもとに基本的には化学物質の環境からの曝露を中心に評価するこ

ととし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則として最大濃度に

より評価を行っている。 

（1）環境中への排出量 

本物質は化管法の第一種指定化学物質である。同法に基づき公表された平成 23 年度の届出

排出量1)、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体2),3)から集計した排出量等を表 2.1

に示す。なお、届出外排出量非対象業種・家庭・移動体の推計はなされていなかった。 

 
表 2.1 化管法に基づく排出量及び移動量（PRTR データ）の集計結果（平成 23 年度） 

大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 9,541 39,747 0 0 15 33,623 706 - - - 49,288 706 49,994

ジメチルアミン

業種等別排出量(割合) 9,541 39,747 0 0 15 33,623 705 0 0 0

8,656 39,430 0 0 15 23,101 55 届出 届出外

(90.7%) (99.2%) (100%) (68.7%) (7.8%) 99% 1%

885 317 0 0 0 10,520

(9.3%) (0.8%) (31.3%)

650

(92.1%)

0 0 0 0 0 2

(0.006%)

総排出量の構成比(%)

化学工業

医薬品製造業

下水道業

プラスチック製品

製造業

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 排出量　　(kg/年) 届出

排出量

届出外

排出量
合計

 

 

本物質の平成 23 年度における環境中への総排出量は約 50t となり、そのうち届出排出量は約

49 t で全体の 99%であった。届出排出量のうち約 9.5 t が大気、約 40t が公共用水域へ排出され

るとしており、公共用水域への排出量が多い。この他に下水道への移動量が 0.015 t、廃棄物へ

の移動量が約 34 t であった。届出排出量の主な排出源は、大気への排出が多い業種は化学工業

（91%）であり、公共用水域への排出が多い業種も化学工業（99%）であった。 

表2.1に示したようにPRTRデータでは、届出排出量は媒体別に報告されているが、届出外排

出量の推定は媒体別には行われていないため、届出外排出量対象業種の媒体別配分は届出排出

量の割合をもとに行った。届出排出量と届出外排出量を媒体別に合計したものを表 2.2 に示

す。 

 
表 2.2 環境中への推定排出量 

媒 体 推定排出量(kg) 

大 気 

水 域 

土 壌 

9,552 

40,442 

0 

 

（2）媒体別分配割合の予測 

本物質の環境中の媒体別分配割合を、表 2.2 に示した環境中への推定排出量を基に USES3.0

をベースに日本固有のパラメータを組み込んだ Mackay-Type Level III 多媒体モデル4)を用いて予

測した。予測の対象地域は、平成23年度に環境中及び公共用水域への排出量が最大であった愛
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媛県（大気への排出量 0.15 t、公共用水域への排出量 40 t）及び大気への排出量が最大であった

岡山県（大気への排出量 6.3 t、公共用水域への排出量 0.013 t）とした。予測結果を表 2.3 に示

す。 

 
表 2.3 媒体別分配割合の予測結果 

媒 体 

分配割合(%) 
上段：排出量が最大の媒体、下段：予測の対象地域 

環境中 大 気 公共用水域 

愛媛県 岡山県 愛媛県 

大 気 0.3 77.0 0.3 

水 域 98.4 13.9 98.4 

土 壌 0.0 8.0 0.0 

底 質 1.3 1.1 1.3 

注：数値は環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの 

 

 

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認さ

れた調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.4 に示

す。 

 
表 2.4 各媒体中の存在状況 

媒 体 
幾何 

平均値 a) 
算術 
平均値

最小値 最大値 a) 検出 
下限値

検出率 調査地域 測定年度 文 献

                      

一般環境大気  µg/m3 <0.015 <0.015 <0.015 0.034 0.015 2/20 全国 2012 5) 

  <0.64 <0.64 <0.64 <0.64b) 0.64 0/16 全国 1991 6) 

             

室内空気 µg/m3          

             

食物 µg/g          

             

飲料水 µg/L          

             

地下水 µg/L          

             

土壌 µg/g          

             

公共用水域・淡水  µg/L <0.52 1.6 <0.52 21 0.52 2/17 全国 2012 5) 

  <4 5.2 <2 190 2～4 1/46 全国 2012 7) 

  <4 <4 <4 <4c) 4 0/4 北海道、

東京都、

岐阜県 

1986 8) 

             

公共用水域・海水   µg/L <0.52 <0.52 <0.52 1.2 0.52 3/6 全国 2012 5) 

  <4 <4 <4 <4 4 0/1 全国 2012 7) 

  <4 <4 <4 <4d) 4 0/7 全国 1986 8) 
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媒 体 
幾何 

平均値 a) 
算術 
平均値

最小値 最大値 a) 検出 
下限値

検出率 調査地域 測定年度 文 献

             

底質(公共用水域・淡水) µg/g 0.061 0.081 <0.05 0.16 0.05 2/3 東京都、 
岐阜県 

1986 8) 

                      

底質(公共用水域・海水) µg/g <0.05 <0.05 <0.05 0.07 0.05 1/6 東京都、

三重県、 
岡山県 

1986 8) 

             

注：a) 最大値又は幾何平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す 
  b) 統一検出下限値未満の値として0.057 µg/m3が得られている 
  c) 統一検出下限値未満の値として1.1 µg/Lが得られている 
    d) 統一検出下限値未満の値として1 µg/Lが得られている 

 

（4）人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

一般環境大気及び公共用水域・淡水の実測値を用いて、人に対する曝露の推定を行った（表

2.5）。化学物質の人による一日曝露量の算出に際しては、人の一日の呼吸量、飲水量及び食事

量をそれぞれ 15 m3、2L 及び 2,000 g と仮定し、体重を 50kg と仮定している。 

 
表 2.5 各媒体中の濃度と一日曝露量 

 媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

  大 気     
  一般環境大気 0.015 µg/m3未満程度 (2012) 0.0045 µg/kg/day 未満程度 

  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

平     
  水 質   
  飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

  地下水 データは得られなかった データは得られなかった 

均 公共用水域・淡水 4 µg/L 未満程度 (2012) 0.16 µg/kg/day 未満程度 
      
  食 物 

 
データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

      

  大 気   

  一般環境大気 0.034 µg/m3程度 (2012) 0.010 µg/kg/day 程度 

最  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

     

大 水 質   
 飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

値  地下水 データは得られなかった データは得られなかった 

 公共用水域・淡水 190 µg/L 程度 (2012) 7.6 µg/kg/day 程度 
      
  食 物 

 
データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

      

 

人の一日曝露量の集計結果を表 2.6 に示す。 

吸入曝露の予測最大曝露濃度は、一般環境大気のデータから 0.034 µg/m3程度となった。一方、

化管法に基づく平成 23 年度の大気への届出排出量をもとにプルーム・パフモデル9)を用いて推
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定した大気中濃度の年平均値は、最大で 0.99 µg/m3となった。 

経口曝露の予測最大曝露量は、公共用水域・淡水のデータから算定すると 7.6 µg/kg/day 程度

であった。一方、化管法に基づく平成 23 年度の公共用水域・淡水への届出排出量を全国河道構

造データベース10)の平水流量で除し、希釈のみを考慮した河川中濃度を推定すると、最大で

0.12 μg/L となった。推定した河川中濃度を用いて経口曝露量を算出すると 0.0048 μg/kg/day と

なった。 

物理化学的性状から考えて生物濃縮性は高くないと推測されることから、本物質の環境媒体

から食物経由の曝露量は少ないと考えられる。 

 
表 2.6 人の一日曝露量 

媒 体 平均曝露量（μg/kg/day） 予測最大曝露量（μg/kg/day） 

大 気 
  

 一般環境大気 0.0045 0.010 

 室内空気   

   飲料水   

水 質  地下水   

   公共用水域・淡水 0.16 7.6 

 食 物     

 土 壌     

 経口曝露量合計 0.16 7.6 

 総曝露量 0.1645 7.610 

注：1) アンダーラインを付した値は、曝露量が「検出下限値未満」とされたものであることを示す 
2) 総曝露量は、吸入曝露として一般環境大気を用いて算定したものである 

 

（5）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.7 のように整理した。

水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定すると、公共用水域の淡水

域では 190 g/L 程度となり、同海水域では 4 g/L 未満の報告があった。 

化管法に基づく平成 23 年度の公共用水域・淡水への届出排出量を全国河道構造データベー

ス10)の平水流量で除し、希釈のみを考慮した河川中濃度を推定すると、最大で 0.12 μg/L となっ

た。 

 
表 2.7 公共用水域濃度 

水 域 平   均 最 大 値 

淡 水 
 

海 水 

4 µg/L 未満程度 (2012) 
 
4 µg/L 未満の報告がある (2012) 

190 µg/L 程度 (2012) 
 
1.2 µg/L 程度 (2012) 

注：淡水は河川河口域を含む 
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３．健康リスクの初期評価 

健康リスクの初期評価として、ヒトに対する化学物質の影響についてのリスク評価を行った。 

（1）体内動態、代謝 

ボランティア 4 人に本物質換算で 8.3 mg の 14C でラベルした塩酸塩を経口投与した結果、投

与した放射活性の 87％が 24 時間で尿中に排泄され、72 時間では尿中に 94％、糞中に 2％、呼

気中に 2％が排泄された。24 時間後までの尿中では放射活性の約 4％が脱メチル化によって生じ

たメチルアニリンであったが、残りはすべて未変化の本物質であった。血漿中で放射活性のピ

ークは 30～50 分後にみられ、生物学的利用能は 82％、血漿中での半減期は 7.8 時間、尿中での

半減期は 6.4 時間であった 1) 。 

ラットに 23.6 ppm の濃度で本物質を含む市販の飼料又は精製して 1 ppm にまで減らした低含

有飼料を 1 週間投与し、消化管内の本物質濃度を測定した結果、23.6 ppm 群では胃（11.2 ppm）

で最も高くて下部にいくほど低かったが、1 ppm 群では小腸の上部（6.6 ppm）で最も高かった。

両群とも大腸での濃度は盲腸よりも高く、血液中濃度には両群で差がなかった。結紮したラッ

トの胃及び腸に本物質 250 µg を注入した結果、本物質は結紮部位から指数関数的に消失し、半

減期は胃、上部小腸、下部小腸、盲腸、大腸で 198、8.3、11.6、31.5、11.0 分であった。上部小

腸に注入時には血液中の本物質濃度は 5 分間で投与前の 0.28 ppm から 3 ppm に増加し、その後

の 30 分間で 1.2 ppm まで減少した。250 µg の静脈内投与では血液中の本物質は指数関数的に消

失し、初期の変化から求めた半減期は12.5分であり、本物質のピーク濃度は胆汁中で30分以内、

尿中で 1.5～4 時間後にみられた。また、静脈内投与では本物質の小腸への排泄（分泌）も認め

られ、小腸でのピーク濃度は 15 分後にみられた 2, 3) 。 

ラット及びマウスに本物質換算で 0.9 mg/kg の 14C でラベルした塩酸塩を強制経口投与した結

果、両種とも 24 時間で投与した放射活性の約 91％を尿中に排泄し、72 時間までにさらに 2％を

尿中に排泄した。糞中への排泄は 72 時間で約 2％、呼気中への排泄は約 1％であり、72 時間後

の体内残留も約 1％とわずかであった。0～24 時間の尿中では約 96％が未変化の本物質であり、

その他にはメチルアミンがわずかに検出されただけであった 4) 。 

ラットに 14C でラベルした本物質 10、175 ppm を 6 時間吸入させた結果、10 ppm 群では 72 時

間で尿中に 78％、糞中に 13％、呼気中に 14CO2として 2％を排泄し、体内残留は 8％であった。

175 ppm 群では 72 時間でそれぞれ 87、5、2、7％であり、10 ppm 群とほぼ同様であり、両群と

も尿中放射活性の 98％以上が未変化の本物質であった。曝露終了直後の放射活性は鼻の呼吸上

皮で最も高く、次いで嗅上皮で高く、肝臓や肺、腎臓、脳、精巣の放射活性は鼻粘膜に比べて

約 2 桁低かった。175 ppm を吸入させたラットでは、血液中の放射活性は二相性で減少し、第

二相の半減期は 1 匹で 45 時間、他の 1 匹で 64 時間であった 5) 。 

本物質をラットの肝臓又は鼻の呼吸上皮、嗅上皮から採取したミクロソームとともに培養し

た結果、いずれも本物質はホルムアルデヒドへと代謝されたが、その程度はベンズフェタミン

や N,N-ジメチルアニリンとともに培養した場合に比べて低く、フェノバルビタールを投与した

ラットのミクロソームを用いた場合にも未処置に比べて低かった。このため、本物質の代謝に

はチトクローム P-450 及びフラビン含有モノオキシゲナーゼの関与が考えられた。また、14C で

ラベルした本物質を吸入（10、175 ppm）させたラットの呼吸上皮、嗅上皮から分離した DNA
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や RNA、タンパク質には抽出不能の放射活性がみられ、高分子への代謝物の取り込み又は共有

結合のあったことが示唆された 6) 。 

なお、本物質はニトロソ化剤と反応して発がん性のある N-ニトロソジメチルアミンを生成す

るが、体内では生成されたとしても無視できる程度と考えられている 7～9) 。 

 

（2）一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性 

表 3.1 急性毒性 10) 

動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 698 mg/kg 
マウス 経口 LDLo 600 mg/kg 
マウス 経口 LD50 316 mg/kg 

モルモット 経口 LD50 240 mg/kg 
ウサギ 経口 LD50 240 mg/kg 
ラット 吸入 LC50 4,540 ppm [8,350 mg/m3] (6hr) 
ラット 吸入 LC50 3,000 mg/m3 (2hr) 
マウス 吸入 LC50 4,725 ppm [8,690 mg/m3] (2hr) 
マウス 吸入 LC50 70 mg/m3 (2hr) 
マウス 吸入 LCLo 30 mg/m3 (2hr) 
マウス 吸入 LCLo 350 mg/m3 (2hr) 

注：（ ）内の時間は曝露時間を示す。 

 

本物質は眼、気道を重度に刺激し、高濃度を吸入すると、肺水腫を起こすことがあり、皮

膚に付着した液体が急速に気化すると、凍傷を起こすことがある。水溶液は眼、皮膚に対し

て腐食性を示す。吸入すると灼熱感、咳、頭痛、息苦しさ、息切れ、咽頭痛を生じ、眼に入

ると発赤、痛み、かすみ眼を生じる。水溶液を経口摂取すると腐食性を示し、腹痛、灼熱感、

ショックまたは虚脱を生じる 11, 12) 。 

 

② 中・長期毒性 

ア）Wistar ラット雄 8 匹を 1 群とし、本物質の塩酸塩 0、111、222 mg/kg/day を 30 日間強制

経口投与した結果、体重、肝臓の相対重量、血清の GPT、肝臓及び腎臓の組織に影響はな

かった 13) 。 

イ）Wistar ラット雄 30 匹を 1 群とし、0、0.2％の濃度で飲水に添加して 9 ヶ月間投与した後

に肝臓への影響を調べた結果、0.2％群の肝ミクロソームで脂質過酸化能の亢進を認め、肝

ホモジネートで酸性ホスファターゼ活性及びカテプシン活性は有意に上昇したが、スーパ

ーオキシドジスムターゼ活性に有意な変化はなかった 14) 。 

ウ）Sprague-Dawley ラット又は Long-Evans ラット雌雄 15 匹、Princeton モルモット雌雄 15 匹、

New Zealand albino ウサギ雄 3 匹、ビーグル犬 2 匹、リスザル雄 3 匹を 1 群とし、0、9 mg/m3

を 90 日間連続吸入させた結果、いずれの種にも死亡はなく、一般状態の変化、血液への影

響もなかった。病理組織学的検査では、すべての種の肺で間質性の炎症変化がみられ、ウ

サギ 3/3 匹、サル 2/3 匹では気管支の拡張もみられた 15) 。その上で、著者らは「しかし、

特定の化学物質に誘発された病理組織学的な変化はみられなかった」と結論しており、対
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照群についての記載がなかったことから、上記の影響は対照群にもみられた可能性が考え

られた。 

エ）Fischer 344 ラット雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、10、30、100 ppm を 90 日間（6 時間/日、5

日/週）吸入させた結果、最初の週に 100 ppm 群の雌雄及び 30 ppm 群の雄で軽度だが、有

意な体重減少を認め、100 ppm 群の雄では翌週の体重も有意に低かったが、それ以降の体

重にはいずれの群にも有意差はなかった。血液や血液生化学、尿に影響はなく、100 ppm

群で眼の病変がみられたが、曝露に関連したものではないと考えられた。主要臓器の重量

には濃度に依存した変化はみられず、組織への影響もなかった 16) 。この結果から、30 ppm

群では 2 週間にわたって体重への影響がみられたことを考慮し、NOAEL を 10 ppm（曝露

状況で補正：1.8 ppm(3.3 mg/m3)）とする。 

オ）Fischer 344 ラット雌雄及び B6C3F1マウス雌雄各 95 匹を 1 群とし、0、10、50、175 ppm

を 2 年間（6 時間/日、5 日/週）吸入させる試験の途中で、6、12 ヶ月に雄マウスを除いた

各群 9～10 匹を屠殺して途中段階での評価を行った。その結果、175 ppm 群の雌雄のラッ

ト及びマウスで体重増加の有意な抑制を認めた。血液検査では 175 ppm 群のラットの雄で

血小板数の減少、雌で異型リンパ球数の増加、血清タンパク質の減少、血清 ALP の上昇、

マウスの雌で平均赤血球容積の減少、血糖値の増加に有意差を認めたが、他の関連したパ

ラメーターの変化を伴わなかったことから、これらの変化の毒性学的な意義は疑わしかっ

た。曝露に関連した組織の変化は濃度に依存した鼻腔の病変に限られ、種や性によらずに

類似していたが、マウスでは 6 ヶ月から 12 ヶ月にかけて明らかな病変の進行がなかったの

に対し、ラットでは時間とともにより広範なものになった。鼻腔では鼻甲介及び鼻中隔の

局所的な破壊、呼吸上皮の局所的な炎症と扁平上皮化生が両種にみられ、軽度の杯細胞の

過形成はラットのみにみられた。嗅上皮では広範な嗅覚細胞の消失がみられ、それよりも

程度の軽い支持細胞の損傷を伴っており、嗅神経の消失やボーマン腺の肥大もあった。175 

ppm 群ではラットの嗅上皮の病変はマウスよりも広範にみられ、嗅上皮における基底細胞

の過形成を伴っていたが、マウスではそのような過形成はなかった。10 ppm 群の病変はご

く軽微であったが両種でともにみられた 17) 。この結果から、LOAEL を 10 ppm（曝露状況

で補正：1.8 ppm(3.3 mg/m3)）とする。 

カ）上記吸入試験を 2 年間継続した結果、175 ppm 群の雌雄のラット及びマウスの体重は一

貫して有意に低いままであった。また、鼻腔組織の病変も 12 ヶ月後とほぼ同様に 10 ppm

以上の群で濃度に依存してみられ、10 ppm 群では局所的で軽微、50 ppm 群では中程度、175 

ppm 群では重度であった 18) 。この結果から、LOAEL を 10 ppm（曝露状況で補正：1.8 ppm(3.3 

mg/m3)）とする。 

キ）Fischer 344 ラット雄 6 匹を 1 群として、0、175 ppm を 1、2、4、9 日間（6 時間/日）吸入

させて鼻腔組織への影響を検討した結果、鼻腔の病変の重症度は曝露期間によらず同程度

であった。また、上記 2 年間の雄ラット（175 ppm 群）の試験結果と比較すると、2 年間曝

露の影響は6時間の単回曝露よりもごくわずかに強い程度のものであった。機能検査では、

効率は低下するものの、鼻腔の粘膜繊毛システムは慢性的な曝露を受けても機能し続け、

組織が時間とともにある程度修復されたことを示唆するものと考えられた 19) 。 
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③ 生殖・発生毒性 

ア）Fischer 344 ラット雌雄及び B6C3F1マウス雌雄各 95 匹を 1 群とし、0、10、50、175 ppm

を 2 年間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、雌雄の生殖器に影響はなかった 17, 18) 。 

イ）ラット雌雄各 10 匹、マウス雌 5 匹、モルモット雌雄各 6 匹、ウサギ雌雄各 1 匹を 1 群と

して 0、97、183 ppm を 18～20 週間（7 時間/日、5 日/週）吸入させ、さらに雄サル 1 匹に

97 ppm、雌サル 1 匹に 183 ppm を同様に吸入させた結果、97 ppm 群の雄サル 1 匹、183 ppm

群の雄ウサギ 1 匹で精細管の変性を認めたとした報告があった。しかし、組織切片の再検

査では標本の紛失や不適切な動物のコード化、その他の問題から、精巣の所見が本物質の

曝露によるものであるとは結論できなかった 20) 。 

ウ）Swiss マウス雌 12 匹を 1 群とし、妊娠 8 日に 0、14、45、135 mg/kg を腹腔内投与し、妊

娠 18 日に屠殺して母マウス及び胎仔への影響を調べた結果、投与に関連した影響はいずれ

の群にもなかった 21) 。 

 また、CD-1 マウス雌 9～13 匹を 1 群とし、0、11、45、113、225 mg/kg/day を妊娠 1 日から

妊娠 17 日まで腹腔内投与し、妊娠 18 日に屠殺して影響を調べた結果、母マウスの一般状

態に変化はなかったが、225 mg/kg/day 群の 1/11 匹が死亡し、吸収胚数は有意に多かった。

胎仔の数や死亡数、体重等に影響はなく、外表系や内臓系、骨格系の異常の発生率に有意

な増加もなかった。しかし、妊娠 8 日の未処置の雌から採取した胎仔（5～12 匹/群）を 0、

0.5、1、1.5、2 mM の濃度で本物質を添加した培養液中で 48 時間培養した結果、胎仔の頭

臀長や頭長、卵黄嚢の直径、生存率、体節数等は濃度に依存して低下し、DNA、RNA、タ

ンパク質の量も濃度に依存して減少した 22) 。 

 

④ ヒトへの影響 

ア）本物質の臭気閾値として、気中濃度で 0.34 ppm、水溶液濃度で 0.29 ppm とした報告 23) 、

臭気閾値を 0.0846 mg/m3（0.046 ppm）、刺激閾値を 174.6 mg/m3（94 ppm）とした報告があ

る 24) 。また、我が国で三点比較式臭袋法によって測定された臭気閾値は 0.033 ppm であっ

たと報告されている 25) 。 

イ）労働組合の要請で実施されたアメリカの化学工場の健康影響調査では、本物質やホルム

アルデヒド、エピクロロヒドリン、アンモニア等の化学物質を取り扱っており、労働者の

障害発生率は州内での発生率よりも 4 倍高かった。職場の本物質濃度は不検出から 0.63 

mg/m3の範囲内にあり、許容濃度を下回っていたが、0.04～1.91 mg/m3の濃度で検出された

ホルムアルデヒドとともに過度な曝露による潜在的な健康影響を避けるために設備等の改

善が勧告された。なお、因果関係等は不明のままであった 26) 。 

ウ）末期腎疾患の患者 26 人を対象にして、血液透析前に脳波（EEG）と神経行動学検査によ

る選択反応時間（CRT）を測定し、血液中の本物質及びトリメチルアミン濃度との関連を

検討した。その結果、本物質は CRT との間に、トリメチルアミンは EEG 及び CRT との間

に有意な正の関連があった 27) 。 
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（3）発がん性 

① 主要な機関による発がんの可能性の分類 

国際的に主要な機関での評価に基づく本物質の発がんの可能性の分類については、表 3.2

に示すとおりである。 
 

表 3.2 主要な機関による発がんの可能性の分類 

機 関 (年) 分  類 

WHO IARC －  

EU EU －  

 EPA －  

USA ACGIH (1995) A4 ヒトに対する発がん性物質として分類できない。 

 NTP － 

日本 日本産業衛生学会 －  
ドイツ DFG －  

 

② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

in vitro 試験系では、代謝活性化系（S9）添加の有無にかかわらずネズミチフス菌 28～33) 、

酵母 34, 35) 、チャイニーズハムスター卵巣（CHO）細胞 36) で遺伝子突然変異、枯草菌 29) 、

大腸菌 37) で DNA 傷害を誘発せず、S9 無添加の大腸菌 38) で遺伝子突然変異を誘発しなか

ったが、S9 添加の酵母 39) で遺伝子突然変異を誘発した。 

S9 添加の有無にかかわらずチャイニーズハムスター肺細胞（CHL-K1 31, 40）、CHL-KC-1 37)）

で染色体異常を誘発せず、S9 無添加のチャイニーズハムスター肺細胞（CHL）で姉妹染色

分体交換 29) 、ラットの肝細胞（初代培養）で不定期 DNA 合成 41) を誘発しなかった。S9

無添加のチャイニーズハムスター卵巣（CHO）細胞では染色体異常及び姉妹染色分体交換

を誘発しなかったが、S9 添加ではそれらを弱く誘発した 36) 。 

この他、S9 添加の有無は不明だが、チャイニーズハムスター肺細胞（D-6）で姉妹染色

分体交換及び染色体異常 42) 、吉田肉腫で染色体異常 37) を誘発しなかった 

in vivo 試験系では、最小致死量を投与したマウスの骨髄細胞で染色体異常 37) 、経口投与

したマウスの精巣で DNA 合成阻害を誘発しなかった 43) 。吸入曝露したラットの骨髄細胞

では染色体切断を誘発しなかったが、異数性の頻度には約 2 倍の増加がみられた 44) 。また、

ネズミチフス菌を接種したラットやマウスを用いた宿主経由法では遺伝子突然変異を誘発

しなかった 28, 45～47) 。 

 

○ 実験動物に関する発がん性の知見 

Fischer 344 ラット雌雄及び B6C3F1マウス雌雄各 95 匹を 1 群とし、0、10、50、175 ppm

を 2 年間吸入（6 時間/日、5 日/週）させた結果、ラット及びマウスで曝露に関連した腫瘍

の発生率増加はなかった 18) 。 

1 群 27 匹のラットに 0、0.16％の濃度で 2.5 年間混餌投与した結果、腫瘍の発生はなかっ
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たが、0.039％の濃度で亜硝酸を同時に投与した群では 12/43 匹に腫瘍の発生がみられ、

0.0033％の濃度で N-ニトロソジメチルアミンを投与した群では 15/27 匹に腫瘍の発生があ

った 48) 。また、Swiss マウス雌雄各 20 匹を 1 群とし、本物質の塩酸塩を 0、0.59％の濃度

で餌に混ぜて 28 週間投与（本物質換算で約 900 mg/kg/day）した後に 12 週間飼育した結果、

腫瘍の発生率増加はなく、むしろ、発生率は低い位であった 49) 。 

 

○ ヒトに関する発がん性の知見 

ヒトでの発がん性について、知見は得られなかった。 

 

（4）健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定 

非発がん影響については一般毒性及び生殖・発生毒性等に関する知見が得られているが、

発がん性については十分な知見が得られず、ヒトに対する発がん性の有無については判断で

きない。このため、閾値の存在を前提とする有害性について、非発がん影響に関する知見に

基づき無毒性量等を設定することとする。 

経口曝露については、無毒性量等の設定ができなかった。 

吸入曝露については、中・長期毒性のオ）及びカ）に示したラット及びマウスの試験から

得られた LOAEL 10 ppm（鼻腔粘膜の変性）を曝露状況で補正して 1.8 ppm（3.3 mg/m3）とし、

LOAEL であるために 10 で除した 0.33 mg/m3が信頼性のある最も低濃度の知見と判断し、こ

れを無毒性量等として設定する。 

 

② 健康リスクの初期評価結果 
 

表 3.3 経口曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露量 予測最大曝露量 無毒性量等 MOE 

経口 
飲料水 － － 

－  
－ 

公共用水

域・淡水 
0.16 µg/kg/day 未満程度 7.6 µg/kg/day 程度 － 

 

経口曝露については、無毒性量等が設定できず、健康リスクの判定はできなかった。 

なお、吸入曝露の無毒性量等の設定に採用した知見（中・長期毒性のオ及びカ）では、吸

入曝露に特有な曝露部位への直接的な影響（鼻腔への局所影響）を除くと 175 ppm 群で体重

への影響があったことから、全身性の影響に対する NOAEL を 50 ppm とすると、曝露状況で

補正して 8.9 ppm（16 mg/m3）とし、吸収率を 100％と仮定して経口曝露の無毒性量等に相当

する値に換算すると 4.8 mg/kg/day となり、類似物質のトリメチルアミンの経口曝露の無毒性

量等（4 mg/kg/day）とほぼ同程度であった。参考としてこれと予測最大曝露量 7.6 µg/kg/day

から、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除して算出した MOE（Margin of 

Exposure）は 63 となる。また、化管法に基づく平成 23 年度の公共用水域・淡水への届出排

出量をもとに推定した高排出事業所の排出先河川中濃度から算出した最大曝露量は 0.0048 

µg/kg/day であったが、それから参考として MOE を算出すると 100,000 となる。環境媒体か
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詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

MOE＝10 MOE＝100［ 判定基準 ］

ら食物経由で摂取される曝露量は少ないと推定されることから、その曝露を加えても MOE

が大きく変化することはないと考えられる。これらのことから、本物質の経口曝露による健

康リスクの評価に向けて経口曝露の情報収集等を行う必要性があると考えられる。 
 
 

表 3.4 吸入曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気 0.015 µg/m3未満程度 0.034 µg/m3程度 

0.33 mg/m3 
ラット 
マウス 

970 

室内空気 － － － 
 

吸入曝露については、一般環境大気中の濃度についてみると、平均曝露濃度は 0.015 µg/m3

未満程度、予測最大曝露濃度は 0.034 µg/m3程度であった。無毒性量等 0.33 mg/m3と予測最大

曝露濃度から、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除して求めた MOE は 970

となる。一方、化管法に基づく平成 23 年度の大気への届出排出量をもとに推定した高排出事

業所近傍の大気中濃度（年平均値）の最大値は 0.99 µg/m3 であったが、参考としてこれから

算出した MOE は 33 となる。このため、本物質の一般環境大気の吸入曝露による健康リスク

の評価に向けて吸入曝露の情報収集等を行う必要性があると考えられる。 
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４．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、生物群（藻類、甲殻類、魚類及び

その他の生物）ごとに整理すると表 4.1 のとおりとなった。 

  
表 4.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 
急 

性 

慢 

性 

毒性値 

[µg/L] 
生物名 

生物分類／和名

（試験条件等）

エンドポイント

／影響内容 

曝露期間[日] 

（試験条件等） 

試験の

信頼性 

採用の

可能性
文献 No.

藻 類 ○  6,200 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 IGC50  GRO 4 C C 1)-871 

 ○  9,000 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 EC50  GRO 4 C C 1)-5089

 ○  30,000 
Chlorella 
pyrenoidosa 

緑藻類 
EC50   
GRO (RATE)

4 B B 1)-11455

甲殻類  ○ 10,000 Daphnia sp. ミジンコ属 NOEC  REP 30 D C 1)-871 

 ○  46,000 Daphnia magna オオミジンコ IC50  IMM 1 B C 1)-871 

 ○  48,000 Daphnia magna オオミジンコ EC50  IMM 1 B C 1)-5089

 ○  50,000 Daphnia magna オオミジンコ LC50  MOR 2 B B 1)-11455

 ○  88,700 Daphnia magna オオミジンコ EC50  IMM 2 E C 5) 

 ○  >100,000 Crangon crangon エビジャコ属 LC50  MOR 2 B B 1)-906 

魚 類  ○ 1,000 
Oncorhynchus 
mykiss 

ニジマス（胚） NOEC  GRO 50 B B 1)-871 

 ○  17,000 
Oncorhynchus 
mykiss 

ニジマス LC50  MOR 
4 

(軟水) 
B B 1)-5089

 ○  20,000 
Oncorhynchus 
mykiss ニジマス LC50  MOR 

4 
(軟水) 

B B 1)-871 

 ○  118,000 
Oncorhynchus 
mykiss ニジマス LC50  MOR 

4 
(硬水) 

B B 1)-5089

 ○  120,000 
Oncorhynchus 
mykiss 

ニジマス LC50  MOR 
4 

(硬水) 
B B 1)-871 

 ○  210,000 Poecilia reticulata グッピー LC50  MOR 4 B B 1)-11455

 ○  1,000,000 Oryzias latipes メダカ LC50  MOR 2 C C 1)-10132

その他   ― ― ― ― ― ― ― ― 

毒性値（太字）：PNEC 導出の際に参照した知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）： PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可 
E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない 

エンドポイント 

EC50 (Median Effective Concentration)：半数影響濃度、IC50 (Median Inhibition Concentration)：半数阻害濃度、 
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IGC50 (Median Inhibitory Growth Concentration)：半数生長阻害濃度、LC50 (Median Lethal Concentration)：半数致死濃度、 

NOEC (No Observed Effect Concentration)：無影響濃度 

影響内容 

GRO (Growth)：生長（植物）又は成長（動物）、IMM (Immobilization)：遊泳阻害、MOR (Mortality)：死亡、 

REP (Reproduction)：繁殖 

毒性値の算出方法 

RATE：生長速度より求める方法（速度法） 

 

 

評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそれ

ぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用した。その知見の

概要は以下のとおりである。 
 

1） 藻類 

Van Leeuwen ら 1)-11455は OECD テストガイドライン No. 201 (1980) に準拠し、緑藻類 Chlorella 

pyrenoidosa の生長阻害試験を実施した。試験には密閉容器が用いられ、硬度 90 mg/L (CaCO3換

算) の培地が用いられた。速度法による 96 時間半数影響濃度 (EC50) は 30,000 µg/L であった。 

 

2） 甲殻類 

Van Leeuwen ら 1)-11455は、OECD テストガイドライン No. 202 (1981) を一部改変した試験方法

に従って、オオミジンコ Daphnia magna の急性毒性試験を実施した。試験は半止水式（毎日換

水、密閉容器使用）で行われ、硬度 260 mg/L (CaCO3換算) の試験用水が用いられた。48 時間

半数致死濃度 (LC50) は 50,000 µg/L であった。 

 

3） 魚類 

Calamari ら 1)-5089 はイタリア水研究所 (IRSA)の試験方法  (1973) に準拠し、ニジマス

Oncorhynchus mykiss (= Salmo gairdneri) の急性毒性試験を実施した。硬度 20 mg/L (CaCO3換算) 

の試験用水が用いられた。設定濃度に基づく 96時間半数致死濃度 (LC50) は 17,000 µg/Lであっ

た。 

また Calamari ら 1)-871は、ニジマス Oncorhynchus mykiss (= Salmo gairdneri) の胚を用いて初期

生活段階毒性試験を実施した。試験は流水式で行われ、硬度 320 mg/L (CaCO3 換算) の試験用

水が用いられた。被験物質の実測濃度は 0、0.6、1.0、2.2、3.7、9.0 mg/L であった。成長阻害

（体長）に関する 50 日間無影響濃度 (NOEC) は 1,000 µg/L であった。 

 

（2）予測無影響濃度 (PNEC) の設定 

急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上記本文で示した毒性値に情報量に応じたアセ

スメント係数を適用し予測無影響濃度 (PNEC) を求めた。 
 

急性毒性値 

藻類 Chorella pyrenoidosa 96 時間 EC50（生長阻害） 30,000 µg/L

甲殻類 Daphnia magna 48 時間 LC50  50,000 µg/L

魚類 Oncorhynchus mykiss 96 時間 LC50  17,000 µg/L

アセスメント係数：100［3 生物群（藻類、甲殻類及び魚類）について信頼できる知見が得ら
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    れたため］ 

 これらの毒性値のうち最も小さい値（魚類の 17,000 µg/L）をアセスメント係数 100 で除する

ことにより、急性毒性値に基づく PNEC 値 170 µg/L が得られた。 
 

慢性毒性値 

魚類 Oncorhynchus mykiss 50 日間 NOEC（成長阻害） 1,000 µg/L 

アセスメント係数：100［1 生物群（魚類）の信頼できる知見が得られたため］ 

 得られた毒性値（魚類の 1,000 µg/L）をアセスメント係数 100 で除することにより、慢性毒性

値に基づく PNEC 値 10 µg/L が得られた。 

 

 本物質の PNEC としては魚類の慢性毒性値から得られた 10 µg/L を採用する。 

 

（3）生態リスクの初期評価結果 

 

表 4.2 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度 (PEC) PNEC 
PEC/ 

PNEC 比

公共用水域・淡水 4 µg/L未満程度 (2012) 190 µg/L程度 (2012) 
10 

µg/L 

19 

公共用水域・海水 
4 µg/L未満の報告がある 

(2012) 
1.2 µg/L程度 (2012) 0.12 

注：1) 水質中濃度の (  ) の数値は測定年度を示す  
   2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 

 

 

 

本物質の公共用水域における濃度は、平均濃度で見ると淡水域は 4 µg/L 未満程度であり、海

水域では 4 µg/L 未満の報告があった。安全側の評価値として設定された予測環境中濃度 (PEC) 

は、淡水域で 190 µg/L 程度であり、海水域では 1.2 µg/L 程度であった。 

予測環境中濃度 (PEC) と予測無影響濃度 (PNEC) の比は、淡水域で 19、海水域では 0.12 と

なるため、本物質については詳細な評価を行う候補であると考えられる。 

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。 

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］ 
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１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名： テトラフルオロエチレン 

（別の呼称：1,1,2,2-テトラフルオロエテン、PFC-114） 

CAS 番号： 116-14-3 

化審法官報公示整理番号： 2-112 
化管法政令番号： 
RTECS 番号： KX4000000 

分子式： C2F4 

分子量： 100.02 
換算係数： 1 ppm = 4.09 mg/m3 (気体、25℃) 
構造式： 
 
 
 
 

 

 

（2）物理化学的性状 

本物質は常温で無色透明の気体である1)。 

融点 -131.14℃2)、-142.5℃3) , 4) 

沸点 -76℃2)、-76.3℃(760 mmHg)3)、-75.9℃4)  

密度 1.519 g/cm3 (-76℃)2)、1.519 g/cm3 3)  

蒸気圧 2.45×104 mmHg (=3.27×106 Pa) (25℃)4) 

分配係数（1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水）(log Kow) 1.2(KOWWIN5)により計算) 

解離定数（pKa）  

水溶性（水溶解度） 159 mg/L (25℃、1 atm)6) 

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性  

生分解性に関する情報は得られなかった7), 8) 

 

化学分解性 

OH ラジカルとの反応性 （大気中） 

反応速度定数：0.21×10-12 cm3/(分子･sec)（AOPWIN9)により計算）  

半減期：26～260 日 （OH ラジカル濃度を 3×106～3×105分子/cm3  10)と仮定し計算）

 オゾンとの反応性 （大気中） 

反応速度定数：9.2×10-20 cm3/(分子･sec)（25℃、測定値）11) 

半減期：29～170 日（オゾン濃度を 3×1012～5×1011分子/cm3 12)と仮定して計算）  

加水分解性 

 加水分解性の基を持たない13) 

［6］テトラフルオロエチレン 

－149－



6 テトラフルオロエチレン 

 

 

生物濃縮性 

  生物濃縮係数 (BCF)：2.9（BCFBAF14)により計算）  

 

土壌吸着性 

土壌吸着定数 (Koc)：95（KOCWIN15)により計算） 

 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

本物質の化審法に基づき公表された平成 22 年度及び平成 23 年度の製造輸入数量（製造数

量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含まない値）は、届出事業者が 2 社以

下のため、公表されていない16),17)。 

国内生産量（平成 21 年）は、公表されていない1)。 

 

② 用 途 

本物質は、ふっ素系樹脂の原料として使われている1)。ポリテトラフルオロエチレン

（PTFE）は代表的なふっ素系樹脂のひとつであり、耐熱性、耐化学薬品性、潤滑性、非粘着

性と水や油をはじく性質があり、化学工業用の装置部品、機械部品、電気部品などのコーテ

ィングのほか、フライパンのコーティングなど、幅広い用途に使われている1)。 

テトラフルオロエチレンから作られるふっ素系樹脂には、PTFE よりも成形性を高めたも

のが各種開発されており、複雑な形状の成形品の製造などに利用され、さらに用途分野を広

げつつある1)。 

 

（5）環境施策上の位置付け 

本物質は、平成 21 年 10 月 1 日に施行された化学物質排出把握管理促進法対象物質見直しに

より、第一種指定化学物質から除外された。 
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２．曝露評価 

環境リスクの初期評価のため、わが国の一般的な国民の健康や水生生物の生存・生育を確保

する観点から、実測データをもとに基本的には化学物質の環境からの曝露を中心に評価するこ

ととし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則として最大濃度に

より評価を行っている。 

（1）環境中への排出量 

本物質は、化管法の対象物質見直し前においては第一種指定化学物質であった。同法に基

づき公表された平成 21 年度の届出排出量1)、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動

体2)から集計した排出量等を表 2.1 に示す。なお、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・

移動体の推計はなされていなかった。 

 
表 2.1 化管法に基づく排出量及び移動量（PRTR データ）の集計結果（平成 21 年度） 

大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 223,120 0 0 0 0 0 - - - - 223,120 - 223,120

テトラフルオロエチレン

業種等別排出量(割合) 223,120 0 0 0 0 0 0 0 0 0

223,120 0 0 0 0 0 届出 届出外

(100%) 100% -

届出外
排出量

合計

総排出量の構成比(%)

化学工業

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 排出量　　(kg/年) 届出
排出量

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

 
 

本物質の平成 21 年度における環境中への総排出量は約 220 t となり、全て届出排出量であっ

た。届出排出量の全てが大気へ排出されるとしている。届出排出量の排出源は、化学工業のみ

であった。 

 

（2）媒体別分配割合の予測 

本物質の環境中の媒体別分配割合を、表 2.1 に示した環境中への排出量を基に USES3.0 をベ

ースに日本固有のパラメータを組み込んだ Mackay-Type Level III 多媒体モデル3)を用いて予測し

た。予測の対象地域は、平成 21 年度に環境中及び大気への排出量が最大であった千葉県（大気

への排出量 110 t）とした。予測結果を表 2.2 に示す。 

 
表 2.2 媒体別分配割合の予測結果 

媒 体 

分配割合(%) 
上段：排出量が最大の媒体、下段：予測の対象地域 

環境中 大 気 

千葉県 千葉県 

大 気 100.0 100.0 

水 域 0.0 0.0 

土 壌 0.0 0.0 

底 質 0.0 0.0 

注：数値は環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの 
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（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認さ

れた調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.3 に示

す。 

 
表 2.3 各媒体中の存在状況 

媒 体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a)
検出 

検出率 調査地域 測定年度 文 献
平均値 a) 平均値 下限値

                      

一般環境大気  µg/m3 0.084 0.38 <0.061 2 0.061 3/10 全国 2012 4) 

             

室内空気 µg/m3          

           

食物 µg/g          

             

飲料水 µg/L          

             

地下水 µg/L          

             

土壌 µg/g          

             

公共用水域・淡水   µg/L          

             

公共用水域・海水   µg/L          

             

底質(公共用水域・淡水) µg/g          

           

底質(公共用水域・海水) µg/g          

           

魚類(公共用水域・淡水) µg/g          

           

魚類(公共用水域・海水) µg/g          

             

注：a) 最大値または幾何平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す 

 

（4）人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

一般環境大気の実測値を用いて、人に対する曝露の推定を行った（表 2.4）。化学物質の人に

よる一日曝露量の算出に際しては、人の一日の呼吸量、飲水量及び食事量をそれぞれ 15 m3、2 

L 及び 2,000 g と仮定し、体重を 50 kg と仮定している。 

 
表 2.4 各媒体中の濃度と一日曝露量 

 媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

  大 気     

  一般環境大気 0.084 µg/m3程度 (2012) 0.025 µg/kg/day 程度 

  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 
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 媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

平 水 質   

  飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

  地下水 データは得られなかった データは得られなかった 

均 公共用水域・淡水 データは得られなかった データは得られなかった 

        

  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

        

  大 気     

  一般環境大気 2 µg/m3程度 (2012) 0.6 µg/kg/day 程度 

  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

最       

 水 質     

大 飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

 地下水 データは得られなかった データは得られなかった 

値 公共用水域・淡水 データは得られなかった データは得られなかった 

        

  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

        

 

人の一日曝露量の集計結果を表 2.5 に示す。 

吸入曝露の予測最大曝露濃度は、一般環境大気のデータから 2 µg/m3程度となった。一方、化

管法に基づく平成 21 年度の大気への届出排出量をもとにプルーム・パフモデル5)を用いて推定

した大気中濃度の年平均値は、最大で 21 µg/m3となった。 

経口曝露の予測最大曝露量を設定できるデータは得られなかった。 

物理化学的性状から考えて生物濃縮性が高くないと推測されることから、本物質の環境媒体

から食物経由の曝露量は少ないと考えられる。 

 
表 2.5 人の一日曝露量 

  媒 体 平均曝露量（μg/kg/day） 予測最大曝露量（μg/kg/day） 

大 気 
一般環境大気 0.025 0.6 

室内空気   

 飲料水   

水 質 地下水   

 公共用水域・淡水   

食 物    

土 壌    

  経口曝露量合計   

  総曝露量 0.025 0.6 

注：1)総曝露量は、吸入曝露として一般環境大気を用いて算定したものである 
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（5）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.6 のように整理した。

水質についてデータは得られなかった。 

 
表 2.6 公共用水域濃度 

水 域 平   均 最 大 値 

淡 水 
 

海 水 

データは得られなかった
 

データは得られなかった

データは得られなかった 
 

データは得られなかった 

注：淡水は､河川河口域を含む 
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３．健康リスクの初期評価 

健康リスクの初期評価として、ヒトに対する化学物質の影響についてのリスク評価を行った。 

（1）体内動態、代謝 

ラットに 3,500 ppm の本物質を 30 分間吸入させ、尿中へのフッ素イオン排泄量を 14 日間調

べた結果、6、13、14 日に有意な増加を認め、体内に吸収された本物質が代謝されたものと考え

られた 1) 。また、フッ化物の尿中排泄の増加は 101～2,489 ppm を 2 週間吸入させたラット及び

ハムスターでもみられたが、尿中のフッ化物濃度は曝露終了で通常に戻った。200～2,000 ppm

を 18 週間吸入させたラット及びハムスターでは、曝露濃度に依存した尿中フッ化物濃度の増加

がみられた 2) 。 

ウサギの鼻部に 1,000 ppm を 60 分間曝露して吸入させた結果、肺胞から本物質の 6.76％が吸

収され、検査した部位の中では肺、骨、腎臓でフッ化物濃度が最も高かった 3) 。 

ラットの肝ホモジネート上澄分画を用いた本物質の in vitro 代謝試験では、S-(1,1,2,2-テトラフ

ルオロエチル)グルタチオンが検出され、吸入曝露したラットの胆汁から本物質のシステイニル

グリシン抱合体やシステイン抱合体が検出された。このため、ハロアルケン類で一般的な代謝

経路であるチトクローム P-450 を介した酸化反応は本物質では生じないものと考えられた。ま

た、本物質のシステイン抱合体（S-(1,1,2,2-テトラフルオロエチル)-L-システイン）をラットに

経口投与したところ、本物質を投与した場合と同様の腎傷害を認め、腎スライスと共に培養し

たところ、ピルビン酸塩及びアンモニアの有意な増加と腎スライスへのイオン輸送の有意な阻

害を認め、β-リアーゼとの反応でシステイン抱合体から化学量論的にピルビン酸塩及びアンモ

ニアが生成されることも認めた。これらの結果から、本物質の腎毒性は本物質のグルタチオン

抱合体に由来すると考えられ、胆汁に排泄されたグルタチオン抱合体の分解によって生じたシ

ステイン抱合体が再吸収され、腎臓でβ-リアーゼによって細胞毒性を有する化学種へとさらに

代謝されるものと考えられた 4) 。 

ラットに S-(1,1,2,2-テトラフルオロエチル)-L-システインを腹腔内投与した結果、投与量の 3％

が本物質のメルカプツール酸として 24 時間までの尿中に排泄されたが、S-システイン抱合体の

排泄は無視できる程度であった。また、in vitro 試験では肝臓のβ-リアーゼ活性、N-脱アセチル

化活性、N-アセチルトランスフェラーゼ活性は腎臓の 1/5～1/6 程度であったことから、腎臓に

比べて肝臓での毒性が低い原因と考えられた 5) 。 

 

（2）一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性 

表 3.1 急性毒性 6) 

動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 吸入 LC16 105,400 mg/m3 (4hr) 

ラット 吸入 LC50 40,000 ppm[164,000 mg/m3] (4hr) 

ラット 吸入 LC50 250,000 mg/m3 (2hr) 

ラット 吸入 LC50 113,200 mg/m3 (4hr) 

ラット 吸入 LC84 153,000 mg/m3 (4hr) 

マウス 吸入 LC50 143,000 mg/m3 (4hr) 
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動物種 経路 致死量、中毒量等 
マウス 吸入 LC50 143,000 mg/m3 (2hr) 

モルモット 吸入 LC50 116,000 mg/m3 (4hr) 

モルモット 吸入 LC50 115,600 mg/m3 (4hr) 

ウサギ 吸入 LCLo 40,000 ppm[164,000 mg/m3] (2hr) 

ウサギ 吸入 LCLo 81,800 mg/m3 (2hr) 

イヌ 吸入 LCLo 81,800 mg/m3 (2hr) 
注：（ ）内の時間は曝露時間を示す。 

 

本物質は眼や気道を刺激すると考えられているが、確たる毒性データがあるわけではない。

なお、本物質の重合体（四フッ化エチレン樹脂）の熱分解物の曝露ではポリマーヒューム熱

と呼ばれるインフルエンザ様症候群を起こし、発熱や悪寒、頭痛、眩暈、吐き気、脱力、四

肢の硬直様振戦を生じる 7) 。 

 

② 中・長期毒性 

ア）Fischer 344 ラット及び B6C3F1マウスの雌各 10 匹を 1 群とし、0、30、300、600、1,200 ppm

を 12 日間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、ラット及びマウスで一般状態や体重に影

響はなかった。1,200 ppm 群で白血球数及びヘモグロビン濃度の有意な減少を認めたが、血

液生化学や尿の検査結果に影響はなかった。ラットの 600 ppm 以上の群で腎臓の絶対重量

に有意な増加を認め、1,200 ppm 群の腎臓で BrdU 染色法による細胞増殖性（BrdU 陽性細胞

率）の有意な増加が曝露 5 日にみられたが、12 日にはわずかに高い程度であり、肝臓では

BrdU 陽性細胞率の有意な増加はみられなかった。マウスでも 600 ppm 以上の群の腎臓で曝

露 5 日に BrdU 陽性細胞率が有意に増加したが、12 日には有意差はなく、肝臓では BrdU 陽

性細胞率の有意な増加はみられなかった。肝臓及び脾臓組織への影響はラット及びマウス

でなかったが、腎臓では 600 ppm 以上の群のラットで尿細管の変性/壊死、1,200 ppm 群の

マウスで尿細管の壊死、巨大核、細胞質の好塩基性化がみられた 8) 。この結果から、NOAEL

をラットで 300 ppm（曝露状況で補正：54 ppm( 221 mg/m3)）、マウスで 600 ppm（曝露状況

で補正：107 ppm( 438 mg/m3)）とする。 

イ）Fischer 344 ラット及び B6C3F1マウス雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、312、625、1,250、2,500、

5,000 ppm を 13 週間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、ラットでは一般状態に影響は

なかったが、5,000 ppm 群の雌雄で体重増加の有意な抑制を認めた。312 ppm 以上の群の雄

及び 5,000 ppm 群の雌で貧血、312 ppm 以上の群の雄及び 2,500 ppm 群の雌でタンパク尿を

認めた。また、312 ppm 以上の群の雄及び 625 ppm 以上の群の雌で肝臓の絶対及び相対重

量、1,250 ppm 以上の群の雄で腎臓の絶対及び相対重量、2,500 ppm 以上の群の雌で腎臓の

相対重量の有意な増加、312 ppm 以上の群の雄及び 2,500 ppm 以上の群の雌で尿細管変性の

発生率に有意な増加を認めた 7) 。 

 マウスでもラットと同様の貧血を 2,500 ppm 以上の群の雄及び 5,000 ppm 群の雌で認め、

2,500 ppm 以上の群の雌雄で尿量の有意な増加とそれに伴う尿比重の有意な低下、1,250 ppm

以上の群の雌雄で尿細管上皮細胞の巨大核の発生率に有意な増加を認めた 7) 。 

 これらの結果から、ラットで LOAEL を 312 ppm（曝露状況で補正：56 ppm( 229 mg/m3)）、

マウスで NOAEL を 625 ppm（曝露状況で補正：112 ppm( 458 mg/m3)）とする。 
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ウ）Sprague-Dawley ラット及び Syrian ハムスター雌雄各 60 匹を 1 群とし、0、200、600、2,000 

ppm を 90 日間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、ラットでは 2,000 ppm 群の雌雄で体

重は有意に低く、600 ppm 以上の群の雌で尿量は有意に増加し、2,000 ppm 群の雌で尿比重

は有意に低下した。また、600 ppm 以上の群の雌雄で肝臓の絶対及び相対重量、2,000 ppm

群の雌雄で腎臓の絶対及び相対重量の有意な増加を認め、600 ppm 以上の群で雄の全数、

雌の大部分で尿細管の拡張、変性がみられた。ハムスターでは、2,000 ppm 群の雄で胸腺の

絶対及び相対重量の有意な減少、雌で肝臓及び腎臓の絶対及び相対重量の有意な増加を認

めた 9) 。この結果から、NOAEL をラットで 200 ppm（曝露状況で補正：36 ppm( 147 mg/m3)）、

ハムスターで 600 ppm（曝露状況で補正：107 ppm( 438 mg/m3)）とする。 

エ）Fischer 344 ラット雌雄各 50 匹を 1 群とし、雄に 0、156、312、625 ppm、雌に 0、312、

625、1,250 ppm を 104 週間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、625 ppm 群の雄及び 1,250 

ppm 群の雌で体重増加の抑制、1,250 ppm 群の雌で白内障の発生率増加がみられ、312 ppm

以上の群の雌及び 625 ppm 群の雄で生存率は有意に低かった。15 ヶ月時の検査では、血液

や血液生化学、尿に影響はなかったが、312 ppm 以上の群の雄で腎臓相対重量、625 ppm 以

上の群の雌で腎臓及び肝臓絶対重量の有意な増加を認め、156 ppm 以上の群の雄及び 625 

ppm 以上の群の雌で尿細管の変性、1,250 ppm 群の雌の尿細管で過形成、156 ppm 以上の群

の雄の肝臓で明細胞巣、625 ppm 以上の群の雌の肝臓で混合型細胞巣の発生率に有意な増

加がみられた。104 週後の腎臓では 156 ppm 以上の群の雄及び 625 ppm 以上の群の雌で尿

細管の変性、625 ppm群の雄及び 625 ppm以上の群の雌の尿細管で過形成、肝臓では 156 ppm

以上の群の雄で好酸性細胞巣、嚢胞変性、312 ppm 以上の群の雄で好塩基性細胞巣、混合

型細胞巣、312 ppm 以上の群の雌で血管拡張、1,250 ppm 群の雌で混合型細胞巣の発生率に

有意な増加を認めた 7) 。この結果から、LOAEL を 156 ppm（曝露状況で補正：28 ppm( 115 

mg/m3)）とする。 

オ）B6C3F1マウス雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、312、625、1,250 ppm を 95～96 週間（6 時間/

日、5 日/週）吸入させた結果、312 ppm 以上の群の雌雄で生存率は有意に低く、個体数の

減少に伴って 70 週頃から平均体重の減少がみられた。15 ヶ月時の検査では、肺、腎臓及び

肝臓の重量に影響はなかったが、625 ppm 以上の群の雄で尿細管の拡張、巨大核、雌の尿

細管で巨大核、肝臓で好酸性細胞巣の発生率に有意な増加を認めた。104 週後の腎臓では、

312 ppm 以上の群の雄で尿細管の拡張、625 ppm 以上の群の雄及び 1,250 ppm 群の雌の尿細

管で巨大核の発生率に有意な増加を認めた。雄の肝臓では 312 ppm 以上の群で血管拡張、

625 ppm 以上の群で好酸性細胞巣、多巣性の凝固壊死の発生率に有意な増加を認め、雌に

も同様の変化はみられたが、濃度依存性はなかった。また、312 ppm 以上の群の雌雄の脾

臓で造血細胞の増殖の発生率に有意な増加を認めた 7) 。この結果から、LOAEL を 312 ppm

（曝露状況で補正：56 ppm( 229 mg/m3)）とする。 

 

③ 生殖・発生毒性 

ア）Fischer 344 ラット及び B6C3F1マウス雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、312、625、1,250、2,500、

5,000 ppm を 13 週間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、ラット及びマウスで精子の形

態や数、運動性、雌の性周期に影響はなかった 7) 。 
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イ）Sprague-Dawley ラット及び Syrian ハムスター雌雄各 15 匹を 1 群とし、0、200、600、2,000 

ppm を 90 日間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、ラットでは精巣への影響はなかった

が、ハムスターでは 2,000 ppm 群の雄で精巣相対重量の有意な増加を認め、5/9 匹で精巣の

萎縮を認めた 9) 。なお、繁殖能への影響については未検討であった。 

 

④ ヒトへの影響 

ヒトへの影響について、知見は得られなかった。 

 

（3）発がん性 

① 主要な機関による発がんの可能性の分類 

国際的に主要な機関での評価に基づく本物質の発がんの可能性の分類については、表 3.2

に示すとおりである。 
 

表 3.2 主要な機関による発がんの可能性の分類 

機 関 (年) 分  類 

WHO IARC (1999) 2B ヒトに対して発がん性があるかもしれない。 

EU EU －  

 EPA －  

USA ACGIH (1999) A3  

 NTP (2000) 合理的にヒトに対して発がん性のあることが懸念される物

質。 

日本 日本産業衛生学会 

(2001) 

第2群B ヒトに対しておそらく発がん性があると判断でき

る物質のうち、証拠が比較的十分でない物質。 

ドイツ DFG (2005) 2 ヒトに対して発がん性があると考えられる物質。 
 

② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

in vitro 試験系では、代謝活性化系（S9）添加の有無にかかわらずネズミチフス菌 10) 、チ

ャイニーズハムスター卵巣（CHO）細胞 11) で遺伝子突然変異、チャイニーズハムスター卵

巣（CHO）細胞 12) で染色体異常を誘発しなかった。 

in vivo 試験系では、吸入曝露したマウスの骨髄細胞 13) 、末梢血 7) で小核を誘発しなかっ

た。また、吸入曝露による 2 年間の発がん性試験でマウスに発生した肝細胞腺腫及び肝細

胞癌についてがん遺伝子（ras）の突然変異頻度を調べた結果、対照群の頻度や自然発生頻

度よりも有意に低く、本物質による肝腫瘍の発現には ras 遺伝子の突然変異が関与してい

ないことが示唆された 7) 。 

 

○ 実験動物に関する発がん性の知見 

Fischer 344 ラット雌雄各 50 匹を 1 群とし、雄に 0、156、312、625 ppm、雌に 0、312、

625、1,250 ppm を 104 週間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、腎臓では 312 ppm 以上
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の群の雄及び 1,250 ppm 群の雌で尿細管腺腫、625 ppm 群の雄及び 1,250 ppm 群の雌で尿細

管腺腫又は癌の発生率に有意な増加を認めた。肝臓では 312 ppm 群の雄で肝細胞癌、肝細

胞腺腫又は癌、312 ppm 以上の群の雌で肝細胞腺腫、肝細胞腺腫又は癌、312 ppm 及び 625 

ppm 群の雌で肝細胞癌の発生率に有意な増加を認め、雌の 625 ppm 群で血管肉腫の発生率

は有意に高かった。また、156 ppm 群の雄及び 312 ppm 以上の群の雌で単核細胞性白血病

の発生率に有意な増加を認めた 7) 。 

B6C3F1マウス雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、312、625、1,250 ppm を 95～96 週間（6 時間/

日、5 日/週）吸入させた結果、雌雄の腎臓で腫瘍の発生率増加はなかったが、312 ppm 以

上の群の雌雄の肝臓で血管肉腫、肝細胞癌の発生率に有意な増加を認め、血管腫又は血管

肉腫、肝細胞腺腫又は癌の発生率も有意に高かった。また、312 ppm 以上の群の雌雄で組

織球肉腫の発生率に有意な増加を認め、その発生率は肝臓及び肺で高く、脾臓やリンパ節、

骨髄、腎臓で低かった 7) 。 

これらの結果から、本物質の発がん作用についてはラット及びマウスで明らかな証拠が

あったと NTP（1997）は結論している 7) 。 

 

○ ヒトに関する発がん性の知見 

ヒトでの発がん性について、知見は得られなかった。 

なお、本物質の重合体（四フッ化エチレン樹脂）による人工動脈を移植し、10 年後に移

植部に線維肉腫を発症した 31 歳の男性では、異物（樹脂製の人工血管）により生じた線維

肉腫と考えられた 14) 。 

 

（4）健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定 

非発がん影響については一般毒性に関する知見が得られているが、生殖・発生毒性につい

ては十分な知見が得られていない。発がん性については動物実験で発がん性を示唆する結果

が得られているものの、ヒトでの知見は十分でなく、ヒトに対する発がん性の有無について

は判断できない。このため、閾値の存在を前提とする有害性について、非発がん影響に関す

る知見に基づき無毒性量等を設定することとする。 

経口曝露については、無毒性量等の設定ができなかった。 

吸入曝露については、中・長期毒性エ）のラットの試験から得られた LOAEL 156 ppm（尿

細管の変性、肝細胞の変性など）を曝露状況で補正して 28 ppm（115 mg/m3）とし、LOAEL

であるために 10 で除した 12 mg/m3が信頼性のある最も低濃度の知見と判断し、これを無毒

性量等に設定する。 
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詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

MOE＝10 MOE＝100［ 判定基準 ］

② 健康リスクの初期評価結果

表 3.3 経口曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露量 予測最大曝露量 無毒性量等 MOE 

経口
飲料水 － －

－ －
－

地下水 － － －
 

経口曝露については、無毒性量等が設定できず、曝露量も把握されていないため、健康リ

スクの判定はできなかった。

なお、平成 21 年度の環境中への総排出量は約 220 t であったが、そのすべてが大気へ排出

されており、蒸気圧も高いことから、本物質の経口曝露による健康リスクの評価に向けて経

口曝露量の知見収集等を行う必要性は低いと考えられる。

表 3.4 吸入曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入
環境大気 0.084 µg/m3程度 2 µg/m3程度

12 mg/m3 ラット
120  

室内空気 － － －

吸入曝露については、一般環境大気中の濃度についてみると、平均曝露濃度は 0.084 µg/m3

程度、予測最大曝露濃度は 2 µg/m3程度であった。無毒性量等 12 mg/m3と予測最大曝露濃度

から、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除し、さらに発がん性を考慮して

5 で除して求めた MOE（Margin of Exposure）は 120 となる。一方、化管法に基づく平成 21
年度の大気への届出排出量をもとに推定した高排出事業所近傍の大気中濃度（年平均値）の

最大値は 21 µg/m3であったが、参考としてこれから算出した MOE は 11 となる。このため、

本物質の一般環境大気の吸入曝露による健康リスクの評価に向けて吸入曝露の情報収集等を

行う必要性があると考えられる。
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４．生態リスクの初期評価 

本物質については、環境中濃度及び生態リスク初期評価に必要な有害性情報が得られず、生

態リスクの判定はできなかった。 

化学物質排出把握管理促進法に基づいて公表された本物質の届出排出量は、排出量の届出が

あった全ての年度（平成 13～21 年度）において、大気への排出量のみが届出られており、公共

用水域への届出排出量は、全ての年度において 0 kg/年であった。 

本物質の媒体別分配割合について、平成21年度の環境中への排出量に基づき、多媒体モデル

を用いて予測すると、全てが大気に分配されるという結果になった。本物質の蒸気圧は高いこ

とから、大気から水質へ移行する可能性は低いと考えられる。 

したがって本物質については、水質からの曝露による水生生物の生態リスク初期評価に向け

て、情報収集を行う必要性は低いと考えられる。 
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１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名： トリメチルアミン 

（別の呼称：N,N-ジメチルメタンアミン、N-トリメチルアミン） 

CAS 番号： 75-50-3 

化審法官報公示整理番号： 2-140 
化管法政令番号：  
RTECS 番号： PA0350000 

分子式： C3H9N 

分子量： 59.11 
換算係数： 1 ppm = 2.42 mg/m3 (気体、25℃) 
構造式：  

N

CH3

CH3

H3C

 
 

（2）物理化学的性状 

本物質は魚類様アンモニア臭を持つ室温で無色の気体である1)。 

融点 -117.1℃2)、-117.08℃3)、-124℃5)、-117℃6)、-124℃6) 

沸点 2.8℃2)、2.87℃ (760 mmHg)3)、3.2~3.8℃5)、3.5℃6) 

密度 0.627 (25℃、>1 atm) 2)  

蒸気圧 
1.61×103 mmHg (=2.15×105 Pa) (25℃) 5)、 
1.4×103 mmHg (=1.9×105 Pa) (20℃) 6) 、 
1.7×103 mmHg (=2.2×105 Pa) (20℃) 6) 

分配係数（1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水）(log Kow) 0.16(pH=2.7) 4)、0.162), 5)、0.2456) 

解離定数（pKa） 9.80 (25℃) 2) 、9.805) 

水溶性（水溶解度） 8.90×105 mg/L (30℃) 5) 

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性  

好気的分解（分解性が良好と判断される物質）7) 

分解率： BOD(NO2) 66%、BOD(NH3) 92%、TOC 100%、GC 100% 

（試験期間：2 週間、被験物質濃度：100 mg/L、活性汚泥濃度：30 mg/L）8) 

 

化学分解性 

OH ラジカルとの反応性 （大気中） 

反応速度定数： 60.9×10-12 cm3/(分子･sec)（25℃、測定値）9)  

半減期：1.1 時間～11 時間（OH ラジカル濃度を 3×106～3×105分子/cm3 10) と仮定し

計算） 

［7］トリメチルアミン 
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オゾンとの反応性 （大気中） 

反応速度定数：9.73×10-18cm3/(分子･sec) （25℃、測定値）9)   

半減期：6.6 時間～40 時間（オゾン濃度を 3×1012～5×1011分子/cm3 10) と仮定し計算）

加水分解性 

 加水分解性の基を持たない11) 

 

生物濃縮性 

 生物濃縮係数 (BCF)：3.2（BCFBAF12)により計算）  

 

土壌吸着性 

土壌吸着定数 (Koc)： 6（ポドゾル土）、232（アルフィゾル土）、678（コンスタンス

湖底質）13) 

 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

本物質の化審法に基づき公表された製造・輸入数量の推移を表 1.1 に示す14), 15), 16)。 

 

表 1.1 製造・輸入数量の推移 

平成(年度) 21  22 23 

製造・輸入数量(t) a) 3,435 b) X c),d) 3,000 d) 

注：a) 平成 22 年度以降の製造・輸入数量の届出要領は、平成 21 年度までとは異なっている 
b) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業所内での自家消費分を含まない値を示す 
c) 届出事業者が 2 社以下のため、製造・輸入数量は公表されていない 
d) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含まない値を示す 

 

「化学物質の製造・輸入数量に関する実態調査」によると、本物質の平成 16 年度における

製造（出荷）及び輸入量は 1,000～10,000 t/年未満である17)。OECD に報告している本物質の

生産量は、1,000～10,000 t/年未満である。 

国内需要量の推移を表 1.2 に示す18)。 

 

表 1.2 国内需要量の推移 

平成(年度) 19 20 21 22 23 

国内需要量(t) a) 5,700 4,800 4,500 5,300 4,700 

注：a) 推定値 

 

② 用 途 

本物質の主な用途は、塩化コリン、繊維油剤、逆性石けん、イオン交換樹脂原料、医薬品

とされている19)。 
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本物質は、するめいか、脂肪分の少ない魚（にしん、ぼら、かたくちいわし等）の塩蔵品

等の加工品、すずき等の生魚、乾燥ヤマドリダケ等食品中に存在する成分である20)。欧米で

は、スナック菓子、焼菓子、肉製品、冷凍乳製品類、ゼラチン・プリン類、清涼飲料等様々

な加工食品において香りの再現、風味の向上等の目的で添加されている20)。 

 

（5）環境施策上の位置付け 

本物質は悪臭防止法の特定悪臭物質に指定されているほか、水環境保全に向けた取組のため

の要調査項目に選定されている。 

また本物質は、旧化学物質審査規制法（平成 15 年改正法）において第二種監視化学物質（通

し番号: 1017）に指定されていた。 
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２．曝露評価 

環境リスクの初期評価のため、わが国の一般的な国民の健康や水生生物の生存・生育を確保

する観点から、実測データをもとに基本的には化学物質の環境からの曝露を中心に評価するこ

ととし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則として最大濃度に

より評価を行っている。 

（1）環境中への排出量 

本物質は化学物質排出把握管理促進法（化管法）第一種指定化学物質ではないため、排出量

及び移動量は得られなかった。 

 

（2）媒体別分配割合の予測 

化管法に基づく排出量及び移動量が得られなかったため、Mackay-Type Level III Fugacity モ

デル1)により媒体別分配割合の予測を行った。予測結果を表 2.1 に示す。 

 
表 2.1 Level Ⅲ Fugacity モデルによる媒体別分配割合（％） 

媒 体 大 気 水 域 土 壌 大気/水域/土壌 

排出速度（kg/時間） 1,000 1,000 1,000 1,000（各々） 

大 気 89.3 0.4 0.0 0.5 

水 域 7.4 97.1 0.4 20.9 

土 壌 3.1 0.0 99.6 78 

底 質 0.2 2.5 0.0 0.5 
注：数値は環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの 

 

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認さ

れた調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.2 に示

す。 

 
表 2.2 各媒体中の存在状況 

媒 体 
幾何 

平均値 a) 
算術 

平均値
最小値 最大値 a) 検出 

下限値
検出率

調査 
地域 

測定年度 文 献 

                      

一般環境大気  µg/m3 <0.007 <0.007 <0.007 0.011 0.007 2/20 全国 2012 2) 

  <0.15 <0.15 <0.15 <0.15b) 0.15 0/16 全国 1991 3) 

             

室内空気 µg/m3          

             

食物 µg/g          

             

飲料水 µg/L          

             

地下水 µg/L          
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媒 体 
幾何 

平均値 a) 
算術 

平均値
最小値 最大値 a) 検出 

下限値
検出率

調査 
地域 

測定年度 文 献 

             

土壌 µg/g          

             

公共用水域・淡水   µg/L <0.37 1.5 <0.37 17 0.37 5/17 全国 2012 2) 

  <0.9 <0.9 <0.4 9.7 0.4～0.9 5/46 全国 2012 4) 

  

<3 <3 <3 <3 3 0/4 北海道、

東京都、

三重県 

1986 5) 

             

公共用水域・海水   µg/L <0.37 0.49 <0.37 1.2 0.37 1/5 全国 2012 2) 

  <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 0.9 0/1 長崎県 2012 4) 

  <3 <3 <3 <3 3 0/7 全国 1986 5) 

             
底質(公共用水域・淡水) µg/g <0.08 <0.08 <0.08 <0.08c) 0.08 0/3 

東京都、

三重県 

1986 5) 

                      

底質(公共用水域・海水) µg/g 0.087 0.13 <0.08 0.38 0.08 3/6 全国 1986 5) 

             

注： a) 最大値又は幾何平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す  

b) 統一検出下限値未満の値として0.099 µg/m3が得られている 
c) 統一検出下限値未満の値として0.043 µg/gが得られている 

     

（4）人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

一般環境大気及び公共用水域・淡水の実測値を用いて、人に対する曝露の推定を行った（表

2.3）。化学物質の人による一日曝露量の算出に際しては、人の一日の呼吸量、飲水量及び食事

量をそれぞれ 15 m3、2 L 及び 2,000 g と仮定し、体重を 50 kg と仮定している。 

 
表 2.3 各媒体中の濃度と一日曝露量 

 媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

  大 気     
  一般環境大気 0.007 µg/m3未満程度 (2012) 0.0021 µg/kg/day 未満程度 

  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

平     
  水 質   
  飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

  地下水 データは得られなかった データは得られなかった 

均 公共用水域・淡水 0.9 µg/L 未満程度 (2012) 0.036 µg/kg/day 未満程度 
      
  食 物 

 
データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

      

  大 気   

  一般環境大気 0.011 µg/m3程度 (2012) 0.0033 µg/kg/day 程度 

最  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

     

大 水 質   
 飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

値  地下水 データは得られなかった データは得られなかった 

 公共用水域・淡水 17 µg/L 程度 (2012) 0.68 µg/kg/day 程度 
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 媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

      
  食 物 

 
データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

      

 

人の一日曝露量の集計結果を表 2.4 に示す。 

吸入曝露の予測最大曝露濃度は、一般環境大気のデータから 0.011 µg/m3程度となった。 

経口曝露の予測最大曝露量は、公共用水域・淡水のデータから算定すると 0.68 µg/kg/day 程度

であった。 

物理化学的性状から考えて生物濃縮性が高くないと推測されることから、本物質の環境媒体

から食物経由の曝露量は少ないと考えられる。 

 
表 2.4 人の一日曝露量 

媒 体 平均曝露量（μg/kg/day） 予測最大曝露量（μg/kg/day） 

大 気  
 一般環境大気 0.0021 0.0033 

 室内空気   

   飲料水   

水 質  地下水   

   公共用水域・淡水 0.036 0.68 

 食 物     

 土 壌     

 経口曝露量合計 0.036 0.68 

 総曝露量 0.0381 0.6833 

注：1) アンダーラインを付した値は、曝露量が「検出下限値未満」とされたものであることを示す 
2) 総曝露量は、吸入曝露として一般環境大気を用いて算定したものである 

 

（5）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.5 のように整理した。

水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定すると、公共用水域の淡水

域では 17 g/L 程度となり、海水域では概ね 1.2 g/L となった。 

 
表 2.5 公共用水域濃度 

水 域 平   均 最 大 値 

淡 水 

海 水 

0.9 µg/L 未満程度 (2012) 

0.9 µg/L 未満の報告がある 
(2012) 

17 µg/L 程度 (2012) 

概ね 1.2 µg/L (2012) 

注：淡水は河川河口域を含む 
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３．健康リスクの初期評価 

健康リスクの初期評価として、ヒトに対する化学物質の影響についてのリスク評価を行った。 

（1）体内動態、代謝 

7 系統のラットに 14C でラベルした本物質 15 mg/kg を強制経口投与した結果、24 時間で投与

した放射活性の 80～86％が尿中に、4～6％が糞中に排泄され、尿中放射活性の 44～47％が N-

酸化により生じたトリメチルアミン N-オキシド（TMAO）、2～4％が脱メチルによって生じたジ

メチルアミン（DMA）であり、49～54％が未変化の本物質であった。糞中では 90～98％が未変

化体、2～10％が TMAO であり、糞尿中への排泄に系統間で有意差はなかった 1) 。 
14C でラベルした本物質をラットに静脈内投与した結果、24 時間で投与した放射活性の 96％

が尿中に排泄され、24～72 時間の尿中排泄は無視できる程度であった。72 時間で糞中に 0.8％、

呼気中に 14CO2として 0.8％が排泄され、血液や肝臓、腎臓には 0.04％以下の残留であった。ま

た、5.9 mg/kg の静脈内投与では 24 時間の尿中から未変化体と TMAO が検出され、その割合は

投与量に対して 17％と 39％（計 56％）であったが、59 mg/kg の投与では 42％と 17％（計 59％）

になって未変化体が増加し、N-酸化を経由した代謝経路の飽和が示唆された。また、尿中には

未知の非メチルアミン代謝物が約 40％排泄されていたと考えられた 2) 。 

ラットに 10、20、40 mg/kg を静脈内投与した結果、血液中の本物質は指数関数的に減少して

半減期は 2～2.5 時間であり、10～40 mg/kg の投与範囲内では動態のパラメータに有意な差はな

かった。20 mg/kg の強制経口投与では、血液中の本物質濃度のピークは 1 時間後にみられて指

数関数的に減少し、半減期は 1.65 時間、生物学的利用能は 81％であった。血液中の TMAO 濃

度のピークは静脈内投与では 0.75～1 時間後、経口投与では 1 時間後にみられ、その後は指数関

数的に減少したものの本物質に比べてやや遅く、経口投与時のデータから求めた半減期は 1.8

時間であった 3) 。 

ヒトでは、本物質投与前の 8 時間で男性ボランティア 4 人の尿中には本物質が 0.6 mg、TMAO

が 23 mg、DMA が 4.4 mg 排泄されたが、本物質の塩酸塩 485 mg を経口投与すると 8 時間で尿

中の本物質は 11 倍、TMAO は 10 倍、DMA は 1.3 倍増加した。再度、1 週間後に 970 mg の塩

酸塩を投与すると、本物質は 39 倍、TMAO は 24 倍、DMA は 1.8 倍増加した。しかし、どちら

の投与量でも 95％以上が TMAO として排泄された 4) 。また、3 人の男性に 14C でラベルした本

物質塩酸塩 100 mg を経口投与した結果、6 時間で投与した放射活性の 84％が尿中に排泄され、

24 時間で 95％が排泄された。TMAO の 2 水和物 100 mg の経口投与では、6 時間で約 50％、24

時間で 95％が排泄された。さらにどちらの場合も 24～72 時間で尿中に約 2％の放射活性が排泄

されたが、糞中への排泄は 72 時間で約 1％であり、呼気中への排泄はなかった。尿中の放射活

性はどちらの場合も TMAO（95％超）と本物質（5％未満）であり、N-酸化が主要な代謝経路で、

本物質が脱メチル化したという証拠はなかった 5) 。男性ボランティア 5 人に本物質の塩酸塩 485、

972 mg を経口投与した試験では、投与後 4 時間までの尿中で DMA の増加がみられ、本物質の

1～2％が脱メチル化した結果と考えられた 6) 。 

ヒト及びラットの皮膚を用いた本物質の透過試験では、24 時間でヒトの皮膚は約 5％、ラッ

トの皮膚は約 21％が透過し、透過時には少量の TMAO の生成がみられた 7) 。 

本物質の N-酸化は主にフラビン含有モノオキシゲナーゼ（FMO）を介して進み、成人の肝臓

にある FMO3 は成人の FMO1 や FMO2、FMO4、FMO5、チトクローム P-450（CYP1A1 など 11
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タイプ）、ウサギの肺の FMO2 に比べて少なくとも 30 倍以上、本物質に対する N-酸化の活性が

高かった。また、成人の肝臓の FMO3 は腎臓や小腸、ヒト胎児の肝臓の FMO3 よりも活性が高

く、本物質のクリアランスには肝臓の FMO3 が大きく関与していると考えられている 8) 。 

本物質は食品等から直接摂取される以外にも、腸内細菌によって魚類に多く含まれる TMAO

の還元や幅広い食品に含まれるコリンやカルニチン等の分解によって生成されている 9, 10) 。こ

のため、本物質を N-酸化する能力の低いヒトでは尿や呼気、汗などの体液に本物質が高濃度で

含まれるため、魚臭様の臭いを生じて魚臭症やトリメチルアミン尿症と呼ばれており 11, 12) 、遺

伝子多型による先天的な原因や感染症、食事の影響などの後天的な原因も考えられている 12) 。

日本では魚臭症患者の存在さえ知られていなかったが、最近の調査で魚臭症の疑いのある患者

が見つかっており、遺伝子多型の存在も明らかになっている 13～15) 。 

 

（2）一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性 

表 3.1 急性毒性 16) 

動物種 経路 致死量、中毒量等 

ラット 経口 LD50 500 mg/kg 

ブタ 経口 LDLo 1,000 mg/kg 

ラット 吸入 LCLo 3,500 ppm[8,470 mg/m3] (4hr) 

マウス 吸入 LC50 19,000 mg/m3 
注：（ ）内の時間は曝露時間を示す。 

 

本物質は眼、気道を重度に刺激し、高濃度を吸入すると、肺水腫を起こすことがあり、皮

膚に付着した液体が急速に気化すると、凍傷を起こすことがある。水溶液は眼、皮膚に対し

て腐食性を示す。吸入すると灼熱感、咳、頭痛、咽頭痛、息苦しさ、息切れを生じ、眼に入

ると発赤、痛み、かすみ眼を生じる。水溶液を経口摂取すると腐食性を示し、腹痛、灼熱感、

ショックまたは虚脱を生じる 17, 18) 。 

 

② 中・長期毒性 

ア）用量設定のために、Sprague-Dawley ラット雌雄各 3 匹を 1 群として 0、25、50、100 mg/kg/day

を 14 日間強制経口投与した予備試験では、雌雄いずれの投与群にも死亡はなく、一般状態

の変化、体重及び摂餌量の推移、血液及び血液生化学のいずれにも影響はなかった 19) 。こ

の結果から、NOAEL を 100 mg/kg/day 以上とする。 

イ）Sprague-Dawley ラット雄 5～6 匹を 1 群とし、0、0.04、0.08、0.16、0.31、0.62％の濃度で

本物質の塩酸塩を餌に添加して 14 日間投与した結果、0.31％以上の群で体重増加の有意な

抑制を認めた。その後さらに 84 日まで混餌投与を続けたところ、0.31％以上の群にみられ

た体重増加の抑制は改善されず、有意なままであったが、尿や血液、血液生化学、臓器の

重量や剖検時の外観に影響はなかった。病理組織学的検査では、0.62％群の精嚢及び前立腺

に明らかな変化がみられ、精嚢では大きさが著明に減少して重量は対照群の 1/2～1/3 とな

り、分泌顆粒も減少しており、前立腺への影響はやや軽度であったが、腺管の狭窄と分泌
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物の減少がみられた 20) 。この結果から、著者らは NOAEL を 0.16％としているが、これを

用量に換算すると 80 mg/kg/day 程度となる。 

ウ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 13 匹を 1 群とし、0、8、40、200 mg/kg/day を交尾前 14 日

から雄には 42 日間、雌には哺育 4 日まで強制経口投与した結果、200 mg/kg/day 群で雄 2/13

匹、雌 1/13 匹が死亡し、雌雄で異常呼吸音と投与直後の流涎がみられた。また、200 mg/kg/day

群の雌雄の前胃で炎症性細胞浸潤を伴った扁平上皮過形成や粘膜下組織の水腫、肉芽の形

成の発生率に有意な増加を認め、前胃粘膜のびらんや潰瘍、出血も一部でみられた。途中

で死亡した雄では、これらの組織変化に加え、十二指腸及び空腸でうっ血、盲腸で好中球

浸潤を伴う水腫もみられた。しかし、血液や血液生化学、尿、臓器重量には毒性学的意義

のある変化はなかった 19) 。この結果から、NOAEL を 40 mg/kg/day とする。 

エ）Sprague-Dawley ラット雄 10 匹を 1 群とし、0、75、250、750 ppm を 2 週間（6 時間/日、

5 日/週）吸入させた結果、750 ppm 群で体重増加の有意な抑制を認め、曝露時には音刺激

に対する反応の低下がみられた。250 ppm 以上の群で濃度に依存した赤血球数の有意な増

加がみられ、750 ppm 群でヘモグロビン濃度、ヘマトクリット値、血小板、好中球、血清

尿素窒素、血清タンパク質、血清クレアチニンが有意に増加した。鼻腔及び鼻甲介の刺激

は 75 ppm 以上の群でみられたが、それは鼻粘膜の充血やうっ血、浮腫、変性や壊死、萎縮、

再生像又は扁平上皮化生、凝血塊や膿汁貯留を伴っており、変性は空胞化や組織崩壊、上

皮の剥離からなった。これらの組織変化は 75 ppm 群ではごく軽微であったが、750 ppm 群

では中程度/重度であり、鼻以外の組織には影響はなかったが、250 ppm 以上の群では 2 週

間の回復期間後も鼻の組織変化が持続していた。なお、250 ppm 以上の群で腎臓絶対重量

の減少がみられたが、相対重量に有意差はなかった 21) 。この結果から、LOAEL を 75 ppm

（曝露状況で補正：13 ppm（31 mg/m3））とする。 

オ）雄ラット 12 匹を 1 群とし、0、25、75 mg/m3を 7 ヶ月間（5 時間/日）吸入させた結果、

25 mg/m3以上の群で曝露開始から 3～4 週間頃まで興奮と攻撃性が現れ、曝露時の下痢は 1

ヶ月間持続してみられた。75 mg/m3群ではリンパ球の減少と好中球の増加が 4 ヶ月以降か

らみられるようになったが、体重や酸素消費量、CO2 排出量、血液中のタンパク質分画、

肝臓の抗毒素機能（Quick-Pytel test による）、神経及び筋の興奮性閾値に影響はなかった。

病理形態学的検査では、75 mg/m3 群で気管支肺炎及び肺胞中隔の破壊を伴った肺組織の出

血、肝臓及び腎臓、脾臓で出血を認め、25 mg/m3群でも同様の変化はみられたが、程度は

より軽度であった。副腎相対重量の有意な増加が 75 mg/m3群でみられたが、肝臓等の重量

に影響はなかった 22) 。なお、本報告については不明な点もあったことから、NOAEL 等の

判断はしなかった。 

 

③ 生殖・発生毒性 

ア）Sprague-Dawley ラット雌雄各 13 匹を 1 群とし、0、8、40、200 mg/kg/day を交尾前 14 日か

ら雄には 42 日間、雌には哺育 4 日まで強制経口投与した結果、交尾率や受胎率への影響、分

娩及び哺育状態の異常はみられず、産仔数や分娩率、妊娠期間、黄体数、着床数等にも影響

はなかった。また、仔の出生率や数、4 日生存率、体重や形態等にも影響はなかった 19) 。こ

の結果から、母ラット及び仔で NOAEL を 200 mg/kg/day 以上とする。 
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イ）Swiss マウス雌 12 匹を 1 群とし、妊娠 8 日に 0、18、59、177 mg/kg を腹腔内投与し、妊

娠 18 日に屠殺して母マウス及び胎仔への影響を調べた結果、投与に関連した影響はいずれ

の群にもなかった 23) 。 

 また、CD-1 マウス雌 4～11 匹を 1 群とし、0、15、59、148、296 mg/kg/day を妊娠 1 日から

妊娠 17 日まで腹腔内投与し、妊娠 18 日に屠殺して影響を調べた。その結果、148 mg/kg/day

以上の群では投与後 3 分以内に運動失調が現れ、呼吸は浅くて速くなり、鼻からの分泌物

や振戦がみられるようになったが、接触に対する反応はあり、正向反射は消失しなかった。

これらの影響は約 10 分間継続し、20 分で完全に回復したが、296 mg/kg/day 群では 5/11 匹

が死亡した。148 mg/kg/day 群の胎仔の体重は有意に低く、296 mg/kg/day 群で死亡の胎仔数

は有意に多かったが、胎仔の数に影響はなく、外表系や内臓系、骨格系の異常の発生率に

有意な増加もなかった。しかし、妊娠 8 日の未処置の雌から採取した胎仔（5～12 匹/群）

を 0、0.5、1、1.5、2 mM の濃度で本物質を添加した培養液中で 48 時間培養した結果、胎

仔の頭臀長や頭長、卵黄嚢の直径、生存率、体節数等は濃度に依存して低下し、DNA、RNA、

タンパク質の量も濃度に依存して減少した 24) 。 

ウ）CD-1 マウス雌に 0、59、148、296、443 mg/kg/day を妊娠 6 日から妊娠 15 日まで腹腔内

投与し、各群の一部（4～5 匹）を屠殺して胎仔への影響を調べた結果、296 mg/kg/day 以上

の群で胎仔の体重は有意に低く、443 mg/kg/day 群で同腹仔数は有意に少なかった。また、

各群 8 匹以上の仔を 8 週齢まで飼育した結果、296 mg/kg/day 以上の群の雄（仔）及び 443 

mg/kg/day 群の雌（仔）で 4～5 週齢頃から体重増加の有意な抑制を認め、443 mg/kg/day 群

の雄（仔）では脳、腎臓、精嚢の重量、血清テストステロン濃度、脳の DNA 量及びタンパ

ク質量が有意に減少した。443 mg/kg/day 群の雌（仔）では体重以外には腎臓重量の有意な

減少がみられただけで、本物質投与による影響は雌よりも雄に強く現れた 25) 。 

 

④ ヒトへの影響 

ア）本物質の臭気閾値として気中濃度で 0.00044 ppm、水溶液濃度で 0.00020 ppm とした報告 26) 、

臭気閾値を 0.0008 mg/m3（0.00033 ppm）とした報告 27) がある。また、我が国で三点比較式

臭袋法によって測定された臭気閾値は 0.000032 ppm であったと報告されている 28) 。 

イ）本物質は少量では魚臭様、大量ではアンモニア様の強い臭いがあり、代謝されてトリメ

チルアミン N-オキシド（TMAO）に変化することで臭いはなくなるが、本物質を N-酸化す

る能力の低いヒトでは尿や呼気、汗などの体液に本物質が高濃度で含まれるため、体臭に

起因した二次的な影響が問題になっている。しかし、これらの人達で本物質による直接的

な影響があったとした報告は得られなかった。 

 また、本物質の塩酸塩 485 mg を経口投与し、翌週に 970 mg の塩酸塩を経口投与した男性

ボランティア 4 人 4)  、本物質の塩酸塩 485 mg/週を 2 週間、さらに 972 mg/週を 2 週間経口

投与した男性ボランティア 5 人 6) では、投与に関連した影響はみられなかった。 

ウ）本物質を含む溶液が付着した数分後に石けんと水で洗い流した時でさえ、点状出血が皮

膚に現れ、曝露部位には 1～2 時間の圧痛があり、2～3 時間後に軽微な皮膚の剥離がみられ

た 22) 。 

エ）事故で本物質が眼に入ったヒトでは角膜上皮に痂皮が生じたが、角膜や眼球の傷害を伴
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わないで 4～5 日で治癒したと報告があった 29) 。この報告には本物質の量や濃度の報告が

なかったが、ごく軽微な曝露であったと考えられた。 

オ）ボランティア 4 人（女性 1 人）に 3、6.5、40.6 mg/m3を日を替えながら 4 時間吸入させ

て眼への影響を検討した結果、40.6 mg/m3 では角膜上皮と上皮下の小嚢腫に著明な浮腫が

あったが、角膜の厚さは浮腫によってわずかに増加しただけであった。40.6 mg/m3 では全

員に視野のぼやけがあり、3 人で視力とコントラスト感度が低下した。6.5 mg/m3では 2 人

の角膜に症状がみられ、1 人で視力、3 人でコントラスト感度が低下したが、3 mg/m3では

角膜に症状はなく、1 人に視力の低下がみられただけであった。この結果から、6.5 mg/m3

では眼に計測可能な影響が生じると考えられた 30) 。 

カ）本物質濃度が 0.1～8 ppm の範囲にあり、8 時間の時間加重平均濃度が 5 ppm 未満の職場

では、定期的な健康診断と生物学的なモニタリングの結果に影響はなかったが、20 ppm 以

上では上気道に中程度の刺激がみられたとした報告があった 31) 。 

 

（3）発がん性 

① 主要な機関による発がんの可能性の分類 

国際的に主要な機関での評価に基づく本物質の発がんの可能性の分類については、表 3.2

に示すとおりである。 
 

表 3.2 主要な機関による発がんの可能性の分類 

機 関 (年) 分  類 

WHO IARC －  

EU EU －  

 EPA －  

USA ACGIH －  

 NTP － 

日本 日本産業衛生学会 －  
ドイツ DFG －  

 

② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

in vitro 試験系では、代謝活性化系（S9）添加の有無にかかわらずネズミチフス菌 32～34) 、

大腸菌 34) で遺伝子突然変異を誘発しなかった。チャイニーズハムスター肺細胞（CHL）で

は S9 添加の有無にかかわらず染色体異常を誘発した 35) 。 

in vivo 試験系では、経口投与したマウスの骨髄細胞で小核を誘発しなかった 36) 。 

 

○ 実験動物に関する発がん性の知見 

本物質による実験動物での発がん性の有無について、知見は得られなかった。 

なお、本物質の代謝物であるトリメチルアミン N-オキシド（TMAO）を 0、0.08％の濃度

で飲水に添加して雌雄各 15 匹の Sprague-Dawley ラットに 50 週間投与し、その後生涯にわ
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たって飼育した結果、腫瘍の発生増加はなかった。また、本物質 0.08％と亜硝酸ナトリウ

ム 0.2％を添加した飲水を同様に投与した試験でも、腫瘍の発生増加はなかった 37) 。 

 

○ ヒトに関する発がん性の知見 

ヒトでの発がん性について、知見は得られなかった。 

 

（4）健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定 

非発がん影響については一般毒性及び生殖・発生毒性等に関する知見が得られているが、

発がん性については十分な知見が得られず、ヒトに対する発がん性の有無については判断で

きない。このため、閾値の存在を前提とする有害性について、非発がん影響に関する知見に

基づき無毒性量等を設定することとする。 

経口曝露については、中・長期毒性ウ）のラットの試験から得られた NOAEL 40 mg/kg/day

（前胃組織の変性）を試験期間が短かったことから 10 で除した 4 mg/kg/day が信頼性のある

最も低用量の知見と判断し、これを無毒性量等に設定する。 

吸入曝露については、中・長期毒性エ）のラットの試験から得られた LOAEL 75 ppm（鼻

腔粘膜の変性）を曝露状況で補正して 13 ppm（31 mg/m3）とし、試験期間が短かったことか

ら 10 で除し、さらに LOAEL であるために 10 で除した 0.31 mg/m3が信頼性のある最も低濃

度の知見と判断し、これを無毒性量等に設定する。 

 

② 健康リスクの初期評価結果 
 

表 3.3 経口曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露量 予測最大曝露量 無毒性量等 MOE 

経口 
飲料水 － － 

4 mg/kg/day ラット 
－ 

公共用水

域・淡水 
0.036 µg/kg/day 未満程度 0.68 µg/kg/day 程度 590 

 

経口曝露については、公共用水域・淡水を摂取すると仮定した場合、平均曝露量は 0.036 

µg/kg/day 未満程度、予測最大曝露量は 0.68 µg/kg/day 程度であった。無毒性量等 4 mg/kg/day

と予測最大曝露量から、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除して求めた

MOE（Margin of Exposure）は 590 となる。環境媒体から食物経由で摂取される曝露量は少な

いと推定されることから、その曝露量を加えても MOE が大きく変化することはないと考えら

れる。 

従って、本物質の経口曝露による健康リスクについては、現時点では作業は必要ないと考

えられる。 
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詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

MOE＝10 MOE＝100［ 判定基準 ］

表 3.4 吸入曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気 0.007 µg/m3未満程度 0.011 µg/m3程度 

0.31 mg/m3 ラット 
2,800 

室内空気 － － － 
 

吸入曝露については、一般環境大気中の濃度についてみると、平均曝露濃度は 0.007 µg/m3

未満程度、予測最大曝露濃度は 0.011 µg/m3程度であった。無毒性量等 0.31 mg/m3と予測最大

曝露濃度から、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除して求めた MOE は

2,800 となる。 

従って、本物質の一般環境大気の吸入曝露による健康リスクについては、現時点では作業

は必要ないと考えられる。 
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４．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、その信頼性及び採用の可能性を確

認したものを生物群（藻類、甲殻類、魚類及びその他の生物）ごとに整理すると表 4.1 のとおり

となった。 

 

表 4.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 
急

性 

慢 

性 
毒性値 
[µg/L] 

生物名 生物分類／和名
エンドポイント

／影響内容 

曝露期間[日] 

（試験条件等） 

試験の 

信頼性 

採用の

可能性
文献 No.

藻 類  ○ 56,000 Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 
NOEC  
GRO (RATE)

3 A A 2) 

 ○  >100,000 Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

EC50  

GRO (RATE)
3 A A 2) 

 ○  150,000 
Desmodesmus 
subspicatus 緑藻類 

EC50  

GRO (RATE)
3 E C 5) 

甲殻類  ○ 8,000 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  REP 21 A A 2) 

 ○  28,000 Daphnia magna オオミジンコ EC50  IMM 2 A A 2) 

 ○  139,950 Daphnia magna オオミジンコ EC50  IMM 2 E C 5) 

魚 類 ○  25,000 Leuciscus idus コイ科 LC50  MOR 
2 

(pH調整あり) 
E C 5) 

 ○  >100,000 Oryzias latipes メダカ LC50  MOR 4 A A 2) 

 ○  610,000 Leuciscus idus コイ科 LC50  MOR 
2 

(pH調整なし) 
E C 5) 

 ○  1,000,000 Oryzias latipes メダカ TLm  MOR 2 C C 1)-10132

その他   － － － － － － － － 

毒性値（太字）：PNEC 導出の際に参照した知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）： PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可 
E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない 

エンドポイント 

EC50 (Median Effective Concentration)：半数影響濃度、LC50 (Median Lethal Concentration)：半数致死濃度、 

NOEC (No Observed Effect Concentration)：無影響濃度、TLm (Median Tolerance Limit)：半数生存限界濃度 

影響内容 

GRO (Growth)：生長（植物）、IMM (Immobilization)：遊泳阻害、MOR (Mortality)：死亡、REP (Reproduction)：繁殖 

毒性値の算出方法 

RATE：生長速度より求める方法（速度法） 

 

 

評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそれ

ぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用した。その知見の

概要は以下のとおりである。 
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1） 藻類 

環境省 2)は、「新規化学物質等に係る試験の方法について（化審法テストガイドライン）」

(2006) 及び OECD テストガイドライン No. 201 (2006) に準拠し、緑藻類 Pseudokirchneriella 

subcapitata の生長阻害試験を、GLP 試験として実施した。試験にはトリメチルアミン塩酸塩が

用いられ、設定試験濃度は 0（対照区）、9.5、17、31、56、100 mg/L（公比 1.8、トリメチルア

ミン換算）であった。被験物質の実測濃度は、試験開始時及び終了時に、それぞれ設定濃度の

97～98%及び 94～96%であった。最高濃度区においても 50%を超える阻害が見られず、速度法

による 72 時間半数影響濃度 (EC50) は、設定濃度に基づき 100,000 µg/L 超とされた。また速度

法による 72 時間無影響濃度 (NOEC) は、設定濃度に基づき 56,000 µg/L であった。 

 

2） 甲殻類 

環境省 2)は、「新規化学物質等に係る試験の方法について（化審法テストガイドライン）」

(2006) 及び OECD テストガイドライン No. 202 (2004) に準拠し、オオミジンコ Daphnia magna

の急性遊泳阻害試験を、GLP 試験として実施した。試験にはトリメチルアミン塩酸塩が用いら

れ、止水式で行われた。設定試験濃度は 0（対照区）、4.4、8.8、18、35、70 mg/L（公比 2.0、

トリメチルアミン換算）であった。試験用水には、米国 ASTM の試験法(ASTM E729, 2007)に従

った人工調製水（硬度 166.5 mg/L、CaCO3 換算）が用いられた。被験物質の実測濃度は、試験

開始時及び試験終了時に、それぞれ設定濃度の 100～101%及び 96～98%であった。48 時間半数

影響濃度 (EC50) は、設定濃度に基づき 28,000 µg/L であった。 

また環境省 2)は、OECD テストガイドライン No. 211 (2008) 及び OECD ガイダンス文書 No. 23 

(2000) に準拠し、オオミジンコ Daphnia magna の繁殖試験を GLP 試験として実施した。試験に

はトリメチルアミン塩酸塩が用いられ、半止水式（毎日換水）で行われた。設定試験濃度は、0

（対照区）、0.51、1.3、3.2、8.0、20 mg/L（公比 2.5、トリメチルアミン換算）であった。試験

用水には、米国 ASTM の試験法 (ASTM E729, 2007) に従った人工調製水（硬度 166.5 mg/L、

CaCO3換算）が用いられた。被験物質の実測濃度は、試験中を通して設定濃度の 91～105%であ

った。繁殖阻害(累積産仔数)に関する 21 日間無影響濃度 (NOEC) は、設定濃度に基づき 8,000 

µg/L であった。 

 

3） 魚類 

 環境省 2)は、「新規化学物質等に係る試験の方法について（化審法テストガイドライン）」

(2006)及び OECD テストガイドライン No. 203 (1992) に準拠し、メダカ Oryzias latipes の急性毒

性試験を GLP 試験として実施した。試験にはトリメチルアミン塩酸塩が用いられ、半止水式

(48 時間後換水)で行われた。設定試験濃度は 0（対照区）、100 mg/L（トリメチルアミン換算、

限度試験）であった。試験用水には脱塩素水道水（硬度 44 mg/L、CaCO3換算）が用いられた。

被験物質の実測濃度は、試験中を通して設定濃度の 92～98%であった。被験物質曝露による試

験生物の死亡は見られず、96 時間半数致死濃度 (LC50) は、設定濃度に基づき 100,000 µg/L 超

とされた。 
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（2）予測無影響濃度 (PNEC) の設定 

急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上記本文で示した最小毒性値に情報量に応じた

アセスメント係数を適用し、予測無影響濃度 (PNEC) を求めた。 
 
 

急性毒性値 

藻類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 EC50（生長阻害） 100,000 µg/L 超

甲殻類 Daphnia magna 48 時間 EC50（遊泳阻害） 28,000 µg/L 

魚類 Oryzias latipes 96 時間 LC50  100,000 µg/L 超

アセスメント係数：100［3 生物群（藻類、甲殻類及び魚類）について信頼できる知見が得られ

たため］ 

 これらの毒性値のうち、最も小さい値（甲殻類の 28,000 µg/L）をアセスメント係数 100 で除

することにより、急性毒性値に基づく PNEC 値 280 µg/L が得られた。 
 

慢性毒性値 

藻類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 NOEC（生長阻害） 56,000 µg/L

甲殻類 Daphnia magna 21 日間 NOEC（繁殖阻害） 8,000 µg/L

アセスメント係数： 100［2 生物群（藻類及び甲殻類）の信頼できる知見が得られたため］ 

 2 つの毒性値の小さい方（甲殻類の 8,000 µg/L）をアセスメント係数 100 で除することにより、

慢性毒性値に基づく PNEC 値 80 µg/L が得られた。 

  

本物質の PNEC としては、甲殻類の慢性毒性値から得られた 80 µg/L を採用する。 

 

（3）生態リスクの初期評価結果 

 

表 4.2 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度 (PEC) PNEC 
PEC/ 

PNEC 比

公共用水域・淡水 0.9 µg/L未満程度 (2012) 17 µg/L程度 (2012) 
80 

µg/L 

0.2 

公共用水域・海水 
0.9 µg/L未満の報告がある

 (2012) 
概ね1.2 µg/L (2012) 0.02 

注：1) 水質中濃度の (  ) 内の数値は測定年度を示す  
   2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 

 
 

 

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。 

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］ 
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本物質の公共用水域における濃度は、平均濃度で見ると淡水域は 0.9 µg/L 未満程度であり、

海水域では 0.9 µg/L 未満の報告があった。安全側の評価値として設定された予測環境中濃度 

(PEC) は、淡水域で 17 µg/L 程度であり、海水域では概ね 1.2 µg/L であった。 

予測環境中濃度 (PEC) と予測無影響濃度 (PNEC) の比は、淡水域で 0.2、海水域では 0.02と

なるため、情報収集に努める必要があると考えられる。 

本物質については、生産量や排出源を考慮した環境中濃度や、魚類の慢性毒性に関する情報

を充実させる必要があると考えられる。 
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本物質は、第 3 次とりまとめにおいて生態リスク初期評価結果が公表されているが、健康リ

スクとともに改めて初期評価を行った。 

 

１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名： p-ニトロフェノール 

（別の呼称：4-ニトロフェノール、4-ヒドロキシ-1-ニトロベンゼン） 

CAS 番号：100-02-7 
化審法官報公示整理番号：3-777（ニトロフェノール） 

化管法政令番号：2-72 
RTECS 番号：SM2275000 

分子式：C6H5NO3 

分子量：139.11 
換算係数：1ppm= 5.69 mg/m3(気体、25℃) 
構造式： 
 
 
 
 
 

 

N
O

O
OH

 

 

（2）物理化学的性状 

本物質は、常温で無色透明又は黄色の固体である 1)。 

融点 113.8℃2)、113～114℃3)、113～115℃5)、114℃6) 

沸点 279℃5) , 6)  

密度 1.479 g/cm3 (20℃) 2) , 6) 

蒸気圧 
2.36×10-3 mmHg (=0.315 Pa) (20℃) 6)、 
4.78×10-3 mmHg (=0.637 Pa) (25℃) 6) 

分配係数（1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水）(logKow) 1.38 (pH=7.4) 4)、1.91 5) 、1.95 6) 

解離定数（pKa） 7.15 (25℃) 2)、7.08 (22℃) 5) 

水溶性（水溶解度） 
1.56×104 mg/1000g(20℃) 2)、1.16×104 mg/L (20℃) 5)、

1.6×104 mg/L (25℃) 6) 

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性 

好気的分解（分解性が良好でないと判断される物質）7) 

分解率：BOD 4.3%、TOC (－)*%、GC (－)*% 

（試験期間：2 週間、被験物質濃度：100 mg/L、活性汚泥濃度：30 mg/L）8) 

（備考：*分解度が負の値になったため（－）と表記した）8) 

嫌気的分解 

10%一次消化汚泥により無機化（理論的メタン生成量は 75%超）された 9) 

［8］p-ニトロフェノール 
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化学分解性 

OH ラジカルとの反応性 （大気中） 

反応速度定数：4.3×10-12 cm3/(分子･sec) （AOPWIN10)により計算） 

半減期：1.2～12 日（OH ラジカル濃度を 3×106～3×105分子/cm3 11)と仮定して計算）

加水分解性 

 加水分解性の基を持たない 12) 

 

生物濃縮性（濃縮性がない又は低いと判断される物質）7) 

生物濃縮係数 (BCF)：  

2.5～7.8（試験生物：コイ、試験期間：6 週間、試験濃度：0.2 mg/L）13) 

2.6～5.4（試験生物：コイ、試験期間：6 週間、試験濃度：0.02 mg/L）13) 

 

土壌吸着性 

土壌吸着定数 (Koc)：5514)～23414)  

 
 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

本物質の化学物質排出把握管理促進法（化管法）における製造・輸入量区分は 1 t 以上 100 

t 未満である 15)。 

ニトロフェノールの化審法に基づき公表された一般化学物質としての製造・輸入数量は、

平成 22 年度及び平成 23 年度ともに 1,000 t 未満 16), 17)である。ただし、製造数量は出荷量を意

味し、同一事業者内での自家消費分を含まない値である。 

「化学物質の製造・輸入数量に関する実態調査」によると、ニトロフェノールの平成 16 年

度における製造（出荷）及び輸入量は 10～100 t/年未満である 18)。 

本物質の生産量の推移を表 1.1 に示す 19)。 

 
表 1.1 生産量の推移 

平成（年） 14 15 16 17 18 

生産量（t）a) 100 100 100 100 100 

平成（年） 19 20 21 22 23 

生産量（t）a) 100 100 100 100 20 

注：a) 推定値 

 

一般環境大気及び公共用水域（水質）の環境実測データが得られた平成 6 年（1994 年）の

生産量は、100 t（推定）とされている 20)。 

また、本物質がディーゼル車の排ガス中に含まれているとの報告がある 21)。 
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② 用 途 

本物質の主な用途は、染料に利用される p-フェネチジンや、医薬品の原料である 1)。その

ほか、試薬（指示薬）や農薬（殺菌剤）の原料としても使われている 1)。 

本物質は、パラチオンやメチルパラチオンの加水分解や、より少ない量ではあるがニトロ

フェンやビフェノックスの光分解により水圏へ放出される可能性がある 22)。しかし、我が国

の農薬登録においては 4 物質全てが失効している。 

本物質は、有機リン系殺虫剤 EPN の国内製造において利用されていたが、現在 EPN は国

内製造から輸入へシフトしているとされている 23)。 

本物質の還元により得られる p-アミノフェノールは、N-アセチル-p-アミノフェノール（一

般名：アセトアミノフェン）の製造原料として多く使用されていたが、最近ではイブプロフ

ェンなどの解熱鎮痛剤の普及によりアセトアミノフェン量は減少しているとされている 23)。 

本物質の主用途であった p-アミノフェノールの需要は年々減少し、メーカーは電子材料な

どへの応用を進めているとされている 23)。 

 

（5）環境施策上の位置付け 

本物質は化学物質排出把握管理促進法第二種指定化学物質（政令番号: 72）に指定されている。

ニトロフェノール類は、水環境保全に向けた取組のための要調査項目に選定されている。 

また、本物質は旧化学物質審査規制法（平成 15 年改正法）において第二種監視化学物質（通

し番号:904）、及び第三種監視化学物質（通し番号:37）に指定されていた。 
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２．曝露評価 

環境リスクの初期評価のため、わが国の一般的な国民の健康や水生生物の生存・生育を確保

する観点から、実測データをもとに基本的には化学物質の環境からの曝露を中心に評価するこ

ととし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則として最大濃度に

より評価を行っている。 

 

（1）環境中への排出量 

本物質は化管法の対象物質見直し前においては第一種指定化学物質であった。同法に基づき

公表された平成21年度の届出排出量 1)、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体 2),3)

から集計した排出量等を表 2.1 に示す。なお、届出外排出量非対象業種・家庭・移動体の推計

はなされていなかった。 

 
表 2.1  化管法に基づく排出量及び移動量（PRTR データ）の集計結果（平成 21 年度） 

大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 0 245 0 0 3 42,330 3 - - - 245 3 248

ｐ－ニトロフェノール

業種等別排出量(割合) 0 245 0 0 3 42,330 3 0 0 0

0 245 0 0 0 37,720 届出 届出外

(99.9%) (89.1%) 99% 1%

3

(100%)

0 0.2 0 0 3 4,610

(0.08%) (100%) (10.9%)

下水道業

電気機械器具製造業

総排出量の構成比(%)

化学工業

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 排出量　　(kg/年) 届出

排出量

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

届出外

排出量
合計

 

 

本物質の平成 21 年度における環境中への総排出量は、約 0.25 t となり、そのうち届出排出量

は約 0.25 t で全体の 99%であった。届出排出量はすべて公共用水域へ排出されるとしている。

この他に下水道への移動量が 0.003 t、廃棄物への移動量が約 42 t であった。届出排出量の主な

排出源は、化学工業であった。 

表2.1に示したようにPRTRデータでは、届出排出量は媒体別に報告されているが、届出外排

出量の推定は媒体別には行われていないため、届出外排出量対象業種の媒体別配分は届出排出

量の割合をもとに行った。届出排出量と届出外排出量を媒体別に合計したものを表 2.2 に示

す。 

 
表 2.2 環境中への推定排出量 

媒  体 推定排出量(kg) 

大  気 

水  域 

土  壌 

0 

249 

0 

 

（2）媒体別分配割合の予測 

本物質の環境中の媒体別分配割合を、表 2.2 に示した環境中への推定排出量を基に USES3.0

をベースに日本固有のパラメータを組み込んだ Mackay-Type Level III 多媒体モデル 4)を用いて

予測した。予測の対象地域は、平成21年度に環境中及び公共用水域への排出量が最大であった
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山口県（公共用水域への排出量 0.19t）とした。予測結果を表 2.3 に示す。 

 
表 2.3 媒体別分配割合の予測結果 

媒 体 

分配割合(%) 
上段：排出量が最大の媒体、下段：予測の対象地域 

環境中 公共用水域 

山口県 山口県 

大 気 0.0 0.0 

水 域 96.2 96.2 

土 壌 0.5 0.5 

底 質 3.4 3.4 

注：数値は環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの 

 

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認さ

れた調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.4 に示

す。 

 
表 2.4 各媒体中の存在状況 

媒 体 
幾何 

平均値 a) 
算術 
平均値 

最小値 最大値 a) 検出 
下限値

検出率 調査地域 測定年度 文 献 

                      

一般環境大気  µg/m3 0.039 0.039 0.039 0.039 -b) 1/1 群馬県 2001 5) 
  0.014 0.025 0.001 0.064 0.001 9/9 全国 1994 6) 
             

室内空気 µg/m3          

             

食物 µg/g          
             

飲料水 µg/L          
             

地下水 µg/L          
             

土壌 µg/g          
             

公共用水域・淡水  µg/L <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 0.6 0/7 全国 1994 6) 
             

公共用水域・海水   µg/L <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 0.6 0/5 全国 1994 6) 
             

底質(公共用水域・淡水) µg/g <0.0052 <0.0052 <0.0052 <0.0052 0.0052 0/7 全国 1994 6) 
                      

底質(公共用水域・海水) µg/g <0.0052 <0.0052 <0.0052 <0.0052 0.0052 0/5 全国 1994 6) 
           

魚類(公共用水域・淡水) µg/g <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.005 0/7 全国 1994 6) 

           

魚類(公共用水域・海水) µg/g <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.005 0/5 全国 1994 6) 

             

注：a) 最大値または幾何平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す 
    b) 報告されていない 
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（4）人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

一般環境大気及び公共用水域・淡水の過去の実測値を用いて、人に対する曝露の推定を行っ

た（表 2.5）。化学物質の人による一日曝露量の算出に際しては、人の一日の呼吸量、飲水量及

び食事量をそれぞれ 15 m3、2 L 及び 2,000 g と仮定し、体重を 50 kg と仮定している。 

 
表 2.5 各媒体中の濃度と一日曝露量 

 媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

  大 気     

  一般環境大気 過去のデータではあるが 0.014 µg/m3

程度 (1994) 
過去のデータではあるが 0.0042 µg/kg/day
程度 

  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

平       

  水 質   

  飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

  地下水 データは得られなかった データは得られなかった 

均 公共用水域・淡水 過去のデータではあるが 0.6 µg/L 未満

程度 (1994) 
過去のデータではあるが 0.024 µg/kg/day 未

満程度 

        

  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

        

  大 気     

  一般環境大気 過去のデータではあるが 0.064 µg/m3

程度 (1994) 
過去のデータではあるが 0.019 µg/kg/day 
程度 

  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

最       

 水 質     

大 飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

 地下水 データは得られなかった データは得られなかった 

値 公共用水域・淡水 過去のデータではあるが 0.6 µg/L 未満

程度 (1994) 
過去のデータではあるが 0.024 µg/kg/day 未満

程度 
        

  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

        

 

人の一日曝露量の集計結果を表 2.6 に示す。 

吸入曝露の予測最大曝露濃度を設定できるデータは得られなかった。なお、過去のデータで

はあるが一般環境大気のデータは 0.064 µg/m3 程度となった。 

経口曝露の予測最大曝露量を設定できるデータは得られなかった。なお、公共用水域・淡水

のデータから算定すると、過去のデータではあるが 0.024 µg/kg/day 未満程度となった。一方、

化管法に基づく平成 21 年度の公共用水域・淡水への届出排出量を全国河道構造データベース 7)

の平水流量で除し、希釈のみを考慮した河川中濃度を推定すると、最大で 0.0009 μg/Lとなった。

推定した河川中濃度を用いて経口曝露量を算出すると 0.000036 μg/kg/day となった。 

過去のデータではあるが魚類中濃度の実測値を用いて経口曝露量を推定した結果から、本物

質の環境媒体から食物経由の曝露量は少ないと考えられる。 
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表 2.6 人の一日曝露量 

 媒 体   平均曝露量（μg/kg/day） 予測最大曝露量（μg/kg/day） 

大 気  
 一般環境大気 (過去のデータではあるが 0.0042) (過去のデータではあるが 0.019)

 室内空気   

   飲料水   

水 質  地下水   

   公共用水域・淡水 (過去のデータではあるが 0.024) (過去のデータではあるが 0.024)

 食 物     

 土 壌     

 経口曝露量合計   

 参考値 1 (0.024) (0.024) 

 総曝露量   

 参考値 1 (0.0042+0.024) (0.019+0.024) 

注：1) アンダーラインを付した値は、曝露量が「検出下限値未満」とされたものであることを示す 
2) 総曝露量は、吸入曝露として一般環境大気を用いて算定したものである 
3)（ ）内の数字は、曝露量合計の算出に用いていない 
4) 参考値 1 は、公共用水域・淡水に過去のデータを用いた場合を示す 

 

（5）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.7 のように整理した。

水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定できるデータは得られなか

った。なお、公共用水域の淡水域では、過去のデータではあるが 0.6 g/L 未満程度となり、同

海水域では、過去のデータではあるが概ね 0.6 g/L 未満となった。 

化管法に基づく平成 21 年度の公共用水域・淡水への届出排出量を全国河道構造データベー

ス 7)の平水流量で除し、希釈のみを考慮した河川中濃度を推定すると、最大で 0.0009 μg/L とな

った。 

 
表 2.7 公共用水域濃度 

水 域 平  均 最 大 値 

淡 水 
 
 
 

海 水 

データは得られなかった 
[過去のデータではあるが 0.6 
µg/L 未満程度 (1994)] 

 
データは得られなかった 
[過去のデータではあるが概ね

0.6 µg/L 未満 (1994)] 

データは得られなかった 
[過去のデータではあるが 0.6 
µg/L 未満程度 (1994)] 

 
データは得られなかった 
[過去のデータではあるが概ね

0.6 µg/L 未満 (1994)] 

   注：1) （  ）内の数値は測定年度を示す 
2)  淡水は河川河口域を含む 
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３．健康リスクの初期評価 

健康リスクの初期評価として、ヒトに対する化学物質の影響についてのリスク評価を行った。 

（1）体内動態、代謝 

サルに本物質 20 mg/kg を単回経口投与して血液中の本物質濃度を調べた結果、初回採血時（約

5 分以内）にはすでにピーク濃度にあり、その後急速に減少した。経口投与したサルとラットで

は血液中本物質の消失速度は同程度であったが、ウサギは 2.3 倍、マウスは 4.9 倍速かった 1) 。 

妊娠 14 日から妊娠 18 日のラットに 14C でラベルした本物質 100 mg/kg を単回強制経口投与し

た結果、30 分後の胃腸管内には投与量の 20％の放射活性があったが、4 時間後には 2％にまで

減少した。母体及び胎仔の血漿中放射活性のピークは 30 分後（初回屠殺時）に 7.17、0.37 µg

当量/g 湿重量の濃度でみられ、それらの半減期は 34.65、69.30 時間であった。主要組織におけ

るピーク濃度も 30 分後にみられ、腎臓、肝臓、胎盤、胎仔、脳の順で減少した。96 時間で投与

量の 92.0％が尿中に、3.2％が糞中に排泄されたが、尿中排泄のほぼすべてが 24 時間以内の排泄

であった 2) 。 

ラットに 14C でラベルした本物質 2.5 µg を腹腔内投与した結果、4 時間で投与した放射活性の

約 90％が尿中に排泄され、8～12 時間で尿中排泄はほぼ完了し、糞中へは 24 時間で約 4％が排

泄された。120 時間で尿中に 94.5％、糞中に 5.0％が排泄され、体内に 0.4％が残存していた。5 µg

の皮膚塗布では 4 時間で約 40％、24 時間で約 62％が尿中に排泄され、糞中には 24 時間で約 2.5％

が排泄された。120 時間で尿中に 66.3％、糞中に 2.8％が排泄され、塗布部の洗浄液に 29.8％、

塗布部の皮膚に 0.7％、体内に 0.4％の放射活性があった 3) 。 

ラットに 8.3 mg/kg を単回静脈内投与した結果、24 時間で雄は投与量の 39％をグルクロン酸

抱合体、33％を硫酸抱合体として尿中に排泄し、雌は 37％をグルクロン酸抱合体、34％を硫酸

抱合体として尿中に排泄し、性差はみられなかった 4) 。一方、100 mg/kg を単回経口投与した妊

娠 14～18 日のラットの 96 時間尿では、尿中放射活性の 84％が抱合体、16％が非抱合体（本物

質や p-ニトロカテコール、p-アミノフェノール）であったが、抱合体の大部分は水溶性代謝物

（61％）であり、次いで熱酸加水分解物（11％）、硫酸抱合体（8％）、グルクロン酸抱合体（4％）

であった 2) 。 

ウサギに 150～200 mg/kg/day を単回強制経口投与した結果、24 時間で投与量の 65％がグルク

ロン酸抱合体、16％が硫酸抱合体として尿中に排泄されたが、14％は還元されてアミノ化合物

として、0.1～0.2％は p-ニトロカテコールとして尿中に排泄された 5) 。 

 

（2）一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性 

表 3.1 急性毒性 6) 

動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 202 mg/kg 
ラット 経口 LD50 230 mg/kg 
マウス 経口 LD50 282 mg/kg 
ウサギ 経口 LDLo 600 mg/kg 
ラット 経皮 LD50 1,024 mg/kg 
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動物種 経路 致死量、中毒量等 
モルモット 経皮 LD50 >1,000 mg/kg 

ウサギ 経皮 LDLo 1,500 mg/kg 
ウサギ 経皮 LD50 >5,000 mg/kg 

 

本物質は眼、皮膚、気道に刺激性がある。血液中でメトヘモグロビンを生成することがあ

る。吸入すると、チアノーゼ、咳、灼熱感、錯乱、痙攣、眩暈、頭痛、吐き気、咽頭痛、意

識喪失、脱力感を生じ、経口摂取すると腹痛、咽頭痛、嘔吐の他に吸入時の症状を生じるこ

とがある。皮膚に付くと発赤を生じ、吸収されて吸入時の症状を生じることがある。眼に入

ると発赤、痛みを生じる 7) 。 

 

② 中・長期毒性 

ア）Sprague-Dawley ラット雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、70、210、630 mg/kg/day を 28 日間強

制経口投与した結果、210 mg/kg/day 以上の群で自発運動の抑制が投与後 2 時間程度みられ、

210 mg/kg/day 群の 1 匹、630 mg/kg/day 群の雄 4 匹、雌 6 匹が死亡した。70 mg/kg/day 群で

肝臓の退色、70、210 mg/kg/day 群の半数以上に脂肪変性がみられたが、630 mg/kg/day 群で

は肝臓の脂肪変性はみられなかった。630 mg/kg/day 群では雄 6 匹の肝臓で水腫様の肝細胞

腫脹がみられ、死亡したラットの全例で肝臓のうっ血がみられた。また、630 mg/kg/day 群

の雄で ALT 活性、雌で白血球数の有意な増加を認め、雌雄でネフローゼ、雄で精巣萎縮と

精子形成阻害の増加、雌で卵巣の卵胞閉鎖症もみられた 8) 。なお、肝臓の脂肪変性は対照

群（6/20 匹）にもみられたことから、NOAEL の判断はできなかった。 

イ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 5 匹を 1 群とし、0、1、10、50、100 mg/kg/day を 28 日間強

制経口投与した結果、一般状態や体重、血液、血液生化学、主要臓器の重量や剖検、組織

検査の結果に影響はなかった 9) 。この結果から、NOAEL を 100 mg/kg/day 以上とする。 

ウ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 20 匹を 1 群とし、0、25、70、140 mg/kg/day を 13 週間強制

経口投与した結果、各群の雄 0、0、1、15 匹、雌 0、1、1、6 匹が死亡したが、本物質投与

に関連した死亡は 70 mg/kg/day 以上の群に限られ、多くが蒼白、自発運動低下、腹臥位、

喘鳴、呼吸困難を示して投与後まもなく死亡し、肝臓、腎臓、肺、副腎皮質では中程度か

ら重度のうっ血がみられた。また、140 mg/kg/day 群の雌雄で分葉好中球及び単球、好酸球

数、多染性赤血球の有意な増加がみられたが、これらの変化については毒性学的な意義は

ないと考えられた。なお、生存ラットでは一般状態や体重、臓器の重量や組織に影響はな

かった 10) 。この結果から、NOAEL を 25 mg/kg/day とする。 

エ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 5 匹を 1 群とし、0、3、12.5、50、200 mg/kg/day を 14 日間

強制経口投与した予備試験では、いずれの群にも影響はなかった。この結果をもとに雌雄

各 12 匹を 1 群とし、0、60、160、400、1,000 mg/kg/day の投与群を設定して 28 日間強制経

口投与したところ、1,000 mg/kg/day 群の雌雄の全数で自発運動の低下、呼吸数の減少、各

10 匹で腹臥位/側臥位、雄 3 匹及び雌 4 匹で硬直性痙攣がみられ、雌雄各 10 匹が死亡した。

400 mg/kg/day 以上の群の雄の近位尿細管細胞で好酸性封入体の発生率に有意な増加を認め

た以外には、体重や主要臓器の重量、血液、血液生化学、尿に影響はなかった 11) 。著者ら

は腎臓への影響は雄のみに限られたことからα2u-グロブリンによるものと考え、NOAEL を
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400 mg/kg/day としたが、α2u-グロブリンによるものと確認されていないことから、NOAEL

を 200 mg/kg/day とする。 

オ）Sprague-Dawley ラット雄 10 匹を 1 群とし、本物質の Na 塩を用いて本物質濃度で 0、340、

2,470 mg/m3を 2 週間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、340 mg/m3以上の群で刺激症

状がみられ、暗色尿や蛋白尿、AST の上昇とメトヘモグロビン濃度の増加が用量に依存し

てみられ、赤血球数やヘモグロビン濃度、ヘマトクリット値は減少した。脾臓絶対重量の

有意な増加が 2,470 mg/m3群でみられた 12) 。この結果から、LOAEL を 340 mg/m3（曝露状

況で補正：61 mg/m3）とする。 

カ）Sprague-Dawley ラット雄 10 匹を 1 群とし、本物質の Na 塩を用いて本物質濃度で 0、30、

130 mg/m3を 2 週間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、130 mg/m3群でメトヘモグロビ

ン濃度の増加と、赤血球数やヘモグロビン濃度、ヘマトクリット値の減少を認めたが、主

要臓器の外観や組織に病的変化を認めなかった 12) 。この結果から、NOAEL を 30 mg/m3（曝

露状況で補正：5.4 mg/m3）とする。 

キ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 15 匹を 1 群とし、0、1、5、30 mg /m3 を 4 週間（6 時間/日、

5 日/週）吸入させた結果、30 mg/m3群の雄 5 匹、雌 6 匹でのみ、一側性又は両側性のび漫

性の水晶体前嚢白内障がみられた。なお、5 mg/m3群では 2 週に入ってメトヘモグロビン濃

度の増加がみられたが、30 mg/m3 群では 5 mg/m3群よりもメトヘモグロビン濃度は低く、

用量依存性のある変化ではなかった 13) 。この結果から、NOAEL を 5 mg/m3（曝露状況で補

正：0.89 mg/m3）とする。 

 

③ 生殖・発生毒性 

ア）4 日齢の Sprague-Dawley ラット雌雄各 6 匹を 1 群とし、0、110、160、230、320 mg/kg/day

を 18 日間強制経口投与した予備試験では、320 mg/kg/day 群の雄 5 匹、雌 6 匹、230 mg/kg/day

群の雄 3 匹、雌 1 匹、160 mg/kg/day 群の雄 1 匹が死亡したが、これらのほとんどで死亡前

に痙攣がみられた。しかし、この結果をもとに、0、80、110、160 mg/kg/day の投与群を設

定して 18 日間強制経口投与したところ、160 mg/kg/day 群では毒性症状も死亡もみられな

かった。160 mg/kg/day 群の雄では一過性の体重増加の有意な抑制がみられたが、その後の

回復期間は増加傾向にあり、投与に関連したものとは考えられなかった。腹部被毛の出現

や切歯の萌出、開眼等の個体発生パラメータに影響はなく、160 mg/kg/day 群の雄で肝臓相

対重量の有意な増加を認めた以外には、血液や血液生化学、尿、主要臓器の組織に影響は

なかった 11) 。この結果から、NOAEL を 110 mg/kg/day とする。 

イ）Sprague-Dawley ラット雌 12～13 匹を 1 群とし、0、100、333、667、1,000 mg/kg/day を妊

娠 11 日に強制経口投与した結果、667 mg/kg/day 以上の群で死亡率が増加し、333 mg/kg/day

以上の群で仔の生存率が低下（有意差なし）した 14) 。なお、本物質は水、Tween 20、プロ

ピレングリコール、エタノールの混液（4:4:1:1）に溶解して投与されていた。 

ウ）CD-1 マウス雌 50 匹を 1 群とし、0、400 mg/kg/day を妊娠 7 日から妊娠 14 日まで強制経

口投与した結果、400 mg/kg/day 群で死亡率の増加と体重増加の抑制を認めたが、生存分娩

数と生存妊娠数の比に影響はなく、仔の外観にも異常はなかった 15, 16) 。 

エ）Sprague-Dawley ラット雄 12 匹、雌 24 匹を 1 群とし、0、50、100、250 mg/kg/day を背部

－195－



8 p-ニトロフェノール 

に塗布（5 日/週）した 2 世代試験では、いずれの世代にも生殖・発生に関するパラメータ

への影響はみられなかった。なお、交尾前の塗布期間は親（F0）世代で 140 日間、仔（F1）

世代で 168 日間であり、雌には交尾、妊娠、授乳の各期間を通して塗布した 17) 。 

 

④ ヒトへの影響 

ア）化学工場の労働者 31 人（対照群 5 人）に実施したパッチテストでは、本物質に対する陽

性反応は 4 人にみられたが、4 人がすべての試験濃度に陽性反応を示したわけではなかった。

この 4 人は 2-アミノ-4-クロロフェノールにも陽性反応を示し、この物質が強い感作物質で

あったことから、本物質で認められた作用は交差感作の可能性が考えられた 18) 。 

イ）主に 1-クロロ-2,4-ジニトロベンゼンに感作された患者 27 人の調査では、本物質による交

差感作は認められなかった。また、クロラムフェニコールのアレルギー患者 15 人の調査で

は本物質による陽性反応はみられなかった 19) 。 

 

（3）発がん性 

① 主要な機関による発がんの可能性の分類 

国際的に主要な機関での評価に基づく本物質の発がんの可能性の分類については、表 3.2

に示すとおりである。 
 

表 3.2 主要な機関による発がんの可能性の分類 

機 関 (年) 分  類 

WHO IARC －  

EU EU －  

 EPA －  

USA ACGIH －  

 NTP － 

日本 日本産業衛生学会 －  
ドイツ DFG －  

 

② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

in vitro 試験系では、代謝活性化系（S9）添加の有無にかかわらずネズミチフス菌 20～26) 、

大腸菌 21) で遺伝子突然変異、ネズミチフス菌で DNA 傷害 28) を誘発しなかったが、S9 無

添加のネズミチフス菌で遺伝子突然変異 21) 、枯草菌で DNA 傷害 24) の誘発を認めたとし

た報告もあった。S9 添加又は無添加のマウスリンパ腫細胞（L5178YTK）で遺伝子突然変

異 28, 29) 、ラット肝細胞で DNA 修復 8) 、不定期 DNA 合成 30) 、チャイニーズハムスター

卵巣（CHO）細胞で姉妹染色分体交換 31) を誘発しなかったが、S9 添加のチャイニーズハ

ムスター卵巣（CHO）細胞で染色体異常 31) を誘発した。 

in vivo 試験系では、本物質を混餌又は腹部注入したショウジョウバエで伴性劣性致死突

然変異を誘発しなかった 32, 33) 。 

－196－



8 p-ニトロフェノール

○ 実験動物に関する発がん性の知見 

Swiss-Webster マウス雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、40、80、160 mg/kg/day を 78 週間（3
日/週）背部に塗布した結果、本物質に関連した腫瘍の発生増加はなかった 31) 。この結果か

ら、NTP（1993）は雌雄のマウスで本物質の発がん性の証拠はないと結論した 31) 。

○ ヒトに関する発がん性の知見 

ヒトでの発がん性について、知見は得られなかった。

（4）健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定

非発がん影響については一般毒性及び生殖・発生毒性等に関する知見が得られているが、

発がん性については十分な知見が得られず、ヒトに対する発がん性の有無については判断で

きない。このため、閾値の存在を前提とする有害性について、非発がん影響に関する知見に

基づき無毒性量等を設定することとする。

経口曝露については、中・長期毒性ウ）のラットの試験から得られた NOAEL 25 mg/kg/day
（生存率の低下）を試験期間が短いことから 10 で除した 2.5 mg/kg/day が信頼性のある最も

低用量の知見と判断し、これを無毒性量等に設定する。

吸入曝露については、中・長期毒性キ）のラットの試験から得られた NOAEL 5 mg/m3（白

内障）を曝露状況で補正して 0.89 mg/m3 とし、試験期間が短いことから 10 で除した 0.089 
mg/m3が信頼性のある最も低濃度の知見と判断し、これを無毒性量等に設定する。

② 健康リスクの初期評価結果

表 3.3 経口曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露量 予測最大曝露量 無毒性量等 MOE 

経口

飲料水 － －

2.5 mg/kg/day ラット

－

公共用水

域・淡水
－ － －

 
経口曝露については、曝露量が把握されていないため、健康リスクの判定はできなかった。

なお、公共用水域・淡水の最大値として過去に報告（1994 年）のあった値から算出した経

口曝露量は 0.024 µg/kg/day 未満程度であったが、参考としてこれと無毒性量等 2.5 mg/kg/day
から、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除して算出した MOE（Margin of 
Exposure）は 10,000 超となる。また、化管法に基づく平成 21 年度の公共用水域・淡水への届

出排出量をもとに推定した高排出事業所の排出先河川中濃度から算出した最大曝露量は

0.000036 µg/kg/day であったが、それから参考として MOE を算出すると 6,900,000 となる。環

境媒体から食物経由で摂取される曝露量は少ないと推定されることから、その曝露を加えて

も MOE が大きく変化することはないと考えられる。このため、本物質の経口曝露による健康
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詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

MOE＝10 MOE＝100［ 判定基準 ］

リスクの評価に向けて経口曝露の情報収集等を行う必要性は低いと考えられる。 
 
 

表 3.4 吸入曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気 － － 

0.089 mg/m3 ラット 
－ 

室内空気 － － － 
 

吸入曝露については、曝露濃度が把握されていないため、健康リスクの判定はできなかっ

た。 

なお、一般環境大気中の最大値として過去に報告（1994 年）のあった濃度は 0.064 µg/m3

程度であったが、参考としてこれと無毒性量等 0.089 mg/m3から、動物実験結果より設定され

た知見であるために 10 で除して算出した MOE は 140 となる。また、平成 21 年度の大気への

排出量は 0 t であり、媒体別分配割合の予測結果では、本物質を大気に排出してもほとんど大

気に分配しないと予測されている。このため、本物質の一般環境大気の吸入曝露による健康

リスクの評価に向けて吸入曝露の情報収集等を行う必要性は低いと考えられる。 
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４．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、生物群（藻類、甲殻類、魚類及び

その他の生物）ごとに整理すると、表 4.1 のとおりとなった。 

 
表 4.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 
急

性 

慢 

性 
毒性値 
[µg/L] 

生物名 
生物分類／和名

（試験条件等）

エンドポイント

／影響内容 

曝露期間[日] 

（試験条件等） 

試験の 

信頼性 

採用の

可能性
文献 No.

藻 類  ○ <150 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 NOEC  GRO 2 D C 

4)- 
2013031

 ○  250 Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 EC50  GRO 2 B B 1)-100638

  ○ 300 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 NOEC  GRO 4 D C 1)-9607

  ○ 560 
Skeletonema 
costatum 珪藻類 NOEC  GRO 4 D C 1)-83925

 ○  710 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 IC50  GRO 4 D C 

4)- 
2013033

 ○  4,190 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 EC50  GRO 4 D C 1)-9607

   8,000 
Desmodesmus 
subspicatus 緑藻類 

EC10   
GRO (AUG) 

4 D C 1)-11677

   10,000 
Desmodesmus 
subspicatus 緑藻類 

EC10   
GRO (RATE) 

2 B C 1)-2997

 ○  32,000 
Desmodesmus 
subspicatus 

緑藻類 
EC50   
GRO (AUG) 

4 D C 1)-11677

 ○  >50,000 
Desmodesmus 
subspicatus 緑藻類 

EC50   
GRO (RATE) 

2 B B 1)-2997

甲殻類   ○ 1,300 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  REP 21 B B 1)-847

 ○   2,800 Gammarus 
pseudolimnaeus 

ヨコエビ属 LC50  MOR 
4 

(12℃、pH6.5) 
B B 1)-13274

 ○   4,700 Daphnia magna オオミジンコ EC50  IMM 2 B B 1)-846

 ○   6,550 
Gammarus 
pseudolimnaeus ヨコエビ属 LC50  MOR 

4 
(17℃、pH7.5) 

B B 1)-13274

 ○   7,170 Americamysis bahia アミ科 LC50  MOR 4 D C 1)-83925

 ○   7,680 Daphnia magna オオミジンコ EC50  IMM 2 A B 1)-10915

 ○   11,700 Palaemonetes spp. テナガエビ科 LC50  MOR 4 B B 1)-13273

魚 類  ○ 643 Oncorhynchus 
mykiss 

ニジマス（胚） NOEC  GRO 85 A A 1)-6914

  ○ 1,200 
Oncorhynchus 
mykiss ニジマス（胚） NOEC  GRO 30 B B 1)-13272

  ○ 3,600 
Cyprinodon 
variegatus 

キプリノドン属

（胚） 
NOEC  GRO

28 
(27℃、塩分25) 

A A 1)-13271

 ○  3,800 Oncorhynchus 
mykiss 

ニジマス LC50  MOR 
4 

(12℃、pH6.5) 
B B 1)-13274
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生物群 
急

性 

慢 

性 
毒性値 
[µg/L] 

生物名 
生物分類／和名

（試験条件等）

エンドポイント

／影響内容 

曝露期間[日] 

（試験条件等） 

試験の 

信頼性 

採用の

可能性
文献 No.

  ○ 5,300 
Cyprinodon 
variegatus 

キプリノドン属

（胚） 
NOEC  MOR

28 
(22℃、塩分25) 

A A 1)-13271

 ○  
5,600～ 

13,000 
Danio rerio 

ゼブラフィッシ

ュ 
LC50  MOR 4 C C 1)-10392

 ○  7,000 Oryzias latipes メダカ LC50  MOR 2 D C 1)-10132

 ○  7,070 
Oncorhynchus 
mykiss ニジマス LC50  MOR 

4 
(17℃、pH7.5) 

B B 1)-13274

 ○  7,900 
Oncorhynchus 
mykiss ニジマス LC50  MOR 4 A A 1)-10688

 ○  8,300 
Lepomis 
macrochirus 

ブルーギル LC50  MOR 4 B B 1)-5590

その他 ○  12 Rana japonica 
ニホンアカガエ

ル 
LC50  MOR 1 C C 1)-66778

 ○  5,500 Tetrahymena 
pyriformis テトラヒメナ属 EC50    POP 1 B B 1)-11258

 ○  6,300 Brachionus rubens アカツボワムシ LC50  MOR 1 C C 1)-11954

 ○  10,200 
Dugesia 
dorotocephala ナミウズムシ属 LC50  MOR 7 B B 1)-6817

 ○  10,500 
Spirostomum 
ambiguum 

スピロストマム

属 
LC50  MOR 

1 
(pH7) 

B B 1)-69571

毒性値（太字）：採用可能な知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）：PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可 
E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない 

エンドポイント 

EC10 (10% Effective Concentration) : 10%影響濃度、EC50 (Median Effective Concentration)：半数影響濃度、 

IC50 (Median Inhibitory Concentration)：半数阻害濃度、LC50 (Median Lethal Concentration)：半数致死濃度、 

NOEC (No Observed Effect Concentration)：無影響濃度 

影響内容 

GRO (Growth)：生長（植物）又は成長（動物）、IMM (Immobilization)：遊泳阻害、MOR (Mortality)：死亡、 

POP (Population Change)：個体群の変化（増殖）、REP (Reproduction)：繁殖 

毒性値の算出方法 

AUG (AreaUnderGrowthCurve)：生長曲線下の面積により求める方法（面積法）、 

RATE：生長速度より求める方法（速度法） 

 

 

評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそれ

ぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用した。その知見の

概要は以下のとおりである。 
 

1） 藻類 

TsaiとChen1)-100638は、緑藻類Pseudokirchneriella subcapitataの生長阻害試験を実施した。試験

は密閉系（ヘッドスペースなし）で行われ、EPA の試験方法 (OPPTS 850.5400.1996) に従った

培地（硬度 7.5 mg/L、CaCO3換算）が用いられた。試験期間の細胞収量より求めた 48 時間半数

影響濃度 (EC50) は、設定濃度に基づき 250 µg/L であった。 
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2） 甲殻類 

Howe ら 1)-13274は、米国 EPA の試験方法 (EPA-660/3-75-009, 1975) 及び米国 ASTM の試験方法 

(E729-85, 1985) に準拠し、ヨコエビ属 Gammarus pseudolimnaeus の急性毒性試験を実施した。設

定試験濃度区は、0（対照区、助剤対照区）及び 8 濃度区であった。試験用水には人工調製水（硬

度 40～48 mg/L、CaCO3換算）が用いられた。12℃、pH6.5 における 96 時間半数致死濃度 (LC50) 

は、設定濃度に基づき 2,800 µg/L であった。 

また、Kühn ら 1)-847はドイツ連邦環境庁(FEA)提案の暫定方法 (1984) に準拠して、オオミジン

コ Daphnia magna の繁殖試験を行った。試験は半止水式（週 3 回換水、時計皿で蓋）で行われ

た。設定試験濃度の範囲は 80～10,000 µg/L（公比 2）であった。試験用水にはドイツ工業規格 

(DIN38412 PartI, II, 1982) に従った人工調製水（硬度 250 mg/L、CaCO3換算）が用いられた。被

験物質の実測濃度は、設定濃度から 20%以上減少しなかった。繁殖阻害（繁殖率）に関する 21

日間無影響濃度 (NOEC) は、設定濃度に基づき 1,300 µg/L であった。 

 

3） 魚類 

 Howe ら 1)-13274は、米国 EPA の試験方法 (EPA-660/3-75-009, 1975) 及び米国 ASTM の試験方法 

(E729-85, 1985) に準拠し、ニジマス Oncorhynchus mykiss の急性毒性試験を実施した。設定試験

濃度区は、対照区、助剤対照区及び 8 濃度区であった。試験用水には人工調製水（硬度 40～48 

mg/L、CaCO3 換算）が用いられた。12℃、pH6.5 における 96 時間半数致死濃度 (LC50) は、設

定濃度に基づき 3,800 µg/L であった。 

 また、Hodson ら 1)-6914は、ニジマス Oncorhynchus mykiss の胚を用いて初期生活段階毒性試験を

実施した。試験は流水式（流速 160～196 mL／分）で行われた。設定試験濃度は、最高濃度の 0

（対照区）、10、18、32、56、100%濃度（公比 1.8）であった。試験用水には、硬度 135 mg/L (CaCO3

換算) の脱塩素水道水が用いられた。稚魚期における被験物質の実測濃度は、0、2.08、4.17、

4.62、10.5、17.97 µM であった。成長阻害（湿重量）に関する 85 日間無影響濃度 (NOEC) は、

実測濃度に基づき 643 µg/L (4.62 µM) であった。 

 

4） その他 

Yoshioka ら 1)-11258は、テトラヒメナ属 Tetrahymena pyriformis の急性毒性試験を実施した。試験

は止水式で行われ、設定試験濃度区の公比は 1.8 であった。試験には無菌 0.2%プロテオースペ

プトン培地が用いられた。増殖阻害に関する 24 時間半数影響濃度 (EC50) は、設定濃度に基づ

き 5,500 µg/L であった。 

 

 

（2）予測無影響濃度 (PNEC) の設定 

急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上記本文で示した毒性値に情報量に応じたアセ

スメント係数を適用し予測無影響濃度 (PNEC) を求めた。 

 

急性毒性値 

藻類 Pseudokirchneriella subcapitata 48 時間 EC50（生長阻害） 250 µg/L
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甲殻類 Gammarus pseudolimnaeus 96 時間 LC50 2,800 µg/L

魚類 Oncorhynchus mykiss 96 時間 LC50 3,800 µg/L

その他 Tetrahymena pyriformis 24 時間 EC50（増殖阻害） 5,500 µg/L

アセスメント係数：100［3 生物群（藻類、甲殻類、魚類）及びその他の生物について信頼で

きる知見が得られたため］ 

 これらの毒性値のうち、その他の生物を除いた最も小さい値（藻類の 250 µg/L）をアセスメ

ント係数 100 で除することにより、急性毒性値に基づく PNEC 値 2.5 µg/L が得られた。 

 

慢性毒性値 

甲殻類 Daphnia magna 21 日間 NOEC（繁殖阻害） 1,300 µg/L 

魚類 Oncorhynchus mykiss 85 日間 NOEC（成長阻害） 643 µg/L

アセスメント係数：100［2 生物群（甲殻類及び魚類）の信頼できる知見が得られたため］ 

 2 つの毒性値の小さい方（魚類の 643 µg/L）をアセスメント係数 100 で除することにより、

慢性毒性値に基づく PNEC 値 6.4 µg/L が得られた。 

 

本物質の PNEC としては、藻類の急性毒性値から得られた 2.5 µg/L を採用する。 

 

（3）生態リスクの初期評価結果 

 

表 4.2 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度(PEC) PNEC 
PEC/ 

PNEC 比

公共用水域・淡水 

データは得られなかった 
[過去のデータではあるが

0.6 µg/L 未満程度 (1994)]

データは得られなかった  

[過去のデータではあるが

0.6 µg/L未満程度 (1994)] 
2.5 

µg/L 

－ 

公共用水域・海水 

データは得られなかった 

[過去のデータではあるが

概ね0.6 µg/L未満 (1994)]

データは得られなかった 

[過去のデータではあるが

概ね0.6 µg/L未満 (1994)] 

－ 

注：1) 水質中濃度の (  ) 内の数値は測定年度を示す  
   2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 

 
 

 

 

本物質については、予測環境中濃度 (PEC) を設定できるデータが得られなかったため、リス

クの判定はできなかった。 

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。 

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］ 
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本物質の公共用水域濃度は、過去のデータではあるが、淡水域で 0.6 µg/L 未満程度、海水域

では概ね 0.6 µg/L 未満であり、この濃度と予測無影響濃度 (PNEC) との比は、淡水域、海水域

ともに 0.2 未満となる。しかし、化管法に基づく届出排出量を用いて希釈のみを考慮して推定し

た河川中濃度は最大で 0.0009 µg/L であり、PNEC との比は 0.1 よりも小さな値となる。 

したがって、本物質については、現時点では作業の必要はないと考えられる。 
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MN :9 p. 
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4-Nitrophenol, 2,4-Dinitrophenol, Terbufos and Trichlorfon to Grass Shrimp (Palaemonetes 
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１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名： o-フェニレンジアミン 

（別の呼称：1,2-ベンゼンジアミン、1,2-フェニレンジアミン、ベンゼン-1,2-ジアミン、

o-ジアミノベンゼン、1,2-ジアミノベンゼン） 
CAS 番号：95-54-5 
化審法官報公示整理番号：3-185（フェニレンジアミン） 
化管法政令番号：1-348（フェニレンジアミン） 
RTECS 番号：SS7875000 

分子式：C6H8N2 

分子量：108.14 
換算係数：1ppm= 4.42 mg/m3(気体、25℃) 
構造式： 
 
 
 
 

NH2

NH2  

（2）物理化学的性状 

本物質は、常温で茶褐色の固体である 1)。 

融点 103℃2) , 6)、103~104℃3)、103.5℃5) 、102℃6) 

沸点 257℃2) , 5)、256~258℃3)、256℃6)、258℃6) 

密度  

蒸気圧 9.8×10-3 mmHg (=1.3 Pa) (20℃) 6) 

分配係数（1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水）(logKow) 0.154) , 5)、0.26) 

解離定数（pKa） pKa1=4.57 (20℃) 2)、pKa2=0.80 (20℃) 2) 

水溶性（水溶解度） 3.02×104 mg/1,000 g (20℃) 2)、4.2×104 mg/L (35℃) 6)

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性 

好気的分解（難分解性であると判断される物質）7) , 8) 
分解率：BOD 0%、TOC 0%、HPLC 4% 

（試験期間：4 週間、被験物質濃度：100 mg/L、活性汚泥濃度：30 mg/L）9) 

 

化学分解性 

OH ラジカルとの反応性 （大気中） 

反応速度定数：180×10-12 cm3/(分子･sec) （AOPWIN 10)により計算） 

半減期：0.36～3.6 時間（OH ラジカル濃度を 3×106～3×105分子/cm3 11)と仮定して

計算） 

加水分解性 

 環境中で加水分解性の基を持たない 12) 

［9］o-フェニレンジアミン 
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生物濃縮性（高濃縮性ではないと判断される物質）8) 

生物濃縮係数 (BCF)：3.2（BCFBAF13)により計算） 

 

土壌吸着性 

土壌吸着定数 (Koc)：35（KOCWIN14)により計算） 

 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

本物質の化審法に基づき公表された製造・輸入数量 15),16),17),18)の推移を表 1.1 に示す。 

 

表 1.1 製造・輸入数量の推移 

平成(年度) 16 17 18 19 

製造・輸入数量(t) a) 1,787b) 1,825 b) 1,605 b) 2,712 b) 

平成(年度) 20 21 22 23 

製造・輸入数量(t) a) 2,307 b) 2,642 b) 2,474 c) 2,465 c) 

注：a) 平成 22 年度以降の製造・輸入数量は、平成 21 年度までとは異なっている 
    b) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業所内での自家消費分を含まない値を示す 
    c) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含まない値を示す 

 

「化学物質の製造・輸入量に関する実態調査」によると、フェニレンジアミンの平成 16

年度及び平成 19 年度における製造（出荷）及び輸入量は、1,000～10,000 t/年未満 19),20)である。

フェニレンジアミンの化学物質排出把握管理促進法（化管法）における製造・輸入量区分は

100 t 以上である 21)。 

② 用 途 

本物質の主な用途は、農薬原料、防錆剤原料、ゴム薬品の原料、医薬や顔料の原料である 1)。 

ベノミル及びチオファネートメチルは、環境水中でカルベンダジムを経て、2-アミノベン

ゾイミダゾールや本物質になることが知られている 22)。 

 

（5）環境施策上の位置付け 

本物質は化学物質審査規制法優先評価化学物質（通し番号：56）に指定されているほか、水

環境保全に向けた取組のための要調査項目に選定されている。 

フェニレンジアミンは、化学物質排出把握管理促進法（化管法）第一種指定化学物質（政令

番号：348）に指定されているほか、有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質に選定され

ている。 

また、本物質は旧化学物質審査規制法（平成 15 年改正法）において第二種監視化学物質（通

し番号:804）及び第三種監視化学物質（通し番号:64）に指定されていた。 
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２．曝露評価 

環境リスクの初期評価のため、わが国の一般的な国民の健康や水生生物の生存・生育を確保

する観点から、実測データをもとに基本的には化学物質の環境からの曝露を中心に評価するこ

ととし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則として最大濃度に

より評価を行っている。 

 

（1）環境中への排出量 

フェニレンジアミンは化管法の第一種指定化学物質である。同法に基づき公表された平成 23

年度の届出排出量 1)、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体 2),3)から集計した排出

量等を表 2.1 に示す。なお、届出外排出量非対象業種・家庭・移動体の推計はなされていなか

った。 

 
表 2.1 化管法に基づく排出量及び移動量（PRTR データ）の集計結果（平成 23 年度） 

（フェニレンジアミン） 

大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 99 2,050 0 0 1,858 34,382 1,542 - - - 2,150 1,542 3,692

フェニレンジアミン

業種等別排出量(割合) 99 2,050 0 0 1,858 34,382 1,542 0 0 0

0.1 2,050 0 0 157 11,214 1 届出 届出外

(0.1%) (100%) (8.5%) (32.6%) (0.06%) 58% 42%

1,541

(99.9%)

99 0 0 0 1,700 22,800

(99.9%) (91.5%) (66.3%)

0 0 0 0 0 360

(1.0%)

0 0 0 0 0.4 8

(0.02%) (0.02%)

0 0 0 0 0 0.1

(0.0003%)

総排出量の構成比(%)

化学工業

下水道業

プラスチック製品

製造業

窯業・土石製品

製造業

医薬品製造業

農薬製造業

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 排出量　　(kg/年) 届出

排出量

届出外

排出量
合計

 
 

フェニレンジアミンの平成 23 年度における環境中への総排出量は約 3.7 t となり、そのうち

届出排出量は約 2.2 t で全体の 58%であった。届出排出量のうち 0.099 t が大気、約 2.1 t が公共

用水域へ排出されるとしており、公共用水域への排出量が多い。この他に下水道への移動量が

約 1.9 t、廃棄物への移動量が約 34 t であった。届出排出量の主な排出源は、大気への排出が多

い業種はプラスチック製品製造業であり、公共用水域へ排出している業種は化学工業のみであ

った。 

表 2.1 に示したように PRTR データでは、届出排出量は媒体別に報告されているが、届出外

排出量の推定は媒体別には行われていないため、届出外排出量対象業種の媒体別配分は届出排

出量の割合をもとに行った。届出排出量と届出外排出量を媒体別に合計したものを表 2.2 に示

す。 
 

表 2.2 環境中への推定排出量 

媒 体 推定排出量(kg) 

大 気 

水 域 

土 壌 

99 

3,593 

0 
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（2）媒体別分配割合の予測 

フェニレンジアミンの環境中の媒体別分配割合を、表 2.2 に示した環境中への推定排出量を

基に USES3.0 をベースに日本固有のパラメータを組み込んだ Mackay-Type Level III 多媒体モデ

ル 4)を用いて予測した。予測の対象地域は、平成 23 年度に環境中及び公共用水域への排出量が

最大であった愛媛県（大気への排出量 6.7×10-7 t、公共用水域への排出量 2 t）及び大気への排出

量が最大であった滋賀県（大気への排出量 1.4 t、公共用水域への排出量 0.099 t）とした。予測

結果を表 2.3 に示す。 

 
表 2.3 媒体別分配割合の予測結果 

媒 体 

分配割合(%) 
上段：排出量が最大の媒体、下段：予測の対象地域 

環境中 大 気 公共用水域 

愛媛県 滋賀県 愛媛県 

大 気 0.0 0.0 0.0 

水 域 98.3 98.2 98.3 

土 壌 0.1 0.1 0.1 

底 質 1.6 1.6 1.6 

注：数値は環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの 

 

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認され

た調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.4 に示す。 

 
表 2.4 各媒体中の存在状況 

媒 体 
幾何 

平均値 a) 
算術 
平均値 

最小値 最大値 a) 検出 
下限値

検出率 調査地域 測定年度 文 献 

                      

一般環境大気  µg/m3          
             

室内空気 µg/m3          

             

食物 µg/g          
             

飲料水 µg/L          
             

地下水 µg/L          
             

土壌 µg/g          
             

公共用水域・淡水  µg/L <0.015 <0.015 <0.015 <0.015 0.015 0/14 全国 2012 5) 
             

公共用水域・海水   µg/L <0.015 <0.015 <0.015 <0.015 0.015 0/8 全国 2012 5) 
             

底質(公共用水域・淡水) µg/g          
                      

底質(公共用水域・海水) µg/g          
           

魚類(公共用水域・淡水) µg/g          
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媒 体 
幾何 

平均値 a) 
算術 
平均値 

最小値 最大値 a) 検出 
下限値

検出率 調査地域 測定年度 文 献 

魚類(公共用水域・海水) µg/g          

             

注：a) 最大値または幾何平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す 
     

 

（4）人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

公共用水域・淡水の実測値を用いて、人に対する曝露の推定を行った（表 2.5）。化学物質の

人による一日曝露量の算出に際しては、人の一日の呼吸量、飲水量及び食事量をそれぞれ 15 

m3、2 L 及び 2,000 g と仮定し、体重を 50 kg と仮定している。 

 
表 2.5 各媒体中の濃度と一日曝露量 

 媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

  大 気     

  一般環境大気 データは得られなかった データは得られなかった 

  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

平       

  水 質   

  飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

  地下水 データは得られなかった データは得られなかった 

均 公共用水域・淡水 0.015 µg/L 未満程度 (2012) 0.0006 µg/kg/day 未満程度 

        

  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

        

  大 気     

  一般環境大気 データは得られなかった データは得られなかった 

  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

最       

 水 質     

大 飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

 地下水 データは得られなかった データは得られなかった 

値 公共用水域・淡水 0.015 µg/L 未満程度 (2012) 0.0006 µg/kg/day 未満程度 

        

  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

        

 

人の一日曝露量の集計結果を表 2.6 に示す。 

吸入曝露の予測最大曝露濃度を設定できるデータは得られなかった。一方、化管法に基づく

平成 23 年度の大気への届出排出量（フェニレンジアミンとして）をもとにプルーム・パフモデ

ル 6)を用いて推定した大気中濃度の年平均値は、最大で 0.022 µg/m3 となった。 

経口曝露の予測最大曝露量は、公共用水域・淡水のデータから算定すると 0.0006 µg/kg/day 未

満程度であった。一方、化管法に基づく平成 23 年度の公共用水域・淡水への届出排出量（フェ

ニレンジアミンとして）を全国河道構造データベース 7)の平水流量で除し、希釈のみを考慮し
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た河川中濃度を推定すると、最大で 0.0028 μg/Lとなった。推定した河川中濃度を用いて経口曝

露量を算出すると 0.00011 μg/kg/day となった。 

物理化学的性状から考えて生物濃縮性が高くないと推測されることから、本物質の環境媒体

から食物経由の曝露量は少ないと考えられる。 

 
表 2.6 人の一日曝露量 

 媒 体   平均曝露量（μg/kg/day） 予測最大曝露量（μg/kg/day） 

大 気  
 一般環境大気   

 室内空気   

   飲料水   

水 質  地下水   

   公共用水域・淡水 0.0006 0.0006 

 食 物     

 土 壌     

 経口曝露量合計 0.0006 0.0006 

 総曝露量 0.0006 0.0006 

注：1) アンダーラインを付した値は、曝露量が「検出下限値未満」とされたものであることを示す 

 

（5）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.7 のように整理した。

水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定すると、公共用水域の淡水

域、同海水域ともに 0.015 g/L 未満程度となった。 

化管法に基づく平成 23 年度の公共用水域・淡水への届出排出量（フェニレンジアミンとして）

を全国河道構造データベース 7)の平水流量で除し、希釈のみを考慮した河川中濃度を推定する

と、最大で 0.0028 μg/L となった。 

 

表 2.7 公共用水域濃度 

水 域 平  均 最 大 値 
 

淡 水 
 

海 水 
 

0.015 µg/L 未満程度 (2012) 
 

0.015 µg/L 未満程度 (2012) 

0.015 µg/L 未満程度 (2012) 
 

0.015 µg/L 未満程度 (2012) 

   注：1) （  ）内の数値は測定年度を示す  

2)  淡水は河川河口域を含む 
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３．健康リスクの初期評価 

健康リスクの初期評価として、ヒトに対する化学物質の影響についてのリスク評価を行った。 

（1）体内動態、代謝 

ヒトの腹部皮膚を用いた in vitro の透過試験では、皮膚透過には閾値濃度があることが示され

ており、本物質は皮膚の構成成分と結合して皮膚にとどまるが、結合部位が飽和に達すると角

質層及び表皮を透過するようになると考えられ、透過係数は 0.45 mm/hr であり、相対的に低い

値であった 1) 。 

 

（2）一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性 

表 3.1 急性毒性 2) 

動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 510 mg/kg 
マウス 経口 LD50 366 mg/kg 

モルモット 経口 LD50 360 mg/kg 
ネコ 経口 LDLo 250 mg/kg 

ラット 吸入 LC50 1,873 mg/m3 
マウス 吸入 LC50 > 91 mg/m3 (4hr) 
ラット 経皮 LD50 > 5,000 mg/kg 
ウサギ 経皮 LDLo 1,500 mg/kg 

注：（ ）内の時間は曝露時間を示す。 

本物質は眼を刺激し、皮膚、気道を軽く刺激する。血液に影響を与え、メトヘモグロビン

を生成することがある。吸入や経口摂取すると、チアノーゼ、錯乱、痙攣、眩暈、頭痛、吐

き気、意識喪失を生じ、皮膚に付くと発赤、眼に入ると発赤、痛みを生じる 3) 。 

 

② 中・長期毒性 

ア）ラット（系統不明）に 160 mg/kg/day を 30 日間経口投与した結果、体重増加の抑制、肝

臓、腎臓の相対重量増加を認めたとした報告があったが、詳細は不明であった 4) 。 

イ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、20、40、80 mg/kg/day を 90 日間強制

経口投与した結果、80 mg/kg/day 群の雌で会陰部、鼠経、腹部及び下腹部の汚れが高頻度

でみられ、雌雄で体重増加の有意な抑制を認めた。また、80 mg/kg/day 群の雌雄で軽度の

眼瞼閉鎖が高頻度でみられ、雄で尾部刺激に対する反応亢進がみられた 5) 。この結果から、

NOAEL を 40 mg/kg/day とする。 

ウ）Sprague-Dawley ラット雄 6 匹を 1 群とし、0、83 mg/m3を 10 日（4 時間/日）吸入させた

結果、83 mg/m3群で軽微な不規則呼吸、音に対する反応の低下、顔を引っ掻く行動、体重

増加の抑制、接触に対する反応亢進がみられた。しかし、剖検や組織検査で異常はなく、

体重増加の抑制も 14 日間の回復期間にはみられなかった 6) 。本報告は概要のみであったた

め、NOAEL 等の判断はしなかったが、著者らも安全な大気中濃度を設定するためには追加

の試験が必要としていた。 
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③ 生殖・発生毒性 

ア）3～4 匹の雄マウス（系統不明）を 1 群とし、0、200 mg/kg を経口投与して精巣の DNA

合成への影響を検討した結果、200 mg/kg 群で DNA 合成の有意な阻害がみられた 7) 。 

イ）妊娠 10 日の C57BL マウス雌 285 匹に 0 mg/kg、399 匹に 196 mg/kg を腹腔内投与した結

果、妊娠の維持率は 0 mg/kg 群の 68％に対し、196 mg/kg 群は 37％と低かった。また、出

生時/離乳時の平均同腹仔数は 0 mg/kg 群の 5.2/4.9 に対し、196 mg/kg 群は 4.0/2.9 と低く、

出生前死亡及び出生後死亡の増加がみられた 8) 。 

ウ）Sprague-Dawley ラット雄 20 匹を 1 群とし、0、20 mg/kg を 8 週間（3 回/週）腹腔内投与

した後に未処置の雌と交尾させた結果、雄の体重増加に影響はなく、着床数や吸収胚数、

生存胎仔数にも影響はなかった 9) 。 

 

④ ヒトへの影響 

ヒトへの影響について、知見は得られなかった。 

 

（3）発がん性 

① 主要な機関による発がんの可能性の分類 

国際的に主要な機関での評価に基づく本物質の発がんの可能性の分類については、表 3.2

に示すとおりである。 
 

表 3.2 主要な機関による発がんの可能性の分類 

機 関 (年) 分  類 

WHO IARC －  

EU EU －  

 EPA －  

USA ACGIH A3 動物に対して発がん性が確認されたが、ヒトへの関連

性は不明な物質。 

 NTP － 

日本 日本産業衛生学会 －  
ドイツ DFG －  

 

② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

in vitro 試験系では、代謝活性化系（S9）無添加のネズミチフス菌で遺伝子突然変異を誘

発しなかったが 10～14) 、S9 添加では遺伝子突然変異を誘発した 11～17) 。大腸菌では S9 添加

の有無にかかわらず遺伝子突然変異を誘発しなかった 12) 。S9 添加又は無添加のチャイニー

ズハムスター肺細胞（CHL）18, 19) 、チャイニーズハムスター卵巣（CHO）細胞 19, 20) で染色

体異常、ラットの肝細胞（初代培養）で不定期 DNA 合成 12, 21) を誘発した。S9 添加・無添
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加の酵母で遺伝子組み換えを誘発しなかったが 10) 、S9 添加のマウスリンパ腫細胞

（L5178Y）で遺伝子突然変異を誘発した 21) 。 

in vivo 試験系では、腹腔内投与したマウスで遺伝子突然変異 8) 、ラットで優性致死突然

変異 9) 、姉妹染色分体交換 22) を誘発しなかったが、経口投与や腹腔内投与したマウス 23, 24) 、

チャイニーズハムスター24) 、モルモット 24) の骨髄細胞で小核、マウスの骨髄細胞で染色体

異常 23) を誘発した。また、経口投与したラットの精巣で DNA 合成 7) を阻害した。 

 

○ 実験動物に関する発がん性の知見 

Sprague-Dawley ラット雄 25 匹を 1 群とし、0、0.2、0.4％の濃度で本物質の二塩酸塩を餌

に添加して 18 ヶ月間投与した結果、0.4％群で肝腫瘍の発生率に有意な増加を認めた 25) 。

また、ICR マウス雌雄各 25 匹を 1 群とし、0、0.4、0.8％の濃度で本物質の二塩酸塩を餌に

添加して 5 ヶ月間投与した後に、0、0.8、1.6％に増量して 13 ヶ月間投与した結果、雄の 0.4

→0.8％群で肝細胞癌の発生率に有意な増加を認めたが、より高用量の 0.8→1.6％群では発

生率の有意な増加はなかった。雌では 0.4→0.8％以上の群で肝細胞癌の発生率に有意な増加

を認めた 25) 。なお、これらの試験では、腫瘍の発生を確認した動物数は 14～16 匹と少な

く、報告内容も発生数（率）に限られたものであった。 

Wistar ラット 5 匹を 1 群とし、45 mg/kg/day を 11 ヶ月間（隔日）、90 mg/kg/day を 5 ヶ月

間（隔日）皮下投与した結果、投与部位に腫瘍の発生はなかった 26) 。 

 

○ ヒトに関する発がん性の知見 

ヒトでの発がん性について、知見は得られなかった。 

 

（4）健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定 

非発がん影響については一般毒性に関する知見が得られているが、生殖・発生毒性につい

ては十分な知見が得られていない。また、発がん性についても動物実験で発がん性の可能性

を示唆する知見があったものの、不十分な報告であり、ヒトに対する発がん性の有無につい

ても判断はできない。このため、閾値の存在を前提とする有害性について、非発がん影響に

関する知見に基づき無毒性量等を設定することとする。 

経口曝露については、中・長期毒性イ）のラットの試験から得られた NOAEL 40 mg/kg/day

（体重増加の抑制、尾部刺激に対する反応亢進）を試験期間が短いことから 10 で除した 4 

mg/kg/day が信頼性のある最も低用量の知見と判断し、これを無毒性量等に設定する。 

吸入曝露については、無毒性量等の設定ができなかった。 
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詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

MOE＝10 MOE＝100［ 判定基準 ］

② 健康リスクの初期評価結果 
 

表 3.3 経口曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露量 予測最大曝露量 無毒性量等 MOE 

経口 
飲料水 － － 

4 mg/kg/day ラット 
－ 

公共用水

域・淡水 
0.0006 µg/kg/day 

未満程度 
0.0006 µg/kg/day 

未満程度 
670,000 超

 
経口曝露については、公共用水域・淡水を摂取すると仮定した場合、平均曝露量、予測最

大曝露量はともに 0.0006 µg/kg/day 未満程度であった。無毒性量等 4 mg/kg/day と予測最大曝

露量から、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除して求めた MOE（Margin of 

Exposure）は 670,000 超となる。また、化管法に基づく平成 23 年度の公共用水域・淡水への

届出排出量（異性体混合物）をもとに推定した高排出事業所の排出先河川中濃度から算出し

た最大曝露量は 0.00011 µg/kg/day であったが、参考としてこれから算出した MOE は 3,600,000

となる。環境媒体から食物経由で摂取される曝露量は少ないと推定されることから、その曝

露を加えても MOE が大きく変化することはないと考えられる。 

従って、本物質の経口曝露による健康リスクについては、現時点では作業は必要ないと考

えられる。 
 
 

表 3.4 吸入曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気 － － 

－  
－ 

室内空気 － － － 
 

吸入曝露については、無毒性量等が設定できず、曝露濃度も把握されていないため、健康

リスクの判定はできなかった。 

なお、吸収率を 100％と仮定し、経口曝露の無毒性量等を吸入曝露の無毒性量等に換算する

と 13 mg/m3となるが、これと化管法に基づく平成 23 年度の大気への届出排出量（異性体混

合物）をもとに推定した高排出事業所近傍の大気中濃度（年平均値）の最大値 0.022 µg/m3か

ら、動物実験結果より設定された知見であることを考慮し、参考として算出した MOE は

59,000 となる。このため、本物質の一般環境大気の吸入曝露による健康リスクの評価に向け

て吸入曝露の情報収集等を行う必要性は低いと考えられる。 
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４．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、生物群（藻類、甲殻類、魚類及び

その他の生物）ごとに整理すると、表 4.1 のとおりとなった。 

 
表 4.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 
急

性 

慢 

性 
毒性値 
[µg/L] 

生物名 生物分類／和名
エンドポイント

／影響内容 
曝露期間

[日] 
試験の 
信頼性 

採用の 
可能性 

文献 No.

藻 類  ○ 371 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

NOEC   
GRO (RATE)

3 A A 3) 

 ○  821 Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

EC50   
GRO (RATE)

3 A A 3) 

甲殻類  ○ 83 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  REP 21 A A 2) 

 ○  1,400 Daphnia magna オオミジンコ EC50  IMM 2 A A 2) 

魚 類 ○  4,600 Oryzias latipes メダカ LC50  MOR 4 A A 2) 

その他 ○  48,240 Tetrahymena 
pyriformis テトラヒメナ属 IGC50 POP 60 時間 B B 1)-10864

毒性値（太字）：採用可能な知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）：PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可 
E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない 

エンドポイント 

EC50 (Median Effective Concentration)：半数影響濃度、 

IGC50 (Median Inhibitory growth concentration)：半数成長（増殖）阻害濃度、 

LC50 (Median Lethal Concentration)：半数致死濃度、NOEC (No Observed Effect Concentration)：無影響濃度 

影響内容 

GRO (Growth)：生長（植物）、IMM (Immobilization)：遊泳阻害、MOR (Mortality)：死亡、REP (Reproduction)：繁殖、

POP (Population change)：個体群の変化（増殖） 

毒性値の算出方法 

RATE：生長速度より求める方法（速度法） 

 

評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそれ

ぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用した。その知見の

概要は以下のとおりである。 
 

1） 藻類 

環境省 2)は、OECD テストガイドライン No. 201(1984)に準拠し、緑藻類 Pseudokirchneriella 

subcapitata（旧名 Selenastrum capricornutum）の生長阻害試験を GLP 試験として実施した。設定

試験濃度は 0（対照区）、0.32、0.56、1.0、1.8、3.2 mg/L（公比 1.8）であった。被験物質の実
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測濃度は、試験終了時において設定濃度の 11～59%に低下した。毒性値の算出には実測濃度（試

験開始時と終了時の幾何平均値）が用いられ、速度法による 72 時間半数影響濃度 (EC50) は 821 

µg/L、無影響濃度 (NOEC) は 371 µg/L であった 3)。 

 

2） 甲殻類 

環境省 2)は OECD テストガイドライン No. 202 (1984) に準拠し、オミジンコ Daphnia magna

の急性遊泳阻害試験を GLP 試験として実施した。試験は止水式で行われ、設定試験濃度は 0（対

照区）、0.46、1.0、2.2、4.6、10 mg/L（公比 2.2）であった。試験用水には Elendt M4 培地が用

いられた。被験物質の実測濃度は、試験終了時においても設定濃度の 83～92%を維持していた。

48 時間半数影響濃度 (EC50) は、設定濃度に基づき 1,400 µg/L であった。 

また、環境省 2)は OECD テストガイドライン No. 211 (1998) に準拠しオオミジンコ Daphnia 

magna の繁殖試験を GLP 試験として実施した。試験は半止水式 (48 時間毎換水) で行われ、設

定試験濃度は 0（対照区）、0.10、0.22、0.46、1.0、2.2 mg/L（公比 2.2）であった。試験用水に

は Elendt M4 培地が用いられた。被験物質の実測濃度は、0、6、14 日目の換水時に設定濃度の

94～110%、2、8、16 日目の換水前には設定濃度の 41～92%であった。21 日間無影響濃度 (NOEC) 

は、実測濃度（時間加重平均値）に基づき 83 µg/L であった。 

 

3） 魚類 

環境省 2)は、OECD テストガイドライン No. 203 (1992) に準拠し、メダカ Oryzias latipes の急

性毒性試験を GLP 試験として実施した。試験は半止水式 (48 時間後換水) で行われ、設定試験

濃度は 0（対照区）、1.0、1.8、3.2、5.6、10 mg/L（公比 1.8）であった。試験用水には脱塩素水

道水（硬度 56 mg/L、CaCO3換算）が用いられた。被験物質の実測濃度は、48 時間後の換水前

において、設定濃度の 63～72%に低下した。毒性値の算出には実測濃度（試験開始時及び 48 時

間後の幾何平均値）が用いられた。96 時間半数致死濃度 (LC50) は 4,600 µg/L であった。 

 

4） その他 

Schultz と Applehans1)-10864 は、Schultz の既報の方法  (1983) に従って、テトラヒメナ属

Tetrahymena pyriformis の増殖阻害試験を実施した。試験は止水式で行われ、設定試験濃度は対

照区及び 5 濃度区であった。試験溶液の調製には、助剤として DMSO が 0.75%以下の濃度で用

いられた可能性がある。60 時間半数増殖阻害濃度 (IGC50) は、設定濃度に基づき 48,240 µg/L

であった。 

 

（2）予測無影響濃度 (PNEC) の設定 

急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上記本文で示した毒性値に情報量に応じたアセ

スメント係数を適用し予測無影響濃度 (PNEC) を求めた。 

 

急性毒性値 

藻類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 EC50（生長阻害） 821 µg/L

甲殻類 Daphnia magna 48 時間 EC50（遊泳阻害） 1,400 µg/L

－221－



9 o-フェニレンジアミン 

 

魚類 Oryzias latipes 96 時間 LC50 4,600 µg/L

その他 Tetrahymena pyriformis 60 時間 IGC50（増殖阻害） 48,240 µg/L

アセスメント係数：100［3 生物群（藻類、甲殻類、魚類）及びその他の生物について信頼で

きる知見が得られたため］ 

 これらの毒性値のうち、その他の生物を除いた最も小さい値（藻類の 821 µg/L）をアセスメ

ント係数 100 で除することにより、急性毒性値に基づく PNEC 値 8.2 µg/L が得られた 

 

慢性毒性値 

藻類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 NOEC（生長阻害） 371 µg/L

甲殻類 Daphnia magna 21 日間 NOEC（繁殖阻害） 83 µg/L

アセスメント係数：100［2 生物群（藻類及び甲殻類）の信頼できる知見が得られたため］ 

2 つの毒性値の小さい方（甲殻類の 83 µg/L）をアセスメント係数 100 で除することにより、

慢性毒性値に基づく PNEC 値 0.83 µg/L が得られた。 

 

本物質の PNEC としては、甲殻類の慢性毒性値から得られた 0.83 µg/L を採用する。 

 

（3）生態リスクの初期評価結果 

 

表 3.2 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度 (PEC) PNEC 
PEC/ 

PNEC 比

公共用水域・淡水 0.015 µg/L 未満程度 (2012) 0.015 µg/L 未満程度 (2012) 
0.83 

µg/L 

<0.02 

公共用水域・海水 0.015 µg/L 未満程度 (2012) 0.015 µg/L 未満程度 (2012) <0.02 

注：1) 水質中濃度の (  ) 内の数値は測定年度を示す  
   2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 

 

 

 

本物質の公共用水域における濃度は、平均濃度で見ると淡水域、海水域ともに 0.015 µg/L 未

満程度であり、検出下限値未満であった。安全側の評価値として設定された予測環境中濃度

(PEC)も平均濃度と同様に、淡水域、海水域ともに 0.015 µg/L 未満程度であり、検出下限値未満

であった。 

予測環境中濃度 (PEC) と予測無影響濃度 (PNEC) の比は、淡水域、海水域ともに 0.02 未満

となる。また、化管法に基づく届出排出量（フェニレンジアミンとして）を用いて、希釈のみ

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。 

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］ 
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を考慮して推定した河川中濃度は最大で 0.0028 μg/L であり、PNEC との比は 0.1 よりも小さな

値となる。 

したがって、本物質について現時点では作業の必要はないと考えられる。 
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１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名： 1-ブロモプロパン 

（別の呼称：1-プロピルブロミド、3-ブロモプロパン、プロピルブロミド） 

CAS 番号： 106-94-5 

化審法官報公示整理番号： 2-73（1-ブロムプロパン） 
化管法政令番号：1-384 
RTECS 番号：TX4110000 

分子式： C3H7Br 

分子量： 122.99 
換算係数：1 ppm = 5.03 mg/m3 (気体、25℃) 
構造式： 
 
 
 
 
 

Br

C
H2

H2
C

CH3

 

 

（2）物理化学的性状 

本物質は液体である1)。 

融点 -110.1℃2)、-110℃3) , 5) , 6)  

沸点 70.8℃2)、71.1℃2)、71℃3) , 5) , 6) 

密度 1.3537 g/cm3 (20℃) 2)、1.356) 

蒸気圧 
140 mmHg (=1.86×104 Pa) (25℃) 2)、 
111 mmHg (=1.48×104 Pa) (20℃) 5) 

分配係数（1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水）(log Kow) 2.12)、2.104) , 5) 

解離定数（pKa）  

水溶性（水溶解度） 
2.34×103 mg/1,000 g (25℃) 2)、 
2.45×103 mg/L (20℃) 5) 

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性  

好気的分解（難分解性であると判断される物質）7) 

分解率： BOD 70% (平均値)、HPLC 41% (平均値)  

（試験期間：4 週間、被験物質濃度：100 mg/L、活性汚泥濃度：30 mg/L）8) 

  （備考：被験物質は試験液中で加水分解して 1-プロパノール（2-0207、イソプロピ

ルアルコールにて試験実施、良分解性）及び臭化物イオンを生成し、1-プロパノ

ールは分解した）8) 

 

 

 

［10］1-ブロモプロパン   
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化学分解性 

OH ラジカルとの反応性 （大気中） 

反応速度定数： 1.2×10-12 cm3/(分子･sec) （25℃、測定値）9)  

半減期： 4.5～45 日（OH ラジカル濃度を 3×106～3×105分子/cm3  10)と仮定し計算）

加水分解性 

 半減期：26 日（反応速度定数 3.04×10-7 /sec (pH=7、25℃) 11)  を用いて計算）  

 

生物濃縮性（高濃縮性ではないと判断される物質）7) 

生物濃縮係数 (BCF)： 11（BCFBAF12)により計算） 

 

土壌吸着性 

土壌吸着定数 (Koc)： 40（KOCWIN13)により計算） 

 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

本物質の化審法に基づき公表された製造・輸入数量の推移を表 1.1 に示す14), 15),16)。 

 

表 1.1 製造・輸入数量の推移 

平成(年度) 21  22 23 

製造・輸入数量(t) a) 3,080 b) 3,000 c) 5,000 c) 

注：a) 平成 22 年度以降の製造・輸入数量の届出要領は、平成 21 年度までとは異なっている 
b) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業所内での自家消費分を含まない値を示す 
c) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含まない値を示す 

 

「化学物質の製造・輸入数量に関する実態調査」によると、本物質の製造（出荷）及び輸

入量は平成 16 年度及び平成 19 年度ともに 1,000～10,000 t/年未満である18),19)。 

OECD に報告している本物質の生産量は 1,000～10,000 t/年未満、輸入量は 1,000 t/年未満で

ある。化学物質排出把握管理促進法（化管法）の製造・輸入量区分は 100 t 以上である20)。 

本物質の平成 11 年～平成 19 年における生産量は、300 t/年（推定値）21)とされている。 

② 用 途 

本物質の主な用途は、工業用洗浄剤22)とされているほか、合成繊維補助剤、染料、香料（食

品香料、花香調香料）、医薬品、有機合成、調味料、安息香酸23)とされている。 

 

（5）環境施策上の位置付け 

本物質は、化学物質排出把握管理促進法第一種指定化学物質（政令番号：384）に指定されて

いる。 

本物質は、有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質に選定されている。 

ブロモプロパン類は、水環境保全に向けた取組のための要調査項目に選定されている。 
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また、本物質は旧化学物質審査規制法（平成 15 年改正法）において第二種監視化学物質（通

し番号:979）に指定されていた。 
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２．曝露評価 

環境リスクの初期評価のため、わが国の一般的な国民の健康や水生生物の生存・生育を確保

する観点から、実測データをもとに基本的には化学物質の環境からの曝露を中心に評価するこ

ととし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則として最大濃度に

より評価を行っている。 

（1）環境中への排出量 

本物質は化管法の第一種指定化学物質である。同法に基づき公表された平成 23 年度の届出

排出量1)、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体2),3)から集計した排出量等を表 2.1

に示す。なお、届出外排出量非対象業種・家庭・移動体の推計はなされていなかった。 

 
表 2.1 化管法に基づく排出量及び移動量（PRTR データ）の集計結果（平成 23 年度） 

大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 1,140,451 3,370 0 0 230 157,952 170,937 - - - 1,143,821 170,937 1,314,758

１－ブロモプロパン

業種等別排出量(割合) 1,140,451 3,370 0 0 230 157,952 170,936 0 0 0

184,950 0 0 0 0 11,747 139,126 届出 届出外

(16.2%) (7.4%) (81.4%) 87% 13%

267,250 0 0 0 0 21,108

(23.4%) (13.4%)

193,697 0 0 0 0 35,620 19,202

(17.0%) (22.6%) (11.2%)

106,940 0 0 0 0 17,289 8,959

(9.4%) (10.9%) (5.2%)

79,890 0 0 0 0 4,790

(7.0%) (3.0%)

65,080 0 0 0 0 50

(5.7%) (0.03%)

60,380 0.2 0 0 0 18,710

(5.3%) (0.006%) (11.8%)

39,700 0 0 0 0 900

(3.5%) (0.6%)

27,200 0 0 0 0 9,400

(2.4%) (6.0%)

24,900 0 0 0 230 1,812

(2.2%) (99.9%) (1.1%)

18,729 3,370 0 0 0.3 3,710

(1.6%) (100.0%) (0.1%) (2.3%)

20,100 0 0 0 0 4,004

(1.8%) (2.5%)

13,712 0 0 0 0 23,590

(1.2%) (14.9%)

12,340 0 0 0 0 3,400

(1.1%) (2.2%)

11,400 0 0 0 0 360

(1.0%) (0.2%)

5,600 0 0 0 0 1,090

(0.5%) (0.7%)

3,649

(2.1%)

2,700 0 0 0 0 0

(0.2%)

2,220 0 0 0 0 370

(0.2%) (0.2%)

1,900 0 0 0 0 2

(0.2%) (0.001%)

1,700 0 0 0 0 0

(0.1%)

63 0 0 0 0 0

(0.006%)

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 排出量　　(kg/年) 届出

排出量

届出外

排出量
合計

化学工業

総排出量の構成比(%)

金属製品製造業

輸送用機械器具

製造業

電気機械器具製造業

精密機械器具製造業

非鉄金属製造業

特別管理産業廃棄物

処分業

一般機械器具製造業

出版・印刷・同関連

産業

鉄鋼業

窯業・土石製品

製造業

ゴム製品製造業

プラスチック製品

製造業

その他の製造業

船舶製造・修理業、

舶用機関製造業

医療用機械器具

・医療用品製造業

下水道業

電気計測器製造業

機械修理業

木材・木製品製造業

電子応用装置製造業

産業廃棄物処分業

 

 

本物質の平成 23 年度における環境中への総排出量は約 1,300 t となり、そのうち届出排出量

は約 1,100 tで全体の 87%であった。届出排出量のうち約 1,100 t が大気、約 3.4t が公共用水域へ
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排出されるとしており、大気への排出量が多い。この他に下水道への移動量が 0.23 t、廃棄物

への移動量が約 160 t であった。届出排出量の主な排出源は、大気への排出が多い業種は輸送

用機械器具製造業（23%）、電気機械器具製造業（17%）、金属製品製造業（16%）、精密機械

器具製造業（9.4%）、非鉄金属製造業（7.0%）、特別管理産業廃棄物処分業（5.7%）であり、

公共用水域への排出が多い業種は化学工業（100%）であった。 

表2.1に示したようにPRTRデータでは、届出排出量は媒体別に報告されているが、届出外排

出量の推定は媒体別には行われていないため、届出外排出量対象業種の媒体別配分は届出排出

量の割合をもとに行った。届出排出量と届出外排出量を媒体別に合計したものを表 2.2 に示

す。 

 
表 2.2 環境中への推定排出量 

媒 体 推定排出量(kg) 

大 気 

水 域 

土 壌 

1,309,316 

5,442 

0 

 

（2）媒体別分配割合の予測 

本物質の環境中の媒体別分配割合を、表 2.2 に示した環境中への推定排出量を基に USES3.0

をベースに日本固有のパラメータを組み込んだ Mackay-Type Level III 多媒体モデル4)を用いて予

測した。予測の対象地域は、平成 23 年度に環境中及び大気への排出量が最大であった静岡県

（大気への排出量 110 t、公共用水域への排出量 0.072 t）及び公共用水域への排出量が最大であ

った山口県（大気への排出量 16 t、公共用水域への排出量 3.3 t）とした。予測結果を表 2.3 に示

す。 

 
表 2.3 媒体別分配割合の予測結果 

媒 体 

分配割合(%) 
上段：排出量が最大の媒体、下段：予測の対象地域 

環境中 大 気 公共用水域 

静岡県 静岡県 山口県 

大 気 99.0 99.0 93.7 

水 域 1.0 1.0 6.3 

土 壌 0.0 0.0 0.0 

底 質 0.0 0.0 0.0 

注：数値は環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの 

 

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認さ

れた調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.4 に示

す。 
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表 2.4 各媒体中の存在状況 

媒 体 
幾何 

平均値 a) 
算術 
平均値

最小値 最大値 a) 検出 
下限値

検出率 調査地域 測定年度 文 献

                    

一般環境大気  µg/m3 0.032 0.053 <0.025 0.17 0.025 10/19 全国 2004 5) 

            

室内空気 µg/m3          

            

食物 µg/g          

            

飲料水 µg/L          

            

地下水 µg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 0/23 全国 1999 6) 

            

土壌 µg/g          

            

公共用水域・淡水  µg/L <0.0015 <0.0015 <0.0015 0.0027 0.0015 1/14 全国 2012 7) 

  <0.01 <0.01 <0.01 0.03 0.01 1/130 全国 1999 6) 

           

公共用水域・海水 µg/L <0.0015 0.0016 <0.0015 0.0073 0.0015 1/7 全国 2012 7) 

  <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 0/17 全国 1999 6) 

           

底質(公共用水域・淡水)  µg/g <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 0/14 全国 2002 8) 

           

底質(公共用水域・海水) µg/g <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 0/10 全国 2002 8) 

            

注： a) 最大値又は幾何平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す 

 

（4）人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

一般環境大気及び公共用水域・淡水の実測値を用いて、人に対する曝露の推定を行った（表

2.5）。化学物質の人による一日曝露量の算出に際しては、人の一日の呼吸量、飲水量及び食事

量をそれぞれ 15 m3、2 L 及び 2,000 g と仮定し、体重を 50 kg と仮定している。 

 
表 2.5 各媒体中の濃度と一日曝露量 

 媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

  大 気   

  一般環境大気 0.032 µg/m3程度 (2004) 0.0096 µg/kg/day 程度 

  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

平     

  水 質   

  飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

  地下水 データは得られなかった データは得られなかった 

均 公共用水域・淡水 0.0015µg/L 未満程度 (2012) 0.00006 µg/kg/day 未満程度 

      

  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 
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 媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

  大 気   

  一般環境大気 0.17 µg/m3程度 (2004) 0.051 µg/kg/day 程度 

 室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

最      

 水 質   

大 飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

 地下水 データは得られなかった データは得られなかった 

値  公共用水域・淡水 0.0027µg/L 程度 (2012) 0.00011 µg/kg/day 程度 

      

  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

      

 

人の一日曝露量の集計結果を表 2.6 に示す。 

吸入曝露の予測最大曝露濃度は、一般環境大気のデータから 0.17 µg/m3 程度となった。一方、

化管法に基づく平成 23 年度の大気への届出排出量をもとにプルーム・パフモデル9)を用いて推

定した大気中濃度の年平均値は、最大で 39 µg/m3となった。 

経口曝露の予測最大曝露量は、公共用水域・淡水のデータから算定すると 0.00011 µg/kg/day

程度となった。一方、化管法に基づく平成 23 年度の公共用水域・淡水への届出排出量を全国河

道構造データベース10)の平水流量で除し、希釈のみを考慮した河川中濃度を推定すると、最大

で 9.1 μg/L となった。推定した河川中濃度を用いて経口曝露量を算出すると 0.36 μg/kg/day とな

った。 

物理化学的性状から考えて生物濃縮性は高くないと推測されることから、本物質の環境媒体

から食物経由の曝露量は少ないと考えられる。 

 
表 2.6 人の一日曝露量 

媒 体 平均曝露量（μg/kg/day） 予測最大曝露量（μg/kg/day） 

大 気 
 一般環境大気 0.0096 0.051 

 室内空気   

   飲料水   

水 質  地下水   

   公共用水域・淡水 0.00006 0.00011 

 食 物     

 土 壌     

 経口曝露量合計 0.00006 0.00011 

 総曝露量 0.0096+0.00006 0.05111 

注：1) アンダーラインを付した値は、曝露量が「検出下限値未満」とされたものであることを示す 
2) 総曝露量は、吸入曝露として一般環境大気を用いて算定したものである 

 

（5）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.7 のように整理した。
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水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定すると公共用水域の淡水域

では 0.0027 µg/L 程度、海水域では 0.0073 µg/L 程度となった。 

化管法に基づく平成 23 年度の公共用水域・淡水への届出排出量を全国河道構造データベー

ス10)の平水流量で除し、希釈のみを考慮した河川中濃度を推定すると、最大で 9.1 μg/L となっ

た。 

 
表 2.7 公共用水域濃度 

水 域 平   均 最 大 値 

淡 水 

海 水 

0.0015 µg/L 未満程度 (2012) 

0.0015 µg/L 未満程度 (2012) 

0.0027 µg/L 程度 (2012) 

0.0073 µg/L 程度 (2012) 

   注：1) （  ）内の数値は測定年度を示す 
2)  淡水は河川河口域を含む 
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３．健康リスクの初期評価 

健康リスクの初期評価として、ヒトに対する化学物質の影響についてのリスク評価を行った。 

（1）体内動態、代謝 

ラットに 14C でラベルした本物質 200 mg/kg を単回腹腔内投与した結果、2 時間で投与量の

56％が未変化のままで呼気中に排泄され、4 時間後には 60％にまで増加したが、それ以降は呼

気中でわずかに検出される程度であった。臭化物の尿中への排泄は緩慢であり、尿中排泄量は

ゆっくりと増加して 100 時間後には投与量の 25％に達した。尿中からは 3-ブロモプロピオン酸

と 5 種類のメルカプツール酸（N-アセチル-S-プロピルシステイン、N-アセチル-S-プロピルシス

テイン-S-オキシド、N-アセチル-S-(2-ヒドロキシプロピル)システイン、N-アセチル-S-(3-ヒドロ

キシプロピル)システイン、N-アセチル-S-(2-カルボキシエチル)システイン）が検出された 1) 。 

1,500 ppm を 3 週間（6 時間/日、5 日/週）吸入させたラットでは、血液中の本物質は曝露終了

から 0.7 時間で不検出となり、速やかな分解が示唆されたが、分解によって生じた臭化物イオン

の減少は緩慢であり、半減期は血液中で 4.7 日、尿中で 5.0 日であった。また、700 ppm の 4 週

間曝露では臭化物イオンの血液中及び尿中の半減期は 15.0 日、7.5 日、700 ppm の 12 週間曝露

では 10.8 日、5.0 日であった 2) 。 

マウスに 0、200、500、1,000 mg/kg を単回強制経口投与した結果、12 時間後の肝臓及び脾臓

で用量に依存したグルタチオン量の有意な減少がみられ、S-プロピルグルタチオン量には用量

に依存した増加がみられた。1,000 mg/kg 投与後の変化をみると、6～12 時間後に肝臓及び脾臓

でグルタチオン量は最低となり、S-プロピルグルタチオン量は最大となった 3) 。また、800 ppm

を 12 週間（8 時間/日）吸入させたラットの脳でもグルタチオン量の有意な減少がみられた 4) 。 

ラット及びマウスに 14C でラベルした 5、20、100 mg/kg を単回静脈内投与した結果、ラット

及びマウスは 48 時間で投与量の 50～71％、39～48％を未変化体、10～30％、16～26％を 14CO2

として呼気中に、13～19％、14～23％を尿中に、0.4～2％、3～4％を糞中に排泄し、体内残留は

6％未満、4％未満であった。ラット及びマウスで呼気中排泄の大部分は 4 時間以内のものであ

ったが、ラットでは投与量の増加に伴って CO2 が大きく減少し、未変化体が大きく増加した。

グルタチオン合成阻害剤である DL-ブチオニン(S,R)-スルホキシイミン（BSO）で処置したラッ

トへの投与では排泄パターンにほとんど変化はなかったが、チトクローム P-450 の阻害剤であ

る 1-アミノベンゾトリアゾール（ABT）で処置したラットに投与した場合には尿中への排泄は

約 2/3、CO2としての排泄は約 1/5、肝臓への残留は約 1/10 に減少し、未変化体の排泄は 1.5 倍

増加した。また、未処置のラット及びマウスの尿中からは N-アセチル-S-プロピルシステイン、

N-アセチル-3-(プロピルスルフィニル)アラニン、N-アセチル-S-(2-ヒドロキシプロピル)システイ

ン、1-ブロモ-2-ヒドロキシプロパン-O-グルクロニド、N-アセチル-S-(2-オキソプロピル)システ

イン、N-アセチル-3-[(2-オキソプロピル)スルフィニル]アラニン、いくつかの未同定の少量代謝

物が検出されたが、ABT で処置したラットの尿中代謝物組成は単純であり、N-アセチル-S-プロ

ピルシステインとその S-オキシドが検出されただけで、それらで尿中放射活性の 90％超を占め

ていた。これらの結果から、本物質は C1 位や C3 位の炭素よりも C2 位の炭素がチトクローム

P-450 を介した酸化を受けやすく、先ず 1-ブロモ-2-ヒドロキシプロパノールに代謝された後に、

グルタチオン抱合やグルクロン酸抱合、酸化を経て代謝される経路が考えられた 5) 。 

なお、本物質を曝露した労働者の尿からも N-アセチル-S-プロピルシステインが検出されてお
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り、本物質の気中濃度との間に有意な関連が認められている 6, 7)。 

 

（2）一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性 

表 3.1 急性毒性 8) 

動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LDLo 4,000 mg/kg  

マウス 経口 LD50 4,700 mg/kg  

ラット 経口 LD50 3,600 mg/kg  

ラット 吸入 LC50 253,000 mg/m3 (30 min) 

ラット 吸入 LC50 19,700 mg/m3  

マウス 吸入 LC50 7,100 mg/m3  
注：（ ）内の時間は曝露時間を示す。 

 

本物質は眼、気道を刺激し、中枢神経系に影響を与えて意識を喪失することがある。吸入

すると咳、咽頭痛、嗜眠を生じ、眼に付くと発赤や痛みを生じる 9) 。 

 

② 中・長期毒性 

ア）Wistar ラット雄 11 匹を 1 群とし、0、200、400、800 ppm を 12 週間（8 時間/日）吸入さ

せた結果、400 ppm 以上の群で体重増加の有意な抑制を認めた。800 ppm 群では歩行状態か

ら四肢の筋力低下が示唆され、前肢の握力は 800 ppm 群、後肢の握力は 400 ppm 以上の群

で有意に低く、前肢は 8 週時の検査で 400 ppm 以上の群、後肢は 4 週時の検査で 200 ppm

以上の群でも一時的に有意に低かった。800 ppm 群で尾の運動神経伝導速度は 8 週の検査

時以降有意に低下し、遠位潜時は 4 週の検査時から一貫して有意に増加していた。また、

800 ppm 群で大脳重量、腓腹筋重量の有意な減少がみられ、血清クレアチンホスホキナー

ゼ活性は用量依存的に減少して 400 ppm 以上の群で有意に低かった。なお、各群の 2 匹で

実施した神経系及び筋肉の組織検査では、800 ppm 群の後腓骨神経で卵形状又は泡状のミ

エリン残渣が著明にみられ、脊髄薄束核の軸索終末前部で腫大、ヒラメ筋筋原線維の配列

と横紋の乱れがみられた 10) 。この結果から、NOAEL を 200 ppm（曝露状況で補正：67 

ppm(337 mg/m3)）とする。 

イ）Fischer 344 ラット雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、62.5、125、250、500、1,000 ppm を 14 週

間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、各群で死亡はなかったが、1,000 ppm 群の雄で体

重増加の有意な抑制を認めた。500 ppm 以上の群の雄及び 1,000 ppm 群の雌でソルビトール

脱水素酵素活性の有意な上昇、250 ppm 以上の群の雄及び 125 ppm 以上の群の雌で肝臓相

対重量の有意な増加がみられ、250 ppm 以上の群の雄及び 500 ppm 以上の群の雌で肝細胞

の空胞化、1,000 ppm 群の雌で肝細胞の変性の発生率に有意な増加を認めた。また、1,000 ppm

群の雌で脾臓及び腎臓の相対重量に有意な増加もみられた 11) 。この結果から、NOAEL を

62.5 ppm（曝露状況で補正：11 ppm(55 mg/m3)）とする。 

ウ）B6C3F1マウス雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、62.5、125、250、500 ppm を 14 週間（6 時間/

日、5 日/週）吸入させた結果、500 ppm 群で嗜眠がみられ、250 ppm 群の雄 1 匹、500 ppm
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群の雄 4 匹、雌 5 匹が死亡し、瀕死のマウスでは呼吸に異常もみられた。体重に影響はな

かったが、250 ppm 以上の群の雌雄で肝臓、500 ppm 群の雌雄で腎臓、雌で肺の相対重量に

有意な増加がみられた。また、500 ppm 群の雌雄の鼻や気管、細気管支で細胞の空胞化、

肝臓で肝細胞の壊死、変性、慢性炎症、石灰化の発生率に有意な増加を認め、雌では鼻の

呼吸上皮や細気管支、副腎皮質で壊死の発生率にも有意な増加がみられた 11) 。この結果か

ら、NOAEL を 125 ppm（曝露状況で補正：22 ppm(111 mg/m3)）とする。 

エ）Fischer 344 ラット雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、125、250、500、1,000 ppm を 105 週間（6

時間/日、5 日/週）吸入させた結果、500 ppm 群の雄で生存率の有意な低下を認めたが、体

重への影響はなかった。一般状態の変化としては、主に雄の 125 ppm 以上の群で頭部に腫

瘤、胴部や腹部に潰瘍や膿瘍、雌雄の 125 ppm 以上の群で鼻部や皮膚を中心に淡黄色から

緑がかった結節の発生がみられ、それらは 500 ppm 群で多くみられ、結節は化膿性炎症を

示し、Splendore-Hoeppli 物質を伴っていた。125 ppm 以上の群の雌雄の鼻で鼻腺の過形成、

雌の鼻で慢性活動性炎症、呼吸上皮の過形成、250 ppm 群の雄及び 250 ppm 以上の群の雌

の喉頭で慢性活動性炎症、500 ppm 群の雌雄の鼻で化膿性の慢性炎症、雌の鼻で嗅上皮の

呼吸上皮化生、喉頭で扁平上皮化生の発生率に有意な増加を認めた。なお、早期死亡の大

部分が種々の腫瘍（曝露との関連なし）によるものであったが、そのうち 9 例は多臓器の

炎症が原因であり、そのすべてで Splendore-Hoeppli 物質がみられた 11) 。この結果から、

LOAEL を 125 ppm（曝露状況で補正：22 ppm(111 mg/m3)）とする。 

オ）B6C3F1マウス雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、62.5、125、250、500 ppm を 105 週間（6 時間

/日、5 日/週）吸入させた結果、一般状態や生存率、体重に影響はなかったが、雄の 62.5 ppm

以上の群で鼻、喉頭、気管、細気管支で細胞の空胞化、細気管支で変性の発生率に有意な

増加を認め、嗅上皮の呼吸上皮化生の発生率は 62.5、125 ppm 群で有意に高かった。雌で

も 62.5 ppm 以上の群の鼻で呼吸上皮の過形成、細気管支で変性の発生率に有意な増加を認

め、125 ppm 以上の群で呼吸上皮の空胞化、嗅上皮の呼吸上皮化生、62.5、125 ppm 群で気

管上皮の空胞化、250 ppm 群で嗅上皮の萎縮の発生率は有意に高かった 11) 。この結果から、

LOAEL を 62.5 ppm（曝露状況で補正：11 ppm(55 mg/m3)）とする。 

 

③ 生殖・発生毒性 

ア）Wistar ラット雄 9 匹を 1 群とし、0、200、400、800 ppm を 12 週間（8 時間/日）吸入させ

た結果、400 ppm 以上の群で体重増加の有意な抑制を認め、200 ppm 以上の群で精嚢の絶対

及び相対重量の有意な減少を認めた。また、400 ppm 以上の群で精子数及び活動精子の割

合は有意に低く、尾部欠損精子の割合は有意に高く、800 ppm 群で頭部異常精子の割合は

有意に高かった。ステージⅦの精細管では 800 ppm 群でパキテン期精母細胞の変性が有意

に増加していたが、精祖細胞、プレレプトテン期精母細胞、パキテン期精母細胞、精子細

胞の数に有意な変化はなかった。ステージⅣ～Ⅵの精細管では変性精子細胞が用量に依存

して増加し、400 ppm 以上の群で有意であった。この他、血漿のテストステロンは 800 ppm

群で有意に低かった 12) 。この結果から、LOAEL を 200 ppm（曝露状況で補正：67 ppm(337 

mg/m3)）とする。 

イ）Fischer 344 ラット及び B6C3F1マウス雌雄各 10 匹を 1 群とし、ラットに 0、250、500、
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1,000 ppm、マウスに 0、250、500 ppm を 14 週間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、

ラットでは 1,000 ppm 群の雄で体重増加の有意な抑制を認め、精巣上体、精巣上体尾の重

量は有意に低かった。また、250 ppm 以上の群で活動精子の割合は有意に低かった。雌で

は、250 ppm 以上の群で性周期の乱れがみられ、発情期が延長し、発情間期が短縮してい

た 11) 。 

 マウスでは雄の 250 ppm 以上の群で活動精子の割合、500 ppm 群で精子数が有意に低く、

雌は 500 ppm 群で発情期が有意に長かった 11) 。これらの結果から、ラット及びマウスで

LOAEL を 250 ppm（曝露状況で補正：45 ppm(226 mg/m3)）とする。 

ウ）Sprague-Dawley ラット雌 10 匹を 1 群とし、0、100、199、598、996 ppm を妊娠 6 日から

19 日まで、授乳 4 日から 20 日まで吸入（6 時間/日）させた結果、996 ppm 群で流涎及び流

涙、199 ppm 以上の群で体重増加の有意な抑制、598 ppm 以上の群で肝臓及び腎臓の相対重

量の有意な増加を認め、授乳期の 996 ppm 群の仔で体重増加の有意な抑制を認めた。しか

し、仔で出生時の体重の低値や生存率の低下、外表奇形はみられなかった 13) 。 

 また、各群で離乳した仔（F1）の雌雄各 10 匹を 1 群とし、離乳 1 日から 7 日まで F0と同様

に吸入させた結果、598 ppm 以上の群の雄及び 966 ppm 群の雌で体重増加の有意な抑制、

598 ppm 以上の群の雌及び 966 ppm 群の雄で血小板の有意な減少、100 ppm 以上の群の雄及

び 996 ppm 群の雌で血糖の有意な減少、996 ppm 群の雌雄でγ-GTP の有意な上昇、100 ppm

以上の群の雄で副腎相対重量の有意な増加を認めた。なお、血液生化学検査項目のいくつ

かにも有意差のある変化がみられたが、量－反応関係等のない変化であった 13) 。この結果

から、100 ppm（曝露状況で補正：25 ppm(126 mg/m3)）を母ラットで NOAEL、仔で LOAEL

とする。 

エ）Sprague-Dawley ラット雌雄（F0）各 25 匹を 1 群とし、0、100、250、500、750 ppm を交

尾前 70 日から交尾・妊娠・授乳（0～4 日は除く）期間を通して吸入（6 時間/日）させ、

F1には離乳後から同様に吸入させた 2 世代試験の結果、F0では 250 ppm 以上の群で前立腺

重量の減少、500 ppm 以上の群で受胎能の低下、正常精子及び活動精子の割合の低下、精

巣上体尾重量の減少、750 ppm 群で交尾率の低下、黄体数、精子数の減少、卵巣、精巣上

体、精嚢及び下垂体重量の減少に有意差を認め、500 ppm 群で着床数や同腹仔数は有意に

減少し、750 ppm 群での受胎はなかった。また、F1では 250 ppm 以上の群で離乳後の 1 週

間に体重増加の有意な抑制がみられ、500 ppm 群で着床数、同腹仔数の減少、正常精子及

び活動精子の割合の低下、精巣上体尾及び下垂体の重量減少、仔の仔（F2）では 500 ppm

群で授乳期の体重増加の抑制に有意差を認めた。この他、有意差はなかったものの F0の 500 

ppm 以上の群で交尾間隔、性周期の延長、F1の 500 ppm 群で性周期の延長がみられた 14) 。

この結果から、各世代で NOAEL を 100 ppm（曝露状況で補正：25 ppm(126 mg/m3)）とする。 

オ）Wistar ラット雌 10 匹を 1 群とし、0、200、400、800 ppm を 12 週間吸入（8 時間/日）さ

せたところ、800 ppm 群では状態の悪化がみられ、8 週で試験を中止したが、800 ppm 群で

体重増加の有意な抑制、400 ppm 以上の群で性周期の不規則なラット数の有意な増加を認

め、不規則な性周期は 800 ppm 群で 1～3 週、400 ppm 群で 7～9 週から有意な差がみられ

るようになった。卵巣では正常な胞状濾胞及び発育卵胞の数が用量に依存して減少し、400 

ppm 以上の群で有意差があったが、黄体形成ホルモンや濾胞成熟ホルモンの血漿中濃度に

は有意な変化はなかった 15) 。この結果から、NOAEL を 200 ppm（曝露状況で補正：67 
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ppm(337 mg/m3)）とする。 

カ）Sprague-Dawley ラット雌 25 匹を 1 群とし、0、103、503、1,005 ppm を妊娠 6 日から 19

日まで吸入（6 時間/日）させた結果、1,005 ppm 群で流涙や流涎を認め、503 ppm 以上の群

で体重増加の有意な抑制を認めた。胎仔では 103 ppm 以上の群で体重は有意に低く、503 

ppm 以上の群で肋骨の骨化遅延、1,005 ppm 群で肋骨の湾曲の発生率に有意な増加を認めた

が、出生前の死亡や性比に影響はなく、外表系や骨格系、内臓系の奇形発生率にも増加は

なかった 16) 。この結果から、103 ppm（曝露状況で補正：26 ppm(131 mg/m3)）を母ラット

で NOAEL、胎仔で LOAEL とする。 

 

④ ヒトへの影響 

ア）アメリカで、軽度だが、進行性の両下肢及び右手の脱力を訴えて来院した 19 歳の男性労

働者では、来院時には自立歩行不可で、しびれ感や嚥下障害、排尿困難の訴えがあった。

神経伝導検査では、原発性で、対称性の脱髄性多発性神経炎の所見が明らかとなり、MRI

検査では脳の脳室周囲白質で T2 信号の増加した部分がパッチ状にみられ、脊髄では胸部及

び腰部の神経根の肥厚を認めた。労働者は発症の 2 ヶ月前に雇用され、本物質を 95.5％以

上含む工業溶剤を用いた脱脂・洗浄作業に従事しており、手袋はしていたものの、右手の

皮膚は黒ずんでいたことから、皮膚からの吸収もあったことが示唆され、本物質によって

誘発された神経毒性の症例と考えられた 17) 。 

イ）日本で本物質を主な溶剤とした接着剤の噴き付け作業に従事していた 35 歳の女性労働者

では、1 年を経過した頃から喉の痛み、つまずき、嚥下困難、尿失禁、足や下腿、大腿、臀

部、腰部の異常感覚を伴う感覚鈍麻、陰部の無感覚の症状が現れ、自立歩行不可となった。

ほぼ同時期、同じ作業に従事していた 30 歳の女性労働者がつまずき歩行、異常感覚、尿失

禁、不明瞭な発音、嚥下困難、足や下腿、大腿、臀部、腰部、陰部の異常感覚を訴えるよ

うになった。さらに同じ職場で 50 歳の女性労働者が同じ作業をし始めてから 2 ヶ月後につ

まずきと足や下腿、大腿、臀部、腰部、陰部の異常感覚を訴えるようになった。換気設備

の改善後、3 人目の女性労働者に個人サンプラーを装着して本物質濃度を測定したところ、

11 日間の平均濃度は 133 ppm（60～261 ppm）であった 18) 。 

ウ）本物質を主な溶剤とした接着剤の噴き付け作業を行っていたアメリカの事業所で、節電

目的のために換気ファンを停止していたところ、翌月に労働者 6 人から下肢の痛みや感覚

異常の亜急性症状を発症したと訴えがあり、このうち 5 人からは歩行困難の訴えがあり、

検査では痙性対麻痺、遠位の感覚消失、反射亢進を認めた。3 人では、吐き気と頭痛が最初

の症状であった。噴き付け時の本物質濃度を測定したところ、平均 130 ppm（91～176 ppm）

であり、7 時間の加重平均濃度は 108 ppm（92～127 ppm）であった。最も強く影響を受け

ていた 2 人では、2 年後も機能の改善はごくわずかで、他の 1 人も含めた 3 人で慢性の神経

障害性の痛みが持続していた 19) 。 

エ）中国の工場で本物質の製造に従事する女性労働者 27 人と年齢でマッチさせたビール工場

の女性労働者 23 人（対照群）の調査では、曝露群の 15 人で足の振動感覚の低下がみられ、

神経伝導検査では、腓骨神経の運動神経伝導速度に有意差はなかったが、遠位潜時の有意

な延長がみられ、腓腹神経の感覚神経伝導速度も有意に低かった。また、神経行動学的検
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査では、数値や視覚の記銘力、緊張や抑うつ、怒り、疲労、混乱の各尺度が有意に低く、

年齢と学歴でマッチさせて比較しても、有意なままであった。また、1999 年以前に雇用さ

れた労働者では 2-ブロモプロパンの曝露もあったが、1999 年以降に雇用され、本物質のみ

を曝露した労働者に限ってみても遠位潜時の延長、視覚記銘力の低下、抑うつと疲労の尺

度の低下には有意差があった。なお、個人サンプラーによる本物質の曝露濃度は時間加重

平均で 0.34～49.19 ppm の範囲にあった 20) 。 

オ）中国の 3 工場で本物質の製造に従事する労働者 86 人（男性 26 人、女性 60 人）と年齢、

性、居住地域でマッチさせた同数の対照群の調査では、曝露濃度から男性労働者は低、高

の 2 群（中央値 1.05 ppm、12.5 ppm）に、女性労働者は低、中、高の 3 群（中央値 1.28 ppm、

6.60 ppm、22.58 ppm）に分けて検討した。その結果、女性労働者で腓骨神経遠位潜時の延

長、足指振動感覚閾値の上昇、LDH の上昇、甲状腺刺激ホルモンの上昇、赤血球数の減少、

男性労働者で血中尿素窒素の増加に曝露との有意な関連を認め、女性労働者では 1.28 ppm

（低曝露）以上の群で足指振動感覚閾値の上昇、赤血球数の減少、6.60 ppm（中曝露）以

上の群で甲状腺刺激ホルモンの上昇、22.58 ppm（高曝露）群でヘマトクリット値の低下に

有意差があった。男性労働者では 12.5ppm（高曝露）群で血中尿素窒素の増加は有意であ

った。また、曝露期間も重要な要因であることから、各労働者の累積曝露量を求めて比較

した結果、曝露濃度で検討した結果と大きな変化はなく、女性労働者の足指振動感覚閾値

の上昇、赤血球数の減少は低、中、高の累積曝露群で有意差があった。従って、悪影響を

及ぼす最低濃度は 1.28 ppm と推定された 21) 。この結果から、LOAEL を 1.28 ppm（曝露状

況で補正：0.26 ppm(1.3 mg/m3)）とする。 

 なお、日本産業衛生学会（2012）22) は、本報告では多くの健康指標において一様な量反応

関係の傾向が欠如していると指摘した論文 23) を引用し、三つの曝露濃度群への分類の根拠

が明確でないことから、曝露労働者全体の曝露濃度の中央値 6.60 ppm を悪影響と関連する

最低曝露濃度とみなすとしている。著者らも、三つの曝露濃度群への分類にはある程度の

不確実性が伴うことを認めているが、弱いながらも濃度依存の傾向があることを主張して

おり 24) 、これを踏まえて、初期評価のため安全側に評価するという観点から、三群に分け

た著者らの評価を採用することとした。 

 

（3）発がん性 

① 主要な機関による発がんの可能性の分類 

国際的に主要な機関での評価に基づく本物質の発がんの可能性の分類については、表 3.2

に示すとおりである。 
 

表 3.2 主要な機関による発がんの可能性の分類 

機 関 (年) 分  類 

WHO IARC －  

EU EU －  

 EPA －  

USA ACGIH －  

 NTP － 
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機 関 (年) 分  類 

日本 日本産業衛生学会 －  
ドイツ DFG (2010) 2 ヒトに対して発がん性があると考えられる物質。 

 

② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

in vitro 試験系では、代謝活性化系（S9）添加の有無にかかわらずネズミチフス菌で遺伝

子突然変異を誘発しなかったが 11, 25) 、誘発した報告もあった 26) 。マウスリンパ腫細胞

（L5178Y）では S9 添加の有無にかかわらず遺伝子突然変異を誘発した 27) 。 

in vivo 試験系では、経口投与したラット 28) 、マウス 29) で優性致死突然変異、吸入曝露

したマウスの末梢血（正染性赤血球）で小核 11) を誘発しなかった。 

なお、労働者の血液を用いた in vitro 試験では白血球の DNA 傷害を誘発したが、本物質

を曝露した労働者の末梢血白血球で DNA 傷害の誘発はみられなかった 30) 。 

 

○ 実験動物に関する発がん性の知見 

Fischer 344 ラット雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、125、250、500、1,000 ppm を 105 週間（6

時間/日、5 日/週）吸入させた結果、500 ppm 群の雌で大腸（結腸又は直腸）の腺腫の発生

率に有意な増加を認め、雄の 250 ppm 群でもその発生率は過去に同系統のラットで実施し

た吸入曝露試験での対照群の発生率（自然発生率）の範囲を超えていた。また、雄では 125 

ppm 以上の群で皮膚の角化棘細胞腫、基底細胞腺腫、基底細胞癌又は扁平上皮癌をあわせ

た発生率は有意に高く、角化棘細胞腫と扁平上皮癌をあわせた発生率、角化棘細胞腫の発

生率は 250 ppm 以上の群で有意に高かった。雌では皮膚腫瘍の発生率に有意な増加はなか

ったが、500 ppm 群での発生率は自然発生率の範囲を超えていた。この他、500 ppm 群の雄

で悪性中皮腫、125 ppm 以上の群の雄の膵島細胞腺腫の発生率に有意な増加を認め、雄の

125、250 ppm 群では膵島細胞腺腫又は癌の発生率も有意に高かった 11) 。 

B6C3F1マウス雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、62.5、125、250、500 ppm を 14 週間（6 時間/

日、5 日/週）吸入させた結果、62.5 ppm 以上の群の雌の肺で肺胞/細気管支の腺腫又は癌の

発生率に有意な増加を認め、肺胞/細気管支腺腫の発生率は 250 ppm 群、肺胞/細気管支癌の

発生率は 62.5、125 ppm 群で有意に高かった。雄では腫瘍の発生率に増加はなかった 11) 。 

これらの結果から、雌のラット及びマウスでは発がん性を示す明らかな証拠があり、雄

のラットでもいくつかの証拠があるが、雄マウスでは発がん性の証拠はなかったと NTP

（2011）は結論した 11) 。 

 

○ ヒトに関する発がん性の知見 

ヒトでの発がん性について、知見は得られなかった。 
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（4）健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定 

非発がん影響については一般毒性及び生殖・発生毒性等に関する知見が得られている。発

がん性については動物実験で発がん性を示唆する結果が得られているものの、ヒトでの知見

は十分でなく、ヒトに対する発がん性の有無については判断できない。このため、閾値の存

在を前提とする有害性について、非発がん影響に関する知見に基づき無毒性量等を設定する

こととする。 

経口曝露については、無毒性量等の設定ができなかった。 

吸入曝露については、ヒトへの影響オ）で得られた LOAEL 1.28 ppm（振動感覚閾値の上昇、

赤血球数の減少）を曝露状況で補正して 0.26 ppm（1.3 mg/m3）とし、LOAEL であるために

10 で除した 0.13 mg/m3が信頼性のある最も低濃度の知見と判断し、これを無毒性量等に設定

する。 

 

② 健康リスクの初期評価結果 
 

表 3.3 経口曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露量 予測最大曝露量 無毒性量等 MOE 

経口 
飲料水 － － 

－ － 
－ 

公共用水

域・淡水 
0.00006 µg/kg/day 

未満程度 
0.00011 µg/kg/day 程度 － 

 
経口曝露については、無毒性量等が設定できず、健康リスクの判定はできなかった。 

なお、参考として吸収率を 100％と仮定し、吸入曝露の無毒性量等を経口曝露の無毒性量等

に換算すると 0.039 mg/kg/day となるが、これと公共用水域・淡水の予測最大曝露量 0.00011 

µg/kg/day 程度から算出した MOE（Margin of Exposure）は 350,000 となる。また、化管法に基

づく平成 23 年度の公共用水域・淡水への届出排出量をもとに推定した高排出事業所の排出先

河川中濃度から算出した最大曝露量は 0.36 µg/kg/day であったが、それから参考として MOE

を算出すると 110 となる。環境媒体から食物経由で摂取される曝露量は少ないと推定される

ことから、その曝露を加えても MOE が大きく変化することはないと考えられる。このため、

本物質の経口曝露による健康リスクの評価に向けて経口曝露の知見収集等を行う必要性は低

いと考えられる。 
 
 

表 3.4 吸入曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気 0.032 µg/m3程度 0.17 µg/m3程度 

0.13 mg/m3 ヒト 
760 

室内空気 － － － 
 

吸入曝露については、一般環境大気中の濃度についてみると、平均曝露濃度は 0.032 µg/m3

程度、予測最大曝露濃度は 0.17 µg/m3 程度であった。予測最大曝露濃度と無毒性量等 0.13 

mg/m3から求めた MOE は 760 となる。一方、化管法に基づく平成 23 年度の大気への届出排

出量をもとに推定した高排出事業所近傍の大気中濃度（年平均値）の最大値は 39 µg/m3であ
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詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

MOE＝10 MOE＝100［ 判定基準 ］

ったが、参考としてこれから算出した MOE は 3 となる。このため、本物質の一般環境大気の

吸入曝露による健康リスクの評価に向けて吸入曝露の情報収集等を行う必要性があると考え

られる。 

 

 

－244－



10 1-ブロモプロパン 

 

４．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、その信頼性及び採用の可能性を確

認したものを生物群（藻類、甲殻類、魚類及びその他の生物）ごとに整理すると表 4.1 のとおり

となった。 

 

表 4.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 
急 

性 

慢 

性 

毒性値 

[µg/L] 
生物名 生物分類／和名

エンドポイント

／影響内容 

曝露期間

[日] 

試験の 

信頼性 

採用の 

可能性 
文献 No.

藻 類   ― ― ― ― ― ― ― ― 

甲殻類   ― ― ― ― ― ― ― ― 

魚 類 ○  67,300 Pimephales promelas 
ファットヘッド

ミノー 
LC50  MOR 4 A A 1)-12859

その他   ― ― ― ― ― ― ― ― 

毒性値（太字）：PNEC 導出の際に参照した知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）：PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可 
E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない 

エンドポイント 

LC50 (Median Lethal Concentration) : 半数致死濃度 

影響内容 

MOR (Mortality) : 死亡 

 

 

評価の結果、採用可能とされた知見の概要は以下のとおりである。 

 

1） 魚類 

Geiger ら 1)-12859は、ファットヘッドミノーPimephales promelas の急性毒性試験を実施した。

試験は流水式 (14.4 倍容量換水／日) で行われ、設定試験濃度は 0（対照区）、76.7、118、182、

280、430 mg/L であった。試験用水には、ろ過スペリオル湖水又は脱塩素水道水が用いられ

た。試験溶液の硬度は約 43.9 mg/L (CaCO3換算) であった。分析回収率で補正した被験物質

の実測濃度は<20.3（対照区）、19.0、41.9、46.9、96.6、186 mg/L であった。96 時間半数致死

濃度 (LC50) は、実測濃度に基づき 67,300 µg/L であった。 

 

（2）予測無影響濃度(PNEC)の設定 

 上記本文で示した毒性値に情報量に応じたアセスメント係数を適用し予測無影響濃度 

(PNEC) を求めた。 
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急性毒性値 

魚類 Pimephales promelas 96 時間 LC50  67,300 µg/L 

アセスメント係数：1,000［1 生物群（魚類）の信頼できる知見が得られたため］ 

 得られた毒性値（魚類の 67,300 µg/L）をアセスメント係数 1,000 で除することにより、急性

毒性値に基づく PNEC 値 67 µg/L が得られた。 

 

慢性毒性については信頼できる知見が得られなかったため、本物質の PNEC としては魚類の

急性毒性値から得られた 67 µg/L を採用する。 

 

（3）生態リスクの初期評価結果 

 

表 4.2 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度(PEC) PNEC 
PEC/ 

PNEC 比

公共用水域・淡水 0.0015 µg/L未満程度 (2012) 0.0027 µg/L程度 (2012) 
67 

µg/L 

0.00004

公共用水域・海水 0.0015 µg/L未満程度 (2012) 0.0073 µg/L程度 (2012) 0.0001 

注：1) 水質中濃度の (  ) 内の数値は測定年度を示す  
   2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 

 

 

 

本物質の公共用水域における濃度は、平均濃度で見ると淡水域、海水域ともに0.0015 µg/L未

満程度であり、検出下限値未満であった。安全側の評価値として設定された予測環境中濃度

(PEC)は、淡水域で 0.0027 µg/L 程度、海水域では 0.0073 µg/L 程度であった。 

予測環境中濃度(PEC)と予測無影響濃度(PNEC)の比は淡水域で 0.00004、海水域では 0.0001と

なった。また、化管法に基づく届出排出量を用いて希釈のみを考慮して推定した河川中濃度は、

最大で 9.1 μg/L となるが、PNEC との比は 0.1 をわずかに超える程度である。 

したがって、本物質については現時点では作業の必要はないと考えられる。 

 

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。 

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］ 
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１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名： ベンジリジン＝トリクロリド 

（別の呼称：トリクロロトルエン、トルエントリクロライド、ベンゾトリクロライド、(ト
リクロロメチル) ベンゼン） 

CAS 番号：98-07-7 
化審法官報公示整理番号：3-87 
化管法政令番号：1-397 
RTECS 番号：XT9275000 

分子式：C7H5Cl3 

分子量：195.47 
換算係数：1ppm= 7.99 mg/m3(気体、25℃) 
構造式： 
 
 
 
 
 

 

Cl

Cl

Cl  

 

（2）物理化学的性状 

本物質は、常温で無色透明又は淡い黄色の液体である 1)。 

融点 -4.42℃2)、-5℃3) , 4) 、-4.8℃5) 

沸点 
221℃2) 、220.8℃ (760 mmHg) 3) 、220.8℃4) 、
220.7℃5) 

密度 1.3723 g/cm3 (20℃) 2) 、1.38 g/cm3 5) 

蒸気圧 2.6 mmHg(=350Pa) (25℃) 2)、0.2 mmHg(=20Pa) (20℃) 5)

分配係数（1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水）(logKow)
加水分解するため、モデルによる推計は行わなかっ

た 

解離定数（pKa）  

水溶性（水溶解度） 加水分解するため、モデルによる推計は行わなかった

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性 

好気的分解（分解性が良好と判断される化学物質）6) 

 

化学分解性 

OH ラジカルとの反応性 （大気中） 

反応速度定数：0.36×10-12 cm3/(分子･sec)（AOPWIN7) により計算） 

半減期：1.8～18 時間（OH ラジカル濃度を 3×106～3×105分子/cm3 8)と仮定して計算）

加水分解性 

  半減期： 11 秒（25℃、pH7）9) 

［11］ベンジリジン＝トリクロリド 
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加水分解生成物：塩化ベンゾイルを経て安息香酸及び塩酸を生成する 10) 

 

生物濃縮性 

生物濃縮係数 (BCF)：加水分解するため、モデルによる推計は行わなかった 

 

土壌吸着性 

土壌吸着定数 (Koc)：加水分解するため、モデルによる推計は行わなかった 

 
 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

本物質の化審法に基づき公表された一般化学物質としての製造・輸入数量（製造数量は出

荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含まない値）は、平成 22 年度は 3,000 t、平成

23 年度は 4,000 t である 11),12)。 

我が国おける本物質の生産能力は、5,500 t/年（推定値、2000 年）とされている 10)。 

本物質の化学物質排出把握管理促進法（化管法）における製造・輸入量区分は 100 t 以上で

ある 13)。 

 

② 用 途 

本物質の主な用途は、紫外線吸収剤の原料のほか、医薬品、農薬、染料や顔料など他の有

機化合物の原料とされている 1)。 

 

（5）環境施策上の位置付け 

本物質は化学物質排出把握管理促進法第一種指定化学物質（政令番号: 397）に指定されてい

るほか、有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質に選定されている。 
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２．曝露評価 

環境リスクの初期評価のため、わが国の一般的な国民の健康や水生生物の生存・生育を確保

する観点から、実測データをもとに基本的には化学物質の環境からの曝露を中心に評価するこ

ととし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則として最大濃度に

より評価を行っている。 

 

（1）環境中への排出量 

本物質は化管法の第一種指定化学物質である。同法に基づき公表された平成 23 年度の届出

排出量 1)、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体 2)から集計した排出量等を表 2.1

に示す。なお、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体の推計はなされていなかっ

た。 

 
表 2.1 化管法に基づく排出量及び移動量（PRTR データ）の集計結果（平成 23 年度） 

大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 0.1 0 0 0 0 3,900 - - - - 0.1 - 0.1

ベンジリジン＝トリクロリド

業種等別排出量(割合) 0.1 0 0 0 0 3,900 0 0 0 0

0.1 0 0 0 0 3,900 届出 届出外

(100%) (100%) 100% -

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 排出量　　(kg/年) 届出

排出量

届出外

排出量
合計

総排出量の構成比(%)

化学工業

 
 

本物質の平成 23 年度における環境中への総排出量は、0.0001 t となり、全て届出排出量であ

った。届出排出量は全て大気へ排出されるとしている。この他に廃棄物への移動量が 3.9 t であ

った。届出排出量の排出源は、化学工業のみであった。 

 

（2）媒体別分配割合の予測 

本物質の媒体別分配割合の予測は、予測に必要な物理化学的性状が得られていないため、行

わなかった。 

 

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認さ

れた調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.2 に示

す。 

 
表 2.2 各媒体中の存在状況 

媒 体 
幾何 

平均値 a) 
算術 
平均値

最小値 最大値 a) 検出 
下限値

検出率 調査地域 測定年度 文 献 

                      

一般環境大気  µg/m
3 

<0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.004 0/5 全国 2006 3) 

             

室内空気 µg/m
3 

         

             

食物 µg/g          
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媒 体 
幾何 

平均値 a) 
算術 
平均値

最小値 最大値 a) 検出 
下限値

検出率 調査地域 測定年度 文 献 

             

飲料水 µg/L          
             

地下水 µg/L          
             

土壌 µg/g          
             

公共用水域・淡水  µg/L          
             

公共用水域・海水   µg/L          
             

底質(公共用水域・淡水) µg/g          
                      

底質(公共用水域・海水) µg/g          
           

魚類(公共用水域・淡水) µg/g          

           

魚類(公共用水域・海水) µg/g          

             

注：a) 最大値または幾何平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す 

 

（4）人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

一般環境大気の実測値を用いて、人に対する曝露の推定を行った（表 2.3）。化学物質の人に

よる一日曝露量の算出に際しては、人の一日の呼吸量、飲水量及び食事量をそれぞれ 15 m3、2 

L 及び 2,000 g と仮定し、体重を 50 kg と仮定している。 

 
表 2.3 各媒体中の濃度と一日曝露量 

  媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

  大 気     

  一般環境大気 概ね 0.004 µg/m3未満 (2006) 概ね 0.0012 µg/kg/day 未満 

  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

平       

  水 質   

  飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

  地下水 データは得られなかった データは得られなかった 

均 公共用水域・淡水 データは得られなかった データは得られなかった 

        

  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

        

  大 気     

  一般環境大気 概ね 0.004 µg/m3未満 (2006) 概ね 0.0012 µg/kg/day 未満 

  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

最       

 水 質     

大 飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

 地下水 データは得られなかった データは得られなかった 

値 公共用水域・淡水 データは得られなかった データは得られなかった 
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  媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

        

 

人の一日曝露量の集計結果を表 2.4 に示す。 

吸入曝露の予測最大曝露濃度は、一般環境大気のデータから概ね 0.004 µg/m3未満となった。

一方、化管法に基づく平成 23 年度の大気への届出排出量をもとにプルーム・パフモデル 4)を用

いて推定した大気中濃度の年平均値は、最大で 0.000016 µg/m3となった。 

経口曝露の予測最大曝露量を設定できるデータは得られなかった。本物質の高い加水分解性

や PRTR データ等を踏まえると、本物質の環境媒体を経由した経口曝露の可能性は低いと考え

られる。 

 
表 2.4 人の一日曝露量 

 媒 体   平均曝露量（μg/kg/day） 予測最大曝露量（μg/kg/day） 

大 気  
 一般環境大気 0.0012 0.0012 

 室内空気 
 
 

 

   飲料水   

水 質  地下水   

   公共用水域・淡水   

 食 物     

 土 壌     

 経口曝露量合計   

 総曝露量 0.0012 0.0012 

注：1) アンダーラインを付した値は、曝露量が「検出下限値未満」とされたものであることを示す 
2) 総曝露量は、吸入曝露として一般環境大気を用いて算定したものである 

 

（5）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.5 のように整理した。

水質についてはデータは得られなかった。本物質の高い加水分解性や PRTR データ等を踏まえ

ると、本物質の水質からの曝露の可能性は低いと考えられる。 

 

表 2.5 公共用水域濃度 

水 域 平  均 最 大 値 
 

淡 水 
 

海 水 
 

データは得られなかった 
 

データは得られなかった 

データは得られなかった 
 

データは得られなかった 

注：1) （  ）内の数値は測定年度を示す 
    2)  淡水は河川河口域を含む 
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３．健康リスクの初期評価 

健康リスクの初期評価として、ヒトに対する化学物質の影響についてのリスク評価を行った。 

（1）体内動態、代謝 

ラットに 14C でラベルした本物質 40～46 mg/kg を単回強制経口投与した結果、主に消化管か

ら吸収され、吸収半減期は 3 時間であった。血中濃度は 4 時間後に最高濃度の 6.5 ppm に到達

した後、徐々に低下し、投与 24 時間後には 2.6 ppm となった。血中消失半減期は 22 時間であ

った。投与量の 90%が尿中に、10%が糞中に排泄された。本物質は速やかに体内に分布したの

ち、腎排泄を受け、一次速度論に従って主に尿中に排泄される。尿中半減期は 8 時間であった。

投与 72 時間後の放射活性の組織中残留濃度は、全身で投与量の 1.5%であり、脂肪、腎臓、肝

臓の順に高く、筋肉で最も低かった。しかし、各組織からの消失速度に有意差は認められなか

った。尿中放射活性の 90%以上が馬尿酸であり、その他は安息香酸 0.7%、フェニル酢酸 0.8%、

4 種類の未同定代謝物 5.5%であった。本物質（未変化体）は検出されなかった。本物質は加水

分解により安息香酸に代謝され、安息香酸はグリシン抱合を受けて馬尿酸が生成されると推定

される 1) 。 

ラットに 30 mg/m³を 20 日間（2 時間/日）吸入させた結果、尿中の馬尿酸量が 14～20 mg から

47 mg に増加したことから、本物質は安息香酸ナトリウムに代謝され、次いで馬尿酸などに代

謝されると著者らは結論していたが 2) 、詳細は不明であった。 

 

（2）一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性 

表 3.1 急性毒性 3) 

動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 1,300 mg/kg 
マウス 経口 LD50 702 mg/kg 
ラット 吸入 LC50 19 ppm(152 mg/m3) (2 hr) 
ラット 吸入 LC50 150 mg/m3 (2 hr) 
マウス 吸入 LC50 8 ppm(64 mg/m3) (2hr) 
マウス 吸入 LC50 60 mg/m3 (2hr) 
ウサギ 経皮 LD50 4,000 mg/kg 

注：（ ）内の時間は曝露時間を示す。 

本物質は皮膚、気道を刺激し、眼を激しく刺激する。飲み込むと嘔吐し、誤嚥性肺炎を引

き起こすことがある。吸入すると咳、咽頭痛、息切れを生じることがある 4) 。 

 

② 中・長期毒性 

ア）Sprague-Dawley ラット雌雄各 10 匹を 1 群とし、0.00005、0.0005、0.005、0.05％の濃度で

餌に添加して 28 日間投与した結果、死亡はなく、体重や血液への影響もなかったが、

0.0005%以上の群の雄で SDH 活性の有意な上昇、0.05％の群で LDH 活性の上昇を認めた。

0.00005％以上の群の雌雄の肝臓で肝細胞の核濃縮、核大小不同、肝門脈領域の細胞質空胞

化や好酸球増加、腎臓で近位尿細管の好酸性細胞質内封入体、巣状糸球体硬化症、甲状腺
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で濾胞の小型化や崩壊、上皮細胞の肥厚、乳頭状増殖、空胞化を認め、これらの発生率や

重篤度には用量依存性がみられた。なお摂餌量から求めた摂取量は雄で 0.048～46 

mg/kg/day、雌で 0.053～53 mg/kg/day であった 5) 。この結果から、LOAEL を 0.00005％（0.048

～0.053 mg/kg/day）とする。 

イ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、5.1、48.2、460 mg/m³を 4 週間（6 時

間/日、5 日/週）吸入させた結果、460 mg/m³群の全数が 1 週間で死亡又は瀕死となって屠

殺した。48.2 mg/m3群で体重増加の抑制、48.2 mg/m3以上の群であえぎ呼吸、呼吸困難、鼻

腔の組織・気管支・肺の炎症、剥離、潰瘍形成、変性および扁平上皮化生がみられた 6) 。

この結果から、NOAEL を 5.1 mg/m3（曝露状況で補正：0.91 mg/m3）とする。 

ウ）ICR-JCL マウス雌 33 匹を 1 群とし、0、6.7 ppm（0、54 mg/m³）を 5 ヶ月間（30 分/日、2

日/週）吸入させ、その後 10 ヶ月まで観察した試験では、6.7 ppm 群で 5 ヶ月までに 12 匹

が死亡し、9 ヶ月頃より衰弱が著しくなった。5 ヶ月までに死亡した 6.7 ppm 群の 12 匹で

は、2 匹の肺で腺腫、5 匹の気管及び 10 匹の気管支で上皮増殖（主に腺様化生増殖）がみ

られた。また、6.7 ppm 群では、6 ヶ月に屠殺した 7 匹の全数で気管上皮に腺様化生増殖が

みられ、5 匹には扁平化生増殖もあり、10 ヶ月に屠殺した 9 匹でも全数の気管及び気管支

の上皮に増殖がみられた。この他、6.7 ppm 群では 3 ヶ月頃より肉眼的な皮膚の変化（背部、

腹部などの脱毛、硬化、潰瘍性病変など）がみられるようになり、5 ヶ月頃に 1 匹で認めた

皮膚の腫瘍性病変は 10 ヶ月までに 9 匹中 7 匹で認められるようになった 7) 。 

エ）ICR-JCL マウス雌 38 匹を 1 群とし、0、1.62 ppm（0、12.9 mg/m³）を 12 ヶ月間（30 分/

日、2 日/週）吸入させる計画の試験では、1.62 ppm 群で 8 ヶ月目に初めて死亡がみられ、

10 ヶ月経過時には死亡数が 10 匹に達した。このため、以後の曝露を中止し、一部を 15 ヶ

月まで観察した。1.62 ppm 群では 12 ヶ月までの死亡例 10 匹中の 4 匹で気管上皮増殖、2

匹で気管支上皮増殖がみられた。12 ヶ月時に屠殺した 10 匹では全数で気管上皮に増殖がみ

られ、うち 6 匹では上皮に扁平化生増殖がみられ、角化を伴うものもあった。気管支上皮

の増殖は 6 匹にみられた。15 ヶ月に屠殺した 9 匹では全数に気道上皮増殖がみられ、その

増殖像は 12 ヶ月時に比べて進行していた。気管上皮には著しい重層扁平化が認められ、気

管支上皮にも全数に腺様化生増殖がみられた。この他、1.62 ppm 群の 10 匹で皮膚の腫瘍性

病変がみられた 7) 。 

オ）ラット（系統等不明）に 12.5 ppm（99.9 mg/m³）を 1 ヶ月間連続吸入させた結果、体重の

減少、白血球の減少、軽度の貧血、腎機能の低下がみられたとした報告 8) があったが、詳

細は不明であった。 

カ）ラット（系統等不明）に 0、30、100 mg/m³を 8 週間（2 時間/日）吸入させた結果、1 週

間後に体重増加の抑制、攻撃性の亢進、血圧の低下、白血球数の減少がみられ、さらに曝

露を継続すると腐敗性気管支炎や肺炎、肝細胞の脂肪変性、脳の皮質細胞で核溶解を生じ、

異栄養性の影響が肝臓、腎臓、副腎でみられたとした報告 2) があったが、詳細は不明であ

った。 

 

③ 生殖・発生毒性 

ア）雌ラット（系統等不明）に 0、12.5、25、50 mg/kg/day を妊娠 6 日から妊娠 15 日まで強
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制経口投与した結果、25 mg/kg/day 以上の群で体重増加の有意な抑制を認め、50 mg/kg/day

群で吸収胚の増加、同腹仔数の減少、一般状態や血液検査項目、臓器重量の変化、甲状腺、

骨髄、腎臓、肝臓で組織学的変化を認めた。胎仔では、12.5 mg/kg/day 以上の群で低体重、

骨格異常、肝障害がみられた 9) 。この結果から、12.5 mg/kg/day は母ラットで NOAEL、胎

仔で LOAEL とも考えられるが、抄録のみの報告であり、信頼性は低い。 

イ）New Zealand White ウサギ雌雄各 4 匹を 1 群とし、0、50、100、200 mg/kg/day を 3 週間（5

日/週）皮膚塗布した結果、各群の 1/4、1/4、2/4、4/4 匹の精細管で多核巨細胞、0/4、0/4、

1/4、3/4 匹の輸精管で変性を認めた 10) 。 

 

④ ヒトへの影響 

ア）皮膚、眼、呼吸器への刺激性が報告されている 11) 。 

 

（3）発がん性 

① 主要な機関による発がんの可能性の分類 

国際的に主要な機関での評価に基づく本物質の発がんの可能性の分類については、表 3.2

に示すとおりである。 
 

表 3.2 主要な機関による発がんの可能性の分類 

機 関 (年) 分  類 

WHO IARC (1999) 2A＊1 ヒトに対して恐らく発がん性がある 

EU EU (2008) 2 ヒトに対して発がん性であるとみなされるべき物質 

 EPA (1990) B2 動物での発がん性の十分な証拠に基づき、恐らくヒト発

がん性物質 

USA ACGIH (1996) A2 ヒト発がん物質の疑いあり 

 NTP (2011) 合理的にヒトに対して発がん性のあることが懸念される物質 

日本 日本産業衛生学会 
（1981） 

第 1 群 ヒトに対して発がん性があると判断できる物質 

ドイツ DFG (2004) ＊2 2 ヒトに対して発がん性があると考えられる物質。 
  ＊1：本物質を含むα-クロロトルエン類と塩化ベンゾイルの混合曝露に対する分類である。 
  ＊2：本物質を含むα-クロロトルエン類については１（ヒトに対してがんを引き起こす物質）に分類

されている。 
 

② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

in vitro 試験系では、代謝活性化系（S9）添加の有無にかかわらずネズミチフス菌 12～15) 、

大腸菌 12) で遺伝子突然変異を誘発し、S9 無添加の枯草菌 12) で遺伝子突然変異を誘発した。

また、S9 無添加のマウスの骨髄細胞（初代培養）で小核 16) を誘発し、ヒトの気管支上皮細

胞で DNA 鎖切断 17) を誘発した。 

in vivo 試験系では、吸入曝露したラットの骨髄細胞及び末梢血リンパ球で染色体異常 18) 、

腹腔内投与したマウスの骨髄細胞で小核 19) を誘発した。 
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○ 実験動物に関する発がん性の知見 

ICR マウス雌 40 匹を 1 群とし、0、0.0315、0.125、0.5、2 µL/回を 25 週間（2 回/週）強

制経口投与して 18 ヶ月まで観察する計画の試験では、2 µL/回群では 95％が 12 ヶ月までに

死亡したため、2 µL/回群のみ 12 ヶ月で試験を終了した。その結果、0.125 µL/回以上の群で

腫瘍を認めたマウスの数が有意に増加し、各群の 5、18、67、88、63％で肺腫瘍を認め、そ

の発生率は 0.125 µL/回以上の群で有意に高かった。また、各群の 0、0、5、58、66％で前

胃の腫瘍、3、5、3、8、21％で造血系の腫瘍を認め、前胃の腫瘍は 0.5 µL/回以上の群、造

血系の腫瘍は 2 µL/回群で発生率が有意に高かった 20) 。US EPA（1990）はマウスの体重を

0.03 kg と仮定して各群の用量を 0、0.131、0.52、2.1、8.2 mg/kg/day とし、肺腺癌の発生率

（0/35、1/37、9/38、16/40、10/35）に線形多段階モデルを適用してスロープファクターを

1.3×10 (mg/kg/day)-1 と算出した。 

ICR-JCL マウス雌 33 匹を 1 群とし、0、6.7 ppm（0、54 mg/m³）を 5 ヶ月間（30 分/日、2

回/週）吸入させ、その後 10 ヶ月まで観察した結果、6.7 ppm 群で肺腫瘍（17/32 匹）、皮膚

腫瘍（8/32 匹）、悪性リンパ腫（8/32 匹）の発生率に有意な増加を認めた 7) 。 

ICR-JCL マウス雌 38 匹を 1 群とし、0、1.62 ppm（0、12.9 mg/m³）を 12 ヶ月間（30 分/

日、2 日/週）吸入させる計画の試験では、10 ヶ月経過時に 1.62 ppm 群の 10 匹が死亡した

ため、以後の曝露を中止し、15 ヶ月まで観察した。その結果、1.62 ppm 群で肺腫瘍（30/37

匹）、皮膚腫瘍（10/37 匹）、悪性リンパ腫（4/37 匹）の発生率に有意な増加を認めた 7)。 

A/J マウス雌雄各 11～15 匹を 1 群とし、週 3 回の頻度で計 24 回、総量で 287、719、1,440 

mg/kg/匹を腹腔内投与し、その後 16 週間観察した結果、投与群の全数に肺腺腫が発生し、

腫瘍発生率に有意な増加が認められた。個体あたりの平均腫瘍数に有意な用量依存傾向が

みられた。腫瘍を認めたマウスのみを対象に別の臓器での腫瘍の有無を検索した結果、1,440 

mg/kg/匹群において A/J マウスではまれとされているリンパ腫が 3 匹、腎肉腫が 2 匹に認め

られた 21)。 

ICR マウス雌 19～22 匹を 1 群とし、0、12.5、25 µL を週 2 回の頻度で 3 週間背部に塗布

し、その後は週 1 回の頻度で 7.2 ヶ月まで塗布した後に屠殺した。この間に各群の 0、10、

46％が死亡し、12.5 µL 群で 153 日、25 µL 群で 70 日に最初の皮膚腫瘍（乳頭腫）の発生を

認めたが、対照群での発生はなかった。12.5 µL 群では 17/19 匹に腫瘍がみられ、6 匹で皮

膚癌、5 匹で皮膚乳頭腫、2 匹で肺癌、8 匹で肺腺腫、1 匹でリンパ腫を認めた。25 µL 群で

は 21/22 匹に腫瘍の発生がみられ、12 匹で皮膚癌、4 匹で皮膚乳頭腫、1 匹で肺癌、8 匹で

肺腺腫、6 匹でリンパ腫を認めた 22) 。 

ICR マウス雌 10 匹を 1 群とし、0、5、10 µL を週 3 回の頻度で 4 週間背部に塗布し、そ

の後は週 2 回の頻度で 0、5µL 群は 9.8 ヶ月、10 µL 群は 5.7 ヶ月まで塗布した後に屠殺し

た。この間に各群の 0、60、80％が死亡し、5 µL 群で 131 日、10 µL 群で 58 日に最初の皮

膚腫瘍（乳頭腫）の発生を認めたが、対照群での発生はなかった。5 µL 群では 10/10 匹に

腫瘍がみられ、7 匹で皮膚癌、1 匹で皮膚乳頭腫、2 匹で肺癌、8 匹で肺腺腫、3 匹でリンパ

腫を認め、2 匹の唇、1 匹の前胃で扁平上皮癌もみられた。10 µL 群では 8/9 匹に腫瘍がみ

られ、4 匹で皮膚癌、2 匹で皮膚乳頭腫、3 匹で肺腺腫、5 匹でリンパ腫を認めた 22) 。 

ICR マウス雌 20 匹を 1 群とし、0、2.3 µL を週 2 回の頻度で 11.7 ヶ月間背部に塗布して
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飼育したところ、2.3 µL 群の 18/19 匹に腫瘍の発生がみられ、死亡率も増加（35％）したこ

とから 13.3 ヶ月で屠殺して試験を終了した。2.3 µL 群では 13 匹で皮膚癌、5 匹で皮膚乳頭

腫、2 匹で肺癌、9 匹で肺腺腫を認め、この他にも 19 匹で唇や舌、食道、胃に悪性及び良

性の腫瘍発生がみられた。最初の皮膚腫瘍発生は 210 日後にみられた。なお、対照群でも 2

匹に肺腺腫がみられた 22) 。 

 

○ ヒトに関する発がん性の知見 

国内の工場で 1954 年から 1972 年の間に本物質などから塩化ベンゾイルを製造する工程

に従事した労働者 41 人で、がん死が 3 例報告されている。2 例は肺がんによる死亡で、い

ずれも 40 代の喫煙者であった。1 例は上顎悪性リンパ腫による死亡で、喫煙状況に関する

記述はなかった。その他に、肺扁平上皮がんが非喫煙者の 1 例で確認されており、調査を

実施した 1973 年の段階で生存中であった。がんが発生した 4 例が製造工程に従事していた

期間は 6～15 年であった。日本人男性の肺がん死亡率に基づくこの集団での肺がん期待死

亡数は 0.06 であることから、肺がん死亡数（2 例）の有意な増加が認められた。労働者は

他の化学物質にも曝露していたが、著者らは、本工場の製造工程の化学反応産物は本物質

が中心であることから、これら 4 例のがんは本物質や塩化ベンゾイルに起因する可能性が

高いとしている 23) 。 

国内の別の工場で塩化ベンゾイルと過酸化ベンゾイルの製造に従事した労働者で、2 例の

肺がん死が報告されている。2 例のうち、1 例は 40 代の喫煙者で製造に従事していた期間

は 18 年、他の 1 例は 30 代の非喫煙者で製造工程での従事期間は 6 年であった。なお、こ

の工場の総労働者数は 1952年の時点では 13名であったが、1963年では 40名となっている。

期待死亡数は報告されていない 24) 。 

英国のトルエン塩素化工場に従事した労働者 953 名を対象に、がん死亡率の疫学調査が

実施されている。労働者は本物質、トルエン、塩化ベンゾイル、塩化ベンジル、塩化ベン

ザルなどの化学物質に曝露していた。1961 年から 1970 年の間に 6 年間以上工場に勤務して

いた男性 163 名からなる曝露労働者集団で、10 例ががんにより死亡した。消化器系がんに

よる死亡数は、期待死亡数 1.24 人に対して 5 例、呼吸器系がんによる死亡数は、同じく 1.78

人に対して 5 例であった。消化器系がん、呼吸器系がんのいずれについても、この集団の

標準化死亡比はイングランドおよびウェールズの死亡率から求めた標準化死亡比よりも有

意に高かった。調査参加時の対象者の年齢および工場勤務を開始した時期を調整し、Cox

比例ハザードモデルによる生存時間分析を実施した結果、1951 年より前に勤務を開始した

労働者において推定累積曝露量と全部位のがん死との間に有意な相関が認められた。ただ

し、推定累積曝露量と消化器系がんのみ、または呼吸器系がんのみとの間には有意な相関

は認められなかった。調査に参加した全集団を統合した場合も、有意な相関は認められな

かった。曝露カテゴリーへの割り当て、多数の化学物質への曝露、喫煙状況に関するデー

タの欠如など、交絡の可能性がある因子が存在するため、この研究結果の解釈には限界が

ある 25) 。 

米国の塩素製造工場に 1～34 年間勤務し、本物質に曝露した男性労働者 697 人からなる

集団を対象とした疫学調査の結果が報告されている。この集団のうち、7 例が呼吸器系がん
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により死亡した（肺がん 6 例、咽頭がん 1 例）。なお、米国人男性の死亡率に基づく期待死

亡数は 2.84 人であった。7 例中 5 例は勤務年数が 15 年以上であった。このサブグループで

は期待死亡数が 1.32 人であることから、がん死亡数の有意な増加が示された。この調査は、

多数の化学物質への曝露や喫煙状況に関するデータの欠如などの交絡因子の影響を受けて

いる 26) 。 

 

（4）健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定 

非発がん影響については一般毒性及び生殖・発生毒性に関する知見が得られており、発が

ん性については動物実験で発がん性を示す証拠があり、ヒトに対して恐らく発がん性がある

とされている。 

経口曝露の非発がん影響については、中・長期毒性ア）のラットの試験から得られた LOAEL 

0.048 mg/kg/day（肝臓・腎臓・甲状腺組織の病変）を LOAEL であるために 10 で除し、試験

期間が短いことから 10 で除した 0.00048 mg/kg/day が信頼性のある最も低用量の知見と判断

できる。発がん性について閾値の存在を示唆した知見は得られなかったため、非発がん影響

から求めた 0.00048 mg/kg/day を無毒性量等として設定する。 

発がん性については、閾値なしを前提にした場合のスロープファクターとして、経口投与

したマウスの試験結果（肺腺癌）から求めた 1.3×10(mg/kg/day)-1を採用する。 

一方、吸入曝露の非発がん影響については、中・長期毒性イ）のラットの試験から得られ

た NOAEL 5.1 mg/m3（体重増加の抑制、鼻・気管支・肺の炎症、変性など）を曝露状況で補

正して 0.91 mg/m3とし、試験期間が短いことから 10 で除した 0.091 mg/m3が信頼性のある最

も低濃度の知見と判断できる。発がん性について閾値の存在を示唆した知見は得られなかっ

たため、非発がん影響から求めた 0.091 mg/m3 を無毒性量等として設定する。 

発がん性については、閾値なしを前提にした場合のユニットリスクについて情報は得られ

なかった。 

 

② 健康リスクの初期評価結果 
 

表 3.3 経口曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露量 予測最大曝露量 無毒性量等 MOE 

経口 
飲料水 － － 0.00048 

mg/kg/day 
ラット 

－ 

地下水 － － － 
 
 
 

表 3.4 経口曝露による健康リスク（がん過剰発生率及び EPI の算定） 

曝露経路・媒体 予測最大曝露量 ｽﾛｰﾌﾟﾌｧｸﾀｰ 過剰発生率 TD05 EPI 

経口 
飲料水 － 

1.3×10 (mg/kg/day)-1 － 
－ 

－ 
地下水 － － － 

 

経口曝露については、曝露量が把握されていないため、健康リスクの判定はできなかっ

た。 
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なお、本物質の平成 23 年度における環境中への総排出量は、0.0001 t であり、すべてが大

気に排出されていた。また、本物質の加水分解性は極めて高いことから、環境媒体を経由し

た本物質の経口曝露の可能性は低いと考えられる。このため、本物質の経口曝露による健康

リスクの評価に向けて経口曝露の情報収集等を行う必要性は低いと考えられる。 
 

表 3.5 吸入曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気 概ね 0.004 µg/m3未満 概ね 0.004 µg/m3未満

0.091 mg/m3 ラット 
230 超 

室内空気 － － － 
 
 
 

表 3.6 吸入曝露による健康リスク（がん過剰発生率及び EPI の算定） 

曝露経路・媒体 予測最大曝露濃度 ﾕﾆｯﾄﾘｽｸ 過剰発生率 TC05 EPI 

吸入 
環境大気 － 

－ 
－ 

－ 
－ 

室内空気 － － － 
 

吸入曝露については、一般環境大気中の濃度についてみると、平均曝露濃度、最大曝露濃

度はともに概ね 0.004 µg/m3未満であった。予測最大曝露濃度と無毒性量等 0.091 mg/m3から、

動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除し、発がん性を考慮して 10 で除して

求めた MOE（Margin of Exposure）は 230 超となる。さらに、化管法に基づく平成 23 年度の

大気への届出排出量をもとに推定した高排出事業所近傍の大気中濃度（年平均値）の最大値

は 0.000016 µg/m3であったが、参考としてこれから算出した MOE は 57,000 となる。 

従って、本物質の一般環境大気の吸入曝露による健康リスクについては、現時点では作業

は必要ないと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

MOE＝10 MOE＝100［ 判定基準 ］

詳細な評価を行う
。候補と考えられる 

現時点では作業は必要
。ないと考えられる 

情報収集に努める必要
。があると考えられる 

＝過剰発生率 10-6 ＝過剰発生率 10-5［ ］  判定基準  

情報収集に努める必要
。があると考えられる 

［ ］  判定基準  ＝EPI 2×10-5 ＝EPI 2×10-4

詳細な評価を行う
。候補と考えられる 

現時点では作業は必要
。ないと考えられる 
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４．生態リスクの初期評価 

本物質は、紫外線吸収剤や他の有機化合物の原料などに使われている。化管法に基づき公表

された本物質の平成 23 年度における環境中への総排出量は 0.1 kg であり、全てが大気への排出

である。本物質の高い加水分解性（半減期は 11 秒）や一般環境大気の実測濃度を踏まえると、

大気中へ排出された本物質が公共用水域の水質から検出される可能性は低いと考えられる。 

本物質を取り扱う事業所から搬出された、廃棄物に含まれる本物質の移動量 (3.9 t) の環境中

への排出は明らかではないが、仮に水系に排出されたとしても、本物質の高い加水分解性によ

り、本物質の水からの曝露の可能性は低いと考えられる。 

また、本物質を被験物質とした水生生物に対する毒性試験の結果は表 4.1 のとおりであるが、

得られた毒性値は本物質の加水分解生成物の毒性を示していると考えられ、本物質の毒性を反

映しているとは考えにくい。 

したがって、本物質の水生生物に対する生態リスク初期評価の判定はできなかったが、本物

質自体が水中に存在して水生生物に影響を及ぼす可能性は低く、現時点では作業の必要はない

と考えられる。 

 
表 4.1 本物質を被験物質とした毒性試験結果（参考） 

生物群 
急

性 

慢

性 
毒性値 
[µg/L] 

生物名 生物分類／和名
エンドポイント

／影響内容 

曝露期間

[日] 

試験の 

信頼性 

採用の 

可能性 
文献 No.

藻 類   ― ― ― ― ― ― ― ― 

甲殻類 ○  50,000 Daphnia magna オオミジンコ EC50  IMM 1 C C 1)-707 

 ○  >100,000 Daphnia magna オオミジンコ EC50  IMM 1 C C 1)-5718

魚 類 ○  4,140,000 Leuciscus idus コイ科 LC50  MOR 2 D C 1)-547 

その他   ― ― ― ― ― ― ― ― 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可 
E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない 

エンドポイント 

EC50 (Median Effective Concentration)：半数影響濃度、LC50 (Median Lethal Concentration)：半数致死濃度 

影響内容 

IMM (Immobilization)：遊泳阻害、MOR (Mortality)：死亡 
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12 ベンズアルデヒド 

 

本物質は、第 2 次とりまとめにおいて生態リスク初期評価結果が公表されているが、健康リ

スクとともに改めて初期評価を行った。 

 

１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名： ベンズアルデヒド 

（別の呼称：ベンゾイックアルデヒド、ベンゼンカルボナール） 
CAS 番号： 100-52-7 

化審法官報公示整理番号： 3-1142 
化管法政令番号：1-399 
RTECS 番号：CU4375000 

分子式：C7H6O 

分子量： 106.12 
換算係数：1 ppm = 4.34 mg/m3 (気体、25℃) 
構造式： 
 
 
 
 

 

 

（2）物理化学的性状 

本物質は常温で無色透明の液体である1)。 

融点 -57.12℃2)、-56.5℃3) , 5)  

沸点 178.7℃2)、179℃3) , 5) , 6) 

密度 1.0401 g/cm3 (25℃)2)  

蒸気圧 
1.27 mmHg (=169 Pa) (25℃)2)、 
1 mmHg (=100 Pa) (26℃)6) 

分配係数（1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水）(log Kow) 1.482) , 4) , 5) , 6) 

解離定数（pKa） 14.90 (25℃)2) 

水溶性（水溶解度） 
3×103 mg/1,000 g (20℃)2)、3×103 mg/L (25℃)5)、

3.3×103 mg/L6) 

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性  

好気的分解（分解性が良好と判断される物質）7) 

分解率：BOD 66%、TOC 98%、HPLC 100% 

（試験期間：2 週間、被験物質濃度：100 mg/L、活性汚泥濃度：30 mg/L）8)  

嫌気的分解 

分解率：95%（試験期間：14 日、被験物質濃度：30 mgC/L、汚泥濃度：100 mgC/L、

人工下水を用いた試験）9) 

 

［12］ベンズアルデヒド 

－269－



12 ベンズアルデヒド 

 

化学分解性 

OH ラジカルとの反応性 （大気中） 

反応速度定数：13×10-12 cm3/(分子･sec)（25℃、測定値）10)  

半減期：4.9～49 時間 （OH ラジカル濃度を 3×106～3×105分子/cm3 11)と仮定し計算）

硝酸ラジカルとの反応性（大気中） 

反応速度定数：2.6×10-15 cm3/(分子･sec) （25℃、測定値）10) 

半減期：13 日（硝酸ラジカル濃度を 2.4×108分子/cm3 12)と仮定して計算）  

加水分解性 

 加水分解性の基を持たない13)  

 

生物濃縮性 

  生物濃縮係数 (BCF)：4.4（BCFBAF14)により計算）  

 

土壌吸着性 

土壌吸着定数 (Koc)：11（KOCWIN15)により計算） 

 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

本物質の平成 22 年度及び平成 23 年度における化審法に基づき公表された一般化学物質と

しての製造・輸入数量（製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含まな

い値）は、1,000 t 未満16), 17)である。 

本物質の輸出量18)、輸入量18)の推移を表 1.1 に示す。 

 
表 1.1 輸出量･輸入量の推移 

平成（年） 15 16 17 18 19 

輸出量（t） 0.7 2 3 14 8 

輸入量（t） 538 715 619 459 510 

平成（年） 20 21 22 23 24 

輸出量（t） 16 8 12 594 17 

輸入量（t） 246 254 354 417 318 

注：a) 普通貿易統計[少額貨物(1 品目が 20 万円以下)、見本品等を除く]品別国別表より 

 

「化学物質の製造・輸入数量に関する実態調査」によると、本物質の製造（出荷）及び輸

入量は平成 16 年度及び平成 19 年度ともに 100～1,000 t/年未満である19),20)。 

本物質の化学物質排出把握管理促進法（化管法）における製造・輸入量区分は、100 t 以上

である21)。 

なお、公共用水域の環境実測データが得られた平成 12 年（2000 年）の生産量は、1,000 t

（推定値）22)とされている。 

本物質は車の排気ガスに含まれている1)。また自然界にも存在し、果肉の香りの成分であ
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る1)。 

 

② 用 途 

本物質は、ほとんどが他の化学物質の原料として用いられ、多くは医薬品（アミノ酸製剤）

の原料に使われているほか、石けん・洗剤用や食品用香料（安息香酸やシンナムアルデヒド

など）の原料、染料の原料などに使われている1)。 

本物質は、食品衛生法により着香目的以外の使用は認められていない1)。 

我が国における本物質の農薬登録（用途区分：殺虫剤）は、昭和 35 年 10 月 9 日に失効し

ている23)。 

 

（5）環境施策上の位置付け 

本物質は化学物質排出把握管理促進法第一種指定化学物質（政令番号: 399）に指定されてい

る。また、本物質は水環境保全に向けた取組のための要調査項目に選定されている。 
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２．曝露評価 

環境リスクの初期評価のため、わが国の一般的な国民の健康や水生生物の生存・生育を確保

する観点から、実測データをもとに基本的には化学物質の環境からの曝露を中心に評価するこ

ととし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則として最大濃度に

より評価を行っている。 

（1）環境中への排出量 

本物質は化管法の第一種指定化学物質である。同法に基づき公表された平成 23 年度の届出

排出量1)、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体2),3)から集計した排出量等を表 2.1

に示す。なお、届出外排出量家庭の推計はなされていなかった。 

 
表 2.1  化管法に基づく排出量及び移動量（PRTR データ）の集計結果（平成 23 年度） 

大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 106 83 0 0 7,517 4,768 3,053 19,336 - 510,169 189 532,558 532,747

ベンズアルデヒド

業種等別排出量(割合) 106 83 0 0 7,517 4,768 3,053 19,336 0 510,169

3,046 届出 届出外

(99.8%) 0% 100%

72 83 0 0 7,517 4,768 6

(67.9%) (100%) (100%) (100%) (0.2%)

34 0 0 0 0 0

(32.1%)

1

(0.03%)

19,336

(100%)

384,690

(75.4%)

33,761

(6.6%)

46,137

(9.0%)

41,286

(8.1%)

4,295

(0.8%)

総排出量の構成比(%)

下水道業

化学工業

倉庫業

高等教育機関

汎用エンジン

自動車

二輪車

特殊自動車

船舶

鉄道車両

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 排出量　　(kg/年) 届出

排出量

届出外

排出量
合計

 
 

本物質の平成 23 年度における環境中への総排出量は、約 530 t となり、そのうち届出外排出

量は約 530 t で全体の 99%超であった。届出排出量のうち約 0.11 t が大気、0.083 t が公共用水域

（海域）へ排出されるとしており、大気への排出量が多い。この他に下水道への移動量が約 7.5 

t、廃棄物への移動量が約 4.8 t であった。届出排出量の主な排出源は、大気への排出が多い業

種は化学工業（68%）、倉庫業（32%）であり、公共用水域への排出源は化学工業のみであった。 

表2.1に示したようにPRTRデータでは、届出排出量は媒体別に報告されているが、届出外排

出量の推定は媒体別には行われていないため、届出外排出量対象業種の媒体別配分は届出排出

量の割合をもとに、届出外排出量非対象業種・移動体の媒体別配分は「平成 23 年度 PRTR 届出

外排出量の推計方法等の詳細」3)をもとに行った。届出排出量と届出外排出量を媒体別に合計し

たものを表 2.2 に示す。 
表 2.2 環境中への推定排出量 

媒  体 推定排出量(kg) 

大  気 

水  域 

土  壌 

529,615 

3,132 

0 
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（2）媒体別分配割合の予測 

本物質の環境中の媒体別分配割合を、表 2.2 に示した環境中への推定排出量を基に USES3.0

をベースに日本固有のパラメータを組み込んだ Mackay-Type Level III 多媒体モデル4)を用いて予

測した。予測の対象地域は、平成 23 年度に環境中及び大気への排出量が最大であった北海道

（大気への排出量 29 t、公共用水域への排出量 0.00021 t）及び公共用水域への排出量が最大で

あった京都府（大気への排出量 10 t、公共用水域への排出量 3.0 t）とした。予測結果を表 2.3 に

示す。 

 
表 2.3 媒体別分配割合の予測結果 

媒 体 

分配割合(%) 
上段：排出量が最大の媒体、下段：予測の対象地域 

環境中 大 気 公共用水域 

北海道 北海道 京都府 

大 気 82.5 82.5 30.7 

水 域 15.3 15.3 67.9 

土 壌 2.2 2.2 0.8 

底 質 0.0 0.0 0.7 

注：数値は環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの 

 

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認され

た調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.4 に示す。 

 
表 2.4 各媒体中の存在状況 

媒 体 
幾何 

平均値 a) 
算術 

平均値
最小値 最大値 a) 検出 

下限値 b) 検出率
調査 
地域 

測定年度 文献 

             

一般環境大気  µg/m3 <0.23 <0.23 <0.23 0.44 0.23 3/12 全国 2012 5) 

  0.28 0.28 0.21 0.35 0.039～
0.13 c) 

5/5 栃木県 2010 6) 

  0.35 0.36 0.30 0.41 0.033～
0.23 c) 

5/5 栃木県 2009 7) 

  0.41 0.42 0.31 0.49 0.022～
0.29 c) 

5/5 栃木県 2008 8) 

  0.28 -d) 0.14 0.67 -d) -/34 静岡県 2000 9) e) 

  0.46 -d) <0.042 6.0 -d) -/34 静岡県 2000 9) f) 
             

室内空気 µg/m3 -d) -d) ND 607 -d) -d)/25 -d) 2007～
2008 

10) g) 

  -d) 0.8 ND 4.1 -d) 11/64 北海道 2005 11) 

  -d) 0.65 0.5 2.7 -d) 4/29 福島 2005 12) h) 

  -d) 0.57 0.5 1.7 -d) 2/29 福島 2005 12) i) 

  -d) 8.3 ND 117 -d) -d)/425 全国 2004 13) 

  -d) 4.8 0.0 44 -d) -d)/161 全国 2002 14) h) 

  -d) 4.9 0.0 23 -d) -d)/161 全国 2002 14) i) 

  -d) 4.7 0.0 45 -d) -d)/161 全国 2002 14) j) 

  -d) 4.3 0.0 22 -d) -d)/161 全国 2002 14) k) 

  -d) -d) <0.2 35 0.2 -d)/25 横浜市 2002 15) l) 

  -d) -d) <0.2 17 0.2 -d)/24 横浜市 2001 15) l) 
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媒 体 
幾何 

平均値 a) 
算術 

平均値
最小値 最大値 a) 検出 

下限値 b) 検出率
調査 
地域 

測定年度 文献 

             

食物 µg/g          
             

飲料水 µg/L <1 <1 <1 <1 1 0/20 大阪府 2011 16) 
             

地下水 µg/L <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.3 0/15 全国 2000 17) 
             

土壌 µg/g          
             

公共用水域・淡水   µg/L <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.3 0/65 全国 2000 17) 
             

公共用水域・海水   µg/L <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.3 0/11 全国 2000 17) 
             

底質(公共用水域・淡水) µg/g <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 0.007 0/14 全国 2002 18) 
                      

底質(公共用水域・海水) µg/g <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 0.007 0/10 全国 2002 18) 
           

魚類(公共用水域・淡水) µg/g          

           

魚類(公共用水域・海水) µg/g          

             

注： a) 最大値又は幾何平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す 
b) 検出下限値の欄の斜体で示されている値は、定量下限値として報告されている値を示す 
c) 検体値の検出下限値 
d) 報告されていない 
e) 夏季調査 
f) 冬季調査 
g) 竣工後半年以内の新築住宅（未入居）における調査結果 (原著のデータを転記) 
h) 居間（原著のデータを転記） 
i) 寝室（原著のデータを転記） 
j) 台所（原著のデータを転記） 
k) トイレ（原著のデータを転記） 
l) 新築の住宅（居間、寝室）における夏季（6～8月）の調査結果 

 

（4）人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

一般環境大気及び室内空気の実測値を用いて、人に対する曝露の推定を行った（表 2.5）。化

学物質の人による一日曝露量の算出に際しては、人の一日の呼吸量、飲水量及び食事量をそれ

ぞれ 15 m3、2 L 及び 2,000 g と仮定し、体重を 50 kg と仮定している。 

 
表 2.5 各媒体中の濃度と一日曝露量 

 媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

  大 気   

  一般環境大気 0.23 µg/m3未満程度 (2012)（限られた地

域で概ね0.41 µg/m3の報告がある(2008)）
0.069 µg/kg/day 未満程度（限られた地域

で概ね 0.12 µg/kg/day の報告がある） 

  室内空気 8.3 µg/m3 (2004)（算術平均値） 2.5 µg/kg/day（算術平均値） 

平     

  水 質   

  飲料水 データは得られなかった（限られた地域

で 1 µg/L 未満程度の報告がある (2011)）
データは得られなかった（限られた地域

で0.04 µg/kg/day未満程度の報告がある）

  地下水 過去のデータではあるが 0.3 µg/L 未満

程度 (2000) 
過去のデータではあるが 0.012 µg/kg/day
未満程度 

均 公共用水域・淡水 過去のデータではあるが 0.3 µg/L 未満程

度 (2000) 
過去のデータではあるが 0.012 µg/kg/day
未満程度 
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 媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

      

  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

      

  大 気   

  一般環境大気 0.44 µg/m3程度 (2012)（限られた地域で

概ね 0.49 µg/m3の報告がある (2008)）
0.13 µg/kg/day 程度（限られた地域で 

概ね 0.15 µg/kg/day の報告がある） 

 室内空気 117 µg/m3 (2004) 35 µg/kg/day 

最      

 水 質   

大 飲料水 データは得られなかった（限られた地域

で 1 µg/L 未満程度の報告がある (2011)）
データは得られなかった（限られた地域

で0.04 µg/kg/day未満程度の報告がある）

 地下水 過去のデータではあるが 0.3 µg/L 未満程

度 (2000) 
過去のデータではあるが 0.012 µg/kg/day
未満程度 

値  公共用水域・淡水 過去のデータではあるが 0.3 µg/L 未満程

度 (2000) 
過去のデータではあるが 0.012 µg/kg/day
未満程度 

      

  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

      

 

人の一日曝露量の集計結果を表 2.6 に示す。 

吸入曝露の予測最大曝露濃度は、一般環境大気のデータから 0.44 µg/m3 程度となった。限ら

れた地域を調査対象とした環境調査による大気のデータを用いた場合には最大で概ね 0.49 

µg/m3の報告があった。また、室内空気の予測最大曝露濃度は、未入居の新築住宅における調査

結果を除いて設定すると 117 µg/m3となった。一方、化管法に基づく平成 23 年度の大気への届

出排出量をもとにプルーム・パフモデル19)を用いて推定した大気中濃度の年平均値は、最大で

0.012 µg/m3 となった。 

経口曝露の予測最大曝露量を算出できるデータは得られなかった。なお、地下水のデータか

ら算出すると過去のデータではあるが 0.012 µg/kg/day 未満程度となり、限られた地域を調査対

象とした飲料水のデータから算出した 0.04 µg/kg/day 未満程度の報告がある。 

物理化学的性状から考えて生物濃縮性は高くないと推測されることから、本物質の環境媒体

から食物経由の曝露量は少ないと考えられる。 

 
表 2.6 人の一日曝露量 

媒 体 平均曝露量（μg/kg/day） 予測最大曝露量（μg/kg/day） 

大 気 
 一般環境大気 0.069 (限られた地域で 0.12) 0.13 (限られた地域で 0.15) 

 室内空気 2.5 (算術平均値) 35 

   飲料水 (限られた地域で 0.04) (限られた地域で 0.04) 

水 質  地下水 (過去のデータではあるが 0.012) (過去のデータではあるが 0.012)

   公共用水域・淡水 (過去のデータではあるが 0.012) (過去のデータではあるが 0.012)

 食 物     

 土 壌     

 経口曝露量合計   
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媒 体 平均曝露量（μg/kg/day） 予測最大曝露量（μg/kg/day） 

  参考値 1 0.012 0.012 

  参考値 2 0.04 0.04 

 総曝露量 0.069 0.13 

  参考値 1 0.012 0.012 

  参考値 2 0.04 0.04 

注：1) アンダーラインを付した値は、曝露量が「検出下限値未満」とされたものであることを示す 
  2)（ ）内の数字は、曝露量合計の算出に用いていない 
  3) 総曝露量は、吸入曝露として一般環境大気を用いて算定したものである 
  4) 参考値 1 は、過去のデータを用いた場合を示す 
  4) 参考値 2 は、飲料水に限られた地域を調査対象としたデータを用いた場合を示す 

 

（5）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.7 のように整理した。

水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定できるデータは得られなか

った。なお、過去のデータではあるが、公共用水域の淡水域、海水域ともに 0.3 µg/L 未満程度

となった。 

 
表 2.7 公共用水域濃度 

水 域 平   均 最 大 値 

淡 水 
 
 
 

海 水 

データは得られなかった 
[過去のデータではあるが 
0.3 µg/L 未満程度 (2000)] 
 
データは得られなかった 
[過去のデータではあるが 
0.3 µg/L 未満程度 (2000)] 

データは得られなかった 
[過去のデータではあるが 
0.3 µg/L 未満程度 (2000)] 
 
データは得られなかった 
[過去のデータではあるが 
0.3 µg/L 未満程度 (2000)] 

注：1) （  ）内の数値は測定年度を示す 
2)  淡水は河川河口域を含む 
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３．健康リスクの初期評価 

健康リスクの初期評価として、ヒトに対する化学物質の影響についてのリスク評価を行った。 

（1）体内動態、代謝 

ウサギに本物質 500～1,500 mg を単回強制経口投与した結果、24 時間で投与量の 80～98%が

尿中に排泄され、尿中代謝物のほとんどが安息香酸及びその抱合体であり、グルクロニドは 0

～5％であった 1) 。 

ウサギに 350、750 mg/kg を単回強制経口投与した結果、15 日間で 350 mg/kg 群は投与量の

83.2％、750mg/kg 群は投与量の 82.3％を尿中に排泄した。尿中の代謝物は 350、750 mg/kg 群で

安息香酸のグリシン抱合体である馬尿酸が 69.9％、66.7％、安息香酸のグルクロン酸抱合体であ

るベンゾイルグルクロニドが 8.8％、11.2％、ベンジルアルコールのグルクロン酸抱合体である

ベンジルグルクロニドが 2.9％、3.0％、遊離の安息香酸が 1.6％、1.4％であり、ベンジルメルカ

プツール酸（N-アセチル-S-ベンジル-L-システイン）は両群とも 0.01％未満と微量であった 2) 。 

ラットに 400、750、1,000 mg/kg/日を 13 日間強制経口投与しながら、2、8、13 日に 24 時間

の尿を採集した結果、400、750、1,000 mg/kg 群でベンジルメルカプツール酸の排泄量は 1 日当

たり 0.13～0.35 mg/匹、0.21～0.92 mg/匹、0.77～2.05 mg/匹であり、8 日には排泄量の軽度の減

少がみられた群もあったが、13 日にはすべての群で排泄量の増加がみられた 3) 。著者らは、ア

ルデヒド還元酵素によって本物質がベンジルアルコールに還元され、スルホトランスフェラー

ゼによってベンジル硫酸エステル等の中間体が形成された後に、グルタチオン抱合を経てベン

ジルメルカプツール酸が形成される経路を提案した。 

ラットの鼻部に 11C でラベルした本物質を 2 分間曝露した結果、0.26～5.79 µg が体内に取り

込まれたが、曝露終了から 1.5 分後の気道には 1.2％、肺には 0.8％しか残存していなかった。気

道からの吸収は急速であり、1.5 分後には全身の組織から放射活性が検出され、尿中にも検出可

能な放射活性がみられた。血液中放射活性の半減期は 8.1 分であり、多くの組織では血液中と同

様な放射活性の減少がみられたが、皮膚や筋肉、脂肪組織のように限られた血流の組織では 5

～12 分遅れて減少が始まった。尿中に排泄された放射活性の 90%以上が馬尿酸であり、呼気中

への 11CO2や揮発成分の排泄はなかった。また、腸管内内容物の放射活性はわずかであったこと

から、胆汁中への排泄は本物質の主要な排泄経路ではないと考えられた 4) 。 

ラットに 0.41 mmol（43.5 mg）を腹腔内投与した結果、24 時間で投与量の 29.3%が馬尿酸と

して尿中に排泄された 5) 。 

 

（2）一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性 

表 3.1 急性毒性 6) 

動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 1,300 mg/kg 

ラット 経口 LD50 1,300 mg/kg 

ラット 経口 LD50 1,300 mg/kg 

マウス 経口 LD50 2,020 mg/kg 

モルモット 経口 LD50 1,000 mg/kg 
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動物種 経路 致死量、中毒量等 
モルモット 経口 LD50 1,000 mg/kg 

ラット 吸入 LC >500 mg/m3 

マウス 吸入 LC >500 mg/m3 

ウサギ 経皮 LD50 >1,250 mg/kg 
注：（ ）内の時間は曝露時間を示す。 

 

本物質は眼を刺激する。吸入すると咳や咽頭痛、経口摂取すると咽頭痛を生じ、皮膚に付

くと発赤、眼に入ると発赤や痛みを生じる 7) 。経口摂取によるヒトの最小致死量として、714.3 

mg/kg という報告がある 6) 。 

 

② 中・長期毒性 

ア）Fischer 344 ラット雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、50、100、200、400、800 mg/kg/day を 13

週間（5 日/週）強制経口投与した結果、400 mg/kg/day 群の雌 1 匹、800 mg/kg/day 群の雄 6

匹、雌 3 匹が死亡し、800 mg/kg/day 群の雄で著明な体重増加の抑制がみられた。800 

mg/kg/day 群の雌雄の小脳で変性及び壊死、海馬でニューロンの壊死、前胃で扁平上皮の軽

度から中程度の肥厚を伴った過形成及び角質増殖、肝臓で変性、腎臓で尿細管上皮の変性、

雄で小脳の石灰化の発生率に有意な増加を認め、雌雄の腎臓で尿細管上皮の壊死、雄の肝

臓で肝細胞の壊死もみられた 8, 9) 。 

 また、B6C3F1マウス雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、75、150、300、600、1,200 mg/kg/day を

13 週間（5 日/週）強制経口投与した結果、1,200 mg/kg/day 群の雄の全数、雌 1 匹が死亡し、

600 mg/kg/day 群の雄で体重増加の抑制（-9％）を認めた。また 1,200 mg/kg/day 群の雄の全

数で軽度から中程度の腎尿細管の変性がみられ、600 mg/kg/day群でも雄 1 匹にみられた 8, 9) 。 

 これらの結果から、NOAEL をラットで 400 mg/kg/day（曝露状況で補正：286 mg/kg/day）、

マウスで 300 mg/kg/day（曝露状況で補正：214 mg/kg/day）とする。 

イ）Osborne-Mendel ラット雌雄各 5 匹を 1 群とし、0、1％の濃度で 16 週間、0、0.1％の濃度

で 27～28 週間混餌投与した結果、体重や一般状態、血液、主要臓器の外観や組織に影響は

なかった 10) 。この結果から、NOAEL を 1％（約 500 mg/kg/day）以上とする。 

ウ）Fischer 344 ラット雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、200、400 mg/kg/day を 2 年間（5 日/週）強

制経口投与した結果、体重や一般状態に影響はなかったが、400 mg/kg/day 群の雄で生存率

の有意な低下、膵臓で過形成の発生率に有意な増加を認めた 9) 。この結果から、NOAEL

を 200 mg/kg/day（曝露状況で補正：143 mg/kg/day）とする。 

エ）B6C3F1マウス雌雄各 50匹を 1群とし、雄に 0、200、400 mg/kg/day、雌に 0、300、600 mg/kg/day

を 2 年間（5 日/週）強制経口投与した結果、体重や一般状態、生存率に影響はなかったが、

雄の 400 mg/kg/day 群及び雌の 300 mg/kg/day 以上の群の前胃で局所的な扁平上皮の肥厚を

伴った限局性の過形成の発生率に有意な増加を認めた 9) 。この結果から、NOAEL を 200 

mg/kg/day（曝露状況で補正：143 mg/kg/day）とする。 

オ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 14 匹を 1 群とし、0、500、750、1,000 ppm を 14 日間（6

時間/日）吸入させた結果、500 ppm 以上の群の雄で体重増加の有意な抑制、雌雄で体温の

有意な低下、1,000 ppm 群の雌雄で重度の中枢神経系障害（異常歩行、頻繁な痙攣、ストラ

ウブ挙尾反応陽性）を認めた。500 ppm 以上の群の雌雄で振戦や立毛、利尿、呼吸速度の
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低下、鼻や眼の刺激症状が濃度依存的にみられ、1,000 ppm 群の雄 1 匹、雌 10 匹、750 ppm

群の雌 3 匹が死亡又は瀕死となって屠殺し、1,000 ppm 群では音刺激に対する反応性の亢進

もみられた。また、500 ppm 以上の群の雌で肝臓の絶対及び相対重量の有意な増加、雌雄

で GOT の有意な上昇、750 ppm 以上の群の雄及び 1,000 ppm 群の雌でヘマトクリット値の

有意な減少、1,000 ppm 群の雌雄でヘモグロビン濃度の有意な減少などを認めた。組織への

影響としては 500 ppm 以上の群の雄で鼻中隔の呼吸上皮に杯細胞の化生がみられ、同様の

変化は低頻度ながら雌にもみられたが、その他の主要臓器に影響はなかった 11) 。この結果

から、LOAEL を 500 ppm（曝露状況で補正：125 ppm( 543 mg/m3)）とする。 

カ）Hartley モルモット雄 8 匹を 1 群とし、0、500 ppm を 4 週間（6 時間/日、5 日間/週）吸入

させた結果、体重や一般状態への影響はなく、死亡もなかったが、500 ppm 群の鼻腔、気

管、肺では呼吸上皮の軽度刺激（化生/過形成）がみられ、血液中では中性脂肪の有意な減

少がみられた 12) 。なお、この試験は感作させたモルモットに対するアレルギー反応の検討

を目的として実施されており、呼吸上皮にみられた軽度刺激について発生率等の報告がな

かったため、NOAEL 等の判断はしなかった。 

 

③ 生殖・発生毒性 

ア）Fischer 344ラット及びB6C3F1マウス雌雄各 10匹を 1群としてラットに 0～800 mg/kg/day、

マウスに 0～1,200 mg/kg/day を 13 週間（5 日/週）強制経口投与した試験、Fischer 344 ラッ

ト及び B6C3F1マウス雌雄各 50 匹を 1 群とし、ラットに 0～400 mg/kg/day、マウスの雄に 0

～400 mg/kg/day、雌に 0～600 mg/kg/day を 2 年間（5 日/週）強制経口投与した試験では、

いずれも雌雄の生殖器に影響はなかった 8, 9) 。 

イ）交尾期間を含む 32 週間、雌ラットに 0、2、5 mg/kg/day を 1 日おきに強制経口投与した

結果、出生仔の数や体重、生存率に影響はなかったとした報告があったが 13) 、詳細は不明

であった。 

 

④ ヒトへの影響 

ア）本物質の臭気閾値として 0.0008～0.1823 mg/m3、刺激閾値として 20.01 mg/m3とした報告

がある 14) 。 

イ）102 人のがん患者に 10 mg/kg/day のβ-シクロデクストリン・ベンズアルデヒド包含化合

物（本物質として約 0.83 mg/kg/day）を 2 週間から 2 年間経口投与又は直腸内投与した結果、

血液や血液生化学等の検査結果に影響はなく、投与による毒性はみられなかった 15) 。 

ウ）ボランティア 100 人に 5％の本物質でパッチテストを実施した結果、10 人に陽性反応が

みられた。陽性反応のみられた 10 人は、本物質以外にも安息香酸又はバニリンにも陽性反

応を示した 16) 。 

エ）製菓業に従事していた 19 歳の男性が手及び前腕の背側に限局性の慢性じんま疹を発症し

ていた症例では、男性は 4 年間、練り菓子の製造を行っており、来院の 6 ヶ月前に発症し

ていた。男性は種々の練り菓子原料を毎日触っていたが、接触を避けると 1～2 時間で症状

が消失したことから、作業との関連が疑われた。このため、パッチテストを実施したとこ

ろ、1％濃度のシンナムアルデヒド、5％濃度の本物質の両方に陽性反応を示したが、シン
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ナムアルデヒドとの交差反応の可能性が考えられた。なお、手袋を装着し、素手で原料に

触れなくなると症状が再発することはなかった 17) 。 

 

（3）発がん性 

① 主要な機関による発がんの可能性の分類 

国際的に主要な機関での評価に基づく本物質の発がんの可能性の分類については、表 3.2

に示すとおりである。 
 

表 3.2 主要な機関による発がんの可能性の分類 

機 関 (年) 分  類 

WHO IARC －  

EU EU －  

 EPA －  

USA ACGIH －  

 NTP － 

日本 日本産業衛生学会 －  
ドイツ DFG －  

 

② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

in vitro 試験系では、代謝活性化系（S9）添加の有無にかかわらずネズミチフス菌で遺伝

子突然変異を誘発しなかったが 18～23) 、S9 添加・無添加のマウスリンパ腫細胞（L5178Y）

で遺伝子突然変異 22, 24) 、ヒト末梢血リンパ球で DNA 傷害 25) を誘発した。S9 添加・無添加

のチャイニーズハムスター卵巣（CHO）細胞で染色体異常 26) 、ラット肝細胞（初代培養）

で不定期 DNA 合成 22) を誘発しなかったが、チャイニーズハムスター肺細胞（B241 19) 、

CHL27, 28)）で染色体異常を誘発し、チャイニーズハムスター卵巣（CHO）細胞 26) 、ヒト末

梢血リンパ球 29) で姉妹染色分体交換を誘発した。なお、チャイニーズハムスター卵巣

（CHO）細胞で姉妹染色分体交換を誘発しなかった報告もあった 30) 。 

in vivo 試験系では、経口投与したショウジョウバエで伴性劣性致死突然変異を誘発しな

かったが 31) 、体細胞突然変異を誘発した 32) 。 

 

○ 実験動物に関する発がん性の知見 

Fischer 344 ラット雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、200、400 mg/kg/day を 2 年間（5 日/週）強

制経口投与した結果、腫瘍の発生率増加はなかった 9) 。B6C3F1マウス雌雄各 50 匹を 1 群

とし、雄に 0、200、400 mg/kg/day、雌に 0、300、600 mg/kg/day を 2 年間（5 日/週）強制

経口投与した結果、雌の前胃では扁平上皮乳頭腫の発生率に有意な増加傾向がみられ、そ

の発生率は 300 mg/kg/day 以上の群で有意に高く、前胃扁平上皮の過形成の発生率も雄の

400 mg/kg/day 群及び雌の 300 mg/kg/day 以上の群で有意に高かった 9) 。この結果から、NTP

（1990）は雌雄のラットについては発がん性の証拠はなかったが、雌雄のマウスでは幾つ
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かの発がん性の証拠があったと結論した 9) 。 

 

○ ヒトに関する発がん性の知見 

ヒトでの発がん性について、知見は得られなかった。 

 

（4）健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定 

非発がん影響については一般毒性に関する知見が得られているが、生殖・発生毒性につい

ては十分な知見が得られていない。また、発がん性についても十分な知見が得られず、ヒト

に対する発がん性の有無については判断できない。このため、閾値の存在を前提とする有害

性について、非発がん影響に関する知見に基づき無毒性量等を設定することとする。 

経口曝露については、中・長期毒性ウ）のラットの試験から得られた NOAEL 200 mg/kg/day

（生存率の低下、膵臓の過形成）及びエ）のマウスの試験から得られた NOAEL 200 mg/kg/day

（前胃の過形成）を曝露状況で補正した 143 mg/kg/day が信頼性のある最も低用量の知見と判

断し、これを無毒性量等に設定する。 

吸入曝露については、中・長期毒性オ）のラットの試験から得られた LOAEL 500 ppm（体

重増加の抑制、低体温、肝臓重量の増加など）を曝露状況で補正して 125 ppm（543 mg/m3）

とし、試験期間が短かったことから 10 で除し、LOAEL であるために 10 で除した 5.4 mg/m3

が信頼性のある最も低濃度の知見と判断し、これを無毒性量等に設定する。 

 

② 健康リスクの初期評価結果 
 

表 3.3 経口曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露量 予測最大曝露量 無毒性量等 MOE 

経口 
飲料水 － － 

143 mg/kg/day 
ラット 
マウス 

－ 

地下水 － － － 
 

経口曝露については、曝露量が把握されていないため、健康リスクの判定はできなかった。 

なお、地下水の最大値として過去に報告（2000 年）のあった値から算出した経口曝露量は

0.012 µg/kg/day 未満程度であったが、参考としてこれと無毒性量等 143 mg/kg/day から、動物

実験結果より設定された知見であるために 10 で除して算出した MOE（Margin of Exposure）

は 1,200,000 超となる。また、限られた地域のデータとして報告のあった飲料水の最大値 0.04 

µg/kg/day 未満程度から算出した MOE は 360,000 超となる。環境媒体から食物経由で摂取さ

れる曝露量は少ないと推定されることから、その曝露を加えても MOE が大きく変化すること

はないと考えられる。このため、本物質の経口曝露による健康リスクの評価に向けて経口曝

露の知見収集等を行う必要性は低いと考えられる。 
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詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

MOE＝10 MOE＝100［ 判定基準 ］

表 3.4 吸入曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気 0.23 µg/m3未満程度 0.44 µg/m3程度 

5.4 mg/m3 ラット 
1,200 

室内空気 8.3 µg/m3 117 µg/m3 5 
 

吸入曝露については、一般環境大気中の濃度についてみると、平均曝露濃度は 0.23 µg/m3

未満程度、予測最大曝露濃度は 0.44 µg/m3程度であった。無毒性量等 5.4 mg/m3と予測最大曝

露濃度から、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除して求めた MOE は 1,200

となる。また、限られた地域のデータとして報告のあった値の最大値は概ね 0.49 µg/m3 であ

ったが、参考としてこれから MOE を算出すると 1,100 となる。さらに、化管法に基づく平成

23 年度の大気への届出排出量をもとに推定した高排出事業所近傍の大気中濃度（年平均値）

の最大値は 0.012 µg/m3 であったが、参考としてこれから算出した MOE は 45,000 となる。 

一方、室内空気中の濃度についてみると、平均曝露濃度は 8.3 µg/m3、予測最大曝露濃度は

117 µg/m3であり、無毒性量等 5.4 mg/m3と予測最大曝露濃度から、動物実験結果より設定さ

れた知見であるために 10 で除して求めた MOE は 5 となる。 

従って、本物質の一般環境大気の吸入曝露による健康リスクについては、現時点では作業

は必要ないと考えられるが、室内空気については詳細な評価を行う候補と考えられる。 
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４．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、その信頼性及び採用の可能性を確

認したものを生物群（藻類、甲殻類、魚類及びその他の生物）ごとに整理すると表 4.1 のとおり

となった。 

  
表 4.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 
急

性 

慢 

性 
毒性値 
[µg/L] 

生物名 
生物分類／和名

（試験条件等）

エンドポイント

／影響内容

曝露期間

[日] 

試験の 

信頼性

採用の

可能性
文献 No.

藻 類  ○ 2,000 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 
NOEC  
GRO (RATE)

3 A A 2) 

 ○  17,000*1 Chlorella vulgaris 緑藻類 EC50  POP 80時間 C C 1)-17321 

 ○  32,000 Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

EC50  
GRO (RATE)

3 A A 2) 

甲殻類 ○  >15,800 Orconectes immunis
アメリカザリガ

ニ科 
LC50  MOR 4 B B 1)-10775

 ○  50,000 Daphnia magna オオミジンコ EC50  IMM 1 B B 1)-5718

魚 類   220 Pimephales promelas
ファットヘッド

ミノー(1日齢) 
NOEC   
GRO / MOR

7 A C 1)-16510

 ○  1,070 Lepomis macrochirus ブルーギル LC50  MOR 4 B B 1)-10775

 ○  5,390 Ictalurus punctatus アメリカナマズ LC50  MOR 4 B B 1)-10775

 ○  7,610 Pimephales promelas
ファットヘッド

ミノー 
LC50  MOR 4 A A 1)-12448

 ○  11,200 Oncorhynchus mykiss ニジマス LC50  MOR 4 B B 1)-10775

 ○  12,400 Pimephales promelas
ファットヘッド

ミノー 
LC50  MOR 4 B B 1)-10775

 ○  12,800 Pimephales promelas
ファットヘッド

ミノー 
LC50  MOR 4 B B 1)-12447

 ○  13,800 Carassius auratus キンギョ LC50  MOR 4 B B 1)-10775

その他 ○  >15,800 Aplexa hypnorum 
ホタルヒダリマ

キガイ 
LC50  MOR 4 B B 1)-10775

  ○ 26,000 Tetrahymena 
thermophila テトラヒメナ属 NOEC  POP 2 B B 1)-4344

 ○  113,000 
Tetrahymena 
thermophila テトラヒメナ属 EC50  POP 2 B B 1)-4344

 ○  159,700 
Tetrahymena 
pyriformis テトラヒメナ属 IGC50  POP 2 B B 1)-4980

毒性値（太字）：採用可能な知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）：PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可 
E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない 

エンドポイント 
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EC50 (Median Effective Concentration)：半数影響濃度、 

IGC50 (Median Inhibitory Growth Concentration)：半数成長（増殖）阻害濃度、 

LC50 (Median Lethal Concentration)：半数致死濃度、NOEC (No Observed Effect Concentration)：無影響濃度 

影響内容 

GRO (Growth)：生長（植物）又は成長（動物）、IMM (Immobilization)：遊泳阻害、MOR (Mortality)：死亡、 

POP (Population Changes)：個体群の変化（増殖） 

毒性値の算出方法 

RATE：生長速度から求める方法（速度法） 

 

*1 文献に基づく概算値 

 

評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそれ

ぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用した。その知見の

概要は以下のとおりである。 
 

1） 藻類 

環境省 2)は、「新規化学物質等に係る試験の方法について（化審法テストガイドライン）」(2011) 

及び OECD テストガイドライン No. 201 (2006) に準拠し、緑藻類 Pseudokirchneriella subcapitata

の生長阻害試験を GLP試験として実施した。試験には密閉容器が用いられた。設定試験濃度は

0（対照区）、1.0、2.2、4.6、10、22、46、100 mg/L（公比約 2.2）であった。被験物質の実測濃

度は、48 時間後に設定濃度の 44～101%であり、毒性値の算出には 0、24、48 時間後の幾何平

均値が用いられた。速度法による 72 時間半数影響濃度 (EC50) は、0～48 時間の結果に基づき

32,000 µg/L であった。72 時間無影響濃度 (NOEC) は、生長阻害率が 5%未満の最高濃度である

2,000 µg/L とされた。 

 

2） 甲殻類 

Phipps と Holcombe 1)-10775は、アメリカザリガニ科 Orconectes immunis の急性毒性試験を実施し

た。試験は流水式 (90%容量換水／6 時間) で行われた。単一容器内をネットで仕切り、ほかの

試験生物種（魚類やその他生物）も同時に曝露された。設定試験濃度区は、対照区及び 4～5 濃

度区（公比 1.67）であった。被験物質の実測濃度は、1 回目試験において n.d.（対照区）、1.44、

2.82、4.10、7.96、15.8 mg/L、また 2 回目試験において n.d.（対照区）、0.210、0.440、0.800 mg/L

であった。試験用水にはスペリオル湖水（硬度 44.4 mg/L、CaCO3換算）が用いられた。いずれ

の濃度区においても 50%以上の死亡は観察されず、96 時間半数致死濃度 (LC50) は、実測濃度

に基づき 15,800 µg/L 超とされた。 

 

3） 魚類 

Phipps と Holcombe1)-10775は、ブルーギル Lepomis macrochirus の急性毒性試験を実施した。試

験は流水式(90%容量換水／6 時間)で行われた。単一容器内をネットで仕切り、ほかの試験生物

種（甲殻類やその他生物）も同時に曝露された。設定試験濃度区は、対照区及び 4～5 濃度区（公

比 1.67）であった。被験物質の実測濃度は、1 回目試験において n.d.（対照区）、1.44、2.82、4.10、

7.96、15.8 mg/L、また 2 回目試験において n.d.（対照区）、0.210、0.440、0.800 mg/L であった。

試験用水にはスペリオル湖水（硬度 44.4 mg/L、CaCO3換算）が用いられた。96 時間半数致死濃

度 (LC50) は、実測濃度に基づき 1,070 µg/L であった。 
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4） その他生物 

PhippsとHolcombe 1)-10775は、ホタルヒダリマキガイAplexa hypnorumの急性毒性試験を実施し

た。試験は流水式 (90%容量換水／6 時間) で行われた。単一容器内をネットで仕切り、ほかの

試験生物種（甲殻類や魚類）も同時に曝露された。設定試験濃度区は、対照区及び 4～5 濃度区

（公比 1.67）であった。被験物質の実測濃度は、1 回目試験において n.d.（対照区）、1.44、2.82、

4.10、7.96、15.8 mg/L、また 2 回目試験において n.d.（対照区）、0.210、0.440、0.800 mg/L であ

った。試験用水にはスペリオル湖水（硬度 44.4 mg/L、CaCO3換算）が用いられた。いずれの濃

度区においても 50%以上の死亡は観察されず、96 時間半数致死濃度(LC50)は、実測濃度に基づ

き 15,800 µg/L 超とされた。 

また Pauli ら 1)-4344は、テトラヒメナ属 Tetrahymena thermophila の増殖阻害試験を実施した。

試験は止水式で行われ、設定試験濃度は対照区及び 5 濃度区以上（公比 1.5～2）であった。48

時間無影響濃度 (NOEC) は、設定濃度に基づき 26,000 µg/L であった。 

 

 

（2）予測無影響濃度 (PNEC) の設定 

 急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上記本文で示した毒性値は以下の通りである。 

 

急性毒性値 

藻類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 EC50（生長阻害） 32,000 µg/L 

甲殻類 Orconectes immunis 96 時間 LC50 15,800 µg/L 超 

魚類 Lepomis macrochirus 96 時間 LC50 1,070 µg/L  

その他 Aplexa hypnorum 96 時間 LC50 15,800 µg/L 超 

アセスメント係数：100［3 生物群（藻類、甲殻類、魚類）及びその他の生物について信頼で

きる知見が得られたため］ 

これらの毒性値のうち、その他の生物を除いた最も小さい値（魚類の 1,070 µg/L）をアセスメ

ント係数 100 で除することにより、急性毒性値に基づく PNEC 値 11 µg/L が得られた。 
 

慢性毒性値 

藻類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 NOEC（生長阻害） 2,000 µg/L 

その他 Tetrahymena thermophila 48 時間 NOEC（増殖阻害） 26,000 µg/L 

アセスメント係数：100［1 生物群（藻類）及びその他の生物の信頼できる知見が得られたた

め］ 

藻類の 2,000 µg/L をアセスメント係数 100 で除することにより、慢性毒性値に基づく PNEC 

20 µg/L が得られた。 

 

本物質の PNEC としては魚類の急性毒性値から得られた 11 µg/L を採用する。 
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（3）生態リスクの初期評価結果 

 
表 4.2 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度(PEC) PNEC 
PEC/ 

PNEC 比

公共用水域・淡水 

データは得られなかった 

[過去のデータではあるが

0.3 µg/L未満程度 (2000)] 

データは得られなかった 

[過去のデータではあるが

0.3 µg/L未満程度 (2000)]
11 

µg/L 

― 

公共用水域・海水 

データは得られなかった 

[過去のデータではあるが

0.3 µg/L未満程度 (2000)] 

データは得られなかった 

[過去のデータではあるが

0.3 µg/L未満程度 (2000)]
― 

注：1) 水質中濃度の (  ) 内の数値は測定年度を示す  
   2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 

 

 

 

本物質については、予測環境中濃度 (PEC) を設定できるデータが得られなかったため、リ

スクの判定はできなかった。 

しかし、過去のデータではあるが、淡水域、海水域ともに 0.3 µg/L 未満程度であり、この値

と PNEC との比は 0.027 未満となる。 

本物質の製造輸入数量の推移や PRTR データから、公共用水域の水質濃度が大幅に増加して

いる可能性は低いと考えられる。 

したがって本物質については、さらなる情報収集を行う必要性は低いと考えられる。 

 

 

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。 

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］ 
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１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名： メタクリル酸 

（別の呼称： 2-メチルプロペン酸、α-メチルアクリル酸） 

CAS 番号： 79-41-4 

化審法官報公示整理番号： 2-1025 
化管法政令番号：1-415 
RTECS 番号：OZ2975000 

分子式：C4H6O2 

分子量： 86.09 
換算係数：1 ppm = 3.52 mg/m3 (気体、25℃) 
構造式： 
 
 
 
 
 

 

（2）物理化学的性状 

本物質は常温で無色透明の液体であり、酢酸に似た刺激臭がある1)。 

融点 14.6℃2) 、16℃2) , 3) , 5) , 6) 

沸点 160℃2)、162.5℃2)、163℃(760 mmHg)3)、163℃5) , 6) 

密度 1.0153 g/cm3(20℃)2) 

蒸気圧 

0.90 mmHg (=120 Pa) (25℃)2)、0.975 mmHg (=130 Pa) 
(25℃)5)、0.65 mmHg (=87 Pa) (20℃)6)、 
1 mmHg (=100 Pa) (25℃)6)、 
0.98 mmHg (=130 Pa) (25℃)6) 

分配係数（1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水）(log Kow) 0.932) , 4) , 5) , 6) 

解離定数（pKa） 4.655) 

水溶性（水溶解度） 
8.9×104 mg/1,000 g (20℃)2)、8.90×104 mg/L (20℃)5) 
9.8×104 mg/L (20℃) (pH=1.2～2)6) 

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性  

好気的分解（分解性が良好と判断される化学物質）7) 

分解率：BOD 91% (平均値)、TOC 98% (平均値)、HPLC 100% (平均値)   

（試験期間：2 週間、被験物質濃度：100 mg/L、活性汚泥濃度：30 mg/L）8)  

 

化学分解性 

OH ラジカルとの反応性 （大気中） 

反応速度定数：19×10-12 cm3/(分子･sec)（AOPWIN9)により計算）  

半減期：3.4～34 時間（OH ラジカル濃度を 3×106～3×105分子/cm3 10)と仮定し計算）

［13］メタクリル酸 
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オゾンとの反応性 （大気中） 

反応速度定数： 1.1×10-17 cm3/(分子･sec)（AOPWIN11)により計算） 

半減期： 5.8～35 時間（オゾン濃度を 3×1012～5×1011分子/cm3 10)と仮定して計算）

加水分解性 

 加水分解しない（pH 3, 7, 11）12) 

 

生物濃縮性 

  生物濃縮係数 (BCF)：3.2（BCFBAF13)により計算）  

 

土壌吸着性 

土壌吸着定数 (Koc)：2.3（KOCWIN14)により計算）  

 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

本物質の化審法に基づき公表された優先化学物質としての製造・輸入数量（製造数量は出

荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含まない値）は、平成 22 年は 68,291t15)、平成

23 年は 67,687t16)である。 

「化学物質の製造・輸入数量に関する実態調査」によると、本物質の製造（出荷）及び輸

入量は平成 16 年度においては 10,000～100,000 t/年未満17)、平成 19 年度は 100,000～1,000,000 

t/年未満である18)。 

OECD に報告している本物質の生産量は、10,000～100,000 t/年未満である。本物質の化学

物質排出把握管理促進法（化管法）における製造・輸入量区分は、100 t 以上である19)。 

 

② 用 途 

本物質は、主にメタクリル酸 2-エチルヘキシルとメタクリル酸 n-ブチルの原料として使わ

れている1)。メタクリル酸 2-エチルヘキシルは塗料、被覆材料、潤滑油添加剤、繊維処理剤、

接着剤、歯科材料や分散剤などに用いられており、メタクリル酸 n-ブチルは繊維処理剤、紙

加工剤、紙コーティング剤、潤滑油添加剤や金属表面処理剤などに用いられている1)。 

本物質は、メタクリル酸メチル（CAS 番号 80-62-6）の加水分解により生成する20)。 

 

（5）環境施策上の位置付け 

本物質は、化学物質審査規制法優先評価化学物質（通し番号:35）及び化学物質排出把握管理

促進法第一種指定化学物質（政令番号: 415）に指定されている。 

本物質は、有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質に選定されている。 

 

 

－294－



13 メタクリル酸 

 

２．曝露評価 

環境リスクの初期評価のため、わが国の一般的な国民の健康や水生生物の生存・生育を確保

する観点から、実測データをもとに基本的には化学物質の環境からの曝露を中心に評価するこ

ととし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則として最大濃度に

より評価を行っている。 

（1）環境中への排出量 

本物質は化管法の第一種指定化学物質である。同法に基づき公表された平成 23 年度の届出

排出量1)、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体2),3)から集計した排出量等を表 2.1

に示す。なお、届出外排出量非対象業種・家庭・移動体の推計はなされていなかった。 

 
表 2.1 化管法に基づく排出量及び移動量（PRTR データ）の集計結果（平成 23 年度） 

大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 19,577 5,025 0 0 54,724 367,147 40,898 - - - 24,602 40,898 65,500

メタクリル酸

業種等別排出量(割合) 19,577 5,025 0 0 54,724 367,147 40,898 0 0 0

38,906 届出 届出外

(95.1%) 38% 62%

18,725 5,025 0 0 2,608 356,179 1,989

(95.7%) (100%) (4.8%) (97.0%) (4.9%)

410 0 0 0 16 2,700

(2.1%) (0.03%) (0.7%)

254 0 0 0 0 0

(1.3%)

181 0 0 0 0 2,844

(0.9%) (0.8%)

6 0 0 0 0 23

(0.03%) (0.006%)

3

(0.007%)

0.6 0 0 0 0 0

(0.003%)

0 0 0 0 52,000 0

(95.0%)

0 0 0 0 100 5,400

(0.2%) (1.5%)

総排出量の構成比(%)

下水道業

化学工業

一般機械器具製造業

倉庫業

プラスチック製品

製造業

家具・装備品製造業

高等教育機関

計量証明業

繊維工業

医薬品製造業

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 排出量　　(kg/年) 届出

排出量

届出外

排出量
合計

 
 

本物質の平成 23年度における環境中への総排出量は、約 66 tとなり、そのうち届出排出量は

約 25 t で全体の 38%であった。届出排出量のうち約 20 t が大気へ、5 t が公共用水域へ排出され

るとしており、大気への排出量が多い。この他に下水道への移動量が約 55 t、廃棄物への移動

量が約 370 t であった。届出排出量の主な排出源は、大気への排出が多い業種は化学工業（96%）

であり、公共用水域への排出は化学工業のみであった。 

表2.1に示したようにPRTRデータでは、届出排出量は媒体別に報告されているが、届出外排

出量の推定は媒体別には行われていないため、届出外排出量対象業種の媒体別配分は届出排出

量の割合をもとに行った。届出排出量と届出外排出量を媒体別に合計したものを表 2.2 に示

す。 
表 2.2 環境中への推定排出量 

媒  体 推定排出量(kg) 

大  気 

水  域 

土  壌 

21,161 

44,338 

0 
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（2）媒体別分配割合の予測 

本物質の環境中の媒体別分配割合を、表 2.2 に示した環境中への推定排出量を基に USES3.0

をベースに日本固有のパラメータを組み込んだ Mackay-Type Level III 多媒体モデル4)を用いて予

測した。予測の対象地域は、平成23年度に環境中及び公共用水域への排出量が最大であった京

都府（大気への排出量 0.086 t、公共用水域への排出量 34 t）及び大気への排出量が最大であっ

た兵庫県（大気への排出量 12 t、公共用水域への排出量 0.45 t）とした。予測結果を表 2.3 に示

す。 

 
表 2.3 媒体別分配割合の予測結果 

媒 体 

分配割合(%) 
上段：排出量が最大の媒体、下段：予測の対象地域 

環境中 大 気 公共用水域 

京都府 兵庫県 京都府 

大 気 0.1 16.8 0.1 

水 域 99.1 72.1 99.1 

土 壌 0.1 10.6 0.1 

底 質 0.8 0.6 0.8 

注：数値は環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの 

 

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認さ

れた調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.4 に示

す。 

 
表 2.4 各媒体中の存在状況 

媒 体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a) 検出 
検出率

調査 
測定年度 文献 

平均値 a) 平均値 下限値 地域 
             

一般環境大気  µg/m3 <0.00077 0.00095 <0.00077 0.0028 0.00077 4/9 全国 2002 5) 

             

室内空気 µg/m3          

             

食物 µg/g          
             

飲料水 µg/L          
             

地下水 µg/L          
             

土壌 µg/g          
             

公共用水域・淡水   µg/L <0.028 <0.028 <0.028 0.1 0.028 5/16 全国 2012 6) 
  <6 <6 <6 <6 6 0/11 全国 1987 7) 
             

公共用水域・海水   µg/L <0.028 <0.028 <0.028 0.051 0.028 2/7 全国 2012 6) 
  <6 <6 <6 <6 6 0/14 全国 1987 7) 
             

底質(公共用水域・淡水) µg/g <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 0.14 0/11 全国 1987 7) 
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媒 体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a) 検出 
検出率

調査 
測定年度 文献 

平均値 a) 平均値 下限値 地域 
底質(公共用水域・海水) µg/g <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 0.14 0/14 全国 1987 7) 
           

魚類(公共用水域・淡水) µg/g          

           

魚類(公共用水域・海水) µg/g          

             

注： a) 最大値又は幾何平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す 

 

（4）人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

一般環境大気及び公共用水域・淡水の実測値を用いて、人に対する曝露の推定を行った（表

2.5）。化学物質の人による一日曝露量の算出に際しては、人の一日の呼吸量、飲水量及び食事

量をそれぞれ 15 m3、2 L 及び 2,000 g と仮定し、体重を 50 kg と仮定している。 

 
表 2.5 各媒体中の濃度と一日曝露量 

 媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

  大 気   
  一般環境大気 0.00077 µg/m3未満程度 (2002) 0.00023 µg/kg/day 未満程度 

  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

平     
  水 質   
  飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

  地下水 データは得られなかった データは得られなかった 

均 公共用水域・淡水 0.028 µg/L 未満程度 (2012) 0.0011 µg/kg/day 未満程度 
      
  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

      

  大 気   

  一般環境大気 0.0028 µg/m3程度 (2002) 0.00084 µg/kg/day 程度 

 室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

最      
 水 質   

大 飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

 地下水 データは得られなかった データは得られなかった 

値  公共用水域・淡水 0.1 µg/L 程度 (2012) 0.004 µg/kg/day 程度 
      
  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

      

 

人の一日曝露量の集計結果を表 2.6 に示す。 

吸入曝露の予測最大曝露濃度は、一般環境大気のデータから 0.0028 µg/m3 程度となった。一

方、化管法に基づく平成 23 年度の大気への届出排出量をもとにプルーム・パフモデル8)を用い

て推定した大気中濃度の年平均値は、最大で 3.9 µg/m3となった。 

経口曝露の予測最大曝露量は、公共用水域・淡水のデータから算定すると 0.004 µg/kg/day 程

度であった。一方、化管法に基づく平成 23 年度の公共用水域・淡水への届出排出量を全国河道

構造データベース9)の平水流量で除し、希釈のみを考慮した河川中濃度を推定すると、最大で

0.44 μg/L となった。推定した河川中濃度を用いて経口曝露量を算出すると 0.018 μg/kg/day とな
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った。 

物理化学的性状から考えて生物濃縮性が高くないと推測されることから、本物質の環境媒体

から食物経由の曝露量は少ないと考えられる。 

 
表 2.6 人の一日曝露量 

媒 体 平均曝露量（μg/kg/day） 予測最大曝露量（μg/kg/day） 

大 気 
 一般環境大気 0.00023 0.00084 

 室内空気   

   飲料水   

水 質  地下水   

   公共用水域・淡水 0.0011 0.004 

 食 物     

 土 壌     

 経口曝露量合計 0.0011 0.004 

 総曝露量 0.00133 0.00484 

注：1) アンダーラインを付した値は、曝露量が「検出下限値未満」とされたものであることを示す 
  2) 総曝露量は、吸入曝露として一般環境大気を用いて算定したものである 

 

（5）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.7 のように整理した。

水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定すると、公共用水域の淡水

域では 0.1 g/L 程度、海水域では 0.051 g/L 程度となった。 

化管法に基づく平成 23 年度の公共用水域・淡水への届出排出量を全国河道構造データベー

ス9)の平水流量で除し、希釈のみを考慮した河川中濃度を推定すると、最大で 0.44 μg/L となっ

た。 

 
表 2.7 公共用水域濃度 

水 域 平   均 最 大 値 

淡 水 
 

海 水 

0.028 µg/L 未満程度 (2012) 
 
0.028 µg/L 未満程度 (2012) 

0.1 µg/L 程度 (2012) 
 
0.051 µg/L 程度 (2012) 

   注：1) （  ）内の数値は測定年度を示す 
2)  淡水は河川河口域を含む 
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３．健康リスクの初期評価 

健康リスクの初期評価として、ヒトに対する化学物質の影響についてのリスク評価を行った。 

（1）体内動態、代謝 

ラットに本物質のナトリウム塩（メタクリル酸ナトリム）540 mg/kg を単回強制経口投与した

結果、塩の分解によって生じた本物質の血液中ピーク濃度は投与から 10 分後にみられ、60 分後

には血液中から消失した 1) 。 

ラットに本物質とメタノールのエステル（メタクリル酸メチル）800 mg/kg を単回強制経口投

与した結果、加水分解産物の本物質は投与 5 分後には血液中に現れ、10～15 分後にピーク濃度

に達した後、1 時間後には極めて低濃度となり、数時間後には検出できなくなった 2) 。 

ラットに 14C でラベルしたメタクリル酸メチル 5.7 mg/kg を単回強制経口投与又は単回静脈内

投与した試験では、2 時間以内に投与した放射活性の 65％が CO2として呼気中に排泄された。

10 日間で呼気中に 84～88％、尿中に 4.7～6.6％、糞中に 1.7～2.7％が排泄され、未変化体での

呼気中への排泄は 0.1～0.7％であり、体内残留は 4.1～6.6％で、そのほとんどが肝臓及び脂肪組

織にあった。また、120 mg/kg に増量して単回強制経口投与した場合にもほぼ同様であり、投与

経路や投与量による差はほとんどなかった 3) 。 

麻酔下のラットの喉頭部に気管内チューブを挿入し、133 ppm の本物質を鼻部からチューブ

へ 200 mL/min の速度で 60 分間通気させて本物質濃度を測定した結果、チューブ内の本物質濃

度は 30 分後から定常状態となり、通気前後の濃度差から、鼻部から喉頭部までの上気道に本物

質の 95％が沈着したと見積もられた。この値は同様にしてメタクリル酸メチル 109 ppm を通気

した場合の約 7 倍、5,660 ppm を通気した場合の約 2 倍大きな値であった 4) 。この結果は、ラッ

トでは吸入した本物質のほとんどが肺に到達しないことを示しており、90 日間の吸入曝露試験

でみられた主要な影響が接触部位の局所影響（鼻の刺激）であったことと一致する 5) 。 

本物質はエステル化を受けて CoA エステル、さらにヒドロキシル化されてβ-ヒドロキシイソ

酪酸となり、CoA による酸化とエステル化を受け、メチルマロニル CoA を経てサクシニル CoA

に変化し、クエン酸回路に入って CO2と水に代謝される経路が推定されている 3, 6) 。 

 

（2）一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性 

表 3.1 急性毒性 7) 

動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 1,060 mg/kg 
マウス 経口 LD50 1,250 mg/kg 
ウサギ 経口 LD50 1,200 mg/kg 

モルモット 経皮 LD50 1,000 mg/kg 
ウサギ 経皮 LD50 500 mg/kg 

 

本物質は眼、皮膚、気道に対して腐食性を示す。吸入すると咳や灼熱感、息切れ、息苦し

さを生じ、蒸気を吸入すると、肺水腫を引き起こすことがある。経口摂取すると胃痙攣や腹
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痛、灼熱感、脱力を生じ、腐食性を示すことがある。皮膚に付くと発赤、皮膚熱傷、痛み、

水疱を生じ、眼に入ると発赤、痛み、視力喪失、重度の熱傷を生じる 8) 。 

 

② 中・長期毒性 

ア）ラット（系統等不明）に 0、50、100、1,000 mg/kg/day を 5 日間強制経口投与した結果、

50 mg/kg/day 以上の群で試験を中止するのに十分な摂餌量及び体重の減少を認めた。次に、

0、5、10 mg/kg/day を 10 日間強制経口投与した結果、摂餌量や体重、血液、血液生化学、

剖検時の外観に影響はなかったが、5 mg/kg/day 以上の群の肺で軽度から中程度の肺胞出血、

脂質肉芽腫、肝臓で中程度から重度の肝細胞の顆粒化が用量に依存してみられたとした報

告があった 9) 。 

イ）ラット（系統等不明）に 0、0.05、0.5、5 mg/kg/dayを 6か月強制経口投与した結果、5 mg/kg/day

群で反射低下、肝酵素や電解質の変化､肝臓及び副腎重量の減少、肝臓及び腎臓、副腎の萎

縮、赤血球の減少などがみられ、0.5 mg/kg/day 群でも幾つかの影響があったとした報告が

あったが 10) 、詳細は不明であった。 

ウ）Fischer 344（F344）ラット及び Sprague-Dawley（SD）ラット、B6C3F1マウス雌雄各 5 匹

を 1 群とし、100、500、1,000 ppm を 2 週間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、1,000 ppm

群で F344 ラット及びマウスの雌雄全数、SD ラットの雌 1 匹が死亡し、500 ppm 群の F344

ラット及びマウスの雌雄、1,000 ppm 群の SD ラット雌雄で体重増加の有意な抑制を認め、

500 ppm 以上の全群で不規則呼吸や被毛の汚れ、眼や鼻の周囲の痂皮などの一般状態の変

化がみられた。肝臓重量の有意な減少が 500 ppm 群の F344 ラット及びマウスの雌雄、1,000 

ppm 群の SD ラット雌雄でみられたが、相対重量に有意な変化はなかった。100 ppm 以上の

群のラットで鼻の重層扁平上皮の過形成や急性炎症、呼吸上皮で杯細胞の過形成、扁平上

皮化生、500 ppm 以上の群のマウスで鼻粘膜の炎症を伴った壊死やうっ血がみられ、高濃

度群ほど著明であった 11) 。この結果から、100 ppm（曝露状況で補正：18 ppm(63 mg/m3)）

をラットで LOAEL、マウスで NOAEL とする。 

エ）Fischer 344 ラット雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、20、100、300 ppm を 4、90 日間（6 時間/

日、5 日/週）吸入させた結果、300 ppm 群の雄で体重増加の有意な抑制と肝臓重量の有意

な減少を認めたが、生存率や血液、血液生化学、尿に影響はなかった。4 日間曝露群では、

300 ppm 群の雌雄の鼻甲介（前部）粘膜に炎症性の変化（急性鼻炎、杯細胞過形成、限局

性壊死、滲出物など）を認め、急性鼻炎は 20、100 ppm 群でも数匹にみられた。鼻甲介の

炎症性変化は 90 日後にも 20 ppm 以上の群の雌雄でみられ、300 ppm 群の症状は軽度から

中程度に悪化していた。なお、急性鼻炎は対照群にもみられたが、過形成などを伴った変

化は主に 20 ppm 以上の群に限られた。この他、呼吸器系以外の組織に対する影響としては、

300 ppm 群の雌雄で下顎リンパ節の出血及びリンパ球過形成の発生率増加がみられた 12) 。

この結果から、LOAEL を 20 ppm（曝露状況で補正：3.6 ppm(13 mg/m3)）とする。 

オ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、20、100、300 ppm を 4、90 日間（6

時間/日、5 日/週）吸入させた結果、生存率や体重、血液、血液生化学、尿に影響はなかっ

たが、300 ppm 群の雄で肝臓重量の有意な減少を認めた。4 日間曝露群では、300 ppm 群の

雌雄の鼻甲介（前部）粘膜に炎症性の変化（急性鼻炎、限局性壊死、角質増殖、滲出物な
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ど）を認め、急性鼻炎は 20、100 ppm 群でも数匹にみられ、20 ppm 以上の群の雄の肺では

限局性のリンパ球凝集塊の発生率増加もみられた。鼻甲介の炎症性変化は 90 日後にも 20 

ppm 以上の群の雌雄で高率にみられたが、部位は鼻甲介前部に限られた。また、20 ppm 以

上の群の雌雄では濃度依存性はなかったものの、喉頭でリンパ球浸潤が高率にみられ、リ

ンパ球集積の大部分が喉頭蓋先端で生じており、100 ppm 以上の群の雌では数匹に喉頭の

急性炎症もみられた。この他、呼吸器系以外の組織に対する影響としては、300 ppm 群の

雌雄の下顎リンパ節でリンパ球過形成の発生率増加がみられた 12) 。この結果から、LOAEL

を 20 ppm（曝露状況で補正：3.6 ppm(13 mg/m3)）とする。 

カ）B6C3F1マウス雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、20、100、300 ppm を 4、90 日間（6 時間/日、

5 日/週）吸入させた結果、300 ppm 群の雌雄で体重増加の有意な抑制と肝臓重量の有意な

減少を認めたが、生存率や血液、血液生化学、尿に影響はなかった。4 日間曝露群では、300 

ppm 群の雌雄の鼻甲介（前部）粘膜に滲出物を伴った急性の炎症や壊死、潰瘍がみられた

が、100 ppm 以下の群では鼻甲介への影響はなかった。鼻甲介前部の炎症や壊死、潰瘍は

90 日後にも 300 ppm 群の雌雄にみられ、鼻甲介中・後部では 100 ppm 以上の群の雌雄の鼻

粘膜の線毛細胞に好酸性変化がみられた。この他、呼吸器系以外の組織に対する影響とし

ては、300 ppm 群の雄の腎臓で巨大細胞の発生率増加がみられた 12) 。この結果から、NOAEL

を 20 ppm（曝露状況で補正：3.6 ppm(13 mg/m3)）とする。 

 

③ 生殖・発生毒性 

ア）Fischer 344 ラット及び Sprague-Dawley ラット、B6C3F1マウス雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、

20、100、300 ppm を 90 日間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、雌雄のラット及びマ

ウスで生殖器への影響はみられなかった 12) 。 

イ）Sprague-Dawley ラット雌 22 又は 23 匹を 1 群とし、0、50、100、200、300 ppm を妊娠 6

日から 20 日まで吸入（6 時間/日）させた結果、300 ppm 群で体重増加の有意な抑制を認め

たが、着床や生存胎仔の数、死亡胚や吸収胚の発生率、胎仔の体重に影響はなく、奇形や

変異の発生率にも有意な増加はなかった 13) 。この結果から、NOAEL を母ラットで 200 ppm

（曝露状況で補正：50 ppm（176 mg/m3））、胎仔で 300 ppm（曝露状況で補正：75 ppm（264 

mg/m3））以上とする。 

ウ）ラットの 10 日齢胚（8～12 体節）14～51 個体を 1 群とし、0、103、129、155、181 µg/mL

溶液で 24～26 時間培養した結果、129 µg/mL 以上の群で奇形の発生率増加、成長の指標で

ある頭臀長及び胚タンパク含量の低下、155 µg/mL 以上の群で生存率の低下、体節数増加の

抑制に有意差を認めた。奇形は神経管形成に伴うもの（神経管の拡張、開放、進展不良）

が主であり、その他には前脳の発育不全、全身性の浮腫、心臓の位置異常、異常屈曲、耳

胞の拡張などがあった。また、形態学的な異常は細胞死の増加を伴っており、細胞死は中

枢神経系とその隣接した間充組織で最も明白であった 14) 。 

 

④ ヒトへの影響 

ア）メタクリル酸メチルやメタクリル酸エステルに対するアレルギー反応を示した 6 人の患

者に本物質のパッチテストを実施した結果、いずれも陰性であり、交差性アレルギー反応
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はみられなかった 15) 。また、2 人の患者に対して実施したパッチテストでも交差性アレル

ギー反応はみられなかった 16) 。 

イ）メタクリル酸エステルを主成分としたシーリング材によりアレルギー性接触皮膚炎を発

症した 3 人の労働者にパッチテストを実施した結果、本物質に対する反応は 3 人とも陰性

であった 17) 。 

ウ）本物質の誤飲等による中毒が 3 例報告されている 18) 。 

 本物質を 98％含む製品を 3～5 mL 飲み込んだ 21 ヶ月の男児では、その後間もなくして大

量の流涎と吐き気が現れ、30 分後には嘔吐が続いた。診察では唇及び顎、首の紅斑、頬粘

膜及び軟口蓋、舌の退色がみられ、消化管の内視鏡検査で食道の退色、下部食道括約筋及

び胃の著明な紅斑、胃の小彎部で深い潰瘍を認め、上咽頭鏡検査及び気管支鏡法では声門

上領域の退色と著明な浮腫、気管及び気管支で紅斑と大量の分泌物、気管支の狭窄化を認

めた。入院後に肺炎を発症し、喘鳴と呼吸困難は 4 日目の抜管後に起こり、再挿管を必要

とした。入院 13 日の内視鏡検査では、食道及び胃の小彎部の表面で腐食を認めたが、28

日後に退院する際には通常の食事が可能となっており、皮膚熱傷は痕跡なしに回復した。 

 2 人目は本物質を 98％含む製品 5～7 mL を顔や右腕、胸にこぼした 21 歳の男性で、20 分

後の検査では顔、胸、右腕に斑状の紅斑がみられ、微温湯で洗浄後、胸部熱傷の水疱形成

は著明であったが、その後、全ての熱傷は痕跡なしで治癒した。 

 3 人目は本物質やメチルエチルケトン、メタクリル酸エチルなどを含む付け爪 2 つを摂取し

た 27 歳の女性で、診察では口咽頭の紅斑は著明であり、12 時間後の内視鏡検査では口及び

下咽頭の粘膜で痂皮形成がみられた。近位食道では偽膜形成を伴った潰瘍と浮腫がみられ、

遠位食道と胃は充血性であった。7 日後の内視鏡検査では、近位食道で潰瘍が持続してみら

れた 18) 。 

 

（3）発がん性 

① 主要な機関による発がんの可能性の分類 

国際的に主要な機関での評価に基づく本物質の発がんの可能性の分類については、表 3.2

に示すとおりである。 
 

表 3.2 主要な機関による発がんの可能性の分類 

機 関 (年) 分  類 

WHO IARC －  

EU EU －  

 EPA －  

USA ACGIH －  

 NTP － 

日本 日本産業衛生学会 －  
ドイツ DFG －  
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② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

in vitro 試験系では、代謝活性化系（S9）添加の有無にかかわらずネズミチフス菌で遺伝

子突然変異を誘発しなかったが 19, 20) 、S9 添加の大腸菌で DNA 傷害を誘発した 21) 。 

in vivo 試験系については、知見は得られなかった。 

 

○ 実験動物に関する発がん性の知見 

実験動物での発がん性について、知見は得られなかった。 

なお、本物質が代謝物であるメタクリル酸メチルの発がん性試験では、本物質の発がん

性を示唆する結果は得られていない 22) 。 

 

○ ヒトに関する発がん性の知見 

ヒトでの発がん性について、知見は得られなかった。 

なお、本物質が代謝物であるメタクリル酸メチルを曝露した労働者の知見では、本物質

の発がん性を示唆する結果は得られていない 22) 。 

 

（4）健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定 

非発がん影響については一般毒性及び生殖・発生毒性等に関する知見が得られているが、

発がん性については知見が得られず、ヒトに対する発がん性の有無については判断できない。

このため、閾値の存在を前提とする有害性について、非発がん影響に関する知見に基づき無

毒性量等を設定することとする。 

経口曝露については、無毒性量等の設定ができなかった。 

吸入曝露については、中・長期毒性エ）及びオ）のラットの試験から得られた LOAEL 20 ppm

（鼻甲介前部の炎症性変化）を曝露状況で補正して 3.6 ppm（13 mg/m3）とし、試験期間が短

かったことから 10 で除し、LOAEL であるために 10 で除した 0.13 mg/m3が信頼性のある最も

低濃度の知見と判断し、これを無毒性量等に設定する。 

 

② 健康リスクの初期評価結果 
 

表 3.3 経口曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露量 予測最大曝露量 無毒性量等 MOE 

経口 
飲料水 － － 

－ － 
－ 

公共用水

域・淡水 
0.0011 µg/kg/day 

未満程度 
0.004 µg/kg/day 程度 － 

 
経口曝露については、無毒性量等が設定できず、健康リスクの判定はできなかった。 

なお、参考として中・長期毒性ア）の知見から LOAEL を 5 mg/kg/day と仮定すると、LOAEL
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詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

MOE＝10 MOE＝100［ 判定基準 ］

であるために 10 で除し、試験期間が短かったことから 10 で除した 0.05 mg/kg/day が無毒性

量等に相当する値となるが、これと公共用水域・淡水の予測最大曝露量 0.004 µg/kg/day 程度

から、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除して算出した MOE（Margin of 

Exposure）は 1,300 となる。また、化管法に基づく平成 23 年度の公共用水域・淡水への届出

排出量をもとに推定した高排出事業所の排出先河川中濃度から算出した最大曝露量は 0.018 

µg/kg/day であったが、それから参考として算出した MOE は 280 となる。 

一方、吸入曝露の無毒性量等の設定に採用した中・長期毒性エ）及びオ）のラットや中・

長期毒性カ）のマウスの知見では、吸入曝露に特有な呼吸器系への直接的な影響を除くと 300 

ppm 群で体重や肝臓重量、下顎リンパ節、腎臓への影響があったことから、全身性の影響に

対する NOAEL を 100 ppm とすると、曝露状況で補正して 18 ppm（63 mg/m3）とし、試験期

間が短かったことから 10 で除した 6.3 mg/m3が無毒性量等に相当する値となる。そこで、吸

収率を 100％と仮定して経口曝露の無毒性量等に相当する値に換算すると 1.9 mg/kg/day とな

るが、参考としてこれと公共用水域・淡水の予測最大曝露量から、動物実験結果より設定さ

れた知見であるために 10 で除して算出した MOE は 48,000 となる。さらに、高排出事業所の

排出先河川中濃度から算出した最大曝露量から算出した MOE は 11,000 となる。 

環境媒体から食物経由で摂取される曝露量は少ないと推定されることから、その曝露を加

えても MOE が大きく変化することはないと考えられる。これらのことから、本物質の経口曝

露による健康リスクの評価に向けて経口曝露の知見収集等を行う必要性は低いと考えられる。 
 
 

表 3.4 吸入曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気 0.00077 µg/m3未満程度 0.0028 µg/m3程度 

0.13 mg/m3 ラット 
4,600 

室内空気 － － － 
 

吸入曝露については、一般環境大気中の濃度についてみると、平均曝露濃度は 0.00077 µg/m3

未満程度、予測最大曝露濃度は 0.0028 µg/m3 程度であった。予測最大曝露濃度と無毒性量等

0.13 mg/m3から、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除して求めた MOE は

4,600 となる。一方、化管法に基づく平成 23 年度の大気への届出排出量をもとに推定した高

排出事業所近傍の大気中濃度（年平均値）の最大値は 3.9 µg/m3であったが、参考としてこれ

から算出した MOE は 3 となる。このため、本物質の一般環境大気の吸入曝露による健康リス

クの評価に向けて吸入曝露の知見収集等を行う必要性があると考えられる。 
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４．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、その信頼性及び採用の可能性を確認

したものを生物群（藻類、甲殻類、魚類及びその他の生物）ごとに整理すると表 4.1 のとおりと

なった。 

  
表 4.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 
急

性 

慢 

性 
毒性値 
[µg/L] 

生物名 生物分類／和名
エンドポイント

／影響内容 

曝露期間

[日] 

試験の 

信頼性 

採用の

可能性
文献 No.

藻 類  ○ 380 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

NOEC   
GRO (AUG) 

4 B*1 C*1 5)-1 

 ○  590 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

EC50   
GRO (AUG) 

4 B*1 C*1 5)-1 

  ○ 8,200 Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

NOEC   
GRO (RATE)

3 A*2 A*2 5)-2 

 ○  45,000 Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

EC50   
GRO (RATE)

3 A*2 A*2 5)-2 

  ○ 530,000 Skeletonema costatum 珪藻類 
NOEC   
GRO (RATE)

3 B B 1)-62084

 ○  >1,260,000 Skeletonema costatum 珪藻類 
EC50   
GRO (RATE)

3 B B 1)-62084

甲殻類  ○ 53,000 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  REP 21 B B 1)-20489

  ○ 53,000 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  REP 21 B*1 B*1 5)-3 

 ○  
100,000～

180,000 
Daphnia magna オオミジンコ EC50  IMM 1 B*1 C*1 5)-4 

 ○  >130,000 Daphnia magna オオミジンコ EC50  IMM 2 D*1 C*1 5)-5 

 ○  210,000 Acartia tonsa アカルチア属 LC50  MOR 2 B B 1)-62084

魚 類 ○  85,000 Oncorhynchus mykiss ニジマス LC50  MOR 4 B*1 B*1 5)-6 

 ○  
100,000～

180,000 
Danio rerio 

ゼブラフィッ

シュ 
LC50  MOR 4 D*1 C*1 5)-7 

 ○  224,000 
Leuciscus idus 
melanotus コイ科 LC50  MOR 2 D*1 C*1 5)-8 

 ○  833,000 Psetta maxima カレイ目 LC50  MOR 4 D C 1)-62084

その他  ○ 50,000 Brachionus calyciflorus ツボワムシ NOEC  REP 2 B B 1)-20489

毒性値（太字）：採用可能な知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）：PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可 
E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない 

エンドポイント 

EC50 (Median Effective Concentration)：半数影響濃度、LC50 (Median Lethal Concentration)：半数致死濃度、 

NOEC (No Observed Effect Concentration)：無影響濃度 
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影響内容 

GRO (Growth)：生長（植物）、IMM (Immobilization)：遊泳阻害、MOR (Mortality)：死亡、REP (Reproduction)：繁殖 

毒性値の算出方法 

AUG (Area Under Growth Curve)：生長曲線下の面積により求める方法（面積法） 

RATE：生長速度より求める方法（速度法） 

 

*1 原著が非公表のため、メタクリル酸に関する EU リスク評価書(EC, 2002)及び参照している IUCLID (2000)の記述に基づき

判定した 

*2 原著が非公表のため、EU リスク評価書(EC, 2002)の記述に基づき判定した 

 

評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそれ

ぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用した。その知見の

概要は以下のとおりである。 
 

1） 藻類 

Zeneca 社 5)-2 は OECD テストガイドライン No. 201 に準拠し、緑藻類 Pseudokirchneriella 

subcapitata（旧名 Selenastrum capricornutum）の生長阻害試験を実施した。試験には密閉容器が

用いられた。設定試験濃度は 0（対照区）、0.86、1.9、4.1、9.1、20、45、100 mg/L であった。

被験物質の実測濃度は設定濃度の 83～111%であり、毒性値の算出には実測濃度（試験開始時と

終了時の平均値）が用いられた。速度法による 72 時間半数影響濃度 (EC50) は 45,000 µg/L、72

時間無影響濃度 (NOEC) は 8,200µg/L であった。 

 

2） 甲殻類 

Sverdrup ら 1)-62084は、ISO の試験方法 (ISO/CD 14669, 1995) に準拠し、アカルチア属 Acartia 

tonsa の急性毒性試験を実施した。試験用水には天然海水が用いられた。48 時間半数致死濃度 

(LC50) は、設定濃度に基づき 210,000 µg/L であった。 

また、Radix ら 1)-20489は OECD テストガイドライン No. 202 (partII, 1993) に準拠し、オオミジ

ンコDaphnia magnaの繁殖試験を実施した。試験は流水式で行われた。試験用水の硬度は、140

～160 mg/L (CaCO3換算) であった。繁殖阻害に関する 21 日間無影響濃度 (NOEC) は、設定濃

度に基づき 53,000 µg/L であった。 

さらに、MPA (Methacrylate Producers Association) 5)-3はOECDテストガイドラインNo.202, partII

に準拠し、オオミジンコ Daphnia magna の繁殖試験を GLP 試験として実施した。試験は流水式

で行なわれ、設定試験濃度区は、対照区及び 5 濃度区であった。被験物質の実測濃度（対照区

を除く）は、14、30、53、110、230 mg/L であった。繁殖阻害（繁殖率）に関する 21 日間無影

響濃度(NOEC)は、実測濃度に基づき 53,000 µg/L であった。 

 

3） 魚類 

MPA (Methacrylate Producers Association) 5)-6は米国 EPA の試験方法 (EPA 660/3-75-009) に準拠

し、ニジマスOncorhynchus mykissの急性毒性試験をGLP試験として実施した。試験は流水式で

行なわれ、96 時間半数致死濃度 (LC50) は 85,000 µg/L であった。 

 

4） その他生物 

 Radix ら 1)-20489は、Snell と Moffat の方法 (1992) に従って、ツボワムシ Brachionus calyciflorus
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の繁殖試験を実施した。試験は止水式で行われ、設定試験濃度区は対照区及び 5 濃度区であっ

た。試験用水には、米国 EPA の試験方法 (EPA600/4-85-013, 1985) に従った人工調製水（硬度

85 mg/L、CaCO3換算）が用いられた。繁殖阻害に関する 48 時間無影響濃度 (NOEC) は、設定

濃度に基づき 50,000 µg/L であった。 

 

（2）予測無影響濃度 (PNEC) の設定 

急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上記本文で示した最小毒性値に情報量に応じた

アセスメント係数を適用し、予測無影響濃度 (PNEC) を求めた。 
 

急性毒性値 

藻類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 EC50（生長阻害） 45,000 µg/L

甲殻類 Acartia tonsa 48 時間 LC50 210,000 µg/L

魚類 Oncorhynchus mykiss 96 時間 LC50 85,000 µg/L

アセスメント係数：100［3 生物群（藻類、甲殻類及び魚類）について信頼できる知見が得ら

れたため］ 

 得られた毒性値のうち、最も小さい値（藻類の 45,000 µg/L）をアセスメント係数 100 で除す

ることにより、急性毒性値に基づく PNEC 値 450 µg/L が得られた。 
 

慢性毒性値 

藻類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 NOEC（生長阻害） 8,200 µg/L 

甲殻類 Daphnia magna 21 日間 NOEC（繁殖阻害） 53,000 µg/L 

その他 Brachionus calyciflorus  2 日間 NOEC（繁殖阻害） 50,000 µg/L 

アセスメント係数：100［2 生物群（藻類、甲殻類）及びその他の生物について信頼できる知

見が得られたため］ 

 得られた毒性値のうち、その他の生物を除いた小さい方の値（藻類の 8,200 µg/L）をアセス

メント係数 100 で除することにより、慢性毒性値に基づく PNEC 値 82 µg/L が得られた。 

 

本物質の PNEC としては藻類の慢性毒性値から得られた 82 µg/L を採用する。 

 

（3）生態リスクの初期評価結果 
 

表 4.2 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度 (PEC) PNEC 
PEC/ 

PNEC 比

公共用水域・淡水 0.028 µg/L未満程度 (2012) 0.1 µg/L程度 (2012) 
82 

µg/L 

0.001 

公共用水域・海水 0.028 µg/L未満程度 (2012) 0.051 µg/L程度 (2012) 0.0006 

注：1) 水質中濃度の (  ) 内の数値は測定年度を示す  
   2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 
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本物質の公共用水域における濃度は、平均濃度で見ると淡水域、海水域ともに 0.028 µg/L 未

満程度であり、検出下限値未満であった。安全側の評価値として設定された予測環境中濃度 

(PEC) は、淡水域で 0.1 µg/L 程度、海水域では 0.051 µg/L 程度であった。 

予測環境中濃度 (PEC) と予測無影響濃度 (PNEC) の比は淡水域で 0.001、海水域では 0.0006

となる。また、化管法に基づく届出排出量を用いて希釈のみを考慮して推定した河川中濃度は

最大で 0.44 μg/L であり、PNEC との比は 0.1 よりも小さな値となる。 

したがって、本物質について現時点では作業の必要はないと考えられる。 

 

 

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。 

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］ 
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本物質は、第 3 次とりまとめにおいて生態リスク初期評価結果が公表されているが、健康リ

スクとともに改めて初期評価を行った。 

 

１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名： N-メチルアニリン 

（別の呼称：モノメチルアニリン、メチルフェニルアミン、N-メチルアミノベンゼン、

N-メチルベンゼンアミン） 
CAS 番号：100-61-8 
化審法官報公示整理番号：3-106 
化管法政令番号：2-90 
RTECS 番号：BY4550000 

分子式：C7H9N 

分子量：107.15 
換算係数：1ppm= 4.38 mg/m3(気体、25℃) 
構造式： 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

（2）物理化学的性状 

本物質は、常温で無色透明または微黄色の液体である 1)。 

融点 -57℃2) , 3) , 5) , 6)  

沸点 197℃2)、194～196℃3) , 5) 、195.7℃ 6) 

密度 0.9891 g/cm3 (20℃) 2) 

蒸気圧 
0.4 mmHg (=50 Pa) (25℃) 2)、0.453 mmHg (=60.4 Pa) 
(25℃) 5) 、0.3 mmHg (=40 Pa) (20℃) 6) 

分配係数（1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水）(logKow) 1.66 2) , 4) , 5) , 6) 、1.82 6) 

解離定数（pKa） 4.85 (25℃) 2) , 5) 

水溶性（水溶解度） 5.6×103 mg/1,000 g (25℃) 2)、5.62×103 mg/L (25℃) 5)

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性 

好気的分解（分解性が良好でないと判断される物質）7) 

分解率：BOD 1.4%、TOC 3.9%、GC 0% 、UV-VIS (－)*%（試験期間：2 週間、被験

物質濃度：100 mg/L、活性汚泥濃度：30 mg/L）8)  

（備考：*分解度が負の値になったため（－）と表記した） 

 

［14］N-メチルアニリン 
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化学分解性 

OH ラジカルとの反応性 （大気中） 

反応速度定数：44×10-12 cm3/(分子･sec) （AOPWIN9) により計算） 

半減期：1.5～15 時間（OH ラジカル濃度を 3×106～3×105分子/cm3 10)と仮定して計

算） 

 

生物濃縮性（濃縮性がない又は低いと判断される物質）7) 

生物濃縮係数 (BCF)：  

(0.7)～4.1（試験生物：コイ、試験期間：8 週間、試験濃度：1.0 mg/L）11) 

  (1.7)～<10（試験生物：コイ、試験期間：8 週間、試験濃度：0.1 mg/L）11) 

 

土壌吸着性 

土壌吸着定数 (Koc)：82（KOCWIN12) により計算） 

 
 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

本物質の平成 22 年度及び平成 23 年度における化審法に基づき公表された一般化学物質と

しての製造・輸入数量（製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含まな

い値）は、事業者から本物質の製造・輸入数量の届出はなされているが、届出業者が 2 社以

下のため公表されていない 13),14)。 

本物質の生産量の推移を表 1.1 に示す 15)。 

 
表 1.1 生産量の推移 

平成（年） 14 15 16 17 18 

生産量（t） 50a) 50a) 50a) 50a) 50a) 

平成（年） 19 20 21 22 23 

生産量（t） 50a) 50a) 10 10 10 

注：a) 推定値 

 

本物質の化学物質排出把握管理促進法（化管法）における製造・輸入量区分は、1 t 以上 100 

t 未満 16)である。一般環境大気の環境実測データが得られた平成 2 年（1990 年）の生産量は、

約 280 t とされている 17)。 

 

② 用 途 

本物質は、溶剤やゴム添加剤として使われているほか、染料、農薬や医薬品などの原料と

して使われている 1)。 
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（5）環境施策上の位置付け 

本物質は化学物質排出把握管理促進法第二種指定化学物質（政令番号: 90）に指定されている。

また、本物質は有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質に選定されているほか、水環境

保全に向けた取組のための要調査項目に選定されている。 

本物質は旧化学物質審査規制法（平成 15 年改正法）において第二種監視化学物質（通し番

号:399）及び第三種監視化学物質（通し番号:127）に指定されていた。 
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２．曝露評価 

環境リスクの初期評価のため、わが国の一般的な国民の健康や水生生物の生存・生育を確保

する観点から、実測データをもとに基本的には化学物質の環境からの曝露を中心に評価するこ

ととし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則として最大濃度に

より評価を行っている。 

 

（1）環境中への排出量 

本物質は、化管法の対象物質見直し前においては第一種指定化学物質であった。同法に基

づき公表された平成 21 年度の届出排出量 1)、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動

体 2)から集計した排出量等を表 2.1 に示す。なお、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・

移動体の推計はなされていなかった。 

 
表 2.1  化管法に基づく排出量及び移動量（PRTR データ）の集計結果（平成 21 年度） 

大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 2 0 0 0 0 23 - - - - 2 - 2

Ｎ－メチルアニリン

業種等別排出量(割合) 2 0 0 0 0 23 0 0 0 0

2 0 0 0 0 23 届出 届出外

(100%) (100%) 100% -

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

届出外

排出量
合計

総排出量の構成比(%)

化学工業

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 排出量　　(kg/年) 届出

排出量

 

 

本物質の平成 21 年度における環境中への総排出量は、0.002 t となり、すべて届出排出量であ

った。届出排出量はすべて大気へ排出されるとしている。この他に廃棄物への移動量が 0.023 t

であった。届出排出量の排出源は、化学工業のみであった。 

 

（2）媒体別分配割合の予測 

本物質の環境中の媒体別分配割合を、表 2.1 に示した環境中への排出量を基に USES3.0 をベ

ースに日本固有のパラメータを組み込んだ Mackay-Type Level III 多媒体モデル 3)を用いて予測

した。予測の対象地域は、平成 21 年度に環境中及び大気への排出量が最大であった京都府（大

気への排出量 0.0021 t）とした。予測結果を表 2.2 に示す。 

 
表 2.2 媒体別分配割合の予測結果 

媒 体 

分配割合(%) 
上段：排出量が最大の媒体、下段：予測の対象地域 

環境中 大 気 

京都府 京都府 

大 気 31.5 31.5 

水 域 16.8 16.8 

土 壌 51.4 51.4 

底 質 0.4 0.4 

注：数値は環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの 
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（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認され

た調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.3 に示す。 

 
表 2.3 各媒体中の存在状況 

媒 体 
幾何 

平均値 a) 
算術 

平均値
最小値 最大値 a) 検出 

下限値
検出率 調査地域 測定年度 文 献 

                      

一般環境大気  µg/m3 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 b) 0.15 0/17 全国 1990 4) 
             

室内空気 µg/m3          

             

食物 µg/g          
             

飲料水 µg/L          
             

地下水 µg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 0/10 全国 2002 5) 
  <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 0/15 全国 2000 6) 
             

土壌 µg/g          
             

公共用水域・淡水  µg/L <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.012 0/1 石川県 2005 7) 
    <0.02 <0.02 <0.02 0.03 0.02 1/30 全国 2002 5) 
  <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 0/65 全国 2000 6) 
  <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0.03 0/8 全国 1990 4) 
           

公共用水域・海水   µg/L <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.012 0/6 全国 2005 7) 
  <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 0/10 全国 2002 5) 
  <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 0/11 全国 2000 6) 
  <0.03 <0.03 <0.03 0.063 0.03 1/15 全国 1990 4) 
             

底質(公共用水域・淡水) µg/g <0.0012 <0.0012 <0.0012 <0.0012 0.0012 0/3 大阪府、 
和歌山県、 
石川県 

2005 7) 

  0.0017 0.0039 <0.001 0.016 0.001 7/14 全国 2002 5) 
  <0.007 <0.007 <0.007 0.012 0.007 1/7 全国 1990 4) 
                      

底質(公共用水域・海水) µg/g <0.0012 <0.0012 <0.0012 <0.0012 0.0012 0/6 全国 2005 7) 
  <0.001 0.0012 <0.001 0.006 0.001 2/10 全国 2002 5) 

  <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 0.007 0/15 全国 1990 4) 

           

魚類(公共用水域・淡水) µg/g <0.0014 <0.0014 <0.0014 <0.0014 0.0014 0/2 高知県、 
鳥取県 

2005 7) 

  <0.0027 <0.0027 <0.0027 <0.0027 0.0027 0/8 全国 1990 4) 

           

魚類(公共用水域・海水) µg/g <0.0014 <0.0014 <0.0014 <0.0014 0.0014 0/16 全国 2005 7) 

  <0.0027 <0.0027 <0.0027 <0.0027 0.0027 0/15 全国 1990 4) 

           

貝類(公共用水域・淡水) µg/g          

           

貝類(公共用水域・海水) µg/g <0.0014 <0.0014 <0.0014 <0.0014 0.0014 0/5 全国 2005 7) 

             

注：a) 最大値または幾何平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す 
    b) 一般環境大気の統一検出下限値未満の値として最大0.094µg/m3 (1990) が検出されている4) 
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（4）人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

公共用水域・淡水の実測値を用いて、人に対する曝露の推定を行った（表 2.4）。化学物質の

人による一日曝露量の算出に際しては、人の一日の呼吸量、飲水量及び食事量をそれぞれ 15 

m3、2 L 及び 2,000 g と仮定し、体重を 50 kg と仮定している。 

 
表 2.4 各媒体中の濃度と一日曝露量 

 媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

  大 気     

  一般環境大気 過去のデータではあるが 0.15 µg/m3未満

程度 (1990)  
過去のデータではあるが 0.045 µg/kg/day
未満程度 

  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

平       

  水 質   

  飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

  地下水 過去のデータではあるが 0.02 µg/L 未満

程度 (2002) 
過去のデータではあるが 0.0008 µg/kg/day
未満程度 

均 公共用水域・淡水 0.012 µg/L 未満の報告がある (2005) 0.00048 µg/kg/day 未満の報告がある 

        

  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

        

  大 気     

  一般環境大気 過去のデータではあるが 0.15 µg/m3未満

程度 (1990)  
過去のデータではあるが 0.045 µg/kg/day
未満程度 

  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

最       

 水 質     

大 飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

 地下水 過去のデータではあるが 0.02 µg/L 未満

程度 (2002) 
過去のデータではあるが 0.0008 µg/kg/day
未満程度 

値 公共用水域・淡水 0.012 µg/L 未満の報告がある (2005) 0.00048 µg/kg/day 未満の報告がある 

        

  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

        

 

人の一日曝露量の集計結果を表 2.5 に示す。 

吸入曝露の予測最大曝露濃度を設定できるデータは得られなかった。なお、過去のデータで

はあるが一般環境大気のデータは 0.15 µg/m3未満程度となった。一方、化管法に基づく平成 21

年度の大気への届出排出量をもとにプルーム・パフモデル 8)を用いて推定した大気中濃度の年

平均値は、最大で 0.00048 µg/m3となった。 

経口曝露の予測最大曝露量は、公共用水域・淡水のデータから算定した 0.00048 µg/kg/day 未

満の報告がある。 

魚類中濃度の実測値を用いて経口曝露量を推定した結果から、本物質の環境媒体から食物経

由の曝露量は少ないと考えられる。 
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表 2.5 人の一日曝露量 

 媒 体   平均曝露量（μg/kg/day） 予測最大曝露量（μg/kg/day） 

大 気  
 一般環境大気 (過去のデータではあるが 0.045) (過去のデータではあるが 0.045)

 室内空気   

   飲料水   

水 質  地下水 (過去のデータではあるが 0.0008) (過去のデータではあるが 0.0008)

   公共用水域・淡水 0.00048 0.00048 

 食 物     

 土 壌     

 経口曝露量合計 0.00048 0.00048 

 参考値 1 0.0008 0.0008 

 総曝露量 0.00048 0.00048 

 参考値 1 0.0458 0.0458 

注：1) アンダーラインを付した値は、曝露量が「検出下限値未満」とされたものであることを示す 
2) （ ）内の数字は、曝露量合計の算出に用いていない 
3) 総曝露量は、吸入曝露として一般環境大気を用いて算定したものである 
4) 参考値 1 は、過去のデータを用いた場合を示す 

 

（5）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.6 のように整理した。

水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定すると、公共用水域の淡水

域では 0.012 g/L 未満の報告があり、同海水域では 0.012 g/L 未満程度となった。 

 

表 2.6 公共用水域濃度 

水 域 平  均 最 大 値 

淡 水 
 

海 水 

0.012 µg/L 未満の報告がある (2005) 
 

0.012 µg/L 未満程度 (2005) 

0.012 µg/L 未満の報告がある (2005) 
 

0.012 µg/L 未満程度 (2005) 

注：1) （  ）内の数値は測定年度を示す 
2)  淡水は河川河口域を含む 

 

－319－



14 N-メチルアニリン 

３．健康リスクの初期評価 

健康リスクの初期評価として、ヒトに対する化学物質の影響についてのリスク評価を行った。 

（1）体内動態、代謝 

ラットに本物質 28 mg/kg を腹腔内投与した結果、24 時間で投与量の 85％が未変化のままで

尿中に排泄された 1) 。 

本物質はラットではアニリンに、ウサギではアニリン及び p-メチルアミノフェノールに代謝

される 2) 。 

未成熟なヒトの胎児組織及び胎盤を用いた in vitro 実験では、本物質の代謝活性は肝臓で最も

高く、肝臓でのメチル基分解酵素の活性は成熟ラットの約 5～50％の範囲内にあった。また、副

腎にも本物質の代謝活性がみられたが、胃腸管や脳、腎臓、肺、精巣ではごくわずかか、活性

はなかった 3) 。 

 

（2）一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性 

表 3.1 急性毒性 

動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 782 mg/kg（雄）4) 
ラット 経口 LD50 716 mg/kg（雌）4) 

モルモット 経皮 LDLo 1,200 mg/kg 5) 
ウサギ 経口 LDLo 280 mg/kg 5) 

 

本物質は血液に影響を与え、メトヘモグロビンを生成することがある。吸入すると、チア

ノーゼ、咳、眩暈、頭痛、息苦しさ、咽頭痛を生じ、経口摂取すると腹痛の他に吸入時の症

状を生じることがある。皮膚に付くと吸収されて吸入時の症状を生じることがある 6) 。 

 

② 中・長期毒性 

ア）用量設定のため、Sprague-Dawley ラット雌雄に 0、10、50、250、500 mg/kg/day を 2 週間

強制経口投与した予備試験では、50 mg/kg/day 以上の群の雌雄で血液学的検査値、脾臓の

重量又は色調の変化が認められた 7) 。この結果から、NOAEL を 10 mg/kg/day とする。 

イ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 5 匹を 1 群とし、0、5、25、125 mg/kg/day を 28 日間強制経

口投与した結果、125 mg/kg/day 群の雌雄でチアノーゼを認め、25 mg/kg/day 以上の群の雌

雄でヘマトクリット値、ヘモグロビン濃度、赤血球数の有意な減少と網赤血球率の有意な

増加を認め、雌では 5 mg/kg/day 群でもヘモグロビン濃度は有意に低かった。さらに 25 

mg/kg/day 群の雌雄で平均赤血球ヘモグロビン濃度の有意な減少、125 mg/kg/day 群の雌雄

で平均赤血球容積、平均赤血球ヘモグロビン量、平均赤血球ヘモグロビン濃度、雄で単球

比率の有意な増加、125 mg/kg/day 群の雌雄で総ビリルビン、雄で GOT、雌でクレアチニン

の有意な上昇がみられた。125 mg/kg/day 群の雄及び 25 mg/kg/day 以上の群の雌で脾臓の絶

対及び相対重量、25 mg/kg/day 以上の群の雄で脳及び腎臓の相対重量に有意な増加を認め
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た。25 mg/kg/day 以上の群の雌雄で脾臓の黒色化及び肥大、125 mg/kg/day 群の雌雄で肝臓

及び腎臓の黒色化がみられ、脾臓では、5 mg/kg/day 以上の群の雄及び 25 mg/kg/day 以上の

群の雌でうっ血、25 mg/kg/day 以上の群の雌雄で造血亢進、雄で色素沈着の発生率に有意

な増加を認めた。また、125 mg/kg/day 群の雌雄の肝臓で色素沈着、髄外造血亢進、腎臓で

色素沈着の発生率に有意な増加を認め、雄の腎臓では 25 mg/kg/day 以上の群で硝子滴変性

の発生率も有意に高かった 7) 。この結果から、LOAEL を 5 mg/kg/day とする。 

ウ）1 日 7 時間の吸入曝露を 7.6 ppm で実施したラット、モルモット、ウサギでは 130 回の曝

露で死亡がみられ、27 ppm で実施したネコでは 58 回の曝露で死亡がみられたが、86 ppm

で実施したイヌ 1 匹は 50 回の曝露でも死亡せず、2.4 ppm で実施したサル 1 匹及び 2.3 ppm

で実施したウサギ 1 匹は 130 回の曝露でも死亡しなかった。このため 2.3～7.6 ppm が曝露

の安全限界と考えられた。ラットの血液では 2.4 ppm でハインツ小体の生成、7.6 ppm でメ

トヘモグロビン血症といった変化がみられ、死亡した動物では散発的な小葉中心性の肝細

胞壊死と中程度の腎障害とともに、肺では浮腫から間質性肺炎にわたる変化がみられた 8) 。 

 

③ 生殖・発生毒性 

ア）Sprague-Dawley ラット雌雄各 5 匹を 1 群とし、0、5、25、125 mg/kg/day を 28 日間強制経

口投与した結果、雌雄の生殖器の剖検時所見やそれらの重量に影響はなかった 7) 。 

 

④ ヒトへの影響 

ヒトへの影響について、知見は得られなかった。 

 

（3）発がん性 

① 主要な機関による発がんの可能性の分類 

国際的に主要な機関での評価に基づく本物質の発がんの可能性の分類については、表 3.2

に示すとおりである。 
 

表 3.2 主要な機関による発がんの可能性の分類 

機 関 (年) 分  類 

WHO IARC －  

EU EU －  

 EPA －  

USA ACGIH －  

 NTP － 

日本 日本産業衛生学会 －  
ドイツ DFG －  
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② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

in vitro 試験系では、代謝活性化系（S9）添加の有無にかかわらずネズミチフス菌で遺伝

子突然変異を誘発しなかった 9～13) 。ラットの肝細胞（初代培養）で DNA 傷害を誘発しな

かったが 14) 、S9 添加・無添加のチャイニーズハムスターの肺細胞（CHL）で染色体異常を

誘発した 15) 。 

in vivo 試験系については、知見は得られなかった。 

 

○ 実験動物に関する発がん性の知見 

Osborne-Mendel ラット雌雄各 20 匹を 1 群とし、本物質の塩酸塩を 0.06％の濃度で餌に添

加して投与した結果、生存期間の中央値は雄で 562 日、雌で 479 日であり、一般状態に異

常はなく、体重増加も通常と変わりなかった。死亡後の剖検では、出血巣を時折伴って淡

褐色～黄褐色に変色した肝臓、脾臓及び腎臓のうっ血がみられたが、肝臓やその他の臓器

に腫瘍の発生はなかった 16) 。 

Swiss マウス雌雄各 20 匹を 1 群とし、0.195％の濃度で餌に添加して 28 週間投与した後

に、通常食で 12 週間飼育して腫瘍の発生を調べた結果、肺腺腫が 17％のマウスにみられた

が、対照群での発生率は 14％であり、有意差はなかった。なお、0.1％の濃度で亜硝酸ナト

リウムを添加した飲水を投与（5 日/週）しながら同様にして混餌投与を行った結果、肺腺

腫の発生率は 61％に増加し、その発生率は有意に高かった。また、悪性リンパ腫の発生率

は対照群で 7％、混餌投与群で 14％、亜硝酸ナトリウムの飲水投与を組み合わせた混餌投

与群で 13％であった 17) 。 

 

○ ヒトに関する発がん性の知見 

ヒトでの発がん性について、知見は得られなかった。 

 

（4）健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定 

非発がん影響については一般毒性に関する知見が得られているが、生殖・発生毒性につい

ては十分な知見が得られていない。また、発がん性についても十分な知見が得られず、ヒト

に対する発がん性の有無については判断できない。このため、閾値の存在を前提とする有害

性について、非発がん影響に関する知見に基づき無毒性量等を設定することとする。 

経口曝露については、中・長期毒性イ）のラットの試験から得られた LOAEL 5 mg/kg/day

（ヘモグロビン濃度の減少、脾臓のうっ血）を LOAEL であるために 10 で除し、試験期間が

短いことから 10 で除した 0.05 mg/kg/day が信頼性のある最も低用量の知見と判断し、これを

無毒性量等に設定する。 

吸入曝露については、無毒性量等の設定ができなかった。 
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詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

MOE＝10 MOE＝100［ 判定基準 ］

 

② 健康リスクの初期評価結果 
 

表 3.3 経口曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露量 予測最大曝露量 無毒性量等 MOE 

経口 
飲料水 － － 

0.05 mg/kg/day ラット 
－ 

公共用水

域・淡水 
0.00048 µg/kg/day 
未満の報告＊ 

0.00048 µg/kg/day 
未満の報告＊ 

10,000 超

注：＊印は、1 件の報告があったことを示す。 
 

経口曝露については、公共用水域・淡水を摂取すると仮定した場合、平均曝露量、予測最

大曝露量はともに 0.00048 µg/kg/day 未満の報告であった。無毒性量等 0.05 mg/kg/day と予測

最大曝露量から、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除して求めた MOE

（Margin of Exposure）は 10,000 超となる。環境媒体から食物経由で摂取される曝露量は少な

いと推定されることから、その曝露を加えても MOE が大きく変化することはないと考えられ

る。 

従って、本物質の経口曝露による健康リスクについては、現時点では作業は必要ないと考

えられる。 
 
 

表 3.4 吸入曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気 － － 

－  
－ 

室内空気 － － － 
 

吸入曝露については、無毒性量等が設定できず、曝露濃度も把握されていないため、健康

リスクの判定はできなかった。 

なお、吸収率を 100％と仮定し、経口曝露の無毒性量等を吸入曝露の無毒性量等に換算する

と 0.17 mg/m3となるが、これと一般環境大気中の最大値として過去に報告（1990 年）のあっ

た濃度 0.15 µg/m3 未満程度から、動物実験結果より設定された知見であることを考慮し、参

考として算出した MOE は 110 超となる。また、化管法に基づく平成 21 年度の大気への届出

排出量をもとに推定した高排出事業所近傍の大気中濃度（年平均値）の最大値は 0.00048 µg/m3

であったが、これから参考として算出した MOE は 35,000 となる。このため、本物質の一般

環境大気の吸入曝露による健康リスクの評価に向けて吸入曝露の知見収集等を行う必要性は

低いと考えられる。 
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４．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、生物群（藻類、甲殻類、魚類及び

その他の生物）ごとに整理すると、表 4.1 のとおりとなった。 

 
表 4.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 
急

性 

慢 

性 
毒性値 
[µg/L] 

生物名 
生物分類／和名

（試験条件等）

エンドポイント

／影響内容 

曝露期間

[日] 

試験の 

信頼性 

採用の

可能性
文献 No.

藻 類  ○ 317 Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

NOEC   
GRO (RATE)

3 A A 3) 

 ○  >20,400 Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 
EC50   
GRO (RATE)

3 A A 3) 

 

甲殻類 
 ○ 290 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  REP 21 B B 2) 

 ○  5,580 Daphnia magna オオミジンコ EC50  IMM 2 A A 2) 

魚 類   21 Danio rerio 
ゼブラフィッシュ

（胚） 
NOEC  DVP 4 D C 1)-6943

   76 Danio rerio 
ゼブラフィッシュ

（胚） 
LC50  MOR 4 D C 1)-6943

 
 

 8,600 Oryzias latipes メダカ LC50  MOR 14 A C 2) 

 ○  38,000 Oryzias latipes メダカ TLm  MOR 2 D C 1)-10132

 ○  55,000 Cyprinus carpio コイ LC50  MOR 2 B B 1)-10786

 ○  57,500 Oryzias latipes メダカ LC50  MOR 4 A A 2) 

 ○  85,000 Oryzias latipes メダカ LC50  MOR 2 B B 1)-10786

 ○  88,000 Carassius auratus キンギョ LC50  MOR 2 B B 1)-10786

その他   － － － － － － － － 

毒性値（太字）：採用可能な知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）：PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可 
E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない 

エンドポイント 

EC50 (Median Effective Concentration)：半数影響濃度、LC50 (Median Lethal Concentration)：半数致死濃度、 

NOEC (No Observed Effect Concentration)：無影響濃度、TLm (Median Tolerance Limit)：半数生存限界濃度 

影響内容 

DVP (Development)：発生（ここでは形態異常）、GRO (Growth)：生長（植物）、IMM (Immobilization)：遊泳阻害、

MOR (Mortality)：死亡、REP (Reproduction)： 繁殖 

毒性値の算出方法 

RATE：生長速度より求める方法（速度法） 
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評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそれ

ぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用した。その知見の

概要は以下のとおりである。 
 

1） 藻類 

環境庁 2)は OECD テストガイドライン No. 201(1984)に準拠し、緑藻類 Pseudokirchneriella 

subcapitata（旧名 Selenastrum capricornutum）の生長阻害試験を GLP 試験として実施した。設定

試験濃度は 0（対照区）、0.14、0.39、1.1、3.1、8.6、24 mg/L（公比 2.8）であった。被験物質

の実測濃度は、試験終了時に設定濃度の 68～74%であり、毒性値の算出には実測濃度（試験開

始時と終了時の幾何平均値）が用いられた 3)。最高濃度区においても 50%阻害が見られなかっ

たため、速度法による 72 時間半数影響濃度 (EC50) は 20,400 µg/L 超とされた 3)。速度法による

72 時間無影響濃度 (NOEC) は 317 µg/L であった 3)。 

 

2） 甲殻類 

環境庁 2)は OECD テストガイドライン No. 202 (1984) に準拠し、オオミジンコ Daphnia 

magna の急性遊泳阻害試験を GLP 試験として実施した。試験は止水式で行われ、設定試験濃度

は 0（対照区）、1.0、1.8、3.2、5.8、10.5、18.9 mg/L（公比 1.8）であった。試験用水には Elendt 

M4 培地が用いられた。被験物質の実測濃度は、試験開始時及び終了時において、それぞれ設定

濃度の 102～104%及び 92～97%であった。48 時間半数影響濃度 (EC50) は、設定濃度に基づき 

5,580 µg/L であった。 

また、環境庁 2)は OECD テストガイドライン No. 202 (1984) に準拠し、オオミジンコ Daphnia 

magna の繁殖試験を GLP 試験として実施した。試験は半止水式（週 3 回換水）で行われた。設

定試験濃度は 0（対照区）、0.32、0.57、1.03、1.85、3.33、6.00 mg/L（公比 1.8）であり、試験

用水には Elendt M4 培地が用いられた。被験物質の実測濃度は、0、12、19 日目の試験溶液調製

時において設定濃度の 92～107%、3、14、21 日目の換水前において設定濃度の 68～103%であ

り、毒性値の算出には実測濃度（時間加重平均値）が用いられた。繁殖阻害（累積産仔数）に

関する 21 日間無影響濃度 (NOEC) は、290 µg/L であった。 

 

3） 魚類 

Tonogai ら 1)-10786は、コイ Cyprinus carpio の急性毒性試験を実施した。試験は、流水式（流速

10 mL／分）で行われた。試験用水には蒸留水が、助剤にはエタノールが 0.5%以下の濃度で用

いられた。48 時間半数致死濃度 LC50は、設定濃度に基づき 55,000 µg/L であった。 

 

（2）予測無影響濃度 (PNEC) の設定 

急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上記本文で示した毒性値に情報量に応じたアセ

スメント係数を適用し予測無影響濃度 (PNEC) を求めた。 

急性毒性値 

藻類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 EC50（生長阻害） 20,400 µg/L 超

甲殻類 Daphnia magna 48 時間 EC50（遊泳阻害） 5,580 µg/L

魚類 Cyprinus carpio 48 時間 LC50 55,000 µg/L
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アセスメント係数：100［3 生物群（藻類、甲殻類、及び魚類）について信頼できる知見が

得られたため］ 

これらの毒性値のうち最も小さい値（甲殻類の 5,580 µg/L）をアセスメント係数 100 で除す

ることにより、急性毒性値に基づく PNEC 値 55 µg/L が得られた。 

 

慢性毒性値 

藻類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 NOEC（生長阻害） 317 µg/L

甲殻類 Daphnia magna 21 日間 NOEC（繁殖阻害） 290 µg/L

アセスメント係数：100［2 生物群（藻類及び甲殻類）の信頼できる知見が得られたため］ 

2 つの毒性値の小さい方（甲殻類の 290 µg/L）をアセスメント係数 100 で除することにより、

慢性毒性値に基づく PNEC 値 2.9 µg/L が得られた。 

 

本物質の PNEC としては、甲殻類の慢性毒性値から得られた 2.9 µg/L を採用する。 

 

（3）生態リスクの初期評価結果 

 

表 4.2 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度(PEC) PNEC 
PEC/ 

PNEC 比

公共用水域・淡水 
0.012 µg/L未満の報告が 

ある (2005) 

0.012 µg/L未満の報告が 

ある (2005) 2.9 

µg/L 

<0.004 

公共用水域・海水 0.012 µg/L未満程度 (2005) 0.012 µg/L未満程度 (2005) <0.004 

注：1) 水質中濃度の (  ) 内の数値は測定年度を示す  
   2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 

 

 

 

本物質の公共用水域における濃度は、淡水域では平均濃度、安全側の評価値として設定され

た予測環境中濃度 (PEC)ともに 0.012 g/L 未満の報告があった。海水域では平均濃度、予測環

境中濃度 (PEC)ともに 0.012 µg/L 未満程度であった。 

予測環境中濃度 (PEC) と予測無影響濃度 (PNEC) の比は、淡水域、海水域ともに0.004未満

となるため、現時点では作業の必要はないと考えられる。 

 

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。 

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］ 
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参考１ 委員名簿（平成25年12月27日現在）  

 

１．中央環境審議会環境保健部会化学物質評価専門委員会  

 

委  員  長 櫻井 治彦 産業医学振興財団理事長  

委  員 岡田 光正 放送大学教授  

中杉 修身 上智大学大学院地球環境学研究科元教授  

臨時委員 菅野  純 国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター毒性部長  

楠井 隆史 富山県立大学工学部環境工学科教授 

小山 次朗 鹿児島大学水産学部海洋資源環境教育研究センター教授 

白石 寛明 国立環境研究所環境リスク研究センターフェロー  

鈴木 規之 国立環境研究所環境リスク研究センター副センター長 

武林  亨 慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学教室教授  

西川 秋佳 国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター長  

専門委員 青木 康展 国立環境研究所環境リスク研究センター長  

内山 巌雄 京都大学名誉教授 

香山不二雄 自治医科大学医学部環境予防医学講座教授 

篠原 亮太 熊本県立大学名誉教授  

柴田 康行 国立環境研究所環境計測研究センター（兼)環境健康研究センター

上級主席研究員  

関澤  純 食品保健科学情報交流協議会理事長  

遠山 千春 東京大学大学院医学系研究科附属疾患生命工学センター  

           健康環境医工学部門教授  

      

 

２．環境リスク評価関連の調査委員会  

 

 (1) 企画委員会  

  座長 内山 巌雄 京都大学名誉教授  

青木 康展 国立環境研究所環境リスク研究センター長  

楠井 隆史 富山県立大学工学部環境工学科教授  

白石 寛明 国立環境研究所環境リスク研究センターフェロー  

菅谷 芳雄 国立環境研究所環境リスク研究センター環境科学専門員  

関澤  純 食品保健科学情報交流協議会理事長  

中杉 修身 上智大学大学院地球環境学研究科元教授  

 

 (2) 曝露評価分科会  

  座長 中杉 修身 上智大学大学院地球環境学研究科元教授  

相澤 貴子 (公財 )水道技術研究センター主席研究員  

片谷 教孝 桜美林大学リベラルアーツ学群化学専攻教授  

川田 邦明 新潟薬科大学応用生命科学部教授  

白石 寛明 国立環境研究所環境リスク研究センターフェロー  

鈴木 規之 国立環境研究所環境リスク研究センター副センター長  
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月岡  忠 (株 )エスコ技術顧問  

服部 幸和 大阪教育大学非常勤講師  

 

 (3) 健康リスク評価分科会  

  座長 青木 康展 国立環境研究所環境リスク研究センター長  

東  賢一 近畿大学医学部環境医学・行動科学教室講師  

安達 修一 相模女子大学大学院栄養科学研究科長  

小田切陽一 山梨県立大学理事  

菅野  純 国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター毒性部長 

小池  英子 国立環境研究所環境健康研究センター生体影響研究室主任研究員 

佐藤  洋 岩手大学農学部共同獣医学科特任教授* 

関澤  純 食品保健科学情報交流協議会理事長  

武林  亨 慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学教室教授  

野見山哲生 信州大学医学部衛生学公衆衛生学講座教授  

古山 昭子 国立環境研究所環境リスク研究センター 

健康リスク研究室主任研究員* 

堀口 兵剛 秋田大学大学院医学系研究科医学専攻環境保健学講座准教授  

松本  理  国立環境研究所環境リスク研究センター  

環境リスク研究推進室主任研究員  

村田 勝敬 秋田大学大学院医学系研究科医学専攻環境保健学講座教授 

*  平成25年度より本分科会委員 

            

 (4) 生態リスク評価分科会  

座長 楠井 隆史 富山県立大学工学部環境工学科教授  

井藤 和人 島根大学生物資源科学部農林生産学科教授  

大嶋 雄治 九州大学大学院農学研究院生物機能科学部門教授  

小山 次朗 鹿児島大学水産学部海洋資源環境教育研究センター教授  

菅谷 芳雄 国立環境研究所環境リスク研究センター環境科学専門員  

鑪迫 典久 国立環境研究所環境リスク研究センター主任研究員  

中杉 修身 上智大学大学院地球環境学研究科元教授  

畠山 成久 国立環境研究所客員研究員  

森  真朗 東京動物園協会恩賜上野動物園動物相談員  

       淑徳大学国際コミュニケーション学部兼任講師  

山本 裕史 徳島大学大学院  

        ソシオ・アーツ・アンド・サイエンス研究部准教授  
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参考2   用 語 集 等 

 

１．用語説明 

 

(1) 略語 

ACGIH：American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Inc.（米国産業衛生専門家会議） 

米国の産業衛生の専門家の組織で、職業上及び環境上の健康についての管理及び技術的な分

野を扱っている。毎年、化学物質や物理的作用及びバイオモニタリングについて職業上の許容

濃度の勧告値（TLV：Threshold Limit Value）や化学物質の発がん性のランクを公表し、世界的

にも重要視されている。 

ADI：Acceptable Daily Intake（許容 1 日摂取量） 

健康影響の観点から、ヒトが一生涯摂取しても影響が出ないと判断される、1 日当たり、体重

1 kg 当たりの摂取量。コストと便益にもとづいた概念で、農薬や食品添加物の残留基準の設定

に用いられ、ここまでなら許容できる量を示すもの。 

AQUIRE：AQUatic toxicity Information Retrieval (http://www.epa.gov/ecotox/) 

米国環境保護庁 (U.S. EPA) が水生生物や水生植物に対する化学物質の毒性影響の知見を基に

構築しているデータベース。1970 年以降に発表された大半の論文を収録しており、定期的にデ

ータを追加している。2010 年 3 月 17 日改訂時の収録化学物質数は 7,775 物質、収録文献数は

20,513 文献である。AQUIRE (水生生物)、PHYTOTOX (陸生植物)、TERRETOX (野生動物)を統

合したものを ECOTOX と呼んでいる。 

ATSDR：Agency for Toxic Substances and Disease Registry （米国有害物質・疾病登録局） 

米国保健福祉省に属する機関であり、有害物質への曝露や関連する疾病を防ぐために信頼で

きる情報提供を行っている。 

BMD, BMC：Benchmark Dose (BMD) , Concentration (BMC)（ベンチマーク用量、濃度） 

用量－反応関係の曲線から計算されるある割合の有害影響を発現する用量（あるいはその上

側信頼限界値）をベンチマーク量として、無毒性量や最小無毒性量の代わりに用いる方法である。 

CERHR：Center for The Evaluation of Risks to Human Reproduction (ヒト生殖リスク評価センター) 

米国国立環境衛生研究所（NIEHS：National Institute of Environmental Health Science）によって

1998 年に NTP(National Toxicology Program)のもとに設立した機関。ヒトが曝露される可能性の

ある化学物質によって引き起こされる生殖に関する有害な影響を、タイムリーに公平に科学的

に評価することを目的としている。 

CICAD：Concise International Chemical Assessment Document（国際簡潔評価文書） 

国際化学物質安全性計画（IPCS）の出版物のうち、最も新しいシリーズである。既存の化学

物質の健康と生態系への影響について国際機関における評価作業との重複を省きつつ、これら

を基にして国際的に利用可能な簡潔な新たな安全性評価文書を作成するもので、主要な目的は

化学物質の曝露による有害性の解析と、量－影響の定量的な記述にある。 

DFG：Deutsche Forschungsgemeinschaft （ドイツ学術協会） 

ドイツの非政府機関であり、政府からの資金を受けて、人文・自然科学の学問領域における

研究プロジェクトに寄与し、政府への助言を行う。化学物質の職場環境における許容濃度等、発

がん性の分類について情報提供を行っている。 
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EC50：Median Effective Concentration（半数影響濃度） 

曝露期間中試験生物の 50％に（有害）影響を及ぼすと予想される濃度。影響内容が、生

長（成長）や遊泳阻害、繁殖など死亡以外の時に用いられる。 

EHC：Environmental Health Criteria（WHO 環境保健クライテリア） 

国連環境計画（UNEP）、国際労働機関（ILO）および世界保健機関（WHO）により設立され

た国際化学物質安全性計画（IPCS）の中核事業として作成されているモノグラフで、ヒトの健

康と環境に対して有害な影響を与えないように、化学物質の管理を適切に行うための判断の基

礎となる科学的知見を物質毎にまとめた評価文書のシリーズ。化学物質の評価について、多く

の国際協力事業がある中で、WHO を中心とする IPCS は評価が高く、また、権威のある評価文

書の作成事業として知られている。 

EPI：Exposure/Potency Index（曝露量／発がん強度比率） 

カナダの環境省（Environment Canada）及び厚生省（Health Canada）の優先物質リスト（Priority 

Substance List Assessment Report）で使用されている化学物質の発がん性のリスクを表す指数。動

物の慢性曝露実験において過剰な腫瘍発生率が 5 %となる用量（TD05）あるいは濃度（TC05）を

用いて曝露量との比を計算する。なお、TD05は TD0.05、TC05は TC0.05として表記される場合もあ

る。 

GDWQ：Guideline of Drinking Water Quality（WHO 飲料水水質ガイドライン） 

ヒトの健康を保護することを目的として、飲料水中に含まれる潜在的に有害な成分の濃度あ

るいは飲料水の性状について定めた WHO のガイドライン。健康に影響を及ぼすことが知られて

いる飲料水中の汚染物質について、各国で飲料水の安全性を保証する水質基準を策定するため

の基礎として使用されることを意図している。 

HEAST：EPA's Health Effects Assessment Summary Tables（EPA 健康影響評価要約表） 

米国環境保護庁（U.S. EPA）により、大気清浄法修正条項（1990 年）で指定された大気汚染

物質（一部の物質を除く）のハザード、曝露情報、毒性情報（一般毒性、生殖・発生毒性、発が

ん性）等の要約および出典を提供している。 

IARC：International Agency for Research on Cancer（国際がん研究機関） 

WHO により 1965 年に設立された国際的な機関。ヒトのがんの原因に関する研究及び方向性

の提示並びにがんを科学的に制御するための方策を研究することを目的とし、ヒトに対する化

学物質の発がん性について以下に示す 5 段階で分類評価を行っている。  

1：ヒトに対して発がん性が有る。  

2A：ヒトに対して恐らく発がん性が有る。  

2B：ヒトに対して発がん性が有るかもしれない。  

3：ヒトに対する発がん性については分類できない。  

4：ヒトに対して恐らく発がん性がない。 

IPCS：International Programme on Chemical Safety（国際化学物質安全性計画） 

WHO、ILO、UNEP の共同事業で、化学物質による健康障害を未然に防ぐために化学物質の

安全性に関する正当な評価を取りまとめ、環境保健クライテリア（EHC）、国際化学物質安全

性カード（ICSC）等を発行している。また、アジェンダ 21 の決定に基づき、化学物質の危険有

害性の分類等について国際的調和をはかっている。 
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IRIS：Integrated Risk Information System 

米国環境保護庁（U.S. EPA）により、化学物質のリスク評価やリスク管理に利用することを

目的として作成されている化学物質のデータベースシステム。化学物質によるヒトへの健康影

響に関する情報（慢性毒性評価、発がん性評価）が個々の化学物質ごとに収集されている。 

JECFA：FAO/WHO Joint Expert Committee on Food Additives（FAO/WHO 合同食品添加物専門家

会議） 

FAO と WHO により設置された食品添加物等の安全性評価等を行う国際機関。各国の添加物

規格に関する専門家及び毒性学者からなり、各国によって実施された添加物の安全性試験の結果

を評価し、一日摂取許容量（ADI）を決定しており、会議報告は、WHO テクニカルレポートシ

リーズとして毎年公表されている。 

JMPR：JOINT FAO/WHO Meeting on Pesticides Residues（FAO/WHO 合同残留農薬会議） 

WHO と FAO が共同して 1963 年に設置した機関。農薬の使用による食品への残留について検

討する FAO Panel と農薬の毒性面について検討する WHO Expert Group から構成される。FAO 

Panel では、適切な農薬規範に従って有効な散布量を最小限用いた場合に作物に残留するレベル

として最大残留基準を設定し、WHO Expert Group では、毒性関連データに基づいて農薬の ADI

について審議を行っている。最大残留基準は、残留農薬規格委員会の検討を経て国際食品基準

となり、ADI は各国で安全評価を進める際の参考とされる。 

LC50：Lethal Concentration 50, Median Lethal Concentration（半数致死濃度） 

1 回の曝露（通常 1 時間から 4 時間）で 1 群の実験動物の 50％を死亡させると予想され

る濃度。生態毒性試験においては、曝露期間中試験生物の 50％を死亡させると予想される

濃度のことをいう。 

LCLo：Lethal Concentration Lowest（最小致死濃度） 

特定の曝露時間での吸入によりヒトまたは動物を致死させた曝露濃度の最小値。関連した報

告値の中での最小の致死濃度（Lowest Published Lethal Concentration）の意味に用いられることも

ある。 

LD50：Lethal Dose 50（半数致死量） 

1 回の投与で 1 群の実験動物の 50％を死亡させると予想される投与量。 

LDLo：Lethal Dose Lowest（最小致死量） 

ヒトまたは動物を致死させた吸入曝露以外の経路による投与量の最小値。関連した報告値の

中での最小の致死量（Lowest Published Lethal Dose）の意味に用いられることもある。 

LOEC : Lowest Observed Effect Concentration (最小影響濃度) 

最小作用濃度ともいう。対照区と比較して統計的に有意な（有害）影響を及ぼす最も低 

い濃度のこと。 

LOAEL：Lowest Observed Adverse Effect Level（最小毒性量） 

毒性試験において有害な影響が認められた最低の曝露量。 

LOEL：Lowest Observed Effect Level（最小影響量） 

最小作用量ともいう。毒性試験において何らかの影響が認められる最低の曝露量。影響の中

には有害、無害両方を含むので、一般には LOAEL に等しいかそれより低い値である。 

MATC：Maximum Acceptable Toxicant Concentration（最大許容濃度） 

最大許容毒性物質濃度ともいう。NOEC と LOEC の間にあると仮定される毒性の閾値を 
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指し、両者の幾何平均濃度として算出される。 

MOE：Margin of Exposure 

今の曝露量がヒトの NOAELに対してどれだけ離れているかを示す係数で NOAEL／曝露量に

より算出する。この値が大きいほど安全への余地があるということを示している。なお、動物

実験の結果から求められた NOAEL の場合には、NOAEL／曝露量／10 により算出する。 

NCI：National Cancer Institute（米国国立がん研究所） 

米国保健福祉省（DHHS：Department of Health and Human Services）に所属する機関で、がんの

原因と予防、診断・処置およびがん患者のリハビリテーション等を研究している。 

NIOSH：National Institute for Occupational Safety and Health（国立労働安全衛生研究所） 

職業上の疾病や傷害を防ぐための研究や勧告を行う米国保健福祉省疾病予防管理センターに

所属する機関。約 15 万の化学物質の毒性情報を収載した RTECS データベース（Registry of Toxic 

Effects of Chemical Substances）を編纂していた。 

NOAEL：No Observed Adverse Effect Level（無毒性量） 

無副作用量、最大有害無作用レベル、最大無毒性量と訳すこともある。何段階かの投与用量

群を用いた毒性試験において有害影響が観察されなかった最高の曝露量のことである。この値

に安全係数や不確定係数を乗じて、ADI や TDI を求めることがある。 

NOEC : No Observed Effect Concentration (無影響濃度) 

最大無影響濃度、最大無作用濃度ともいう。対照区と比較して統計的に有意な（有害） 

影響が認められなかった最高濃度であり、LOEC のすぐ下の濃度区である。 

NOEL：No Observed Effect Level（無影響量） 

毒性試験において影響が認められない最高の曝露量。影響の中には有害、無害両方を含むの

で、一般には NOAEL に等しいかそれより低い値である。 

NTP：National Toxicology Program（米国国家毒性プログラム） 

米国保健福祉省（DHHS）により 1978 年に設置された事業。米国の各省庁が実施している化

学物質の毒性研究をまとめ、発がん性物質の分類、試験を行っている。NTP が発行している発

がん性年報のデータは、情報提供のみを目的としたものである。 

PEC：Predicted Environmental Concentration (予測環境中濃度) 

予測される環境中の化学物質濃度を指す。実測データを基に決めているが、データが少ない

場合には生産量や排出量などから推定する。生態リスク評価は、この PEC と PNEC を比較して

行う。 

PMR：Proportional Mortality Ratio（特定死因死亡比） 

一定の集団において、特定原因による観察死亡数の割合を、標準人口における同じ原因によ

る期待死亡数の割合で除して求められる値。 

PNEC：Predicted No Effect Concentration (予測無影響濃度) 

水生生物への影響が表れないと予測される濃度を指す。環境中の全生物種への影響を捉える

ことは困難なため、試験生物種の毒性濃度から全生物種への影響を推定した値である。 

SIDS：Screening Information DataSet（初期評価データセット） 

OECD 加盟国のいずれか 1 ヵ国又は EU 加盟国全体での年間生産量及び輸入量が 1,000 トンを

超える既存化学物質について、安全性評価を行うために必須な最小限のデータセットについて
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情報を収集し、この情報が欠如している場合には試験を行った上で、環境生物への影響、ヒト

への健康影響についての初期評価を加盟国が分担してまとめている。 

SIR：Standardized Incident Ratio（標準化罹患比） 

ある特定の状況下にある対象集団の罹患数と、その集団が罹患率の分かっている標準人口と

同じ罹患率を有すると仮定したときに期待される罹患数との比。 

）の総和対象集団の年齢別人口患率（標準人口の年齢別罹

観察された罹患数ある期間に対象集団で


SIR  

SMR：Standardized Mortality Ratio（標準化死亡比） 

対象集団における観察死亡数と、対象集団の年齢別死亡率が標準人口のそれと等しいと仮定

したときに期待される死亡数との比。 

）の総和対象集団の年齢別人口亡率（標準人口の年齢別死

対象集団の観察死亡数


SMR  

TCLo：Toxic Concentration Lowest（最小中毒濃度） 

ヒトまたは動物に中毒症状を引き起こさせた吸入による曝露濃度のうちの最小値。 

TDI：Tolerable Daily Intake（耐容 1 日摂取量） 

健康影響の観点から、ヒトが一生涯摂取しても影響が出ないと判断される、1 日当たり、体重

1 kg 当たりの摂取量。 

TDLo：Toxic Dose Lowest（最小中毒量） 

ヒトまたは実験動物に中毒症状をおこさせた吸入曝露以外の経路による投与量の最小値。 

TLV：Threshold Limit Value（作業環境許容濃度） 

ほとんどすべての作業者が毎日繰り返し曝露しても、有害な健康影響が現れないと考えられ

る化学物質の気中濃度についての ACGIH による勧告値。産業界の経験、ヒトや動物による試

験・研究等の利用可能な情報に基づいている。これら情報の量と質は物質によって異なるため、

TLV の精度には幅があり、また、TLV は安全濃度と危険濃度の間のはっきりした線ではないし、

毒性の相対的な指標でもない。TLV は時間加重平均（TWA）等で示される。 

TWA：Time Weighted Average（時間加重平均） 

通常の 1 日 8 時間、週 40 時間労働の時間加重平均濃度。 

WHO：World Health Organization（世界保健機関） 

世界の公衆衛生の向上や、伝染病対策、環境問題等を取り扱っている国際機関。「すべての

人々が可能な最高の健康水準に到達すること」を目的に掲げている。 

 

(2) 用語 

アセスメント係数 

生態リスク評価において、限られた試験データから化学物質の予測無影響濃度（PNEC）を求

めるために用いる係数で、感受性の種間差、急性毒性値と慢性毒性値の違い、実験生物から野外

生物への毒性値の外挿等を考慮して設定されている。 

in vitro、in vivo 

in vitro は、人工的な器具内で行われる生物学的な反応に関して使われる言葉で、「試験管内」

を意味する。多くの場合、生物体機能の一部を試験管内において行わせることを指す。一方、in 

vivo は、生きている細胞あるいは生体内に置かれている状態を指す語で、「生体内」を意味し、
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対象とする生体の機能や反応が生体内で発現される状態を示す。たとえば、心臓細胞の収縮が

動物体内で起これば in vivo、試験管内で行われていれば in vitro における機能発現である。 

一日曝露量：daily exposure 

ヒトの 1 日の呼吸量、飲水量及び食事量をそれぞれ 15 m3、2 L 及び 2000 g と仮定し、体重を

50 kg と仮定した場合の一日あたり体重 1 kg あたりの曝露量（µg/kg/day）を示す。 

一般毒性：general toxicity 

急性毒性、亜急性毒性（亜慢性毒性）、慢性毒性をまとめて、一般毒性と言う。これらは、

毒性学の領域において、もっとも基本的なもので、化学物質の危険性を知るための基礎を提供

する。 

一本鎖切断： single-strand breaks 

二本鎖 DNA において、両鎖のうち一つの鎖のみ切れ目が入っているが、両鎖は互いに切り離

されていない状態。 

遺伝子突然変異：gene mutation 

DNA 塩基の置換、欠失、挿入などにより、単一遺伝子または調節遺伝子の塩基配列に生じた

恒久的な変化のこと。 

遺伝子変換：gene conversion 

相同染色体間及び対立遺伝子間の交換を指す。相同な DNA 配列（対立遺伝子あるいは非対立

遺伝子）間の遺伝的情報の非相互的な組換えを行うこと。 

遺伝的組換え：genetic recombination 

２つ以上の形質に関して、遺伝子型が異なる両親の遺伝物質が交配などにより１つの個体に持

ち込まれたとき、いずれの親にも見られなかった新しい遺伝子の組合せを持った子孫が突然変異

によらずに生じること。すなわち、同一染色体上にある遺伝子の組合せが交叉によって組換えら

れる現象をいう。 

遺伝毒性、遺伝子毒性（遺伝子傷害性）：genetic toxicity, genotoxicity 

化学物質や物理的要因の遺伝的過程に対する傷害で、染色体の異数性、付加・欠失・再結合

等の染色体異常及び遺伝子突然変異に起因する。遺伝物質に対する毒性の総称であり、DNA 傷

害性、突然変異誘発性、染色体異常誘発性を包含する。 

内環境 

ある環境がより小さい領域の環境を取り囲む構造(入れ子構造)を持つ多媒体モデルにおいて

は、内側を内環境、その外側を外環境と呼ぶ。入れ子構造を持つ多媒体モデルとしては、例

えば Brandes LJ et al. (1996)の SimpleBox2.0 がある。 

環境リスク初期評価では、内環境は都道府県を、外環境には日本全国から内環境を差し引い

た環境を設定している。 

hprt 遺伝子座位：hprt locus 

ヒポキサンチン ホスフォリボシル転移酵素をコードする遺伝子座位。X 染色体上にある。hprt

遺伝子の欠損変異は、６－チオグアニン抵抗性を標識として容易に選別できることから、突然変

異頻度の測定手段として用いられている。 
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疫学：epidemiology 

ヒトの集団を対象として、ヒトの健康およびその異常の原因を、病因、環境等の各面から包

括的に考察する学問分野で、健常者を含めたヒトの集団全員を対象にして、主に疾病の予防方

法を研究する。 

エームス試験：Ames test 

遺伝毒性試験の一つであり、B. N. Ames が開発したネズミチフス菌を用いて復帰突然変異を

検出する試験系。化学物質の遺伝毒性の検出、がん原性のスクリーニングとして広く用いられる。 

塩基対置換：base (pair) substitution 

DNA 中の特定の塩基対が他の塩基対に置換されること。これにより、DNA 分子としての機能

に変化が生じる。 

感作性：sensitization 

免疫機能を障害し、アレルギーを起こさせる性質のこと。アレルギー誘発性ともいう。 

急性毒性：acute toxicity 

動物あるいはヒトに化学物質等を単回投与あるいは短時間中（1 日以内）に持続注入あるいは

反復投与した場合に投与開始直後から 1～2 週間以内に現れる毒性。急性毒性試験では、症状の

種類、程度、持続時間、死亡の状態等を指標として、中毒量や致死量を算出する。急性毒性の

最も明確な毒性指標としては LD50（半数致死量）がある。 

Klimisch Code 

Klimisch et al. (1997) が開発した試験の信頼性分類に用いるためのスコアで、4 段階（1. 信頼性

有り、2. 信頼性有り(制限付き)、3. 信頼性なし、4. 評価不能）の区分がある。Klimisch Code は、

OECD の高生産量化学物質（HPV）点検プログラムで採用されている。本生態リスク初期評価に

おける「試験の信頼性」は、この Klimisch Code を参考に区分している。 

ケースコントロール研究：case control study 

患者対照研究のことで、研究対象とする疾病をもつ人の群と、その疾病をもたない適切な対

照群とを用いた観察的疫学研究方法。患者と非患者それぞれについて、ある属性がどの程度であ

るかを比較することによって、その属性と当該疾病との関連性を検討する。文字どおりケース（研

究対象としている患者）とコントロール（対照）の群を設定して、過去の関心ある危険因子に関

する記録を調査し、その関連を検討するものである。限られた時間内に研究が行えるので実際的

な研究方法である。代表的な研究例としては肺がんの研究が有名である。しかしながら、ケース

とコントロールの比較の背後には潜在的に多くのバイアスが存在し、得られた結果の解釈が容易

でない場合が少なくない。 

限度試験：limit test 

環境中ある濃度以上に被験物質が存在することがないか、その濃度以上での影響は無視

しうると考えられる場合、その濃度区のみの試験をすることを限度試験という。毒性値を

求めるのではなく、その濃度における影響の有無を調べる。通常生態毒性試験では、100mg/L

または水溶解限度のより低い方の濃度となる。 

コホート調査：cohort study 

疫学研究方法の一つ。疾病発生に関連していると考えられる仮説因子の有無もしくは曝露の

程度が確認できる集団を一定期間観察し、その間の疾病発生頻度を仮説因子の有無もしくは曝

露の程度別に比較する方法。 
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催奇形性：teratogenicity 

化学物質等が次世代に対して、先天異常を引き起こす性質。 

細胞形質転換：cell transformation 

培養細胞が放射線、ウイルス、化学物質などによってその形態や機能をかえ、腫瘍細胞類似

の性質を備えること。 

細胞遺伝学：cytogenetics 

染色体の構造や形態、染色体に存在する遺伝子の行動と形質発現など、細胞学的な特徴から

遺伝現象を明らかにしようとする遺伝学の一分野。遺伝毒性試験の中で in vitro、 in vivo 染色体

異常試験、小核試験、及び優性致死試験などは細胞遺伝学試験とよばれている。 

姉妹染色分体交換：sister chromatid exchange, SCE  

姉妹染色分体の部分的な交換（２本の姉妹染色分体の間で同じ部位が入れ替わること）。こ

れを利用して遺伝毒性を検出する方法がある。SCE は、染色体の構造異常とは異なる現象である。 

宿主経由試験：host-mediated assay 

宿主動物の腹腔内に微生物を注入した後に、被験物質を投与し、回収した微生物の突然変異

頻度を調べることにより、哺乳類の代謝物の変異誘発性を評価する試験。 

小核：micronucleus  

染色体の構造異常または分裂装置の損傷により、細胞分裂後に細胞質中に取り残された染色

体断片、あるいは 1～数本の染色体に由来する小さな核。小核の誘発を検出する試験を小核試験

といい、げっ歯類の骨髄あるいは末梢血の塗抹標本を観察して、小核を有する幼若赤血球の出現

頻度より、被験物質の染色体異常誘発性を調べる。 

数的異常：numerical aberration 

染色体異常の分類の一つで染色体の数の変化を指す。数的異常には異数性（aneuploidy）と倍

数性（polyploidy）があり、前者は染色体の数が 1～数本増加または減少するもので、後者は染

色体基本数（n）が整数倍化する現象をいう。 

スロープファクター：slope factor 

体重 1 kg あたり 1 mg の化学物質を、毎日、生涯にわたって経口摂取した場合の過剰発がんリ

スク推定値。 

がんの過剰発生率＝スロープファクター(mg/kg/day) -1× 経口曝露量(mg/kg/day) 

生殖・発生毒性：reproductive and developmental toxicity 

化学物質等の環境要因が生殖・発生の過程に有害な反応を引き起こす性質。親世代からみれ

ば生殖毒性（reproductive toxicity）、次世代を中心にみると発生毒性（developmental toxicity）で

ある。両者については研究者によってそれぞれ概念がことなるが、一般には生殖毒性は受胎能

の障害、発生毒性は生殖細胞の形成から受精、出生を経て、個体の死に至る発生の何れかの時

期に作用して、発生障害（早期死亡、発育遅滞、形態異常、機能異常）を引き起こす性質と定

義される。 

線形多段階モデル：linearized multistage model 

発がんに至るには多段階のステップが関与することを考慮に入れた数学モデルであり、実際

にヒトが曝露されるような低濃度においては、高次の項目は無視し得ることになるため、用量の

１次式（線形）で表せることになる。このモデルにおいて直線の傾き「 *q 」（一般に 95%信頼

区間上限値）を発がん性の強さの指標とし、スロープファクターと呼ぶ。 
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染色体異常：chromosomal aberration 

染色体の数もしくは形態に変化をきたす損傷をいう。染色体異常は細胞周期の DNA合成期（S

期）で頻度が高い。 

相互転座：reciprocal translocation 

染色体型異常の中の染色体間交換の一つ。2 本の染色体に生じた切断端の相互交換が対称型

に、すなわち動原体を持った部分と持たない部分との間に交換が行われたものであり、２つの転

座染色体が形成される。 

外環境 

“内環境”参照 

体細胞突然変異：somatic mutation 

生殖細胞以外の体細胞に生じる突然変異。細胞のがん化に深く関与している。 

代謝活性化：metabolic activation 

前駆型変異原(promutagen)が薬物代謝酵素により変異原に変換されること。通常、in vitro 遺伝

毒性試験においては、代謝活性系として、ラット肝臓のホモジネートの S9 画分（9000×g、10

分の遠沈上清）と補酵素から成る S9mix を用いる。 

多媒体モデル：multimedia model 

多媒体環境モデル(multimedia environmental model)と呼ばれることがある。大気、水質、土壌、

底質等の複数の媒体間での化学物質の移流､分配、媒体間輸送(湿性沈着等)等を、媒体内では分

解等も考慮する環境運命予測モデルで各媒体中の化学物質濃度予測に用いる。 

仮定する媒体間の物質移動機構、分解の有無等により、Mackay は LevelⅠ～Ⅳのクラス分け

を行っている。媒体間においては、LevelⅠは分配のみ、LevelⅡでは移流も考慮する。LevelⅢ及

びⅣでは分配は仮定せず、移流及び媒体間輸送を考慮する。化学物質の分解(生分解や OH ラジ

カル反応等)は LevelⅠのみ考慮しない。LevelⅠ～Ⅲは定常状態を仮定し、化学物質の排出速度

が一定で無限時間経過後に達成される濃度が、LevelⅣでは非定常を仮定し、排出速度や濃度の

時間変化を考慮した濃度が予測される。 

断面調査：cross-sectional study 

疫学研究方法の一つ。ある一時点での仮説因子の存在状況と特定の疾病の有病状況の類似性

を調査し、仮説因子と疾病との間の関連性を確かめる方法。 

遅発性毒性：delayed toxicity 

化学物質を生体に単回投与後、ある時間の経過後に現れる作用。例えば、化学物質の発がん

作用や遅発性の神経毒性があげられる。 

伴性劣性致死突然変異：sex-linked recessive lethal mutation 

X 染色体に起こる劣性の致死突然変異。 

p53 遺伝子：p53 gene 

がん抑制遺伝子の一つ。遺伝子が傷害されたときに p53 遺伝子が誘導され、DNA の修復酵素、

細胞周期を停止させる p21 遺伝子およびアポトーシス促進因子 Bax を発現させる。 
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復帰突然変異：reverse mutation 

変異を起こしている細胞が、もとの表現型に戻るような突然変異。これに対して最初の突然

変異を前進突然変異(forward mutation)とよぶ。 

不定期 DNA 合成：unscheduled DNA synthesis (UDS) 

真核生物の細胞では、細胞周期の S 期（DNA 合成期）にのみ DNA の合成が起きるため、培

養細胞に化学物質を加えたとき、細胞周期の間期に DNA 合成が起こっていると、加えた化学物

質が DNA に損傷を与えたため、損傷の除去修復が進行しているものと考えることができる。 

フレームシフト：frame shift (mutation) 

DNA 分子中に 1 または 3ｎ±1 の塩基対が新たに挿入、もしくは失欠すること。その結果、そ

の部位以降のコドンは新しい組み合わせになり、本来とはアミノ酸組成の異なったペプチドが作

られる。 

分位数：quantile 

データを小さい方から大きい方へ順に並べ、データの個数を等分してサブグループに分割し

たもの。3 分割したものを三分位数（tertile）、4 分割したものを四分位数（quartile）、5 分割し

たものを五分位数（quintile）、100 分割したものを百分位数（percentile）という。例えば、ある

集団を分位法によって三群に分けた場合、データの値が最も小さいサブグループから順に第 1

三分位群、第 2 三分位群、第 3 三分位群とする。なお、例えば三分位の場合、第 1、第 2、第 3

を低、中、高、あるいは最低、中、最高の用語で置き換えて呼ばれることもある。 

慢性毒性：chronic toxicity 

長期間の継続曝露（反復曝露）により引き起こされる毒性。慢性毒性試験は、3 ヶ月以上の長

期間にわたって反復投与して、中毒症状を引き起こす用量とその経過を明らかにし、その化学

物質を使用する場合の安全量を推定することを目的に行われ、血液生化学的検査や肝機能・腎

機能の検査等、確立されている検査のほとんどを行う。なお、3 ヶ月ないし 6 ヶ月以内のものを

亜急性毒性、あるいは亜慢性毒性試験といわれる。 

優性致死試験：Dominant lethal test 

化学物質の遺伝毒性を検出する in vivo 試験の一つ。一般に雄マウスに被験物質を投与し、無

処理雌と交配する。減数分裂後に雄の生殖細胞（精子細胞～精子）に染色体異常が生じると、胚

の初期死亡及び不着床を引き起こすので、これを指標とする。また、減数分裂前の精原細胞及び

精母細胞に染色体異常が生じると、減数分裂の過程で死滅して精子数の減少をきたし、不妊ある

いは不受精卵が増加する。 

ユニットリスク：unit risk 

大気中 1 µg/m3 の化学物質に、生涯にわたって吸入曝露したときの過剰発がんリスク推定値。

なお、飲料水中 1 µg/L の化学物質を生涯、経口摂取したときの過剰発がんリスク推定値の場合

も指す。 

がんの過剰発生率＝ユニットリスク(µg/m3) -1× 吸入曝露量(µg/m3) 

lacⅠ遺伝子座位：lacⅠlocus 

大腸菌の遺伝子の一つであり、プロモーター、オペレーター領域の上流側に位置する。lac リ

プレッサー単量体（タンパク質）をコードする。変異した lacⅠ遺伝子を遺伝子工学的にマウス

に導入し（トランスジェニックマウス）、変異原性のある化学物質を曝露させると、突然変異の

箇所（lacⅠ遺伝子座位）がもとに戻り突然変異の頻度も把握することができる。 
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ras 遺伝子：ras gene 

ras 遺伝子は、受容体チロシンキナーゼから核へのシグナルを中継し、細胞の増殖や分化の促

進に係わるシグナル蛋白（ras 蛋白）をコードする遺伝子である。この遺伝子が変異して過剰活

性型 ras 遺伝子となると、変異型遺伝子の産物が細胞の増殖や分化に対する正常な調節を阻害し

てがん発生を促進する。 

 

 

(3) 参考資料 

浦野紘平(2001)：PRTR・MSDS 対象化学物質の毒性ランクと物性情報，化学工業日報社. 

IPCS 編, 関沢 純・花井 荘輔・毛利 哲夫 訳（2001）： 化学物質の健康リスク評価. 丸善. 

国立医薬品食品研究所（1997）：化学物質のリスクアセスメント－現状と問題点－，薬業時報社. 

環境・安全管理用語編集委員会 編（1998）：環境・安全管理用語辞典，化学工業日報社. 

荒木峻ら 編（1985）：環境科学事典，東京化学同人. 

山田常雄ら 編（1998）：生化学事典 第 3 版，東京化学同人. 

八杉隆一ら 編（1996）：生物学事典 第 4 版，岩波書店. 

日本毒科学会編（1993）：トキシコロジー用語集，薬業時報社. 

日本毒科学会編（1995）：毒科学の基礎と実際 1，薬業時報社. 

関沢 純 編（1997）：農薬の安全性評価データ集 1997 改訂版，㈱エル・アイ・シー. 

マグローヒル科学技術用語大辞典編集委員会編（1996）：科学技術用語大辞典 第 3 版，日刊工業新

聞社. 

長倉三郎ら 編（1998）：理化学辞典 第 5 版，岩波書店. 

B.Alberts, D.Bray, J.Lewis, M.Raff, K.Roberts, J.D.Watson 著. 中村桂子・藤山秋佐夫・松原謙一 監訳

（1995）：細胞の分子生物学 第３版, 教育社. 

ステッドマン医学大辞典第 4 版 CD-ROM (1997)：メジカルビュー社. 

一瀬白帝・鈴木宏治 編(1998)：図説 分子病態学 2 版. 中外医学社. 

D.M.Kammen and D.M.Hassenzahl 著, 田之倉 優・村松知成・阿久津秀雄 訳 (2002)：生化学キーノート. 

シュプリンガー・フェアラーク東京. 

土井邦雄(1993)：毒性学 毒性発現のメカニズム. 川島書店. 

R.V.Kolluru, S.M.Bartell, R.M.Pitbalado and R.S.Stricoff 著, 平石次郎・池田三郎・下貞孟・田村昌三・

戸村健司・半井豊明・花井壮輔・松尾昌彪・吉田喜久雄 訳編(1998)：リスクアセスメントハ

ンドブック. 丸善. 

菊池康基・津志本元・三宅幸雄（1995）：遺伝毒性試験用語集, サイエンティスト社. 

John, M.Last 編, 日本疫学会訳(2000) ：疫学辞典 第 3 版.（財）日本公衆衛生協会. 

宮原英夫・丹後俊郎 編(1995)：医学統計学ハンドブック. 朝倉書店. 

Brandes LJ et al. (1996)：SimpleBox 2.0: a nested multimedia fate model for evaluating the environmental fate 

of chemicals, RIVM Report 719101029. 

Donald Mackay (2001)：Multimedia Environmental Models: The Fugacity Approach 2nd Edition, Lewis 

Publishers. 

OECD (2009)：Manual for Investigation of HPV Chemicals. 
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Klimisch HJ, Andreae E and Tillmann U (1997). A Systematic Approach for Evaluating the Quality of 

Experimental and Ecotoxicological Data. Reg.Tox. and Pharm. 25:1-5. 

http://cerhr.niehs.nih.gov/aboutCERHR/index.html 

http://ntp-server.niehs.nih.gov/default.html 

http://www.env.go.jp/chemi/prtr/2/setsumei2.html 

http://61.204.48.89/jciadb/dbmenu.html 

日本環境毒性学会編(2003）：生態影響試験ハンドブック－化学物質の環境リスク評価－, 朝倉書店 

日本農薬学会編(2004)：農薬の環境科学最前線－環境への影響評価とリスクコミュニケーション－, 

ソフトサイエンス社 

厚生労働省医薬食品局長・経済産業省製造産業局長・環境省総合環境政策局長(2003)：「新規化学物

質等に係る試験の方法について」、薬食発第 1121002 号、平成 15・11・13 製局第 2 号、環保企発第

031121002 号. 
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２．無毒性量（NOAEL）等の性格および利用上の注意 

 

(1) 無毒性量（NOAEL）等とは、NOAEL（NOEL）から、またはLOAEL（LOEL）を10で除して

変換したNOAEL（NOEL）から、時間補正のみを行って求めた数値をいう。 

(2) 無毒性量（NOAEL）等は、ヒトの健康影響等についての十分な知識を基に、活用すること

が望ましい。 

(3) 無毒性量（NOAEL）等を決定するに当たって、ヒトにおける調査及び動物実験等から得ら

れた多様な知見を考慮しているが、これらの情報の質、量は物質によって大きく異なってい

る。従って、無毒性量（NOAEL）等の数値を、有害物質間の相対的な毒性強度の比較に用

いることについては注意を要する。また、有害物質等への感受性は個人毎に異なるので、無

毒性量（NOAEL）等以下の曝露であっても、不快や既存の健康異常の悪化、あるいは新た

な健康異常の発生を防止できない場合もある。  

(4) 無毒性量（NOAEL）等は安全と危険を判断する上でのおおよその目安であり、ヒトに何ら

かの健康異常がみられた場合、無毒性量（NOAEL）等を越えたことのみを理由として、そ

の物質による健康影響と判断してはならない。またその逆に、無毒性量（NOAEL）等を越

えていないことのみを理由として、その物質による健康影響ではないと判断してはならない。 

(5) 無毒性量（NOAEL）等は、有害物質および健康影響に関する知識の増加、情報の蓄積、新

たな物質の使用等に応じて改訂・追加するものとする。 
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3．生物名一覧 

学  名 和名・属名 科・目名等 生物群

Acartia tonsa アカルチア属 アカルチア科 甲殻類

Americamysis bahia 
（＝Mysidopsis bahia） 

 アミ科 甲殻類

Aplexa hypnorum ホタルヒダリマキガイ サカマキガイ科 その他

Brachionus calyciflorus ツボワムシ ツボワムシ科 その他

Brachionus rubens アカツボワムシ ツボワムシ科 その他

Carassius auratus キンギョ コイ科 魚 類 

Centropomus undecimalis  スズキ目 魚 類 

Ceriodaphnia dubia ニセネコゼミジンコ ミジンコ科 甲殻類

Chironomus tepperi ユスリカ属 ユスリカ科 その他

Chlorella pyrenoidosa クロレラ属 オーキスチス科（緑藻類） 藻 類 

Chlorella sp. クロレラ属 オーキスチス科（緑藻類） 藻 類 

Chlorella vulgaris クロレラ属 オーキスチス科（緑藻類） 藻 類 

Cloeon dipterum フタバカゲロウ コカゲロウ科 その他

Crangon crangon エビジャコ属 エビジャコ科 甲殻類

Cyprinodon variegatus キプリノドン属 キプリノドン科 魚 類 

Cyprinus carpio コイ コイ科 魚 類 

Danio rerio 
（＝Brachydanio rerio） 

ゼブラフィッシュ コイ科 魚 類 

Daphnia magna オオミジンコ ミジンコ科 甲殻類

Daphnia sp. ミジンコ属 ミジンコ科 甲殻類

Desmodesmus pannonicus 
（旧名 Scenedesmus pannonicus*1） 

デスモデスムス属 セネデスムス科（緑藻類） 藻 類 

Desmodesmus subspicatus 
（旧名 Scenedesmus subspicatus*1） 

デスモデスムス属 セネデスムス科（緑藻類） 藻 類 

Dugesia dorotocephala ナミウズムシ属 プラナリア目 その他

Gammarus pseudolimnaeus ヨコエビ属 ヨコエビ科 甲殻類

Hydra oligactis ヒドラ属 ヒドラ科 その他

Ictalurus punctatus アメリカナマズ ナマズ目 魚 類 

Lemna sp. アオウキクサ属 ウキクサ科 その他

Lepomis macrochirus ブルーギル サンフィッシュ科 魚 類 

Leuciscus idus  コイ科 魚 類 

Leuciscus idus melanotus  コイ科 魚 類 

Micropterus salmoides ブラックバス サンフィッシュ科 魚 類 

Octopus bimaculoides マダコ属 マダコ科 その他

Octopus joubini マダコ属 マダコ科 その他

Octopus maya マダコ属 マダコ科 その他

Oncorhynchus mykiss 
（＝Salmo gairdneri） 

ニジマス サケ科 魚 類 
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学  名 和名・属名 科・目名等 生物群

Orconectes immunis  アメリカザリガニ科 甲殻類

Oryzias latipes メダカ メダカ科 魚 類 

Palaemonetes spp.  テナガエビ科 甲殻類

Pimephales promelas ファットヘッドミノー コイ科 魚 類 

Platichthys flesus ヌマガレイ属 カレイ科 魚 類 

Poecilia reticulata グッピー カダヤシ科 魚 類 

Pseudokirchneriella subcapitata 
（旧名 Selenastrum capricornutum*2） 

プセウドキルクネリエラ

属 
オーキスチス科（緑藻類） 藻 類 

Rana japonica ニホンアカガエル アカガエル科 その他

Psetta maxima 
（＝Scophthalmus maximus） 

 カレイ目 魚 類 

Skeletonema costatum スケレトネマ属 タラシオシラ科（珪藻類） 藻 類 

Solea solea  カレイ目 魚 類 

Spirostomum ambiguum スピロストマム属 スピロストマム科 その他

Tetrahymena pyriformis テトラヒメナ属 テトラヒメナ科 その他

Tetrahymena thermophila テトラヒメナ属 テトラヒメナ科 その他

*1 OECD テストガイドライン No. 201 における記述に準じて、ここでは旧名と表記した 

*2 試験生物として用いられてきた Selenastrum capricornutum は、Pseudokirchneriella subcapitata であったことが確

認されており、ここでは便宜上旧名と表記した 

 

参考資料 

朝倉彰編(2003)：甲殻類学 エビ・カニとその仲間の世界、東海大学出版会 

上野輝彌・坂本一男(1999)：魚の分類の図鑑－世界の魚の種類を考える、東海大学出版会 

内山りゅう・前田憲男・沼田研児・関慎太郎(2007)：日本の両性爬虫類、平凡社 

岡田要・内田亨・内田清之介(1965)：新日本動物図鑑（上・中・下）、北隆館 

角野康郎(2004)：日本水草図鑑、文一総合出版 

川合禎次・谷田一三共編(2005)：日本産水生昆虫－科・属・種への検索、東海大学出版会 

環境省：特定外来生物同定マニュアル(http://www.env.go.jp/nature/intro/4document/manual/index.html) 

近藤繁生・平林公男・岩熊敏夫・上野隆平共編(2001)：ユスリカの世界、培風館 

千原光雄(1970)：標準原色図鑑全集 15 海藻 海浜植物、保育社 

千原光雄・村野正昭編(1997)：日本産海洋プランクトン検索図説、東海大学出版会 

中坊徹次編(2013)：日本産魚類検索 全種の同定 第三版、東海大学出版会 

西村三郎編著(1995)：日本海岸動物図鑑Ⅱ、保育社 

日本環境毒性学会編(2003)：生態影響試験ハンドブック－化学物質の環境リスク評価－、朝倉書店 

肥後俊一・後藤芳央(1993)：日本及び周辺地域産軟体動物、㈱エル貝類出版局 

廣瀬弘幸(1977)：日本淡水藻図鑑、内田老鶴圃 

前田憲男・松井正文(2003)：日本カエル図鑑、文一総合出版 

柾一成・若山朝子・吉田謙一(2003)：川崎市内におけるヨコエビ類の分布、川崎市公害研究所年報 

水野寿彦・高橋永治編(2000)：日本淡水動物プランクトン検索図説、東海大学出版会 
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山岸高旺(1999)：淡水藻類入門、内田老鶴圃 

Algaebase (http://www.algaebase.org/) 

Fishbase (http://www.fishbase.org/search.php) 

Integrated Taxonomic information System (http://www.itis.gov/) 

OECD(1978)：Multilingual Dictionary of Fish and Fish Products, Second Edition、The Whitefriars Press Ltd. 
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第２編 

 

 

 

化学物質の環境リスク評価関連の調査研究等 

 

 
 



Ⅰ．化学物質の生態影響試験 

 

（Ⅰ）化学物質の生態影響試験の概要 

 

１．概要 

 環境省においては、化学物質の生態影響に関する知見を収集し、生態系に対するリスクの

評価に役立てるとともに、OECDにおける高生産量（High Production Volume: HPV）化学物

質の有害性評価プログラム（HPVプログラム、現在の「化学物質協同評価プログラム」）に

貢献すること、定量的構造活性相関（QSAR）の開発等を目的として、化学物質の生態影響

試験を実施してきた。なお、当該試験については、その成果を国際的に利用可能なものとす

るため、OECDの定めたテストガイドラインに準拠した方法により、環境省の優良試験所基

準（Good Laboratory Practice: GLP）に適合している試験機関において実施された。 
 

２．試験の概要 

 OECDの定めたテストガイドライン又は化審法テストガイドラインに基づき、水生生物

（藻類、甲殻類、魚類及び底生生物）を対象とした生態毒性に関する試験を実施してきた。 

 (1) 藻類 

① 試験対象生物 

 水系食物連鎖における生産者として、単細胞緑藻類の一種であるPseudokirchneriella 

subcapitata（旧名 Selenastrum capricornutum）を使用している。 

  ② 試験項目 

・藻類生長阻害試験（OECDテストガイドライン201又は化審法テストガイドライン 

に準拠） 

 化学物質に72時間曝露した際の藻類の生長、増殖に及ぼす影響を、50%生長阻害濃

度（EC50）及びその無影響濃度（NOEC）として把握している。 

 (2) 甲殻類 

  ① 試験対象生物 

 水系食物連鎖における一次消費者として、オオミジンコ（Daphnia magna）を使用し

ている。  

  ② 試験項目 

・ミジンコ急性遊泳阻害試験（OECDテストガイドライン202又は化審法テストガイ 

ドラインに準拠） 

 化学物質に48時間曝露した際のミジンコの遊泳に及ぼす影響を、半数遊泳阻害濃度

（EC50）として把握している。ミジンコ繁殖阻害試験の予備試験の役割も担っている。 

   ・ミジンコ繁殖試験（OECDテストガイドライン211に準拠） 

 化学物質に21日間曝露した際のミジンコの繁殖に及ぼす影響を、繁殖の50%阻害濃

度（EC50）及びその無影響濃度（NOEC）として把握している。慢性毒性に関する試
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験として位置付けられている。 

 (3) 魚類 

  ① 試験対象生物 

 水系食物連鎖における高次消費者として、ヒメダカ（Oryzias latipes）を使用してい

る。 

  ② 試験項目 

・魚類急性毒性試験（OECDテストガイドライン203又は化審法テストガイドライン 

に準拠） 

 化学物質に96時間曝露した際の魚類に及ぼす影響を、半数致死濃度（LC50）として

把握している。 

   ・魚類初期生活段階毒性試験（OECDテストガイドライン210に準拠） 

 化学物質に卵の段階からふ化後約30日まで曝露した際に試験魚の成長や行動に及

ぼす影響を、その最小影響濃度（LOEC）及び無影響濃度（NOEC）として把握して

いる。慢性毒性に関する試験として位置づけ、平成12年度より実施している。 

 (4) 底生生物 

  ① 試験対象生物 

 底質添加によるユスリカ毒性試験として、セスジユスリカ（Chironomus yoshimatsui）

を使用している。 

  ② 試験項目 

   ・底質添加によるユスリカ毒性試験（OECDテストガイドライン218に準拠） 

 底質に被験物質を添加することにより、ユスリカをふ化後一齢幼虫から羽化まで（2

0～28日間）被験物質に曝露した際に成長に及ぼす影響を、羽化率等を測定すること

により把握している。慢性毒性に関する試験として位置づけ、平成16年度より実施し

ている。 

 (5) 試験の実施体制 

 本試験は、３に述べる優良試験所基準に適合した試験機関において実施された。 
 

３．優良試験所基準（GLP） 

 平成15年度までは、化審法GLP（分解性・蓄積性・人毒性に関するもの）を参考として、

生態影響試験に適用するためのGLPとして「生態影響試験実施に関する基準」（生態影響試

験GLP）を定め、これを満たす試験機関において生態影響試験を実施してきた。GLPの適合

状況については環境省の生態影響GLP評価検討会により確認が行われた。 

 平成16年度からは、化審法に基づき、化審法GLPの適用範囲を動植物毒性試験を含むよう

拡大し、化審法GLP（動植物毒性試験）の適合確認を受けた試験機関において、生態影響試

験を行っている。 
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４．試験の実績 

 (1) 試験実施状況 

 生産量、環境残留性等の情報に基づき、水生生物に対する曝露の可能性が高く、生態リ

スクが懸念される化学物質を選定して試験を実施してきた。 

 (2) 成果の活用状況 

① 化学物質の生態毒性に関するわが国唯一の体系的な試験として知見を蓄積するとと

もに、その結果を公開している。 

② 信頼できる試験データとして、化審法の下でのリスク評価、定量的構造活性相関

（QSAR）の開発、環境リスク初期評価、水生生物保全に係る水質目標の検討等に活用し

ている。 

③ OECDの化学物質協同評価プログラムにおいて、わが国が担当する物質の生態影響評

価の際にこの成果を活用するとともに、外国政府や産業界に対しても成果を広く提供して

いる。 

 

５．難水溶性物質の生態影響試験データの扱いについて 

(1)背景 

 OECDでは、試験困難物質の水生生物に対する生態影響試験法に関するガイダンス文書23

（2000）において、難水溶性物質の扱い等についてまとめており、分散剤の使用を控えるべ

きと主張している。 

 環境省が平成12年度までに292物質について生態影響試験を実施しているが、そのうち約

半数の物質で、従来のOECDテストガイドラインに従い、分散剤を使用した試験も行われて

きた。 

 

(2)環境省における対応について 

 環境省の生態影響試験実施事業では平成13年度よりこの考え方を取り入れており、改正化

審法の下での生態影響試験では、特に界面活性作用のある分散剤を使用しないことが明記さ

れた。 

 化学物質の環境リスク初期評価の第３次とりまとめより、分散剤の使用等により明らかに

水溶解度以上の毒性値が算定されている試験結果については、信頼性が低いものと判断し、

生態リスク初期評価における予測無影響濃度（PNEC）の導出には用いないこととしている。 

 これを受け、環境省（庁）がこれまでに実施した生態影響試験のうち、試験困難物質等で

あって分散剤を多用していることにより現時点では信頼性ある試験データとして評価する

ことが困難である物質を抽出し、今後試験を実施する必要性について検討するため試験デー

タの信頼性確認作業を行っている。 
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フ
ェ

ノ
ー

ル
○

2
1

1
2
3
-
3
0
-
8

p
-
ア

ミ
ノ

フ
ェ

ノ
ー

ル
○

2
2

1
0
7
-
1
8
-
6

ア
リ

ル
ア

ル
コ

ー
ル

○
○

○

2
3

3
0
9
-
0
0
-
2

ア
ル

ド
リ

ン
○

○

2
4

7
4
4
0
-
3
6
-
0

(ア
ン

チ
モ

ン
)
ア

ン
チ

モ
ン

及
び

そ
の

化
合

物
○

2
5

8
4
-
6
5
-
1

ア
ン

ト
ラ

キ
ノ

ン
○

2
6

1
2
0
-
1
2
-
7

ア
ン

ト
ラ

セ
ン

○
○

○

2
7

2
1
0
4
-
6
4
-
5

E
P

N
○

2
8

1
8
8
5
4
-
0
1
-
8

イ
ソ

キ
サ

チ
オ

ン
○

2
9

7
8
-
8
3
-
1

イ
ソ

ブ
チ

ル
ア

ル
コ

ー
ル

○
○

3
0

7
8
-
7
9
-
5

イ
ソ

プ
レ

ン
○

○

3
1

5
0
5
1
2
-
3
5
-
1

イ
ソ

プ
ロ

チ
オ

ラ
ン

○

3
2

9
8
-
8
2
-
8

イ
ソ

プ
ロ

ピ
ル

ベ
ン

ゼ
ン

○
○

3
3

7
8
-
5
9
-
1

イ
ソ

ホ
ロ

ン
○

○
○

○

3
4

2
6
0
8
7
-
4
7
-
8

イ
プ

ロ
ベ

ン
ホ

ス
○

3
5

7
4
4
0
-
7
4
-
6

(イ
ン

ジ
ウ

ム
)
イ

ン
ジ

ウ
ム

及
び

そ
の

化
合

物
○

○

3
6

1
0
3
-
6
9
-
5

N
-
エ

チ
ル

ア
ニ

リ
ン

○
○

3
7

5
0
-
0
6
-
6

5
-
エ

チ
ル

-
5
-
フ

ェ
ニ

ル
-
2
,4

,6
(1

H
, 
3
H

, 
5
H

)-
ピ

リ
ミ

ジ
ン

ト
リ

オ
ン

○

3
8

1
0
0
-
4
1
-
4

エ
チ

ル
ベ

ン
ゼ

ン
○

○

3
9

1
5
1
-
5
6
-
4

エ
チ

レ
ン

イ
ミ

ン
○

○

4
0

7
5
-
2
1
-
8

エ
チ

レ
ン

オ
キ

シ
ド

○
○

○

4
1

1
0
7
-
2
1
-
1

エ
チ

レ
ン

グ
リ

コ
ー

ル
○

○
○

4
2

1
1
0
-
8
0
-
5

エ
チ

レ
ン

グ
リ

コ
ー

ル
モ

ノ
エ

チ
ル

エ
ー

テ
ル

<
2
-
エ

ト
キ

シ
エ

タ
ノ

ー
ル

>
○

○
○

4
3

1
0
9
-
8
6
-
4

エ
チ

レ
ン

グ
リ

コ
ー

ル
モ

ノ
メ

チ
ル

エ
ー

テ
ル

<
2
-
メ

ト
キ

シ
エ

タ
ノ

ー
ル

>
○

○
○

4
4

1
0
7
-
1
5
-
3

エ
チ

レ
ン

ジ
ア

ミ
ン

○
○

○

4
5

6
0
-
0
0
-
4

エ
チ

レ
ン

ジ
ア

ミ
ン

四
酢

酸
○

○
○

第
１

０
巻

第
１

１
巻

第
１

２
巻

第
４

巻
第

５
巻

第
６

巻
第

７
巻

第
８

巻
第

９
巻

第
３

巻
番

号
C

A
S
番

号
物

質
名

第
１

巻
第

２
巻

　
　

　
　

　
※

１
　

発
が

ん
性
の

定
量

的
な

評
価

を
実

施
し

た
６

物
質

　
　

　
　

　
※

２
　

第
2
巻

で
の

定
性

的
な

発
が

ん
性

の
評

価
か

ら
、

定
量

的
な

発
が

ん
リ

ス
ク

の
評

価
が

必
要

と
さ

れ
た

４
物

質

－380－



環
境

リ
ス

ク
初

期
評

価
実

施
物

質
一

覧
（
第

１
巻

～
第

１
２

巻
）

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

発
が

ん

性
※
1

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

発
が

ん

性
※
2

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

第
１

０
巻

第
１

１
巻

第
１

２
巻

第
４

巻
第

５
巻

第
６

巻
第

７
巻

第
８

巻
第

９
巻

第
３

巻
番

号
C

A
S
番

号
物

質
名

第
１

巻
第

２
巻

4
6

1
0
6
-
8
9
-
8

エ
ピ

ク
ロ

ロ
ヒ

ド
リ

ン
○

○
○

4
7

1
0
6
-
8
8
-
7

1
,2

-
エ

ポ
キ

シ
ブ

タ
ン

○
○

4
8

5
5
6
-
5
2
-
5

2
,3

-
エ

ポ
キ

シ
-
1
-
プ

ロ
パ

ノ
ー

ル
○

○

4
9

7
5
-
0
1
-
4

塩
化

ビ
ニ

ル
モ

ノ
マ

ー
○

○
○

5
0

1
0
0
-
4
4
-
7

塩
化

ベ
ン

ジ
ル

○
○

○

5
1

7
7
9
0
-
9
3
-
4

塩
素

酸
○

5
2

7
2
-
2
0
-
8

エ
ン

ド
リ

ン
○

○

5
3

1
0
3
8
0
-
2
8
-
6

オ
キ

シ
ン

銅
○

5
4

2
9
0
8
2
-
7
4
-
4

オ
ク

タ
ク

ロ
ロ

ス
チ

レ
ン

○

5
5

1
1
1
-
8
7
-
5

1
-
オ

ク
タ

ノ
ー

ル
○

○

5
6

3
2
5
3
6
-
5
2
-
0

オ
ク

タ
ブ

ロ
モ

ジ
フ

ェ
ニ

ル
エ

ー
テ

ル
○

○
○

5
7

1
8
0
6
-
2
6
-
4

4
-
n

-
オ

ク
チ

ル
フ

ェ
ノ

ー
ル

（
p

-
n

-
オ

ク
チ

ル
フ

ェ
ノ

ー
ル

）
○

5
8

1
4
0
-
6
6
-
9

4
-
t-

オ
ク

チ
ル

フ
ェ

ノ
ー

ル
○

○

5
9

7
6
0
1
-
9
0
-
3

過
塩

素
酸

○
○

6
0

1
0
5
-
6
0
-
2

ε
-
カ

プ
ロ

ラ
ク

タ
ム

○
○

6
1

1
0
5
-
6
7
-
9

2
,4

-
キ

シ
レ

ノ
ー

ル
○

○

6
2

5
7
6
-
2
6
-
1

2
,6

-
キ

シ
レ

ノ
ー

ル
○

○
○

6
3

1
3
3
0
-
2
0
-
7

キ
シ

レ
ン

○
○

○

6
4

9
5
-
4
7
-
6

o
-
キ

シ
レ

ン
○

6
5

1
0
8
-
3
8
-
3

m
-
キ

シ
レ

ン
○

6
6

1
0
6
-
4
2
-
3

p
-
キ

シ
レ

ン
○

6
7

9
1
-
2
2
-
5

キ
ノ

リ
ン

○
○

6
8

1
0
7
-
2
2
-
2

グ
リ

オ
キ

サ
ー

ル
○

○

6
9

2
1
8
-
0
1
-
9

ク
リ

セ
ン

○
○

7
0

1
1
1
-
3
0
-
8

グ
ル

タ
ル

ア
ル

デ
ヒ

ド
○

○
○

○

7
1

9
5
-
4
8
-
7

o
-
ク

レ
ゾ

ー
ル

○
○

7
2

1
0
8
-
3
9
-
4

m
-
ク

レ
ゾ

ー
ル

○
○

7
3

1
0
6
-
4
4
-
5

p
-
ク

レ
ゾ

ー
ル

○
○

7
4

4
1
7
0
-
3
0
-
3

ク
ロ

ト
ン

ア
ル

デ
ヒ

ド
○

○
○

7
5

－
3
価

ク
ロ

ム
化

合
物

○
○

7
6

－
6
価

ク
ロ

ム
化

合
物

○

7
7

1
8
3
6
-
7
7
-
7

ク
ロ

ル
ニ

ト
ロ

フ
ェ

ン
○

7
8

2
9
2
1
-
8
8
-
2

ク
ロ

ル
ピ

リ
ポ

ス
○

7
9

9
5
-
5
1
-
2

o
-
ク

ロ
ロ

ア
ニ

リ
ン

○
○

○
○

○

8
0

1
0
8
-
4
2
-
9

m
-
ク

ロ
ロ

ア
ニ

リ
ン

○

8
1

1
0
6
-
4
7
-
8

p
-
ク

ロ
ロ

ア
ニ

リ
ン

○
○

○

8
2

7
5
-
0
0
-
3

ク
ロ

ロ
エ

タ
ン

○
○

8
3

7
9
-
1
1
-
8

ク
ロ

ロ
酢

酸
○

8
4

3
3
8
0
-
3
4
-
5

5
-
ク

ロ
ロ

-
2
-
（
2
',4

'-
ジ

ク
ロ

ロ
フ

ェ
ノ

キ
シ

）
フ

ェ
ノ

ー
ル

○

8
5

9
7
-
0
0
-
7

1
-
ク

ロ
ロ

-
2
,4

-
ジ

ニ
ト

ロ
ベ

ン
ゼ

ン
○

8
6

1
8
9
7
-
4
5
-
6

ク
ロ

ロ
タ

ロ
ニ

ル
○

8
7

9
5
-
4
9
-
8

o
-
ク

ロ
ロ

ト
ル

エ
ン

○
○

○

8
8

1
0
6
-
4
3
-
4

p
-
ク

ロ
ロ

ト
ル

エ
ン

○
○

8
9

1
0
0
-
0
0
-
5

1
-
ク

ロ
ロ

-
4
-
ニ

ト
ロ

ベ
ン

ゼ
ン

○
○

9
0

9
5
-
5
7
-
8

o
-
ク

ロ
ロ

フ
ェ

ノ
ー

ル
○

○

　
　

　
　

　
※

１
　

発
が

ん
性
の

定
量

的
な

評
価

を
実

施
し

た
６

物
質

　
　

　
　

　
※

２
　

第
2
巻

で
の

定
性

的
な

発
が

ん
性

の
評

価
か

ら
、

定
量

的
な

発
が

ん
リ

ス
ク

の
評

価
が

必
要

と
さ

れ
た

４
物

質

－381－



環
境

リ
ス

ク
初

期
評

価
実

施
物

質
一

覧
（
第

１
巻

～
第

１
２

巻
）

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

発
が

ん

性
※
1

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

発
が

ん

性
※
2

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

第
１

０
巻

第
１

１
巻

第
１

２
巻

第
４

巻
第

５
巻

第
６

巻
第

７
巻

第
８

巻
第

９
巻

第
３

巻
番

号
C

A
S
番

号
物

質
名

第
１

巻
第

２
巻

9
1

1
0
6
-
4
8
-
9

p
-
ク

ロ
ロ

フ
ェ

ノ
ー

ル
○

9
2

1
0
7
-
0
5
-
1

3
-
ク

ロ
ロ

プ
ロ

ペ
ン

○
○

○

9
3

6
7
-
6
6
-
3

ク
ロ

ロ
ホ

ル
ム

○
○

9
4

7
4
-
8
7
-
3

ク
ロ

ロ
メ

タ
ン

○
○

9
5

1
0
7
-
3
0
-
2

ク
ロ

ロ
メ

チ
ル

メ
チ

ル
エ

ー
テ

ル
○

9
6

1
4
1
-
7
8
-
6

酢
酸

エ
チ

ル
○

○

9
7

1
1
1
-
1
5
-
9

酢
酸

2
-
エ

ト
キ

シ
エ

チ
ル

○
○

○
○

○

9
8

1
0
8
-
0
5
-
4

酢
酸

ビ
ニ

ル
モ

ノ
マ

ー
○

○

9
9

1
2
3
-
8
6
-
4

酢
酸

ブ
チ

ル
○

○

1
0
0

9
0
-
0
2
-
8

サ
リ

チ
ル

ア
ル

デ
ヒ

ド
○

1
0
1

7
5
-
5
6
-
9

酸
化

プ
ロ

ピ
レ

ン
○

○
○

1
0
2

5
6
-
2
3
-
5

四
塩

化
炭

素
○

1
0
3

7
4
4
0
-
4
8
-
4

(コ
バ

ル
ト

)
コ

バ
ル

ト
及

び
そ

の
化

合
物

○
○

1
0
4

1
2
3
-
9
1
-
1

1
,4

-
ジ

オ
キ

サ
ン

○
○

1
0
5

8
0
-
4
3
-
3

ジ
ク

ミ
ル

パ
ー

オ
キ

サ
イ

ド
○

1
0
6

1
0
8
-
9
1
-
8

シ
ク

ロ
ヘ

キ
シ

ル
ア

ミ
ン

○
○

○

1
0
7

1
1
0
-
8
3
-
8

シ
ク

ロ
ヘ

キ
セ

ン
○

○
○

1
0
8

6
2
-
7
3
-
7

ジ
ク

ロ
ル

ボ
ス

○

1
0
9

9
5
-
7
6
-
1

3
,4

-
ジ

ク
ロ

ロ
ア

ニ
リ

ン
○

1
1
0

7
5
-
3
4
-
3

1
,1

-
ジ

ク
ロ

ロ
エ

タ
ン

○
○

1
1
1

1
0
7
-
0
6
-
2

1
,2

-
ジ

ク
ロ

ロ
エ

タ
ン

○
○

○

1
1
2

7
5
-
3
5
-
4

1
,1

-
ジ

ク
ロ

ロ
エ

チ
レ

ン
○

○

1
1
3

1
5
6
-
5
9
-
2

シ
ス

-
1
,2

-
ジ

ク
ロ

ロ
エ

チ
レ

ン
○

○

1
1
4

1
5
6
-
6
0
-
5

ト
ラ

ン
ス

-
1
,2

-
ジ

ク
ロ

ロ
エ

チ
レ

ン
○

○
○

1
1
5

1
0
1
-
1
4
-
4

3
,3

'ジ
ク

ロ
ロ

-
4
,4

'-
ジ

ア
ミ

ノ
ジ

フ
ェ

ニ
ル

メ
タ

ン
○

○

1
1
6

3
2
0
9
-
2
2
-
1

1
,2

-
ジ

ク
ロ

ロ
-
3
-
ニ

ト
ロ

ベ
ン

ゼ
ン

○
○

1
1
7

8
9
-
6
1
-
2

1
,4

-
ジ

ク
ロ

ロ
-
2
-
ニ

ト
ロ

ベ
ン

ゼ
ン

○
○

1
1
8

1
2
0
-
8
3
-
2

2
,4

-
ジ

ク
ロ

ロ
フ

ェ
ノ

ー
ル

○

1
1
9

7
6
0
-
2
3
-
6

3
,4

-
ジ

ク
ロ

ロ
-
1
-
ブ

テ
ン

○
○

1
2
0

9
6
-
2
3
-
1

1
,3

-
ジ

ク
ロ

ロ
-
2
-
プ

ロ
パ

ノ
ー

ル
○

○

1
2
1

7
8
-
8
7
-
5

1
,2

-
ジ

ク
ロ

ロ
プ

ロ
パ

ン
○

○
○

1
2
2

5
4
2
-
7
5
-
6

1
,3

-
ジ

ク
ロ

ロ
プ

ロ
ペ

ン
○

○
○

1
2
3

9
1
-
9
4
-
1

3
,3

'-
ジ

ク
ロ

ロ
ベ

ン
ジ

ジ
ン

○
○

1
2
4

9
5
-
5
0
-
1

o
-
ジ

ク
ロ

ロ
ベ

ン
ゼ

ン
○

○

1
2
5

5
4
1
-
7
3
-
1

m
-
ジ

ク
ロ

ロ
ベ

ン
ゼ

ン
○

○

1
2
6

1
0
6
-
4
6
-
7

p
-
ジ

ク
ロ

ロ
ベ

ン
ゼ

ン
○

○

1
2
7

7
5
-
0
9
-
2

ジ
ク

ロ
ロ

メ
タ

ン
○

○
○

1
2
8

1
0
1
-
8
3
-
7

ジ
シ

ク
ロ

ヘ
キ

シ
ル

ア
ミ

ン
○

○

1
2
9

7
7
-
7
3
-
6

ジ
シ

ク
ロ

ペ
ン

タ
ジ

エ
ン

○
○

○
○

1
3
0

5
3
4
-
5
2
-
1

4
,6

-
ジ

ニ
ト

ロ
-
o

-
ク

レ
ゾ

ー
ル

○
○

1
3
1

6
0
2
-
0
1
-
7
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○
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2
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2
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ト

ロ
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エ

ン
○

○

1
3
3

6
1
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8

2
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ジ
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ト

ロ
ト

ル
エ

ン
○

○

1
3
4
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2

2
,6
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ジ
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ト

ロ
ト

ル
エ

ン
○

○
○

○
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第

１
巻

～
第

１
２

巻
）

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

発
が

ん

性
※
1

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

発
が

ん

性
※
2

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

第
１

０
巻

第
１

１
巻

第
１

２
巻

第
４

巻
第

５
巻

第
６

巻
第

７
巻

第
８

巻
第

９
巻

第
３

巻
番

号
C

A
S
番

号
物

質
名

第
１

巻
第

２
巻

1
3
6

6
1
8
-
8
5
-
9

3
,5

-
ジ

ニ
ト

ロ
ト

ル
エ

ン
○

○

1
3
7

5
1
-
2
8
-
5

2
,4

-
ジ

ニ
ト

ロ
フ

ェ
ノ

ー
ル

○

1
3
8

1
3
2
1
-
7
4
-
0

ジ
ビ

ニ
ル

ベ
ン

ゼ
ン

○

1
3
9

1
2
2
-
3
9
-
4

ジ
フ

ェ
ニ

ル
ア

ミ
ン

○
○

○

1
4
0

－
ジ

ブ
チ

ル
ス

ズ
化

合
物

○
○

1
4
1

1
2
8
-
3
7
-
0

2
,6

-
ジ

-
t-

ブ
チ

ル
-
4
-
メ

チ
ル

フ
ェ

ノ
ー

ル
○

○

1
4
2

1
0
6
-
9
3
-
4

1
,2

-
ジ

ブ
ロ

モ
エ

タ
ン

○
○

1
4
3

1
2
4
-
4
8
-
1

ジ
ブ

ロ
モ

ク
ロ

ロ
メ

タ
ン

○
○

1
4
4

1
0
3
-
5
0
-
4

ジ
ベ

ン
ジ

ル
エ

ー
テ

ル
○

1
4
5

8
7
-
5
9
-
2

2
,3

-
ジ

メ
チ

ル
ア

ニ
リ

ン
○

○
○

1
4
6

9
5
-
6
8
-
1

2
,4

-
ジ

メ
チ

ル
ア

ニ
リ

ン
○

○

1
4
7

9
5
-
7
8
-
3

2
,5

-
ジ

メ
チ

ル
ア

ニ
リ

ン
○

○
○

1
4
8

8
7
-
6
2
-
7

2
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ジ

メ
チ

ル
ア
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リ

ン
○

○
○

1
4
9

9
5
-
6
4
-
7

3
,4
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ジ

メ
チ

ル
ア

ニ
リ

ン
○

○
○

1
5
0

1
0
8
-
6
9
-
0

3
,5

-
ジ

メ
チ

ル
ア

ニ
リ

ン
○

○

1
5
1

1
2
4
-
4
0
-
3

ジ
メ

チ
ル

ア
ミ

ン
○

○

1
5
2

6
7
-
6
8
-
5

ジ
メ

チ
ル

ス
ル

ホ
キ

シ
ド

○
○

1
5
3

1
6
4
3
-
2
0
-
5

N
,N

-
ジ

メ
チ

ル
ド

デ
シ

ル
ア

ミ
ン

=
N

=
オ

キ
シ

ド
○

1
5
4

6
1
6
5
-
5
1
-
1

1
,4

-
ジ

メ
チ

ル
-
2
-
（
1
-
フ

ェ
ニ

ル
エ

チ
ル

）
ベ

ン
ゼ

ン
○

○
○

1
5
5

6
8
-
1
2
-
2

N
,N
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ジ

メ
チ

ル
ホ

ル
ム

ア
ミ

ド
○

○

1
5
6

7
4
-
8
3
-
9

臭
化

メ
チ

ル
○

○

1
5
7

1
0
0
-
4
2
-
5

ス
チ

レ
ン

○
○

1
5
8

9
6
-
0
9
-
3

ス
チ

レ
ン

オ
キ

シ
ド

○

1
5
9

7
4
4
0
-
4
5
-
1
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リ

ウ
ム

)
セ

リ
ウ

ム
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合
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○
○

○
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0

3
3
3
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5
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ン

○
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6
1
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3
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2
6
-
8
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○
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6
2
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2
-
5
6
-
6

チ
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ウ
レ

ア
○

1
6
3

2
8
2
4
9
-
7
7
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6
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ベ
ン

カ
ル

ブ
○
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4
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2
-
6
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タ
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チ

タ
ン
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物
○

○
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5
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鎖
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ベ

ン
ゼ

ン
ス

ル
ホ

ン
酸

及
び

そ
の

塩
○

1
6
6

5
0
-
2
9
-
3

p,
p'

-
D

D
T

○
○

1
6
7

6
0
-
5
7
-
1

デ
ィ

ル
ド

リ
ン

○
○

1
6
8

1
1
6
3
-
1
9
-
5

デ
カ

ブ
ロ

モ
ジ

フ
ェ

ニ
ル

エ
ー

テ
ル

○
○

○

1
6
9

1
1
2
-
3
0
-
1

1
-
デ

シ
ル

ア
ル

コ
ー

ル
○

1
7
0

7
9
-
3
4
-
5

1
,1

,2
,2

-
テ

ト
ラ

ク
ロ

ロ
エ

タ
ン

○
○

1
7
1

1
2
7
-
1
8
-
4

テ
ト

ラ
ク

ロ
ロ

エ
チ

レ
ン

○

1
7
2

9
5
-
9
4
-
3

1
,2

,4
,5

-
テ

ト
ラ

ク
ロ

ロ
ベ

ン
ゼ

ン
○

○

1
7
3

1
1
0
-
9
1
-
8

テ
ト

ラ
ヒ

ド
ロ

-
1
,4

-
オ

キ
サ

ジ
ン

○
○

1
7
4

1
0
9
-
9
9
-
9

テ
ト

ラ
ヒ

ド
ロ

フ
ラ

ン
○

○

1
7
5

8
1
1
-
9
7
-
2

1
,1

,1
,2

-
テ

ト
ラ

フ
ル

オ
ロ

エ
タ

ン
○

○

1
7
6

1
1
6
-
1
4
-
3

テ
ト

ラ
フ

ル
オ

ロ
エ

チ
レ

ン
○

○

1
7
7

7
9
-
9
4
-
7

テ
ト

ラ
ブ

ロ
モ

ビ
ス

フ
ェ

ノ
ー

ル
A

○
○

1
7
8

1
0
0
-
2
1
-
0

テ
レ

フ
タ

ル
酸

○
○

○

1
7
9

1
2
0
-
6
1
-
6

テ
レ

フ
タ

ル
酸

ジ
メ

チ
ル

○
○

○

1
8
0

1
2
1
-
4
4
-
8

ト
リ

エ
チ

ル
ア

ミ
ン

○
○

　
　

　
　

　
※

１
　

発
が

ん
性
の

定
量

的
な

評
価

を
実

施
し

た
６

物
質

　
　

　
　

　
※

２
　

第
2
巻

で
の

定
性

的
な

発
が

ん
性

の
評

価
か

ら
、

定
量

的
な

発
が

ん
リ

ス
ク

の
評

価
が

必
要

と
さ

れ
た

４
物

質

－383－



環
境

リ
ス

ク
初

期
評

価
実

施
物

質
一

覧
（
第

１
巻

～
第

１
２

巻
）

健
康
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ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

発
が

ん

性
※
1

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

発
が

ん

性
※
2

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

第
１

０
巻

第
１

１
巻

第
１

２
巻

第
４

巻
第

５
巻

第
６

巻
第

７
巻

第
８

巻
第

９
巻

第
３

巻
番

号
C

A
S
番

号
物

質
名

第
１

巻
第

２
巻

1
8
1

7
1
-
5
5
-
6

1
,1

,1
-
ト

リ
ク

ロ
ロ

エ
タ

ン
○

1
8
2

7
9
-
0
0
-
5

1
,1

,2
-
ト

リ
ク

ロ
ロ

エ
タ

ン
○

○
○

1
8
3

3
0
2
-
1
7
-
0

2
,2

,2
-
ト

リ
ク

ロ
ロ

エ
タ

ン
-
1
,1

-
ジ

オ
ー

ル
○

1
8
4

7
9
-
0
1
-
6

ト
リ

ク
ロ

ロ
エ

チ
レ

ン
○

1
8
5

7
6
-
1
3
-
1

1
,1

,2
-
ト

リ
ク

ロ
ロ

-
1
,2

,2
-
ト

リ
フ

ル
オ

ロ
エ

タ
ン

○

1
8
6

7
6
-
0
6
-
2

ト
リ

ク
ロ

ロ
ニ

ト
ロ

メ
タ

ン
○

○

1
8
7

9
5
-
9
5
-
4

2
,4

,5
-
ト

リ
ク

ロ
ロ

フ
ェ

ノ
ー

ル
○

1
8
8

8
8
-
0
6
-
2

2
,4

,6
-
ト

リ
ク

ロ
ロ

フ
ェ

ノ
ー

ル
○

○
○

1
8
9

9
6
-
1
8
-
4

1
,2

,3
-
ト

リ
ク

ロ
ロ

プ
ロ

パ
ン

○
○

1
9
0

8
7
-
6
1
-
6

1
,2

,3
-
ト

リ
ク

ロ
ロ

ベ
ン

ゼ
ン

○
○

○

1
9
1

1
2
0
-
8
2
-
1

1
,2

,4
-
ト

リ
ク

ロ
ロ

ベ
ン

ゼ
ン

○
○

1
9
2

1
0
8
-
7
0
-
3

1
,3

,5
-
ト

リ
ク

ロ
ロ

ベ
ン

ゼ
ン

○
○

1
9
3

1
5
8
2
-
0
9
-
8

ト
リ

フ
ル

ラ
リ

ン
○

1
9
4

1
1
8
-
7
9
-
6

2
,4

,6
-
ト

リ
ブ

ロ
モ

フ
ェ

ノ
ー

ル
○

○
○

1
9
5

7
5
-
5
0
-
3

ト
リ

メ
チ

ル
ア

ミ
ン

○
○

1
9
6

3
4
5
2
-
9
7
-
9

3
,5

,5
-
ト

リ
メ

チ
ル

-
1
-
ヘ

キ
サ

ノ
ー

ル
○

1
9
7

9
5
-
6
3
-
6

1
,2

,4
-
ト

リ
メ

チ
ル

ベ
ン

ゼ
ン

○
○

1
9
8

1
0
8
-
6
7
-
8

1
,3

,5
-
ト

リ
メ

チ
ル

ベ
ン

ゼ
ン

○
○

○
○

○

1
9
9

9
5
-
5
3
-
4

o
-
ト

ル
イ

ジ
ン

○
○

○

2
0
0

1
0
8
-
4
4
-
1

m
-
ト

ル
イ

ジ
ン

○
○

2
0
1

1
0
6
-
4
9
-
0

p
-
ト

ル
イ

ジ
ン

○
○

○

2
0
2

1
0
8
-
8
8
-
3

ト
ル

エ
ン

○
○

2
0
3

9
5
-
8
0
-
7

2
,4

-
ト

ル
エ

ン
ジ

ア
ミ

ン
○

○

2
0
4

5
8
4
-
8
4
-
9

ト
ル

エ
ン

ジ
イ

ソ
シ

ア
ネ

ー
ト

○
○

2
0
5

9
1
-
2
0
-
3

ナ
フ

タ
レ

ン
○

2
0
6

9
0
-
1
5
-
3

1
-
ナ

フ
ト

ー
ル

○
○

2
0
7

7
4
3
9
-
9
2
-
1

（
鉛

）
鉛

及
び

そ
の

化
合

物
○

2
0
8

1
3
9
-
1
3
-
9

ニ
ト

リ
ロ

三
酢

酸
○

○
○

2
0
9

5
5
-
6
3
-
0

ニ
ト

ロ
グ

リ
セ

リ
ン

○

2
1
0

8
6
-
3
0
-
6

N
-
ニ

ト
ロ

ソ
ジ

フ
ェ

ニ
ル

ア
ミ

ン
○

○
○

2
1
1

6
2
-
7
5
-
9

N
-
ニ

ト
ロ

ソ
ジ

メ
チ

ル
ア

ミ
ン

○
○

2
1
2

8
8
-
7
2
-
2

o
-
ニ

ト
ロ

ト
ル

エ
ン

○
○

2
1
3

9
9
-
9
9
-
0

p
-
ニ

ト
ロ

ト
ル

エ
ン

（
4
-
ニ

ト
ロ

ト
ル

エ
ン

、
1
-
メ

チ
ル

-
4
-
ニ

ト
ロ

ベ
ン

ゼ
ン

）
○

○

2
1
4

1
0
0
-
0
2
-
7

p
-
ニ

ト
ロ

フ
ェ

ノ
ー

ル
○

○
○

2
1
5

9
8
-
9
5
-
3

ニ
ト

ロ
ベ

ン
ゼ

ン
○

○

2
1
6

7
5
-
1
5
-
0

二
硫

化
炭

素
○

○
○

2
1
7

1
4
3
-
0
8
-
8

1
-
ノ

ナ
ノ

ー
ル
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ノ

ニ
ル

ア
ル
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○
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1
8
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3

ノ
ニ

ル
フ
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○
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1
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2
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ジ
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○
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0
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1

ピ
ク
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○
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2
1
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7
3
4
4
-
4
1
-
8

4
,4

’
-
ビ

ス
（
2
-
ス

ル
ホ

ス
チ

リ
ル

）
ビ

フ
ェ

ニ
ル

-
2
ナ

ト
リ

ウ
ム

○

2
2
2

8
0
-
0
5
-
7

ビ
ス

フ
ェ

ノ
ー

ル
A

○
○

2
2
3

3
0
2
-
0
1
-
2

ヒ
ド

ラ
ジ

ン
○

○

2
2
4

1
2
3
-
3
1
-
9

ヒ
ド

ロ
キ

ノ
ン

○
○

○
○

○

2
2
5

1
0
0
-
4
0
-
3

4
-
ビ

ニ
ル
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1
-
シ

ク
ロ

ヘ
キ

セ
ン
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○
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１
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）
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康
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ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康
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ス

ク
生

態
リ

ス
ク
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が

ん

性
※
1

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

発
が

ん

性
※
2

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生
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リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生
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リ

ス
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